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第 １ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（２月２５日）（木曜）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．会期の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．議案第１号～議案第７号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

　　　説明、質疑　

　　　議案第１号～議案第６号　総務文教委員会付託

　　　議案第７号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第８号～議案第１１号　一括議題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

　　　説明、質疑

　　　議案第８号、議案第９号　総務文教委員会付託

　　　議案第１０号、議案第１１号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第１２号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　　説明、質疑、各常任委員会付託

　　１．議案第１３号～議案第２２号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　　説明、質疑

　　　議案第１３号～議案第１５号　総務文教委員会付託

　　　議案第１６号～議案第２２号　産業厚生委員会付託

　　１．議案第２３号～議案第３５号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

　　　説明

　　１．鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４０

　　１．陳情第２３号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４１

　　　陳情第２３号　議会運営委員会付託

　　１．陳情第２４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４１

　　　陳情第２４号　総務文教委員会付託

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４１

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４１

第２号（３月９日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４４

　　１．議案第１２号～議案第２２号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４４

　　　委員長報告、質疑、討論、表決（原案可決）

　　１．平成２２年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４５

― 1  ―



　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４５

　　　　元気な集落づくりを目指して

　　　　降灰対策について

　　　　学校跡地の利活用について

　　　　垂水市における公共事業の位置認識について

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５４

　　　　農・畜産業振興及びインフラ整備について

　　　　市営住宅について

　　　　機構改革について

　　　　陳情のあり方、参議院議員選挙について

　　　　新城、輝北プレスウッド集合材工場予定地について

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６６

　　　　本市の財政状況及び給与体系について

　　　　本市の医療体制は

　　　　空き家対策について

　　　尾脇雅弥議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７５

　　　　平成２２年度垂水市施政方針及び予算説明に関連して

　　　　子育て支援（拠点づくり）について

　　　　高齢者を中心とした医療・介護・福祉について

　　　　長期的ビジョンでの垂水づくりについて

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８５

　　　　降灰対策について

　　　　農林業行政について

　　　　水産行政について

　　　　しおかぜ街道事業について

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９５

　　　　各国道、県道、市道の降灰除去について

　　　　各学校跡地について

　　　　地上デジタル放送について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１

第３号（３月１０日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４

　　１．平成２２年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４

　　　　平成２２年度施政方針並びに各会計予算案について

― 2  ―



　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６

　　　　桜島降灰対策について

　　　　浜平のスタンドについて

　　　　食肉センターの衛生管理について

　　　　垂水しおかぜ街道構想について

　　　　老人憩いの家について

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６

　　　　施政方針第２の視点「協働」

　　　　施政方針「実施計画・学びあえる地域をつくるために」

　　　　施政方針「市民から信頼される・無駄のない行政経営のために」

　　　　予算・２期目最後の予算編成に当たり公約達成度の自己評価及び垂水市政の展望

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８

　　　　施政方針と一般会計予算案について

　　　宮迫泰倫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２

　　　　市民の目線に立った市政の推進について

　　　堀添國尚議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５６

　　　　降灰対策について

　　　　環境対策について

　　　　交通安全対策について

　　　　教育行政について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５

第４号（３月１９日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８

　　１．議案第１号～議案第１１号、議案第２３号～議案第３５号、陳情第２０号から陳情第２４号

　　　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第１号～議案第１１号、議案第２３号～議案第３５号（原案可決）

　　　陳情第２０号～陳情第２３号（採択）

　　　陳情第２４号（不採択）

　　１．議案第３６号～議案第３８号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５

　　　説明、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第３６号～議案第３８号（原案可決）

　　１．意見書案第２３号～意見書案第２６号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７

　　　質疑、表決

　　　意見書案第２３号～意見書案第２６号（原案可決）

― 3  ―



　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０

― 4  ―



平 成 ２２ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

２・２５ 木 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、一部表決、

一部委員会付託

２・２６ 金 休　会

２・２７ 土 〃

２・２８ 日 〃 　

３・　１ 月 〃 （質問通告期限：正午）

３・　２ 火 〃 委員会 産業厚生委員会（２１年度補正予算審査）

３・　３ 水 〃

３・　４ 木 〃 委員会 総務文教委員会（２１年度補正予算審査）

３・　５ 金 〃

３・　６ 土 〃

３・　７ 日 〃

３・　８ 月 〃

３・　９ 火 本会議 委員会

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、討論、

表決、平成２２年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質

疑・一般質問

３・１０ 水 本会議
平成２２年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・

一般質問

３・１１ 木 休　会 委員会 産業厚生委員会（２２年度予算・条例等審査）

３・１２ 金 〃

３・１３ 土 〃

３・１４ 日 〃

３・１５ 月 〃 委員会 総務文教委員会（２２年度予算・条例等審査）

３・１６ 火 〃

３・１７ 水 〃

３・１８ 木 〃 議会運営委員会



２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　議案第 １号　垂水市防災会議条例の一部を改正する条例　案　

　議案第 ２号　垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例等の一部を改正する条例　案

　議案第 ３号　垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第 ４号　垂水市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例　案

　議案第 ５号　垂水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例　案　

　議案第 ６号　垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例　案

　議案第 ７号　垂水市特別会計条例の一部を改正する条例　案

　議案第 ８号　大野原辺地に係る総合整備計画の策定について

　議案第 ９号　内ノ野辺地に係る総合整備計画の変更

　議案第１０号　垂水市道路線の廃止について

　議案第１１号　垂水市道路線の認定

　議案第１２号　平成２１年度垂水市一般会計補正予算（第８号）案

　議案第１３号　平成２１年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案

　議案第１４号　平成２１年度垂水市老人保健医療特別会計補正予算（第２号）案

　議案第１５号　平成２１年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案

　議案第１６号　平成２１年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号）案

　議案第１７号　平成２１年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第１号）案

　議案第１８号　平成２１年度垂水市病院事業会計補正予算（第２号）案

　議案第１９号　平成２１年度垂水市と畜場特別会計補正予算（第３号）案

　議案第２０号　平成２１年度垂水市潮彩町排水処理施設特別会計補正予算（第２号）案

　議案第２１号　平成２１年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）案

　議案第２２号　平成２１年度垂水市水道事業会計補正予算（第３号）案

　議案第２３号　平成２２年度垂水市一般会計予算　案

　議案第２４号　平成２２年度垂水市国民健康保険特別会計予算　案

　議案第２５号　平成２２年度垂水市老人保健医療特別会計予算　案

　議案第２６号　平成２２年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算　案　

　議案第２７号　平成２２年度垂水市交通災害共済特別会計予算　案

　議案第２８号　平成２２年度垂水市地方卸売市場特別会計予算　案

　議案第２９号　平成２２年度垂水市介護保険特別会計予算案

　議案第３０号　平成２２年度垂水市老人保健施設特別会計予算　案

　議案第３１号　平成２２年度垂水市病院事業会計予算　案

　議案第３２号　平成２２年度垂水市と畜場特別会計予算　案

　議案第３３号　平成２２年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算　案
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３・１９ 金 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



　議案第３４号　平成２２年度垂水市簡易水道事業特別会計予算　案

　議案第３５号　平成２２年度垂水市水道事業会計予算　案

　議案第３６号　平成２１年度垂水市一般会計補正予算（第９号）案

　議案第３７号　平成２１年度垂水市潮彩町排水処理施設特別会計補正予算（第３号）案

　意見書案第２３号　「我が日本国において外国人参政権を容認するいかなる立法も法改正もしないこと」

　　　　　　　　 を要請する意見書（案）

　意見書案第２４号　「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のＮＰＴ再検討会議での採択に向けた取り組みを求

　　　　　　　　 める意見書　（案）

　意見書案第２５号　改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書　（案）

　意見書案第２６号　「陳情の窓口一本化」に反対し、国民の基本的権利の一つである請願権を尊重し、

　　　　　　　　 保障するよう求める意見書　（案）

　陳　情

　陳情第２０号　「我が日本国において外国人参政権を容認するいかなる立法も法改正もしないこと」

　　　　　　　 を要請する意見書を国会並びに関係行政庁に提出することを求める陳情

　陳情第２１号　快適な生活環境を守るために養豚場の移転を要望する陳情ついて

　陳情第２２号　改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書

　陳情第２４号　中小自営業者・家族従業員の人権保障のための「所得税法第５６条の廃止を求める意

　　　　　　　 見書」の採択を求める陳情書
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平 成 ２ ２ 年 第 １ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２２ 年 ２ 月 ２５ 日



本 会 議 第１号（２月２５日 ）（ 木 曜 ）

　　出席議員　　１５名

　　　　　　　１番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　（　欠　　員　）

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　小　島　憲　男

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　太　崎　　　勤

　　　財 政 課 長　　三　浦　敬　志

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　島　児　典　生

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　迫　田　裕　司

　　　農 林 課 長　　山　口　親　志

　

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　尾　迫　逸　郎

　　　水 道 課 長　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　森　下　利　行

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　次長兼消防署長　　野　元　豊　一

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教委総務課長　　北　迫　睦　男

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　橋　口　正　徳

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成22年２月25日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、平成22年第１回垂

水市議会定例会を開会します。

　ここで、去る１月１日付で課長の異動があり、

紹介のための発言の申し出がありますので、こ

れを許可します。

〇消防長（宮迫義秀）おはようございます。

　１月１日付で消防長を拝命いたしました宮迫

義秀でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。（拍手）

〇消防本部次長兼消防署長（野元豊一）おは

ようございます。

　１月１日付で消防本部次長兼署長を拝命いた

しました野元豊一です。よろしくお願いいたし

ます。（拍手）

　　　△開　　議

〇議長（川達志）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付したとおり

であります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（川達志）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において川畑三郎議員、大薗藤幸議

員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（川達志）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る19日議会運営委員会が開催され、協議が

なされた結果、本定例会の会期をお手元の会期

日程表のとおり、本日から３月19日までの23日

間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、会期は、本日から３月19日までの23

日間と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（川達志）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　監査委員から、平成21年度定期監査結果の報

告及び平成21年11月分及び12月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配付

しておきましたから御了承願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）おはようございます。

　12月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について、御報告を申し上げます。

　まず、活発化しております桜島の噴火活動に

つきましては、市民生活に大きな影響を与えて

いるところでございますが、１月12日には、爆

発による災害を想定しての防災訓練を牛根麓地

区、海潟小浜地区で関係機関の協力のもと実施

したところでございます。

　また、１月25日には、議員の皆様と、海潟地

区の農水産物被害を中心に現状の視察を実施い

たしましたところでございます。

　今後、具体的な対策につきましては、関係各

課と協議し、鹿児島市、霧島市、鹿屋市、垂水

市の４市で構成いたしております「桜島火山活

動対策協議会」の要望事項に盛り込み、国への

要望としてまいりたいと考えております。

　次に、12月議会後の火災について御報告を申

し上げます。

　建物火災３件、その他火災１件の火災が発生

しております。

　建物火災は、12月17日蛸迫において、ふろの

空たきによるぼや火災、12月17日旭町において、

焼死者１名、住家１棟を全焼した火災、１月１
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日柊原において、仏壇を焼損したぼや火災が発

生しております。

　その他火災は、２月６日牛根深港において、

枯草５アールを焼失した火災が発生しておりま

す。

　次に、主な出張用務について御報告を申し上

げます。

　１月22日から23日にかけましては、定住体験

モデルツアーの説明会のために企画課職員２名

と大阪市へ出張いたしました。

　説明会には、関西垂水会の全面的な御協力に

より、約100名ほどの参加者があり、垂水市の概

要説明の後、各テーブルを回りながら、垂水市

への定住のお願いを申し上げてきました。

　また、その後、木津市場を視察いたしまして、

関係者と今後の当市の特産品の取引の可能性に

ついて意見交換してまいりました。

　２月２日は、県市長会定例会及び知事と市長

との意見交換会に出席し、県市長会定例会では、

平成22年度事業計画外５件の議案が全会一致で

承認され、また、知事との意見交換会では、住

宅用太陽光発電システム設置者に対する県補助

制度の継続及び予算枠の拡大などについて意見

交換がなされました。

　２月３日から４日にかけましては、特別交付

税に関する要望活動のため上京いたしました。

　特別交付税の所要額確保のため、総務省の事

務次官初め、関係部署などを訪問し、桜島の現

状等も説明し、特段の配慮をお願いしてまいり

ました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（川達志）以上で、市長報告を終わ

ります。

　次に、議会運営委員会委員長から所管事項調

査の報告の申し出がありますので、これを許可

します。

　　　［議会運営委員長篠原則議員登壇］

〇議会運営委員長（篠原則）おはようござ

います。

　私ども議会運営委員会の６名及び随行１名は、

去る１月13日から15日まで、東京都立川市及び

羽村市で、主に議会改革についての所管事項調

査を実施いたしましたので、報告をいたします。

　最初に、立川市でございますが、人口17万7,

500人、面積24平方キロメートルで、「基地のま

ち」であったことで知られております。

　改革の取り組みとして、平成20年４月に議長

発議により「立川市議会のあり方懇談会」を設

置し、翌21年２月まで、他市の視察を含め、20

回にわたり検討され、計３回の答申を行ってお

りました。

　この中で、現在取り組まれているのは、小・

中学生を対象とした開会中の社会科見学であり、

21年度は12月議会で実施されていますが、これ

は、開かれた議会の推進や傍聴者をふやす新た

な試みであると言えます。

　また、一般質問の一問一答方式の導入につい

ては、市民にわかりやすいだけでなく、論点、

争点が明確になるとのことから、昨年９月議会

より試行的に実施し、質問は、答弁を含め60分

とし、一括方式は３回まで、一問一答方式は制

限なしで行っていますが、一問一答方式を行っ

ている議員は、試行の段階でもあり、少数であ

るとのことでありました。

　休日・夜間議会の開催についても検討されて

いましたが、休日・夜間は市民が余暇を楽しむ

時間帯であることから、費用対効果は期待でき

るとは言えず、それよりも、インターネットに

よる議会中継を行ったほうが効果があるとのこ

とで、この導入を22年度を目途に行うとしてお

りました。

　次に、予算及び決算特別委員会については、

持ち時間制を採用しておりますが、会派制をと

っていることから、各会派ごとの質問時間の設

定を設けており、そのため、会議日数を５日間

と４日間とし、一日の会議予定時間は６時間を
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目途に行っているとのことでありました。

　さらに、議員提出による政策的条例案の提出

については、平成18年度から22年度まで16件の

条例案が提出されており、いずれも否決となっ

ておりましたが、やはり執行部との十分な事前

調整が必要ではないかと感じました。

　そのほか、議会基本条例や議会報告会など、

その他の案件は、本年７月以降の改選後に検討

するとのことでありました。

　次に、羽村市は、平成３年に市制を施行し、

人口５万7,600人、面積9.9平方キロメートルで、

日野自動車やカシオ計算機等の工場を有する地

方交付税不交付団体であり、積極的に議会改革

の取り組みを行っている市でありました。

　改革の目的として、「地方分権時代にふさわ

しいより開かれた議会運営の実現をめざして」

をテーマに議会改革検討委員会を設置し、平成

16年２月から平成21年３月まで、３次にわたり

検討をされておりました。

　その中で、一般質問の一問一答方式について

は、平成17年６月定例会から本格導入し、質問

方法として、第１回目の質問のみ一括で行い、

答弁者は理事者、再質問からは理事者または部

長職とされており、時間は質問・答弁合わせて

60分以内で、回数は制限なしで行っておりまし

た。

　また、議会日程で本市と違うところは、会議

の初日から３日間程度一般質問を行い、その後、

議案、陳情等の審議を行っている点でありまし

た。

　次に、議会傍聴をふやす対策として、モニター

を一般市民向けのロビーに設置し、本会議の様

子を中継しているとのことでありました。

　さらに、特色ある取り組みとして、常任委員

会の行政視察の報告会が昭和51年から毎年３時

間程度の日程で行われており、議員の報告に対

して市民からいろいろな質問を受けることで、

議会の活性化が図られているとのことでありま

した。

　しかしながら、最近では参加者数も少なくな

ってきており、このまま継続するか凍結するか

等、賛否両論の意見が出ているとのことであり

ました。

　そのほか、議会日程の年間公表や議員の資質

向上を図るため、数回にわたる「政策研修会」

が実施されたり、また、議会のインターネット

配信等の検討が行われていました。

　最後に、今後も随時、議会運営委員会におい

て、議会改革を継続していくとのことでありま

した。

　今回の所管事項調査では、いずれの市も、開

かれた議会を目指し、真摯に改革に取り組まれ

ており、参考とするべき点が多々ありました。

　特に、羽村市においては、検討委員会のメン

バーであった副議長みずから説明をされるなど、

改革への熱意が感じられました。

　本市におきましても、これまでさまざまな改

革に取り組んできましたが、昨年９月議会より、

懸案でありました一問一答方式を導入したこと

は、いまだ課題があるとはいえ、改革に向けて

の一歩前進であると思っております。

　今まさに地方主権時代の中、議会の果たす役

割はますます重要性を増している中で、二元代

表制の一翼を担っている自負のもと、今回の研

修を生かし、さらなる改革を目指していかなけ

ればならないと考えております。

　以上で、議会運営委員会の所管事項調査の報

告を終わります。

〇議長（川達志）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△議案第１号～議案第７号一括上程

〇議長（川達志）日程第４、議案第１号か

ら日程第10、議案第７号までの議案７件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。
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議案第１号　垂水市防災会議条例の一部を改正

　　　する条例　案　

議案第２号　垂水市教育委員会教育長の給与に

　　　関する条例等の一部を改正する条例　案

議案第３号　垂水市職員の給与に関する条例の

　　　一部を改正する条例　案

議案第４号　垂水市職員退職手当支給条例等の

　　　一部を改正する条例　案

議案第５号　垂水市国民健康保険税条例の一部

　　　を改正する条例　案　

議案第６号　垂水市屋外運動場照明施設の設置

　　　及び管理に関する条例の一部を改正する

　　　条例　案

議案第７号　垂水市特別会計条例の一部を改正

　　　する条例　案

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇総務課長（今井文弘）おはようございます。

　議案第１号から議案第４号まで、一括して御

説明申し上げます。

　初めに、議案第１号垂水市防災会議条例の一

部を改正する条例案につきまして、御説明申し

上げます。

　まず、本会議でありますが、災害対策基本法

において、総合的かつ計画的な防災行政の整備

及び促進を図る垂水市地域防災計画の作成及び

実施のために置くこととされております。

　本市では、地域防災計画に基づきまして、災

害発生に際し、防災関係機関が相互に緊密な連

携を保ちながら、災害応急対策が迅速・適切に

行われるように、防災体制の確立を図るととも

に、あわせて、市民の防災意識の高揚を図るこ

とから、これまで総合防災訓練を実施してきて

いるところであります。

　また、平成17年の台風14号災害を受け、その

後、災害による人的被害ゼロを目指して、平成

18年度からの総合防災訓練には自衛隊の協力も

いただいてきているところでございます。

　そこで、今後の垂水市地域防災計画等への助

言をいただくために、今回、海上自衛隊第一航

空群及び陸上自衛隊第12普通科連隊の代表者を

垂水市防災会議委員に追加したいことから、改

正を行おうとするものでございます。

　改正内容につきましては、新旧対照表で御説

明いたします。

　第３条第５項に「海上自衛隊第１航空群司令

又は陸上自衛隊第12普通科連隊長若しくはその

指名する自衛官」を加え、第３条６項中の第５

項第７号を前項第７号に改めようとするもので

あります。

　なお、附則としまして、この条例は平成22年

４月１日から施行するものであります。

　次に、議案第２号垂水市教育委員会教育長の

給与に関する条例等の一部を改正する条例案に

ついて、御説明申し上げます。

　市長、副市長及び教育長の給料月額を昨年に

引き続き、減額しようとするもので、関係条例

の３条例を一括して改正しようとするものでご

ざいます。

　なお、後もって御説明いたします議案第４号

の垂水市職員退職手当支給条例等の一部を改正

する条例案の中で、特別職の退職手当について

も一部改正することとしております。

　教育長の退職手当につきましては、垂水市教

育委員会教育長の給与に関する条例中に規定さ

れていることから、教育長の退職手当について

は、本議案の中であわせて改正しようとするも

のでございます。

　添付してあります新旧対照表で御説明申し上

げます。

　まず、改正案の第１条垂水市教育委員会教育

長の給与に関する条例の一部改正でございます

が、本則第５条の一部改正につきましては、議

案第４号垂水市職員退職手当支給条例等の一部

を改正する条例案に関連した改正ですので、議

案第４号で御説明いたします。
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　附則第23項におきまして、平成22年４月１日

から平成23年３月31日までの間の教育長の給料

月額を、本則に規定する額に100分の90を乗じて

得た額とし、附則第24項におきまして、この減

額は、期末手当及び退職手当の算定の基礎とな

る給料月額には適用しない旨を規定するもので

ございます。

　次に、改正案の第２条垂水市長等の給与に関

する条例の一部改正につきまして、御説明申し

上げます。

　附則第25項におきまして、平成22年４月１日

から平成23年３月31日までの間の市長及び副市

長の給料月額は、本則に規定する額に、市長に

あっては100分の75を乗じて得た額、副市長にあ

っては100分の90を乗じて得た額とし、附則第26

項におきまして、この減額は期末手当の算定の

基礎となる給料月額に適用しない旨を規定する

ものでございます。

　次に、改正案第３条、垂水市長等の退職手当

に関する条例の一部改正につきまして、御説明

申し上げます。

　附則第２項におきましては、市長、副市長の

給料減額は、退職手当の算定の基礎となる給料

月額に適用しない旨を規定するものでございま

す。

　なお、この条例は、平成22年４月１日から施

行しようとするものでございます。

　次に、議案第３号垂水市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例案につきまして、御

説明申し上げます。

　本議案は、職員の給料減額及び管理職手当の

減額について、附則に定めようとするものでご

ざいます。

　給料の減額につきましては、市長等の給料減

額と同じく、今後の財源確保のため、職員労働

組合との協議を経まして、２月８日の両者合意

に基づき、改正しようとするものでございます。

また、管理職手当につきましても、昨年同様に

減額しようとするものでございます。

　条例改正の内容でございますが、附則に２項

を加える一部改正でございます。

　添付しております新旧対照表で御説明いたし

ます。

　まず、附則第24項ですが、一般職員の給料月

額の減額を規定するものでございます。

　期間は、平成22年４月１日から平成23年３月

31日までの１年間で、職務の級ごとに給料減額

の率を定めるものでございます。

　表にありますとおり、１級と２級は１％の削

減、３級は２％の削減、４級と５級は３％の削

減、６級は４％の削減をするものでございます。

　また、同項ただし書きでは、地方自治法に定

められております各種手当等のうち、期末・勤

勉手当など、給料月額を基礎とする手当及び勤

務１時間当たりの給与額の算出の基礎給料月額

には、給料減額分は反映させないこととしてお

ります。

　次に、附則第25項につきましては、管理職手

当の減額に関するものでございます。

　現在、管理職手当は定額制で、手当額は５万

1,100円となっておりますが、歳出削減策の一環

としまして、平成22年４月１日から平成23年３

月31日までの間、管理職手当の額に100分の70を

乗じた額、つまり30％を昨年同様にカットしよ

うとするものでございます。

　なお、この条例は、平成22年４月１日から施

行しようとするものでございます。

　次に、議案第４号垂水市職員退職手当支給条

例等の一部を改正する条例案につきまして、御

説明申し上げます。

　本議案は、国家公務員退職手当法等の一部を

改正する法律が施行されたこと、また、地方公

務員の退職手当制度におきましても同様の措置

を講ずる必要があるとの指針に基づき、本市の

関連規定を改正しようとするものでございます。

　本議案の改正の趣旨でありますが、退職手当

― 10  ―



制度の一層の適正化を図り、公務に対する市民

の信頼を確保するため、退職後に懲戒免職等の

処分を受けるべき行為をしたと認められる職員

の退職手当の全部又は一部を返納させることと

するなど、退職手当について、新たな支給制限

及び返納の制度を設けようとするものでござい

ます。

　議案の説明につきましては、改正項目が多い

ため、概要について御説明いたします。

　主な改正点としましては、４点ございます。

　第１点目ですが、退職手当を支払った後に、

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

があったと認められた場合、退職をした者に退

職手当の返納を命ずることができることとして

おります。

　第２点目ですが、在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為があったと認められた場合

で、既に当該職員が死亡しているときには、支

払い前であれば遺族等に対する退職手当の支給

を制限し、支払い後であれば遺族等に返納を命

ずることができることとしております。

　第３点目ですが、退職手当の支給制限に際し

まして、非違の性質などを考慮して、退職手当

の一部を支給することが可能な制度を創設、返

納についても一部を返納させることが可能な制

度を創設するものでございます。

　第４点目ですが、処分を受ける者の権利保護

を図る観点から、懲戒免職処分を受けるべき行

為であったことを認めることによる支給制限や、

すべての返納命令を行う際には、新たに設置す

る退職手当審査会に諮問しようとするものでご

ざいます。

　以上で、改正の概要説明を終わります。

　次に、改正条文についてでありますが、第１

条につきましては、市職員を対象にした垂水市

職員退職手当支給条例の一部改正でございまし

て、今、御説明しました概要説明の全般にわた

り改正するものでございます。

　次に、最後のほうからの２ページ目になりま

すけれども、改正条文の第２条につきましては、

垂水市長等の退職手当に関する条例の一部改正

でございまして、市長及び副市長についても、

職員同様に退職手当の支給について改正しよう

とするものでございます。

　なお、教育長の退職手当につきましては、垂

水市教育委員会教育長の給与に関する条例中に

規定されていることから、さきの議案第２号で

お示ししておりますとおり、垂水市長等の退職

手当に関する条例の一部改正と同様に、教育長

の給料条例を一部改正するものでございます。

　改正条文の３条につきましては、垂水市企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例中に企

業職員の退職手当の規定があることから、市長

部局の職員と同様に一部改正をするものでござ

います。

　改正条文の第４条につきましては、垂水市職

員退職手当支給条例の平成18年の改正附則中に

本則からの引用条文がございまして、その引用

条文の繰り下げに伴い、改正附則中の条項を本

則の改正に準じて、一部改正をするものでござ

います。

　次に、附則について御説明いたします。

　附則第１項は、条例の施行日を公布の日から

としようとするものでございます。

　附則第２項ですが、経過措置としまして、こ

の改正する条例の規定は、この条例の施行日以

後の退職者に対して適用しようとするものでご

ざいます。

　以上、４議案についての説明を終わりますが、

御審議のほどよろしくお願いいたします。

〇市民課長（葛迫隆博）議案第５号垂水市国

民健康保険税条例の一部を改正する条例案につ

いて、説明申し上げます。

　平成20年４月に創設されました後期高齢者医

療制度において、後期高齢者の資格取得から２

年間は保険料の軽減措置が定められております。
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また、後期高齢者医療制度に移行されたことに

伴い、被扶養者が国保の被保険者となった際の

国保税につきましても、資格取得から２年間は

後期高齢者医療制度と同様な保険税の軽減措置

を行うため、垂水市国民健康保険税条例にて規

定いたしております。

　先般、後期高齢者医療制度の保険料の軽減措

置の２年間を、当分の間継続するということで、

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部

を改正する政令が平成22年２月３日に公布され、

同日に施行されたところでございます。そのた

め、垂水市国民健康保険税におきましても、同

様な措置を講ずる必要があるため、条例の一部

を改正しようとするものでございます。

　それでは、新旧対照表をごらんください。

　附則第16項で、本則第26条第１項第５号によ

る減免措置の期間について、読みかえ規定する

こととし、平成22年４月１日から施行するもの

でございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇社会教育課長（橋口正徳）議案第６号垂水

市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例案について、御説明

申し上げます。

　新旧対照表で御説明申し上げますので、お開

きください。

　今回の改正は、平成22年４月の市立中学校の

統廃合に伴います関係条例の整備でございます

が、廃校となる中学校の屋外運動場照明施設は

そのまま存続することから、施設の名称を改め

るものでございます。

　まず、別表第１でございますが、別表第１に

関係場名を付し、「垂水南中学校」を「旧垂水

南中学校」に、「牛根中学校」を「旧牛根中学

校」に、「協和中学校」を「旧協和中学校」に

改め、あわせて、本市における算用数字の取り

扱いでは、通常３けたごとに区切るようにして

おりますが、年号、地番、電話番号など特別な

ものは区切りをつけないこととしておりますの

で、今回、三和センター運動広場照明施設の地

番を改めるものでございます。

　次に、別表第２でございますが、別表第１と

同様に、関係場名を付し、「垂水南中学校」を

「旧垂水南中学校」に、「牛根中学校」を「旧

牛根中学校」に、「協和中学校を旧協和中学校」

に改めるものでございます。

　最後に、附則といたしまして、この条例は平

成22年４月１日から施行しようとするものでご

ざいます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇生活環境課長（迫田裕司）議案第７号垂水

市特別会計条例の一部を改正する条例案につい

て、御説明申し上げます。

　改正の理由でございますが、垂水市潮彩町排

水処理施設特別会計は、決算統計上、普通会計

に属するとの県の指摘があり、財務会計事務の

適性化を図る観点から、垂水市特別会計条例の

一部を改正する必要が生じたため、議会の議決

を求めるものでございます。

　添付してあります新旧対照表で御説明申し上

げます。

　垂水市特別会計条例第１条第１項第６号を削

り、第７号を第６号に改正しようとするもので

ございます。

　なお、附則におきまして、第１項で、この条

例は平成22年４月１日から施行するものとし、

第２項で、平成21年度のこの条例による改正前

の垂水市特別会計条例第１条第１項第６号の規

定は、平成22年５月31日まではその効力を有す

るとの経過措置を定め、第３項は、今回の改正

に伴い、関連する条例の整備を行おうとするも

のでございます。

　先ほどの新旧対照表の裏面をごらんください。

　垂水市潮彩町排水処理施設整備基金条例の一
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部を改正するものでございます。

　垂水市潮彩町排水処理施設整備基金条例第２

条及び第５条中、「潮彩町排水処理施設特別会

計歳入歳出予算」を「一般会計歳入歳出予算」

に改めるものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（川達志）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　議案第３号について質疑をし

たいと思います。

　要は、質疑の内容は、今回、給与の削減とい

うことがこの条例で打ち出されたわけですけれ

ども、基本的には、先ほど言われたとおり、組

合との合意があったということですが、その理

由等を含めて、どういう形で議論され、その主

だった、いわゆる削減の求める理由というのは

何だったのか。

　私たちが聞くところによりますと、ラスパイ

レス指数の問題が中心だったということをお聞

きをしているんですが、要は、その指数が本当

に削減ということから含めて、妥当なのかどう

なのか等を含めて、その中身によってちょっと

議論したいんですけれども、その点についてお

聞きをしたいということと、そのことによって

指数がどんなふうになるのか、そして削減額は

トータルとしてどのぐらいの削減額になるのか、

そしてなおかつ、地元経済に与える影響という

のをどのように認識されているのか、この４点

についてお聞きします。

〇総務課長（今井文弘）まず組合との、先ほ

ど申し上げましたとおりに、交渉を経まして、

今回のカットに至ったわけですけれども、組合

との交渉につきましては、給与制度のあり方、

それから行革を推進していく上の市民への理解、

給料減額に伴う職員の士気、サービス残業との

兼ね合いなど、労働条件を全般にわたり協議を

重ね、職員の理解を得たところでございます。

　ラスパイレス指数が100を超えたというような

理由につきましては、議員も御承知のことと思

いますが、いろいろな理由があるわけでござい

ます。今回の職員の給与減額につきましては、

ラスパイレス指数が100を超えたということによ

る理由だけによるカットではございません。も

ちろんラスパイレス指数と経常収支比率への対

策も理由の１つではありますが、今回の減額の

一番の理由は、本市も財政的にはある程度立て

直してきてはおりますけれども、先行きが明る

いとまでは言えないわけでありまして、厳しい

状況が続いているところでございます。そのよ

うなことから、市長等の特別職、給料減額、こ

ういうものと同じく、財源確保のために職員へ

の協力を求め、理解をいただいて、実施をしよ

うとするものでございます。

　それから、今回の給料削減の額でございます

けれども、特別職給料の減額、それから管理職

手当、合計、合わせて申し上げますけれども、

まず特別職の給料減額、これが458万3,664円、

それと管理職手当が386万3,160円、それと職員

の給料減額分でございますが、これが3,686万9

,642円、合わせて4,531万6,466円の削減という

ことでございます。

　このことでのいろんな市内、経済的な効果を

言われましたですけれども、それだけ職員の方々

が給料減額されるということでの市内でのいろ

いろ支出をしていく分は、ある程度、節減した

りという形でのいろいろ経済的には影響は若干

あろうかと思いますけれども、このことにつき

ましては職員もそういう中での理解をいただき

ましたので、経済的な確かに影響はあるかもし

れませんけれども、そのことで、今回、単年度

の実施ということでございます。

　次年度以降は、また財政状況等の状況、それ

から経常収支比率、そういうまた職員のいろん

な意見等も聞きながら、また次年度以降は検討
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していきたいというふうに考えております。

〇持留良一議員　ここに組合の機関紙がありま

す。この中には、今回、ラス指数が国家公務員

給与と比較して高いとみなされ、100％を超え、

県内で鹿児島に次いで２位とされたことを受け

て、類似団体とされる都市並みに引き下げたい

ということが最大の理由であり、国との特別交

付税折衝でラス指数について厳しく指摘される

ことで、交付税額が抑制されるという事態を避

けたいという云々かんぬんと、そういうことが

書いてあります。だから、基本は、このラス指

数が非常に大きなウエートを占めたということ

を組合のほうは指摘をしているんです。

　ところが、この指数というのはあくまでも職

員の給与を数値化して、国と地方の給与水準を

比較するという、あくまでも比較する１つの方

法だと言われていますよね。そして、いろいろ

なこれは問題点も指摘をされています。

　そしておまけに、県内の状況を見てみますと、

例えば長島町は94％です。ところが、この給与

は40万9,000円です。垂水市は101％で39万3,000

円です。曽於市は96％ですけど、垂水市とほぼ

同じ39万2,000円というような中身なんです。だ

から、この指数が、イコール給与が高いという

ふうにはならないんですよね。単純にはならな

い。だからこそ、このラス指数というのはあく

までも比較する方法の１つだということだとい

うことは、もうこれは歴然とした事実だろうと

いうふうに思うんですよ。

　だから、今回、この組合の機関紙にも書いて

あるとおり、基本はこのラス指数が大きな中心

で、類似団体並みに引き下げたいということの

理由と、そのことによってイコール、市民から

見たら給与は高いんだというようなことですけ

れども、しかし、この実態から見ても、この中

にはいろんな学歴とかさまざまなものが、勤続

年数ということも非常に加味されますので、単

純にそれが比較できないような中身だというこ

とは、この実態の数字からも明らかだと思うん

ですよね。

　だから、今後やはりこのことを使って云々か

んぬんというのは非常にある意味での、誤解も

含めてですけれども、逆に言うと、市民との理

解ということも含めて、折衝していかないと、

じゃ今後これが引き下がって70になったら、じ

ゃ、逆に言うと上げるのかという議論も出てく

ると思うんですよ。

　だから、そのことを本当に今後も中心にしな

がら、このラス指数というのを考えていく、検

討材料にしていくという考え方をとられるのか。

こういう実態を踏まえて、市長に見解をお聞き

しますけれども、どうでしょうか。

〇市長（水迫順一）ラスはですね、議員おっ

しゃるとおり、いろんな問題があるということ

は事実だと思います。だけど、一方で、同じ尺

度で比較をしておるわけですから、市民の目線

から見ますと、やはり垂水は高いんだなという

映り方がするというふうにも思います。

　ですから、今後、ラスを中心にした交渉は、

当然、控えるところは控えていかなければいけ

ませんが、あくまでもやはり市民の今後、協力

をいただこうという中、行財政改革をやってお

るわけですから、市民も大変大きな協力をいた

だきながら実施している中で、ただ、ラスがこ

うやって各市が比較されますと、どうしてもそ

ういう見方があるというのは事実だと思います

ので、その辺はやはり考えて、組合とも交渉を

していかなければいけない、そのように思いま

す。

〇持留良一議員　確かに１つの指数という見方

はあると思います。しかし、市民の皆さんの理

解というのは、結果としての数字の中身なんで

すよね。その経過、中身とか含めては十分明ら

かにされていない。先ほど言いましたとおり、

学歴とか勤続年数との関係あります。国家公務

員だと、こちらだと、例えば高校卒の方でも当
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然、課長職にもなられます。ところが、向こう

は国家公務員ですから、いろいろそういう意味

では厳しいです、条件がですね。そうしますと、

いやが応でも地方が高いという構図は出てくる

わけなんですよね。

　だから、そういうことも含めて、やはり市民

の皆さんにはラスパイレス指数の中身というの

をきちっと説明して、市民の皆さんにも理解し

ていただきながらこの問題というのを考えてい

かないと、あくまでも、このことが今後、その

あたりの構造的なものが変わらない限りは、や

はり地方のほうが結果的に高いという現状は生

まれてくると思うんですよね。

　だから、そういう意味でもやっぱり、先ほど

市長も言われたように、今後、そういうことで

これを中心に議論することもいろいろ検討した

いということでしたけれども、やはりそういう

ところはきちっとやっていかないと、先ほど言

いましたとおり、地域経済にもさまざまな影響

も出てくるし、またそのことによって、このこ

とが、やっぱり指数自体がずっとひとり歩きす

ると思うんですよね。

　だから、そういう意味では、きちっと市長の

ほうからも市民に、いろんな方法を通じて、こ

の内容を、説明を含めて行っていくということ

が大事だと思うんですが、最後にその点につい

てお聞かせください。

〇市長（水迫順一）説明する機会は得たいと

は思いますけど、あくまでも、今後、市民の協

力をいただきながら、垂水市の改革、垂水市つ

くりをしていかなければいけません。ですから、

市民の目線で見て納得がいける給与体系、これ

は目指していきたい。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

〇宮迫泰倫議員　議案第７号についてお願いい

たします。

　この条例は４月１日から施行されるというこ

とで、経過措置の中で、５月31日まではその効

力を有すると書いてあります。これはどういう

ことなのか。なぜ４月１日からできなかったの

か。一応それを確認しておきます。

〇財政課長（三浦敬志）一般会計でも５月31

日までは出納閉鎖期間を持っております。その

関係で、潮彩町排水処理施設特別会計につきま

しても出納閉鎖期間を設けたということでござ

います。

〇宮迫泰倫議員　そうすれば、経過措置の３、

これは５月31日以降は、次の1/2ページに書いて

あります、現行と改正案ありますね。現行は、

このとおり５月31日まではやるということです

ね、現行どおりで５月31日までは。

　それで、改正案のところで、今度は６項がな

くなりまして、７項が６項になっています。そ

うすれば、この簡易水道事業特別会計、簡易水

道事業というのは２つ種類があるということで

すね。６項についてはそういうことですね、そ

ういうことを理解してよろしいですね。

〇財政課長（三浦敬志）この条文につきまし

ては、５月31日までこの会計は残りますという

意味でございます。

〇宮迫泰倫議員　そうすれば、この場合、規定

があるのは、第１条の６項だけですよね。７項

も書かんないかんのじゃないですか。どうなん

でしょうか、そこら辺。

〇財政課長（三浦敬志）簡易水道が項が１つ

繰り上がったということじゃないでしょうか。

〇宮迫泰倫議員　そうなんですよ。そうすれば

ですね、例えば……

〇議長（川達志）宮迫議員、３回までです。

（宮迫泰倫議員「大体わかったんです。わかり

ました」と呼ぶ）

　ほかに質疑はありませんか。

〇尾脇雅弥議員　議案第１号と第６号について

質問をいたします。

　今回、第１号なんですけれども、海上自衛隊
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第１航空群司令と陸上自衛隊第12普通科連隊長

ということで、それぞれ各トップじゃないかな

と思うんですけれども、今回、どういうケース

を想定して、必要性を感じてこういった方々に

加わっていただいたのかということと、そうい

った場合のかかわり合い方といいますか、メリ

ットはどういうものがあるのかというのをお尋

ねをいたします。

　それと、議案第６号ですけれども、統廃合に

向けてということですが、各施設の耐久年数と

いいますか、垂水南中は私が中学生のころに建

ったわけなんですけれども、ほかのところの耐

久年数、大丈夫なのかということについて質問

をいたします。

〇総務課長（今井文弘）今回、防災会議のほ

うに、委員に自衛隊のほうの委員を加えるとい

うことでの、どういう理由なのかということで

ございますが、先ほど御説明いたしましたとお

り、この会議の目的が、地域防災計画の見直し、

そういうものを重点的にやっていくわけでござ

いまして、その中でいろいろ、その中には水防

計画あるいは桜島の爆発の関係、防災計画、そ

ういうのも含まれております。そういうものを

毎年見直していくというふうなところで、各関

係の委員の方々からの意見を伺うということで、

年１回、開催をしてきているところでございま

す。

　先ほども申し上げましたとおりに、防災訓練

につきましても、今、鹿屋自衛隊、それから陸

上自衛隊、非常にいろんな協力をいただきまし

て、県と同じような規模でのいろいろな訓練が

できております。そういう意味でも、市民の皆

さんへの防災意識を植えると、高揚を図るとい

う意味では大変ありがたいというふうに思って

いるところです。

　それから、桜島がこうして活発化してきてい

る中においては、やはり普通の関係団体ででき

ない支援、そういうものもできるということで、

陸上自衛隊の方々がそういう形で協力をいただ

くようにしておりますが、そういうことを、今

までにない、地域防災計画に載っていないそう

いうものも含めて、いろんな意見を反映させる

ということでは、本当にメリットがあるんじゃ

ないかというふうに考えております。

〇社会教育課長（橋口正徳）今回の改正は、

４月から学校統合ということで、そこのいわゆ

る名称の変更をお願いしたいというようなこと

でございまして、まだ、今後の施設自体の管理

をどのようにしていくか、ここらあたりについ

てはまだ何ら、例えば社会体育施設として管理

していくのか、そこあたりも全然まだ決まって

おりません。今後、運営していく中で関係課と

協議をしながら、もちろんそこあたりの耐用年

数の問題等も協議をしながら、管理方法を今後、

詰めていきたいというふうに考えているところ

でございます。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第１号から議案第７号までの議案７件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第１号から議案第７号までの議

案７件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△議案第８号～議案第11号一括上程

〇議長（川達志）日程第11、議案第８号か

ら日程第14、議案第11号までの議案４件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。
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議案第８号　大野原辺地に係る総合整備計画の

　　　策定について

議案第９号　内ノ野辺地に係る総合整備計画の

　　　変更について

議案第10号　垂水市道路線の廃止について

議案第11号　垂水市道路線の認定について

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇企画課長（太崎　勤）議案第８号及び議案

第９号は、辺地に係る総合整備計画書でござい

ますので、一括して御説明を申し上げます。

　まず、議案第８号大野原辺地に係る総合整備

計画の策定について、御説明を申し上げます。

　今回、新たに、大野原辺地に係る総合整備計

画を策定したいので、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律第３条第１項の規定に基づき、議会の議決

を求めようとするものでございます。

　整備計画の内容につきまして、２枚目の総合

整備計画書に基づき御説明をいたします。

　大野原地区は、年々過疎化・少子化が著しく

進み、平成18年３月、大野小・中学校が閉校と

なるなど、地域の活力の衰退が顕著となってき

ております。

　このような状況下、閉校となった学校施設を

利用し、本市のグリーン・ツーリズムの拠点と

して、鹿児島大学や地域住民との連携による大

野ＥＳＤ自然学校の設立に向けての準備を行っ

ております。

　現在、年間2,000名を超える市内・市外の子供

たちが自然体験型環境教育等に利用しておりま

すが、シャワー等の設備がないために不便を強

いられている状況でございます。また、同地区

は、地域のすぐれた農産物を活用した二次加工

等の技術や設備が不足し、生産性が低い状況で

あります。

　したがいまして、今回の辺地総合整備計画に

おいて、学校施設を改修したシャワー施設や農

産物加工室を整備し、自然体験型環境教育やグ

リーン・ツーリズム等の利用者の利便性を高め、

あわせて、農産物の二次加工品の製造・販売の

強化や、食材の提供・供給による農林業の振興

を図ろうとするものでございます。

　また、現在進めている高峠公園の整備や、体

験型観光としてのユズ園の整備等、大野原地区

の一体的な整備を図ることで、交流人口の受け

入れ体制が整い、観光客の増加による観光振興

が図られ、地域の活性化を推進しようとする整

備計画でございます。

　１ページの総合整備計画書の下段の３、公共

的施設の整備計画書をごらんください。

　今回、整備計画年度は平成22年度から平成24

年度までの３年間とし、全体の事業費は5,580万

円の整備計画としております。

　次に、裏面２ページ、様式５の年次計画表で

御説明いたします。

　閉校利用交流施設改修事業は、平成22年度、

国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事

業を受けて、学校施設跡を改修し、シャワー施

設や農産物加工体験施設等の整備をしようとす

る計画でございます。

　次に、高峠公園の整備事業は、平成22年度、

駐車場の整備と、平成23年度、登山道の整備と、

平成24年度、公園内のトイレやあずまやの整備

をしようとする計画でございます。

　次に、議案第９号内ノ野辺地に係る総合整備

計画の変更について、御説明申し上げます。

　内ノ野辺地に係る総合整備計画につきまして

は、市道及び観光・レクリエーション施設等に

ついて既に議決をいただいておりますが、今回、

さらに総合整備計画を見直し、変更したいので、

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律第３条第５項の規

定に基づき、議会の議決を求めようとするもの

でございます。
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　総合整備計画の変更内容につきまして、資料

に基づき御説明いたします。

　お手元の総合整備計画書２ページ、下段の３

公共的施設の整備計画書をごらんください。

　なお、表中の金額は、上段に記載してある括

弧書きの数値が変更後、下段の数値が変更前で

ございます。

　今回、整備計画年度は、平成18年度から平成

22年度までの５年間とし、全体の事業費は８億

3,805万1,000円で、2,645万円増額し、平成22年

度までの整備計画としております。

　次に、あけていただきまして、年次計画表４

ページ、様式５－２の欄中、平成22年度計画に

ついて御説明いたします。

　平成22年度整備計画で、新たに、県の地域振

興推進事業の補助を受け、猿ヶ城渓谷総合整備

の観光・レクリエーションに関する施設整備に

係る遊歩道整備事業と、防災機器設置の防災対

策事業として、合計945万円を追加し、また、さ

きの６月議会において議決されました市道内ノ

野線二木地区の道路改良事業整備計画を、家屋

等の補償費等の増大による1,700万円の増額の整

備計画の変更をしようとするものでございます。

　なお、両議案の総合整備計画の策定及び変更

につきましては、県との協議が調っております。

　以上で説明を終わります。よろしく御審議く

ださるようお願いいたします。

〇土木課長（深港　渉）続きまして、議案第

10号と11号は関連がございますので、一括して

説明いたします。

　まず、議案第10号垂水市道路線の廃止につい

て、御説明申し上げます

　提案理由でございますが、内ノ野２号線の道

路改良工事が完了し、さきの12月議会で認定さ

れたところでございますけれども、この路線に

関連する既存路線の起点を見直し、新たに認定

する必要があるために、先に道路法第10条第３

項の規定に基づき、市道路線廃止の議決を受け

ようとするものでございます。

　廃止します路線は、路線番号331、路線名、内

ノ野４号線、起点は垂水市新御堂鍋久保1337－

19番地先、終点は垂水市新御堂上之宮担当区113

林班70小班でございます。

　続きまして、議案第11号垂水市道路線の認定

について、御説明申し上げます。

　提案理由でございますが、今回認定しようと

する路線は、先ほど説明いたしました内ノ野２

号線改良工事完了に伴い、12月議会、同路線認

定に関し、関連する既存路線の起点を新たに見

直す必要が生じたため、道路法第８条第２項の

規定に基づき、市道認定の議決を受けようとす

るものでございます。

　認定します路線は、路線番号331、路線名、内

ノ野４号線、起点は垂水市新御堂湯ノ谷1345番

地先、終点は新御堂上之宮担当区113林班70小班

でございます。

　以上でございます。

〇議長（川達志）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第８号から議案第11号までの議案４件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第８号から議案第11号までの議

案４件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

　ここで、暫時休憩します。

　次は、11時15分から再開します。

　　　　　午前11時2分休憩
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　　　　　午前11時15分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△議案第12号上程

〇議長（川達志）日程第15、議案第12号平成

21年度垂水市一般会計補正予算（第８号）案を

議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（三浦敬志）よろしくお願いしま

す。

　議案第12号平成21年度垂水市一般会計補正予

算（第８号）案について、御説明申し上げます。

　今回の補正は、国の第二次補正予算で創設さ

れた地域活性化・きめ細かな臨時交付金を財源

とする地方公共団体によるきめ細かなインフラ

整備と、そのほか、本年度の事務事業費の確定

に伴う増減などの予算措置をしようとすること

が主な理由でございます。

　なお、最終的な定年前早期退職優遇制度に伴

う退職者の退職手当も計上いたしております。

　今回、歳入歳出とも１億7,004万6,000円を追

加しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算の総額は91億7,547万6,000円になります。

　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページから６ページにかけての第１表

歳入歳出予算補正としてお示ししております。

　地方債にも補正がありましたので、７ページ

にお示ししております。

　変更内容は、冒頭申し上げました定年前早期

退職優遇制度に伴う退職者の確定に伴う増額、

並びに各事業の終了に伴う起債額の清算により、

その借入額を右の欄に示す限度額に示しており

ます。

　本年度の借入総額は、９億4,460万円にしよう

とするものであります。

　次に、８ページからの歳入歳出事項別明細の

うち、22ページからの歳出のうち事務事業の確

定に伴う予算整理に係るものは、説明は省略さ

せていただきます。

　今回の補正の主な理由であります地域活性化・

きめ細かな臨時交付金事業につきましては、本

日お手元に配付いたしました資料をごらんくだ

さい。

　この事業の総額は、１億1,677万4,000円でご

ざいます。このうち、１億270万1,000円が国か

ら交付されるものです。事業数は30事業、事業

を趣旨、目的ごとに分類しますと、ごみ対策の

推進、農業の活性化、地元経済の活性化、防災

対策の推進、学校施設の充実・安全の確保に分

類されます。具体的な事業内容はお示ししてあ

るとおりでございます。

　なお、３月議会での議決をいただきましても、

本年度中の予算執行は難しいと思われますので、

新年度に繰り越して予算執行することを想定し

ております。

　それでは、予算書に返りまして、その他の補

正で主なものを御説明いたします。

　金額については、お示ししてありますので、

読み上げないことを御了承ください。

　22ページをお開きください。

　下段に退職手当がございます。これは、冒頭

御説明いたしました定年前早期退職優遇制度に

伴う退職者３名増に伴う不足分の補正でありま

す。

　23ページの中段、財産管理費の積立金の財政

調整基金積立金は、地方財政法第７条の規定に

基づき、前年度繰越金の２分の１を積み立てよ

うとするものであります。

　次は、飛びますが、31ページの児童福祉総務

費の委託料の電算委託料でありますが、これは、

子ども手当支給に係るシステム改修であります。

全額国庫補助であります。

　33ページの環境衛生費の負担金、補助及び交

付金の簡易水道施設整備費補助金は、牛根麓・

― 19  ―



二川地区の施設整備補助に充てるものでありま

す。

　あけて35ページの上段の病院費につきまして

は、交付税措置額の確定に伴う増額補正であり

ます。

　36ページの中段、畜産業費の負担金、補助及

び交付金の畜産環境整備事業負担金は、畜産事

業者の堆肥舎建設に伴う受益者負担分でござい

ます。

　飛びまして、49ページをお願いいたします。

　上段の公共土木施設災害復旧費の消耗品費に

つきましては、降灰袋購入に関するものであり

ます。

　歳出に関する説明は以上でございます。

　今まで御説明いたしました補正事業に要しま

す歳入の補正予算は、前に返っていただきまし

て、８ページの歳入歳出補正予算事項別明細書

の総括表にお示ししております。

　具体的には、10ページからの歳入事項別明細

にお示ししておりますように、補正財源のほと

んどに、それぞれの事業に伴う分担金及び負担

金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、

財産収入、寄附金、繰入金、諸収入及び市債な

どの特定財源を充てております。市税などの不

足する部分につきましては、地方交付税を充て、

収支の均衡を図りました。

　なお、一般寄附金は、株式会社福岡ソノリク

の代表取締役園田壽俊様から100万円、関西垂水

会から10万円賜ったものであります。

　以上で、議案第12号の説明を終わりますが、

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長（川達志）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　12号議案ですけれども、２点

ほどお聞きしたいんですけれども、先ほど説明

があったとおり、きめ細かな臨時交付金という

のがインフラ整備等を支援するということで、

ハード事業が中心の中身なんです。限定されて

いるんですけれども、国の説明というか、この

交付金のそういう目的との関係で、なぜこの原

資がこういう形に使わなきゃならないとなった

のかというのが１点と、もう１つは、ここに先

ほど、後で見ておいてくださいと言われた資料

のインフラ整備事業の中身ですけれども、これ

は次年度、22年度との関係でいくと、これは22

年度に計画する予定がすべて網羅されていたの

か、それを前倒しをしてこの交付金でされたの

か、この関係についてお聞きします。

〇財政課長（三浦敬志）持留議員の御質問に

お答えいたします。

　原資につきましては、国のほうからこういう

形で使ってほしいという要望ですか、そういう

ような資料が参りまして、それに基づいて、イ

ンフラ整備に使うんだよというふうに各課にお

願いいたしまして、事業を上げていただきまし

た。

　それから、今年度と次年度にまたがる部分か

といいますと、次年度の分を持ってきたのかと

いうことでありますけれども、それは各課にお

願いしました、各課が計画していました事業等

が前に来た部分もあるかと思います。

　以上であります。

〇持留良一議員　建設国債ということで、国が

ハード事業に使うんだと限定したということだ

ということでしたが、要は、限られた予算の中

で、ある意味では本当に使い勝手のいい中身で、

国が交付金という形で経済対策という意味合い

も含めながら、交付金を実施してきたと思うん

ですが、そうしますと、簡単に言えば、先ほど

その中身も含むと言われましたけれども、そう

しますと次年度、その分の財源が、簡単に言う

と浮くのではないかなと単純に思っちゃうんで

すよね。

　そうしますと、これだけハード事業を中心に

やりながら、市長も新年度の予算の説明では、
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雇用対策それから経済対策も含めて、公共事業

を中心にということが説明もされていたようで

すけれども、しかし、一方では、やっぱり生活

の安定と考えたときに、ソフト部分というのも

相当やっぱり力を入れていかないと、暮らしの

問題というのは大変だろうなと思うんですが、

これから新年度の議論は始まるかというふうに

思うんですが。

　そういう意味では、この補正予算を次年度と

の関係、どのように位置づけられたのか。単純

に、そういうハード事業が国から来たと、経済

対策だと、雇用対策だという形でされたのか。

そのことによって次年度はそれなりの、今度は

その点が財源として浮くから、何らかのそこに

市民の、もっとそういうソフト面も含めた形で

考えないといけないのかなというふうになった

のかどうなのか。そういう意味での補正予算の

位置づけをどんなふうに議論されたのかですね、

この点について。

〇財政課長（三浦敬志）補正予算の位置づけ

でありますけれども、今まで公共、ハード部分

に対して投資ができなかった部分、そういう部

分が、この予算で十分ではありません、若干は

この事業でできるというふうにして、財政当局

としては喜びました。今までできなかった事業

部分がこの事業の中に入っているというふうに

御理解ください。

〇持留良一議員　もう１点、質疑に対して回答

がなかったので。

　そうしますと、そこの部分がそれだけできる

となると、もう一方でのやっぱり市民要求とい

う中で、この部分が先ほど言いましたとおり、

ある意味では前倒しになる部分もありつつ、そ

うしますと、次年度の関係でやっぱりここで財

源的にも確保、１億数千万円確保された部分に

ついて、次年度に対してはやっぱりそのあたり

を浮く関係で、もっともっと、先ほど言いまし

たとおり、ソフト面もきちっと位置づけていこ

うと。そういう意味でここで、補正予算でその

部分を前倒しして、完結していくような中身で

議論があったのかどうなのか、その点について。

〇財政課長（三浦敬志）この交付金によって、

ソフト部分等に充てられる次年度の財源が出て

くるのではないかということでありますけれど

も、今までできなかったハード部分、この部分

が相当積み残しがあったと思います。この部分

をできるというふうに我々は理解いたしました。

　以上です。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

〇池山節夫議員　きめ細かな臨時交付金事業の

この概要をちょっと今、見たんですけど、垂水

41号線というのを、どこかをちょっと教えてく

ださい。

　あと一般質問でも、中央地区の道路の悪いと

いうのを何回か質問をしているんですけど、そ

ういうのが１つも入ってきていないと。優先順

位的な、こう決めたその理由を教えてください。

〇土木課長（深港　渉）ただいまありました

けれども、お配りしてある資料のほうに41号線

も計上してあるかと思いますけれども、場所と

しましては、これは通称の早馬通りでございま

す。

　と申しますのが、さきの経済対策交付金のほ

うで、いわゆる小学校までの、図書館から小学

校までの垂水１号線、これが整備されたことに

伴いまして、そこに関連しますといいますか、

直角に交わっておるわけでございますけれども、

同じように側溝のふたがない場所であると、な

おかつ路線的に幅員が狭いということで、側溝

の改修をして、同時に路線の確保も図りたいと

いう事業を持ってきたところでございます。

　また、全体的な計画としましては、いわゆる

新年度予算が、順番的に申しますと、いわゆる

振興会等からの要望を先に組み込んでおりまし

て、その後に、きめ細かな交付金が来たという
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ことで、今までの相当数の積み残しの中で、課

のほうで、ランク的といいますか、優先順位を

決めて、この分を先に今度は交付金のほうで実

施したいということで載せた経緯でございます。

　そのほか、以前にも、今、池山議員のほうか

らありましたけれども、以前にも議員のほうか

ら御指摘がありました市道４号線、警察署下の

ほうも、きめ細かな交付金のほうに入れてござ

います。後ほどまた、これは４号線ですね、ま

た細かくはそれぞれの所管の課のときの説明で

申し上げたいと思います。

〇池山節夫議員　ほかにもいろいろあるんです

よ。それで、いいでしょう。

　市長、私にも中央地区で何カ所か来ているん

ですよ、道路が悪いからと。私の上町より、市

長のお宅にあるほうに近いところなんですよ。

だから、恐らく市長にじかには行ってないのか、

それとも全然聞かれないか、その辺だけちょっ

と。例えば下宮、旭町、あの辺の道路で、市長

のほうには直接、ここを何とかしてくれという

要望は直接は来ていないのか、それだけ。

〇市長（水迫順一）私に来ておるのは振興会

のほうから、下宮神社から信号の１つ目のとこ

ろまでの歩道の片方がふたがないもんですから、

通学生が多いと、そういう意味では、車両の通

行も多いし、ここを何とかしてほしいというの

は前から来ておりますが、自分のところを優先

するわけにいきませんので、できるだけ緊急な

ところ、そういうのからやっているという状況

でございます。

〇池山節夫議員　今の箇所は、私に要望が来て

いるところとはちょっと違うんですよ。ですか

らまた、今回、一般質問でそういうことはやめ

ようかなと思ったんですけど、検討してみます

ね。市長にじかに言うというのがちょっとはば

かられるということで私に言ってきたりするん

ですけど、土木課長に相談をしてみましょう。

はい。

〇大薗藤幸議員　個別に土木課長に私の意見を

申し上げたことがあるんですけれども、今、こ

ういう交付金等でいろんなインフラの整備も、

若干市民の要望にこたえられるのかなという点

がありますが、基本的に、道路維持工事、道路

維持に充てられる財源とか、年間2,000～3,000

万円と、そして、行政連絡会等を通じて上がっ

てくる要望を工事金額に算出しますと、毎年１

億5,000万円とかいう話をよく聞きます。

　その中で、この要望箇所を、だれがどういう

ふうにして優先順位を決めていくのか。役所の

方たちが当然決められるわけですが、議会でも

各議員の各地域からの要望を一般質問等でよく

されております。だから、例えば南地区が、北

地区がというような、自分の地域の要望を議会

でお願いされると、財源が不足するわけですか

ら、全部をやりたいのはやまやまなはずなんで

す。だから、個別にそのような意見を吸い上げ

ることなく、議会の中で、その答弁の中でもや

はり含みを持たせて話をしなければ、そして、

どこが一番大事なんだということを決めなけれ

ばいかんと思うんですよね。

　だから、「土木課長に言っあったっどん、し

てもらえない」とかいう話をよく聞きます。課

長が悪いんじゃないんですよ、財源がないんで

すよ。だから、どこかでか一定の線を引いて、

どこが、市長の前年度の施政方針にも入ってお

りましたね。あれもこれもから、あれかこれか

を選ばないかんのだと。だから、そういう体制

を少し変えられれば、行政のほうも楽されるん

じゃないかと。

　土木課長が、私が決定権を持って決めたんじ

ゃないんだと、財政課長が決めたんじゃないん

だと、市長が決めたんじゃないんだと、全体に

責任を持って、やはり新城なり、境なり、いや、

ここのほうが最優先だよということをそれなり

の組織をつくられて決められて、そしてその財

源を優先的に充てるべきだと思うんですが、市
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長、いかがですか。

〇市長（水迫順一）実は、新しい政権がかわ

る前に経済対策も打っていただきました。その

おかげで整備が進んできましたし、また、新政

権で、きめ細かなこの補助をいただくことにな

りましたので、非常にうれしく思っております。

　ただ、振興連のいろんな会合等で、要望の会

合等でも重要性を指摘していただいております。

それと、土木課にいろんな市民からの声が来る

のも事実でございますし、そのいろんなことを

総合しながら順位を決めておるわけですが、私

は全体的に考えますと、やはり中山間地域がま

だかなりおくれておるなというふうに思います

し、岳野にしても、松尾にしても、この辺まだ

厳しい状況にございます。そういうところをで

きるだけ、要望が余り届かないところなんです

ね。ですけど、そういうところはやはり時に足

を運んで状況を聞くなり、そういうこともやっ

ておりますので、そういうことを考慮しながら、

振興会のそういう要望も、緊急度、重要度を勘

案しながら決めていくという形をとっておるの

が現状でございます。もちろん議員の皆さんか

らも、ここが重要だというような御提案があり

ます。それも参考にさせていただいております

し、このやり方でやってきました。

　ここのところ、そういういろんな経済対策等

の事業で、かなり振興会要望も６割ぐらいは、

かなり要望にこたえてきたかなと、そういう気

はしております。ただただ、今度も、金額で申

しますと、各課がやりたい事業をとにかく緊急

に出してみなさいということに対して、出たの

が６億数千万円なんですね。その中から約１億

2,000万円弱の事業を絞ってやっておるというこ

とでございまして、全体の、中山間地域を除き

ますと、中央地区がおくれているのも事実でご

ざいます。この辺もまた今後、考えていかなけ

ればいけない、そういうふうに思っております。

 

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本議案は、各所管常任委員会に付託の上、審

査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第12号は、各所管常任委員会に

付託することに決定しました。

　　　△議案第13号～議案第22号一括上程

〇議長（川達志）日程第16、議案第13号から

日程第25、議案第22号までの議案10件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第13号　平成21年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第４号）案

議案第14号　平成21年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第15号　平成21年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計補正予算（第２号）案

議案第16号　平成21年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第３号）案

議案第17号　平成21年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第18号　平成21年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第２号）案

議案第19号　平成21年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第３号）案

議案第20号　平成21年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計補正予算（第２号）案

議案第21号　平成21年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第22号　平成21年度垂水市水道事業会計補
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　　　正予算（第３号）案

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇市民課長（葛迫隆博）議案第13号平成21年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）案について、説明申し上げます。

　６ページと７ページの歳入歳出補正予算事項

別明細書をごらんください。

　今回の補正は、歳入歳出とも1,332万3,000円

追加し、歳入歳出予算の総額を27億1,280万1,000

円とするものでございます。

　今回の主な補正理由、６点ほど申し上げます。

　１点目ですが、保険給付費につきましては、

これまでの実績と今後の動向を勘案し、各費目

において所要額の補正を行いました。

　２点目として、共同事業拠出金、高額医療分

でございますが、国保連合会からの通知に基づ

き、増額補正を行いました。

　３点目として、国保税及び諸収入において、

作成日の調定額と今後の動向を勘案しまして、

各費目におきまして所要額の補正を行いました。

　４点目としまして、国・県支出金及び共同事

業交付金において、直近の交付通知額に基づき、

所要額の補正を行いました。

　５点目として、保険基盤安定繰入金等の確定

に伴い、一般会計繰入金の補正を行いました。

　６点目として、歳出に対する歳入の不足を基

金繰り入れにより補てんすることとし、補正を

行っております。

　以上で、議案第13号平成21年度垂水市国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）案の説明を

終わります。

　次に、議案第14号平成21年度垂水市老人保健

医療特別会計補正予算（第２号）案について、

御説明申し上げます。

　４ページの歳入歳出補正予算事項別明細書を

ごらんください。

　今回の補正は、歳入歳出とも4,552万7,000円

減額し、歳入歳出予算総額を639万9,000円とす

るものでございます。

　補正の主な理由でございますが、平成20年３

月診療分支払いをもって老人保健制度は廃止さ

れ、後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い、

清算事務の補正であります。

　以上で、議案第14号平成21年度垂水市老人保

健医療特別会計補正予算（第２号）案の説明を

終わります。

　次に、議案第15号平成21年度垂水市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）案について、

御説明申し上げます。

　３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書を

ごらんください。

　今回の補正は、歳入歳出とも1,021万円減額し、

歳入歳出予算の総額を２億714万2,000円とする

ものでございます。

　補正の主な理由でございますが、後期高齢者

保険料及び鹿児島県後期高齢者医療広域連合納

付金の納付見込みに伴う補正であります。

　以上で、議案第13号、議案第14号及び議案第

15号の特別会計補正予算案の説明を終わります

が、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）それでは、議

案第16号から議案第18号まで一括して御説明申

し上げます。

　最初に、議案第16号平成21年度垂水市介護保

険特別会計補正予算（第３号）案について、御

説明申し上げます。

　１ページをお開きください。

　今回の補正は、事業確定による予算の整理と、

介護給付費準備基金への積み立てが主なもので

ございます。

　今回の補正の額は、歳入歳出にそれぞれ402万

4,000円を減額し、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ19億1,503万円とするものでございま

す。

　最初に、歳出について御説明いたします。
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　９ページをお開きください。

　１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費の報償費及び需用費は、事業確定による減額

でございます。積立金は、地域支援事業確定に

より歳出予算が減額となったことと、滞納繰り

越し分の保険料収入が予算より多く徴収できた

ため、基金積み立てを行うものでございます。

　次に、２項要介護認定諸費、１目認定調査等

費でございますが、２目介護認定審査会費は、

事業確定により減額するものでございます。

　次に、２款保険給付費、１項サービス等諸費、

３目の地域密着型介護サービス給付費は、認知

症対応型通所介護費に不足が生じるため、予算

の組み替えを行うものでございます。

　次に、２項介護予防サービス等諸費の１目介

護予防サービス給付費及び３目の地域密着型介

護予防サービス給付費は、１目から３目へ、要

支援者の利用見込みが多くなり流用を行った結

果、国庫支出金等の財源更正が必要となったも

のでございます。

　次に、３項高額介護サービス等費につきまし

ては、予算の組み替えを行うものでございます。

　あけていただきまして、５款地域支援事業費、

１項介護予防事業費及び次ページの２項包括的

支援事業費・任意事業費は、これは事業確定に

より減額をするものでございます。

　次に、歳入について御説明申し上げます。

　４ページをお開きください。

　事項別明細書の歳入で御説明申し上げます。

　１款保険料、２款使用料及び手数料、９款諸

収入を増額し、３款の国庫支出金、４款支払基

金交付金、５款の県支出金、６款の財産収入及

び７款繰入金を減額いたしまして、収支の均衡

を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

　続きまして、議案第17号平成21年度垂水市老

人保健施設特別会計補正予算（第１号）案につ

いて御説明申し上げます。

　１ページをお開きください。

　今回の補正は、収益の確定見込みに伴い、追

加補正をしようとするもので、補正の額は、歳

入歳出にそれぞれ1,290万3,000円を追加し、補

正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ５億4,475

万7,000円とするものでございます。

　まず、歳出について御説明申し上げます。

　６ページをお開きください。

　１款事業費、１項老人保健施設事業費、１目

の老人保健施設事業費の13委託料は、老健施設

の指定管理料でございます。

　次に、歳入について、３ページの事項別明細

書で御説明いたします。

　１款療養費収入を減額し、２款使用料及び手

数料、４款繰越金及び５款の諸収入を増額し、

収支の均衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

　続きまして、議案第18号平成21年度垂水市病

院事業会計補正予算（第２号）案について、御

説明申し上げます。

　今回の補正の理由でございますが、病院事業

収益及び病院事業費用の増額補正と、医療機器

の入札結果に係る企業債及び建設改良費の減額

補正をしようとするものでございます。

　１ページをお開きください。

　第２条、業務の予定量でございますが、入院

患者数の見込みにより2,522人減、外来患者数見

込みにより2,537人増とし、年間の患者総数を10

万8,785人としております。

　次に、第３条でございます。

　収益的収入及び支出の補正でございますが、

収入につきましては、病院事業収益を１億642万

1,000円増額し、総額を22億1,859万9,000円とし

ております。

　内訳でございますが、入院、外来等の医業収

益を7,016万2,000円に、医業外収益の一般会計
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負担金を、地方交付税確定により3,625万9,000

円に増額しております。

　支出につきましては、病院事業費用を１億593

万3,000円増額し、総額を21億8,959万2,000円と

しております。

　内訳としまして、医業費用を１億1,101万8,000

円増額し、医業外費用を25万2,000円、特別損失

を483万3,000円それぞれ減額しております。

　次に、第４条資本的収入及び支出の補正でご

ざいますが、垂水中央病院の医療機器等購入に

伴う減額補正でございまして、第１款資本的収

入、第１項企業債を1,760万円減額し、総額を2

,760万円とし、次に、第１款資本的支出でござ

います。第２項建設改良費を1,756万2,000円減

額し、総額を１億6,868万6,000円としておりま

す。

　これに伴いまして、次のページでございます

が、企業債の補正は、起債の限度額を4,520万円

から2,670万円に減額しております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇生活環境課長（迫田裕司）議案第19号及び

議案第20号につきましては、生活環境課所管で

ございますので、一括して御説明申し上げます。

　まず、議案第19号平成21年度垂水市と畜場特

別会計補正予算（第３号）案について、御説明

申し上げます。

　補正の主な理由ですが、垂水市職員の給与に

関する条例の一部改正に伴う、と畜場特別会計

で支弁しております職員給与等の減額と、金融

機関の利率引き下げに伴い、基金積立金利子を

減額補正しようとするものでございます。

　５ページの歳出から御説明いたします。

　１款総務費の１目一般管理費は、職員給与等

の減額補正でございます。

　２目財産管理費は、基金積立金利子を減額補

正するものでございます。

　次に、４ページの歳入につきましては、１款

事業収入の１目と畜場使用料と３款財産収入の

１目利子及び配当金を減額しまして、収支の均

衡を図っております。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、それ

ぞれ１億1,776万5,000円になります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしく申し上げます。

　続きまして、議案第20号平成21年度垂水市潮

彩町排水処理施設特別会計補正予算（第２号）

案について、御説明申し上げます。

　補正の主な理由ですが、前年度決算確定によ

る繰越金の増額、及び維持管理手数料の増額に

伴い、排水処理施設整備基金を増額補正し、金

融機関の利率引き下げに伴い、基金積立金利子

を減額補正しようとするものでございます。

　５ページの歳出から御説明いたします。

　１款総務費の１目一般管理費、25節積立金は、

排水処理施設整備基金を増額し、基金積立金利

子を減額補正するものでございます。

　次に、４ページの歳入につきまして御説明い

たします。

　１款使用料及び手数料、１目使用料、１節施

設使用料の排水処理施設使用料の減額は、昨年

６月補正で、排水処理施設の非常用エンジンポ

ンプ取りかえ修理分139万3,000円を予算計上い

たしましたが、前年度繰越金が決定していなか

ったため、使用料で同額計上していましたもの

を、今回減額補正しようとするものでございま

す。

　また、２世帯の世帯数減により、10万円の減

額補正するものでございます。

　同じく、排水処理施設使用料の過年度分は、

平成20年度使用料でございます。現在、使用料

の滞納はございません。

　次に２項１目手数料につきましては、平成20

年度垂水市土地開発公社が新たに住宅団地を分

譲し、その際、下水道は土地売買の契約締結時、

全区画加入していただきますが、加入時には処
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理施設の修理及び改修費用として、積立金10万

円を納入していただきます。本年度、１件加入

していただいたものでございます。

　２款１目利子及び配当金は、排水処理施設整

備基金利子を減額するものです。

　次に、５ページの３款繰越金は、前年度決算

確定による繰越金を増額するものでございます。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、既定

の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ44万円を

追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ912万7,000

円といたします。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（迫田義明）議案第21号、議案第

22号につきましては、水道課所管でございます

ので、一括して御説明申し上げます。

　まず、議案第21号平成21年度垂水市簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）案について、

御説明申し上げます。

　今回の補正は、年度末決算見込みに伴う所要

額の減額を行い、予算の整理等を行おうとする

ものでございます。

　既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞ

れ33万1,000円を減額し、予算総額をそれぞれ3

,730万6,000円にしようとするものでございます。

　歳出からですが、５ページをおあけください。

　まず、増額補正するものから申し上げます。

　１款総務費、１項一般管理費、12節役務費の

通信運搬費２万4,000円でございますが、簡易水

道使用料の督促及び催告状の発送件数増加によ

る切手等の費用でございます。また、残りの節

でございますが、今後の執行見込みや執行残の

不用額を減額補正するものでございます。

　対応します歳入につきましては、４ページを

おあけください。

　１款使用料及び手数料、１項使用料の簡易水

道使用料でございますが、当初見込みより使用

水量増加に伴い、120万7,000円増額するもので

ございます。

　２項手数料の簡易水道手数料でございますが、

住民異動の増加に伴い、閉開栓手数料として１

万2,000円、増額補正するものでございます。

　２款繰入金の一般会計繰入金は、減額補正す

ることによりまして、収支の均衡を図っており

ます。

　次に、議案第22号平成21年度垂水市水道事業

会計補正予算（第３号）案について、御説明い

たします。

　まず、補正の理由でございますが、浄水場改

修工事及び配水管の布設がえ工事等に伴い、固

定資産の除却費が生じたため、補正が必要にな

ったものでございます。

　１ページでございますが、第２条におきまし

て、収益的収入及び支出の支出について補正を

行っております。

　補正内容は、営業費用を2,118万9,000円増額

いたしまして、総額を２億2,113万2,000円とす

るものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（川達志）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第13号から議案第22号までの議案10件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第13号から議案第22号までの議

案10件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。
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　ここで、暫時休憩します。

　次は、１時10分から再開します。

　　　　　午前11時58分休憩

　　　　　午後１時10分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　ここで、財政課長より発言の申し出がありま

すので、これを許可します。

〇財政課長（三浦敬志）午前中、御説明いた

しました平成21年度垂水市一般会計補正予算案

の説明に一部間違いがございましたので、訂正

させていただきたいと思います。

　予算書でいきますと、一般会計補正予算36ペー

ジでございますが、中段の「畜産業費の負担金、

補助及び交付金の畜産環境整備事業負担金は、

畜産事業者の堆肥舎建設に伴う受益者負担分を

補助しようとするものです」というふうに御説

明いたしましたが、「補助」ではなくて、「負

担分でございます」ということでお願いいたし

ます。

　以上でございます。

　　　△議案第23号～議案第35号一括上程

〇議長（川達志）日程第26、議案第23号から

日程第38、議案第35号までの議案13件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第23号　平成22年度垂水市一般会計予算　

　　　案

議案第24号　平成22年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計予算　案

議案第25号　平成22年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計予算　案

議案第26号　平成22年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計予算　案　

議案第27号　平成22年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計予算　案

議案第28号　平成22年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計予算　案

議案第29号　平成22年度垂水市介護保険特別会

　　　計予算　案

議案第30号　平成22年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計予算　案

議案第31号　平成22年度垂水市病院事業会計予

　　　算　案

議案第32号　平成22年度垂水市と畜場特別会計

　　　予算　案

議案第33号　平成22年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計予算　案

議案第34号　平成22年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計予算　案

議案第35号　平成22年度垂水市水道事業会計予

　　　算　案

〇議長（川達志）説明を求めます。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）本日、平成22年３月定例市

議会の開会に際し、平成22年度予算案及び関連

諸議案の御審議をお願いするにあたりまして、

私はここに、市政運営に臨む所信を明らかにし、

議員各位をはじめ市民の皆様の御理解と御賛同

を賜りたいと存じます。

　私は、市長就任以来この７年間を「市民の目

線に立った市政の推進」をモットーにして、３

つの視点「改革」「協働」「前進」を念頭に置

きながら、経済、環境、福祉のそれぞれの領域

が調和のとれた、そして財政的にも「持続可能

な垂水」を目指して、全力で市政運営に取り組

んでまいりました。

　そして、市民の皆様が中心となる、共生・協

働のまちづくりが着実に進み、さらなる行財政

改革の取組により、財政状況も徐々に改善され

ております。これもひとえに市議会をはじめ関

係者の皆様の温かい御理解と御支援の賜であり

心から感謝申し上げます。
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　さらに今後も、先人の方々に引き続き本市を

発展させるためには、長期的なビジョンでの垂

水づくりが必要であり、本市だけではなく、広

域的に、大隅地域そして鹿児島県の発展なくし

ては、本市の発展は難しいものと考えます。そ

のために桜島架橋実現への活動、東九州自動車

道の利活用のための高隈山トンネル実現への活

動が欠かせないものと思っております。また、

昨年10月に鹿屋市と協定を締結いたしました大

隅定住自立圏の形成に関しましては、それぞれ

の政策分野で関係市町と連携しながら、大隅圏

域全体の活性化を図っていきたいと考えており

ます。

　平成22年度の市政運営にあたりましては、市

長として２期目の最終年度となる訳でございま

すが、これまでと同様に３つの視点「改革」「協

働」「前進」を念頭に置き、第４次垂水市総合

計画を基本とし、市民と協働のまちづくり、住

んでよかったと思えるまちづくり、きらりと光

るまちづくりを目指し、全力で市政運営に取り

組んでまいります。

　第１の視点「改革」でございますが、改革な

くして発展なしを基本として、市民の視点に立

った行政経営を進めるために、引き続き行財政

改革を着実に実行し、持続可能な財政づくりに

努め、積極果敢な行政改革に努めてまいります。

しかしながら、本市の厳しい財政状況の中でも、

市民生活の維持、福祉の向上、産業の振興・発

展の基となる必要不可欠な事務事業などにつき

ましては、限られた財源の中で、より効率的、

効果的に施策の目的を達成できるように創意工

夫しながら、これまで以上に施策の選択を図り、

市民満足度が得られるよう市政運営を行ってま

いります。

　次に第２の視点「協働」でございますが、住

んで良かったと思えるまちづくり、元気な垂水

を基本として、安心して暮らせるまちづくり、

災害に強いまちづくりを進めてまいります。

　市民と協働のまちづくりのためには、市民の

皆さんに「自分たちのまちは自分たちでつくる」

という意識を持っていただくことが必要です。

　そして、「たとえ障害や疾病があっても自分

の家や地域に住み続けられる」ために市民・行

政・関係機関が理念や意識を共有し、地域ケア

体制整備を構築していくことです。

　少子高齢化や地域のコミュニティが崩壊し、

どこの地域でも後継者や人材育成の問題がでて

きています。このことは医療・保健・福祉の分

野においてはもっと深刻で、後継者・人材の問

題が制度の持続性、運用にも大きく影響してき

ます。

　「最後まで自分の家で暮らし続けたい」とい

う願いに近づけるために地域のセーフテｲネット

を在宅に活かすことを、市全体で真剣に議論す

る時期になってきています。

　そのためにはまず、家で過ごす期間を長くし

ていくという“在宅”をキーワードにおいた視

点から行政を押し進め、行政内部の横断的つな

がりや関係機関との連携、市民の意識改革を進

めてまいります。

　また、地域担当職員制度を充実させると同時

に、地域の振興につながる公民館活動の活性化

を図り、さらに、市職員や市民のボランティア

活動への積極的な参加を促すことにも取り組ん

でまいります。

　最後に第３の視点「前進」でございますが、

市民生活の安定それぞれの地域力の振興を基本

として、限られた財源、自然・社会資源、市民

の皆様の能力・知恵を有効に活用したいと考え

ています。

　本市の豊富な農林水産資源の魅力と恵みを活

かし、農・畜・水産品の流通の強化やＰＲに努

めるとともに、インゲン・キヌサヤ等に続くポ

スト商品の確立を進めてまいります。

　観光に関しましては、九州新幹線全線開業を

いよいよ１年後に控え、関連イベントなども始
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まっております。本市もこの期に併せて、猿ヶ

城渓谷森の駅たるみずの開設や道の駅たるみず

の増改築など行ってまいりました。観光による

交流人口の拡大が図れ、観光における大隅の玄

関口としての役割も果たせますよう今後も取り

組んでまいります。

　まちづくりは人づくりからと言われます。次

代を担う子供たちの子育て環境の整備のため、

児童クラブの増設、小・中学校の施設整備に取

り組みます。

　また、生涯を通じて主体的に学ぶことができ

る生涯学習等の充実、高齢者や子育て中の方々

に対応する傾聴ボランティアの充実にも引き続

き取り組んでいきたいと考えております。

　「ふるさと納税」制度が導入されて２年が経

過しました。この間、本市出身者をはじめ多く

の方々から、3,000万円を超える寄附をいただき、

平成21年度は一部を事業に充当したところです。

また、寄附者の意向を事業に反映させ有効に活

用するために、庁内に使途選定委員会を設置し、

平成22年度実施事業の募集・選定を行い予算に

反映させたところであります。

　平成22年度は、寄附金の有効活用と、引き続

き市民の皆様や各ふるさと会の御協力をいただ

きながら、寄附募集に取り組んでまいります。

　続きまして、「第４次垂水市総合計画」の基

本計画に沿って、主要な実施計画について順次

御説明申し上げます。

　「自立した地域を作るために」、共生協働に

よる地域づくりの推進、市民の多様な交流と連

携の促進、地域を支える人材の育成に取り組ん

でまいります。

　男女共同参画社会の実現のために、人権の尊

重を基に、生き方・価値観の多様性を認め合い、

支えあう意識・環境づくりを進めてまいります。

　市民や各種団体の多様な交流と連携に対する

支援体制づくりの取組を進め、たるみず市民活

動ネットワークの活性化を図ってまいります。

　また、鹿児島大学公開講座を開催し、地域づ

くりの核となる人材づくりを進めてまいります。

　「学びあえる地域をつくるために」、子育て

支援体制の充実、学校教育の充実、学びあう社

会の構築、地域文化の促進・保護・活用に取り

組んでまいります。

　児童福祉につきましては、平成21年度の市民

の子育て支援に関するニーズ調査結果等を踏ま

えまして、垂水市次世代育成支援対策行動計画

（後期計画）を策定いたしました。関係計画と

併せまして各種施策を実施することで子育てし

やすい環境づくりに努めてまいります。

　子どもは次代の担い手であり、また、次世代

の親として健全に育つためにも社会・地域全体

での子育てが重要でございます。本市でも独自

の子育て支援策を実施し、少子化に歯止めをか

けるよう努めておりますが、未だ効果が見えな

い状況です。少子化は地方、都市部に関わらず、

全国的な問題であり様々な面でその深刻さを増

しています。このために、国も思い切った政策

を打ち出し、経済的負担の軽減やきめ細かな育

児支援施策など、子どもを産み育てやすい環境

の整備を進めております。これら諸政策に合わ

せ、新年度も引き続き当市独自の取組を加え、

少子化対策を実行してまいります。

　延長保育を実施する保育所に対しては、子育

て世代の保護者が就労と育児が両立できるよう

引き続き支援し、保護者が育児休暇中、保育所

在園中であります当該新生児の兄・姉の退所を

求めず、継続入所ができるよう取り扱うことと

いたしました。また、放課後の児童対策として

は、長年、垂水小の放課後児童クラブ１か所に

とどまっておりましたが、平成22年度、新たに

水之上小学校区に放課後児童クラブを開設する

よう準備を進めております。

　近年の児童・生徒数の急激な減少に伴い、学

校の小規模化が進んでいます。このことが学校

の活力低下につながりかねないと懸念されます
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ことから、垂水市の未来を担う大切な子供たち

の生きる力を育むために教育環境を整備し、学

校教育の一層の充実を図り、活力ある学校づく

りを目指してまいります。また、学校の安全・

安心づくりのため、耐震化を最優先課題として

取り組み、平成22年度は柊原小学校、協和小学

校、松ヶ崎小学校、牛根小学校、境小学校の耐

震補強工事を実施し、施設の整備を進めてまい

ります。

　いよいよ平成22年４月１日に市内４中学校を

統合し、垂水中央中学校が開校いたしますが、

保護者、地域住民から統合してよかったと思わ

れる中学校になるよう更なる努力をしてまいり

たいと思います。また、垂水中央中学校の施設

整備につきましては、今後３年間をかけて大規

模改造工事を行い、リニューアルを図ると同時

に耐震補強工事を進めてまいります。

　市内唯一の高校である県立垂水高等学校は、

年々進む児童生徒数の減少や、生徒や保護者の

意識の変化、更には高校の授業料の無償化等で

市外の公立・私立の高校への進学が増える可能

性もあり、存続が危惧されます。学校、地域、

行政が危機感を持ち一体となって存続のために

努力する必要があります。

　学校教育につきましては、生涯学習の観点に

立ち、知育、徳育、体育に食育を加え調和のと

れた教育の充実により「垂水の子らに光を」の

実現を図り、感性豊かでたくましい児童生徒の

育成を図ってまいります。

　そのために、垂水の海や山、川などの自然や

歴史、文化を生かしながらそれらのすばらしさ

に気づかせるとともに、農業・漁業などの体験

学習を通して、「生きる力」を備えた「ふるさ

と垂水を愛し、誇りにする子ども」の育成に努

めてまいります。

　垂水中央中学校につきましては、新しい伝統

づくりを目指して、地域に開かれ信頼される学

校経営がなされるよう、特色ある教育課程の編

成と実施に努力いたします。

　その他の事業につきましては、垂水市小中教

育研究会をはじめとした教職員の研修の充実、

さらに垂水市らしい教育として、理科大好きな

子ども育成のための諸事業、和田英作ジュニア

絵画展、ふるさと俳句コンクール、複式学級の

ある小学校を対象とした交流学習やセカンドス

クールなどの充実に取り組んでまいります。

　社会教育につきましては、「学びの成果を暮

らしに生かし、地域活力に満ち溢れたまちづく

り」を目指し、多様化・高度化する学習ニーズ

に対応し、各地区公民館を核として市民の誰も

が主体的に学ぶことができる環境を充実させ、

学びあう社会を構築するとともに、体力や年齢、

技術、興味、目的に応じて継続的にスポーツに

親しむことのできる「生涯スポーツ社会」の実

現を目指します。重点的な課題として、心豊か

で活力あふれる生涯学習のまちづくりの推進、

青少年の健全育成とよりよい地域づくりのため

の「垂水さわやかあいさつ運動」の推進、史跡

等文化財と垂水市文化財インストラクター制度

の活用、「健やかスポーツ100日運動」の推進と

「スポーツ振興計画」の策定、総合型地域（コ

ミュニティ）スポーツクラブの支援・協力と次

の設立に向けた取組強化に努めてまいります。

　具体的事業として、瀬戸口藤吉翁記念行進曲

コンクールや市民文化祭・自主文化事業・市民

体育祭・生涯学習のつどいなどの開催を関係団

体の協力により実施するとともに、市民の学習

機会を拡大するため市民講座や公民館講座の充

実を図ります。

　また、大野ＥＳＤ自然学校につきましては、

教育施設及び地域活性化施設としての機能を充

分発揮できるよう、地域住民の方々や鹿児島大

学との連携のもと、“生きる力”と“持続可能

性のある社会実現能力”を備えた人材づくりに

取り組んでまいります。

　「生きがいを持ち、健康に暮らすために」、
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地域保健の充実、高齢者保健福祉の推進、障害

者保健福祉の推進、医療体制の充実に取り組ん

でまいります。

　すべての市民がこころ豊かに安心して、いき

いきと暮らせるまちを目指して、５か年計画と

して策定いたしました「健康たるみず21」をも

とに、平成22年度から健康づくり活動を推進し

てまいります。

　市民一人ひとりが自らの健康づくりに努め、

心身ともに自立し、「健康寿命」を延ばし、い

きいきと生活できることが垂水市民全体の健康

度の向上につながります。

　また、人と人との交流を通して健康づくり活

動を展開することで、保健・医療・福祉全体の

連携を強化し、元気な垂水市を目指します。

　この計画を効率的に遂行するためには、健康

づくり推進協議会の各団体や地域の自主的な健

康づくり団体が一体となって連携し、活動の輪

を広げることが重要ですので、市民の皆様と協

働して推進してまいりたいと考えます。

　代表的な事業について申しますと、各種がん

検診の受診率向上や生活習慣病対策、こころの

健康づくり対策、母子保健活動の充実、新型イ

ンフルエンザ等の感染症予防対策など、関係機

関と連携し、充実強化に努めます。

　さらに、健康づくりの推進役としての保健師

等、専門職員を確保し、保健事業の推進体制を

確立してまいります。

　次に、高齢者福祉につきましては、垂水市第

４期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の

基本目標である市民一人ひとりが生きがいや夢

を持ち、住み慣れた地域で安心して暮らせる垂

水を推進するために、市民・行政・関係機関が

理念を共有しながら連携してまいります。

　現在、地域包括ケアシステムの構築に向けて

取り組んでおりますが、近年の社会経済の破綻

から高齢者や障害者の権利擁護に関する相談も

増えてきており、関係者の連携がますます重要

となります。

　また、障害者や要介護者等の在宅での生活を

維持する上で欠かせない交通の確保として、福

祉有償運送にも取り組んでまいります。

　今後は、地域福祉の要である社会福祉協議会

やＮＰＯ法人等とも一緒に、適切なサービスや

多様な支援を提供してまいります。

　障害者福祉につきましては、政府が「障害者

自立支援法の廃止」とそれに代わる「（仮称）

障がい者総合福祉法」の制定を打ち出していま

すが、改正内容や時期等が示されておりません

ので、当面は「障害者自立支援法」の枠組みに

より引き続き、相談支援・コミュニケーション

支援・移動支援・日常生活用具給付事業等の「地

域生活支援事業」を実施してまいります。

　次に、地域医療の充実につきましては、市民

のニーズに応えるため、在宅当番医制度や病院

群輪番制などを実施しますとともに、在宅医療

の充実を図るため、市内医療機関と連携して、

調査・研究をしてまいります。

　地域福祉の充実につきましては、助け合い、

支え合う地域社会づくりが求められております。

ボランティア等の育成・支援を行うとともに地

域住民等の連携により高齢者・障害者を見守り

支援する地域包括ケアシステムを引き続き推進

してまいります。

　少子高齢化や過疎化の進んだ本市においては、

高齢者自身も社会の一員としてその役割を果た

す必要があります。世代間交流の場を多くつく

ることで高齢者や障害者福祉についての関心と

理解を深めてまいります。また、誰にでもでき

るボランテイアとして傾聴ボランテイア講座を

平成21年度に引き続き開催し、市民の意識の中

に傾聴する心を育んでまいります。

　次に、母子・父子福祉につきましては、母子・

父子家庭の生活安定と自立を図るため、国の制

度と併せまして関係機関との連携を強化しなが

ら、相談や支援を行ってまいります。
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　また、生活支援の必要な市民が健康で文化的

な生活水準を維持できるよう支援し、自立に向

けた相談や助言を行ってまいります。

　「暮らしの安全を守るために」、地域防災対

策の推進、安心安全な地域社会の構築、快適な

都市基盤の整備に取り組んでまいります。

　平成17年度からの３年続きの台風、豪雨災害、

平成20年３月の竜巻災害、そして平成18年６月

には、桜島の昭和火口から58年ぶりの噴火活動

が再開し、昨年から一段と活発化してきている

状況でございますが、あらゆる災害を想定した、

危機管理体制の更なる強化を図り、災害に強い

安心・安全なまちづくりを進めてまいります。

特に現在の桜島降灰対策におきましては、本年

１月末緊急的に鹿児島市所有の路面清掃車を借

用し、路面清掃に対応しているところでありま

すが、先般は桜島火山活動対策特別委員会を主

体としました市議会や自民党・公明党鹿児島県

議団による、本市降灰状況の現地視察が実施さ

れ、２月５日には鹿児島県による桜島火山降灰

対策連絡会議も設置されたところであります。

このような動向を踏まえ緊急課題としまして、

あらゆる省庁の所管事業の見直しや新規編入な

どを図っていただくよう取り組んでまいります。

　ソフト面での「防災対策」でございますが、

近年の異常気象にみられるように、今後も予測

困難なゲリラ豪雨に伴う土砂災害や、台風の強

大化による風水害等の発生が十分に予想されま

す。本市内の土砂災害警戒区域の県指定が終了

したことによりまして、平成22年度はその区域

等を表示しました「ハザードマップ」を警戒区

域内の全世帯に配布し、自分が住んでいる周り

の危険箇所を確認してもらい、また、自力での

避難ができない要援護者対策や、確実な情報伝

達、避難誘導体制づくりに努め、地域防災計画

の見直しも行いつつ、「人的被害ゼロ」を目指

した防災体制の整備充実を図ってまいります。

　その１つ目としての「自主防災組織」につき

ましては、「自助」「共助」の防災意識が住民

の方々に醸成されつつあるなかで、さらに、自

主防災組織の結成に積極的に取り組んでいただ

けるよう啓発に努め、地域特性に応じた組織の

育成と連携を推進してまいります。

　また、自主防災組織の役員や地域防災推進員

といった方々と職員を対象にした、地域防災力

を高めるためのリーダー育成研修会に今後も引

き続き取り組むとともに、自主防災組織による

防災点検や防災訓練などの活動推進のための支

援も行ってまいります。

　２つ目の、災害時に自力で避難できない方々

の「災害時要援護者対策」につきましては、引

き続き関係課と連携し対象者の把握と、要援護

者台帳の整備につとめ、避難支援体制が迅速に

図れるよう取り組んでまいります。

　３つ目の、市民の生命と財産を守るため、災

害対策基本法及び垂水市地域防災計画に基づい

た「総合防災訓練」につきましては、情報連絡・

伝達・救出・救護・避難誘導等及び災害応急対

策が迅速・適切に行われるよう、また防災体制

の確立と住民の防災意識の高揚を図るために、

防災関係機関が相互に緊密に連携し、平成22年

度は新城地区を会場に訓練を実施いたします。

　消防力の整備につきましては、市民の生命、

身体及び財産をあらゆる災害から守るためには、

複雑多様化した社会生活環境に対応できる消防

力の整備を図ることが必要となります。平成22

年度も引き続き消防職・団員の資質向上を図る

ため、県消防学校における教養・訓練を実施い

たします。また、救急救命士の増員を図り、救

急救命士の教育実習を実施することにより、今

後の消防体制の充実に努め、市民に対する防火・

防災意識の高揚に努めてまいります。

　次に、産業及び市民生活を支える社会基盤と

なる道路につきましては、国土交通省の事業で

は本市の基幹道路である国道220号におきまして、

海潟地区の鶴田川までの改良の残り400ｍが21年
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度予算としまして工事発注がなされ、本年、秋

に完了予定であります。また、昨年、事業再開

となりました早崎改良におきましては、用地測

量などが順調に進捗しておりますが、新城・柊

原改良と併せまして早期完成を要望してまいり

ます。さらに、牛根地区の歩道整備事業につき

ましても、早期の工事着手を要望してまいりま

す。県道につきましても、垂水・南之郷線及び

垂水・大崎線改良工事の早期完成を要望してま

いります。市道につきましては、平成21年度に

引き続き元垂水原田線、内ノ野線の整備を進め

てまいるとともに、21年度「きめ細かな臨時交

付金事業」で、市道や集落道を各地区にわたり

整備してまいります。

　そのほか、土砂災害防止対策としましては、

引き続き急傾斜地崩壊対策事業で新城横間地区

や、新規に城山団地南側の平之地区を整備して

まいります。併せて農村災害対策整備事業の推

進により災害を未然に防止できるよう取り組ん

でまいります。

　また、潮彩町における用途未指定地区や、近

来のと畜場構想などの見直しや変更に必要であ

り、将来の本市都市計画行政に不可欠といえる

「都市計画マスタープラン」の策定を行います。

　昨年12月に運行を開始しました乗合タクシー

につきましては、今後も市民の皆さんからの要

望や利用状況を考慮し、関係機関及び事業者等

の協力を得ながら、利用しやすい効率的な運行

に努めてまいります。

　「自然と共生していくために」、循環型社会

の構築、環境の保全、地域資源の活用に取り組

んでまいります。

　循環型社会の構築につきましては、バイオマ

スタウン構想を策定し、バイオガスをはじめと

する今後の地域資源の利活用についての構想を

まとめてまいります。

　ごみは、地球の限りある資源からつくられて

います。ごみを捨てることは、地球の資源を捨

てていることにほかなりません。これから少し

でもごみを減らすためには、ごみ減らしのポイ

ントである３つのＲ「リデュース（減らす）」

「リユース（再使用）」「リサイクル（再利用）」

を実行することが大切です。今後も、この３つ

を推進することで、ごみ問題の解決につなげ、

循環型社会の構築を目指してまいります。

　続きまして、環境の保全について申し上げま

す。地球温暖化防止のため、環境負荷の少ない

低炭素社会の実現は、個人の取組なくしてあり

得ません。温暖化は個人の問題であることを市

民の皆様一人ひとりに自覚していただき、まず

は自分から行動を始めていただくため、広報な

どを通じて個人でできる取組を紹介していくな

ど、市民の問題意識向上に努めます。

　市の事務事業としましては、平成19年度策定

した実行計画をもとに温室効果ガスの排出抑制

のための施策を推進してまいります。

　快適で住みよいまちの実現には、良好な住宅

環境の整備はもとより、市民の参画と協働によ

るまちの美化や環境に配慮した取組が欠かせま

せん。このことから、毎年７月に実施する錦江

湾クリーン作戦などの市内一斉海岸清掃活動を

はじめとした市民活動を推進し、環境意識の高

揚に努めるとともに、環境を守り育てる実践の

輪を拡げるため、今後も市職員による職員ボラ

ンテアを中心とした活動に、各種団体や市民の

参加を呼び掛けてまいります。

　生活雑排水対策といたしましては、川や海の

水質保全を図るため、引き続き合併浄化槽の普

及促進に努めてまいります。

　「経済が持続発展していくために」、魅力あ

る農林業の振興、魅力ある水産業の振興、活力

ある商工業の振興、働く環境の充実、魅力ある

観光の振興に取り組んでまいります。

　温暖な気候と自然環境に恵まれた地理的条件

を活かした産業振興が必要であり、特に観光振

興は、すべての産業に波及効果があり、経済効
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果も大きいと考えております。

　本市の農業は、温暖な気候を活かした、園芸・

畜産・果樹を中心とした複合経営がなされてお

ります。しかしながら、国内・外の産地間競争

の激化、消費者の景気低迷による購買力の低下

等による農畜産物価格の低迷、資材等の高騰、

さらに、担い手の高齢化や減少、環境との調和、

食の安心・安全等農業を取り巻く情勢は一段と

厳しくなっております。

　このような状況を踏まえ、垂水市の農業・農

村を支える担い手づくり・産地づくり・地産地

消の推進等に積極的に取り組み、垂水市に即し

た農業の構造改革の実現に向けた推進を行って

まいります。

　併せまして、農業振興に重要な防災営農対策

事業につきましては、市議会のお力もいただき

ながら、国や県へ新たな要望を行い、事業の充

実を図ってまいります。

　次に、豊かな森と海づくりに向けて、森林が

持つ多面的な機能と水土保全の役割を、十分発

揮できるよう、間伐実施事業や森林環境税関係

事業などを利用し、適切な森林整備を行ってま

いります。

　堆肥センターの運営につきましては、環境に

やさしい土づくりを進め、堆肥の安定供給に努

めてまいります。

　畜産振興対策としましては、地域環境に配慮

した生産基盤の整備を進め、畜産農家の組織強

化と経営安定に努めてまいります。

　また、耕作放棄地の防止及び農地の多面的機

能の確保に努めるとともに、自立的かつ継続的

な農業生産活動等の体制整備を図るため、中山

間地域等直接支払事業と農地・水・環境保全向

上対策事業を推進し、新たな中山間地域総合整

備事業の導入を図り、環境整備に努めてまいり

ます。

　次に、水産業の振興につきましては、長期に

わたるブリ、カンパチ等の魚価低迷や一昨年来

の世界的な不況による消費の落ち込みにより、

依然として厳しい経営環境になっております。

今後も引き続き両漁協と連携し、各関係機関の

協力を得ながら水産物の販路拡大の支援や消費

拡大に向けたＰＲ活動の支援を行います。

　また、垂水市漁協より平成18年からの要望で

ありました台風時における漁船等の避難施設と

して、桜島入江の身代湾の係留施設整備を行い

ます。今後漁船の避難がこれまでより安全かつ

安心して、係留できるものと考えております。

　漁業生産の基盤となる漁港整備につきまして

は、昭和58年度から長年にわたり整備してまい

りました垂水南漁港が、平成22年度をもって完

了する予定でございます。また、県管理の海潟

漁港は継続して整備促進に努め、牛根麓漁港に

つきましては、平成22年度からいよいよ防波堤

工事に着手する予定でございます。

　活力ある商工業の振興につきましては、本市

の商工業の経営環境は依然として厳しい状況が

続いており、今年度も引き続き運転資金や設備

投資などの借入に関する商工振興資金利子補給

や会員の減少などマイナス要因を負う商工会運

営に対する商工会運営費補助などによる支援を

行ってまいりますほか、本市特産品の販路拡大

のための物産展への参加支援や普及事業に取り

組んでまいります。

　次に、働く環境の充実でありますが、景気の

低迷で雇用の改善が進まない現状にあり、今年

度も新商品や観光商品開発による雇用創出を図

る地域雇用創造実現事業の実施や緊急雇用創出

事業などによる雇用の創出に引き続き取り組ん

でまいります。なお、平成19年度から事業を実

施してまいりました地域雇用創造支援事業が平

成21年度をもって終了しますので、次なる事業

の掘り起こしにも努めてまいります。

　次に、魅力ある観光の振興についてでありま

すが、今年４月に猿ヶ城渓谷森の駅たるみずが

オープンいたします。これを機に体験型観光の
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推進や道の駅たるみず、高峠公園、宮脇公園、

海潟漁港関連の連携した情報の発信など交流人

口の拡大に努めてまいります。また、農漁家民

泊や教育旅行受入れなどによるグリーン・ツー

リズム、ブルー・ツーリズムの推進にも積極的

に取り組んでまいります。

　「市民から信頼される行政経営のために」、

市民参画による行政経営、市民の目線による行

政経営、市民の期待に応える職員の育成に取り

組んでまいります。

　人口減対策につきましては、空き家バンク制

度や定住促進住宅などを活用し、Ｕターン・Ｉ

ターン者に対する定住促進、若い世代の定住促

進を図ってまいります。

　職員の育成につきましては、垂水市職員人材

育成基本方針に基づき、職員の能力開発に努め、

市民に求められる職員像を目指して取り組んで

まいります。

　また、職員数の適正化につきましても、垂水

市新定員適正化計画に基づき職員数の削減を図

ってまいります。

　「無駄のない行政経営のために」、行政改革

の推進、財政運営の健全化に取り組んでまいり

ます。

　昨年は、政権交代が行なわれるなど、地方自

治体の行政運営に大きな影響が及びつつありま

す。そのためこれまで以上に国政の状況や社会

情勢を把握しながら、本市が基礎自治体として

持続していくため改革の取組を確実に進めてい

く必要があります。

　平成22年度は、第５次垂水市行政改革大綱及

び第２次垂水市財政改革プログラムのいずれも

初年度となります。これら新しい計画を着実に

スタートさせ、更なる効率的で質の高い行政経

営を目指します。

　平成22年度の市政運営にあたりましては、こ

れまで申し上げた考え方に基づき、第４次総合

計画のまちの将来像「水清く　優しさわき出る

温泉の町　垂水」を目標に、私を先頭に職員一

丸となって頑張ってまいりますので、市議会を

はじめ市民の皆様方の一層の御理解と御支援、

御協力をお願い申し上げます。

　次に平成22年度の一般会計及び特別会計予算

の概要を説明いたします。

　平成22年度の国の予算は、新政権の下、予算

編成を国民に開かれたものとするため「事業仕

分け」を公開して実施するなど、予算編成過程

が大きく刷新されました。また、鳩山内閣が掲

げる「コンクリートから人へ」という基本理念

に則り、マニュフェストの主要事項である「子

ども手当」の予算化や公共事業の削減などが行

われ、予算の配分方法についても、これまでと

は異なる予算編成となったところです。

　しかし、財源確保では、税収が前年度当初に

比べ18.9％減にとどまる一方で、国債発行額は

33.1％増の44兆3,000億円に上り、戦後初めて当

初予算段階から借金が税収を上回る状況になっ

ており、将来に与える影響が懸念されます。

　地方財政対策においては、「地域主権改革」

として、地方交付税総額が1.1兆円増額され、地

方に配慮した予算となっておりますが、一昨年

秋からの不況の影響で税収は大きく落ち込んで

おり、地方財政計画全体としては、前年度比0.5

％の減となっております。

　本市におきましても、平成22年度予算は、不

況等によって一層の市税の減が予想される中で、

これまで以上に地方交付税等の依存財源に頼る

構造となっています。

　そのような中、予算編成方針を昨年度に引き

続き、①聖域を設けない徹底した財政構造の改

革②事務事業の優先度による峻別と重点化など

の６項目として、歳入・歳出両面から徹底した

見直しを進め、予算を編成したところでありま

す。

　それでは、一般会計から説明申し上げます。

　歳入においては、市税は不況による市民税の
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減などで前年度に比べ3.5％減の13億9,000万円

を見込み、歳入の柱である地方交付税は3.9％増

の41億1,000万円を計上しております。また、借

金である市債については、垂水中央中学校の大

規模改造などにより、16.7％増の８億9,000万円

を計上しております。

　歳出においては、財政改革プログラムに基づ

き、一層の節減合理化を推進することであらゆ

る経費の見直しを図っておりますが、特に人件

費のうち、職員の基本給を引き下げる給与構造

改革と管理職手当の一部カット、特別職の給料

の一部カットを引き続き行います。加えて、平

成22年度は職員給料の一部カットの実施を予定

しております。

　一方、市民生活に直結する部分では、国の施

策による「子ども手当」の新規実施や、昨年か

ら市単独で行っている中学校卒業までの医療費

助成を引き続き実施するなど、特に子育て支援

等に重点的に予算を配分するとともに、市民生

活に甚大な影響を与えている桜島の降灰対策に

も対処していきます。

　また、教育関連として、統合にあわせた垂水

中央中学校の大規模改造事業やスクールバス運

行委託、市内小学校校舎の耐震化事業、特別支

援教育支援員の配置増などに取り組みます。

　歳出の性質別内訳では、人件費や借金の返済

である公債費が、前年度比で減となった一方で、

学校施設整備費の増により普通建設事業費が38.4

％増、子ども手当の創設などにより扶助費が16

％増と、公共事業や福祉分野の予算は大幅に伸

びております。

　なお、平成22年度の歳入歳出予算の総額は89

億5,800万円で、前年度より8.6％の増となって

おります。

　次に、特別会計につきまして、説明いたしま

す。

　まず、国民健康保険特別会計について説明申

し上げます。

　国民皆保険の最後の砦であります国民健康保

険制度は、市民の医療を確保し、健康の保持と

増進のために必要不可欠な役割を果たしている

ところです。

　しかしながら、国民健康保険を取り巻く環境

は、依然として厳しい状況が続いております。

これまで、国においては度重なる制度改正が行

われ、また、本市においても保険税収納率向上

対策や医療費適正化などの内部努力を行ってき

ましたが、少子高齢化の進展や雇用の不安定化、

無職者や低所得者の増加などにより、国民健康

保険制度が抱える脆弱な財政基盤の構造的問題

は、一層深刻なものとなっております。

　さらに、昨年度に高医療費市町村として、厚

生労働省から指定されたところでありますが、

平成22年度においても国の指定を受けることと

なりました。この指定を受けたということは、

本市が、他の市町村と比べ医療費がかなり高い

ことを意味しており、国が定めた指針に従い医

療費抑制の計画いわゆる「安定化計画」を策定

していくこととなります。

　「安定化計画」に基づき、①「保険税収入確

保の推進」、②「医療費適正化の推進」、③「特

定健診・保健指導の推進」などの６項目を推進

し、国民健康保険の安定的運営に取組んでまい

ります。

　歳入歳出予算の総額は、24億9,234万8,000円

を計上しております。

　次に、老人保健医療特別会計でございますが、

後期高齢者医療制度の創設により老人保健医療

制度は廃止となりましたが、平成20年３月以前

の診療分の保険給付費及び過誤調整に係わる精

算のできていない費用については、平成22年度

の老人保健医療特別会計から支出することとな

ります。

　歳入歳出予算の総額は、107万6,000円を計上

しております。

　次に、後期高齢者医療特別会計でございます
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が、後期高齢者医療制度は、「医療保険制度を

維持するために、高齢者世代と現役世代が公平

に負担し、社会全体で支え合う制度」を設置の

目的として３年目を迎えております。

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合が保険者と

して運営にあたっており、医療費の支払いと保

険料の設定は広域連合が行い、保険料の徴収は

市が行っております。

　これにより、歳入においては、後期高齢者医

療被保険者の保険料及び「低所得者等の保険料

軽減分を市と県が公費において補填する保険基

盤安定制度」に対し一般会計からの繰入金を、

また歳出は、後期高齢者医療広域連合への納付

金を主なものとして予算は構成されております。

　歳入歳出予算の総額は、２億1,375万3,000円

を計上しております。

　次に、交通災害共済特別会計でございますが、

交通事故で被災された市民の相互扶助を目的に

昭和45年に設置されたこの共済事業は、市民各

位の御理解と御協力によりまして順調に運営さ

れてきております。今後とも、関係機関や各種

団体の協力を得て、市民の交通安全に対する意

識の高揚を図り、事業の健全運営と合わせて加

入者促進に努めてまいります。

　歳入歳出予算の総額は、660万8,000円を計上

しております。

　次に、地方卸売市場特別会計でございますが、

市民に、新鮮な野菜等を豊富に、かつ、安定的

に流通させる拠点として、昭和54年12月に開設

された公設地方卸売市場も、近年、流通構造の

多様化や情報化の進展、食の安全への関心の高

まりなど、生鮮食料品を取り巻く情勢は大きく

変化している中、市場関係者の御努力のもと、

市民の食生活の安定と農業生産の振興に大きく

寄与しているところであります。

　そのような中、卸売市場は市場利用者や消費

者のニーズに応じてその機能の充実が一層求め

られております。

　今日、流通業、農業とも厳しい時代ではあり

ますが、社会・経済情勢の変化に適応できるよ

う、垂水の特徴を生かし健全な市場運営に努め

てまいります。

　歳入歳出予算の総額は、520万円を計上してお

ります。

　次に、老人保健施設特別会計でございますが、

「垂水市介護老人保健施設コスモス苑」は、要

介護状態となった方々の心身の自立を支援し、

家庭生活への復帰を目指す施設として、平成９

年の開苑以来14年目の年を迎えました。

　施設運営につきましては、利用者の尊厳の保

持と、その有する能力に応じた自立への支援と

いう介護保険法の理念に則り、利用者の側にた

ったサービス向上に努め、より健全な施設運営

が行えるよう引き続き努力してまいります。

　歳入歳出予算の総額は、５億3,587万6,000円

を計上しております。

　次に、介護保険特別会計でございますが、「介

護の社会化」を目指し平成12年度スタートした

介護保険制度は10年が経過しましたが、この間、

市内事業所のヘルパー、ケアマネジャー、介護

福祉士らがお年寄りや家族を支え、制度の充実

を図って参りました。

　本市の介護保険事業も地域包括支援センター

を中心に、介護予防事業や総合的な相談支援を

実施しながら、身近な在宅介護支援拠点として

の小規模多機能型居宅介護や、認知症の人が共

同で生活できるグループホームの整備など、身

近で多様なサービスが受けられるような介護サー

ビス体制の確立に努めてきたところです。

　このような中、第４期介護保険事業計画の２

年目にあたる平成22年度は、第３期で整備した

地域密着型サービスなどの「サービスの質」の

向上を図るとともに、次期計画策定に向けた高

齢者実態調査を実施してまいります。

　歳入歳出予算の総額は、第４期介護保険事業

計画に基づき、18億9,768万6,000円を計上して
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おります。

　次に、病院事業会計でございますが、垂水中

央病院は、昭和62年度の開設以来23年目となり

ますが、診療の質、経営の質を高め地域の中核

医療機関として、その役割を果たしてきました。

　全国の自治体病院においては、医師不足と国

の医療制度改革による診療報酬の引き下げによ

り極度の経営難に陥っており、地域医療は崩壊

の危機に瀕しているといわれております。

　本市の中央病院は、中核医療機関として市内

医療を担う公的病院でありますが、他の自治体

病院と同様、医師不足の状況にあります。また、

現状においては黒字を維持しているものの採算

面で極めて厳しい状況にあります。このため、

本年度も、開放型病院としての機能充実を図る

ため、市内開業医との協力の下、地域医療連携

を重点に更なる医療サービス提供に引き続き努

めてまいります。

　平成22年度の予算は、収益的収支につきまし

ては、収入の総額が22億5,643万5,000円、支出

の総額が22億783万5,000円であります。

　資本的収支につきましては、企業債償還金の

みの１億4,802万9,000円を計上しております。

　事業運営につきましては、今後とも独立採算

を維持しながら、経営の安定・信頼性・安全性

の向上を目指し、医師会と協力してまいります。

　次に、と畜場特別会計でございますが、昨今、

食肉流通は不安定な市場環境が続いており、市

食肉センターにおきましては、施設の老朽化が

進んでおりますが、安全で安心できる食肉を提

供することが、と畜場の社会的使命でございま

す。

　国が示している「と殺・解体」時の衛生管理

基準に適合する施設の維持管理に努めるととも

に、経費等の節減を図り健全な運営に努めてま

いります。

　歳入歳出予算の総額は、１億272万円を計上し

ております。

　次に、漁業集落排水処理施設特別会計でござ

いますが、今後も、牛根境地区の生活環境の改

善と川や海の水質保全の向上を図るために、引

き続き加入促進を推進し、円滑な施設の運営管

理に努めてまいります。

　歳入歳出予算の総額は、2,494万9,000円を計

上しております。

　次に、簡易水道事業特別会計でございますが、

上水道と同様に、ライフラインとしての機能の

確保・水道水質等の情報提供など、万全な体制

の維持管理に努めますとともに、コストの縮減

等事務事業の効率性の向上に努め、地域住民の

「安全で安心な水の安定的供給」に努めてまい

ります。

　歳入歳出予算の総額は、3,390万1,000円を計

上しております。

　次に、水道事業会計でございますが、本年度

も国道整備に伴う配水管布設を行うとともに、

ライフラインとしての機能の確保及び災害に強

い管路網の構築を図るため、バイパス管の整備

を実施し、信頼性と安全性の向上を目指してま

いります。

　給水件数につきましては、減少傾向にありま

すが、平成22年度もなお一層の行財政改革に取

り組むなど、企業経営努力をし、事業の安定的

供給に努めてまいります。

　予算の概要につきましては、業務予定量とし

まして、給水戸数7,000戸年間給水量190万立方

メートルとして、所要の経費を計上いたしてお

ります。

　収益的収支につきましては、収益総額２億9,

527万9,000円で、その主な財源は水道料金とな

っております。事業費用につきましては、総額

２億6,805万2,000円で、対前年度比1,288万2,000

円の増となっております。

　次に、資本的収支につきましては、収入総額

5,040万1,000円、支出総額１億3,362万7,000円

で、支出総額は対前年度比４億669万1,000円の
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減となっております。なお、資本的収入が資本

的支出に対し不足する額は内部留保資金を充当

してまいります。

　なお、潮彩町排水処理施設特別会計は、県の

指導により平成22年度から一般会計で運営する

ため、平成22年３月31日で特別会計を廃止する

条例改正案を今議会に提案しております。

　以上をもちまして、予算案の説明を終わりま

すが、詳細につきましては、審議の過程におき

まして、私ほか、それぞれの担当課長から説明

申し上げますので、よろしく御審議賜わります

ようお願い申し上げます。

〇議長（川達志）ただいま平成22年度の施

政方針並びに各会計予算案について説明があり

ましたが、これに対する総括質疑及び一般質問

のための本会議を３月９日及び10日の午前９時

30分から開きます。

　質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、３月１日の正午までに、質疑及び質

問事項を具体的に文書で議会事務局へ提出願い

ます。

　なお、当日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。また、質問回数について

は４回までとしますが、一問一答方式を選択し

た場合は、１回目は一括で行い、２回目の質問

から１項目につき３回までとします。また、い

ずれも初回の発言時間を20分以内に制限します

ので、御協力をお願いいたします。

　　　△鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会

　　　　議員の選挙について

〇議長（川達志）日程第39、鹿児島県後期高

齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、

県内市町村の長及び議員のうちから、市長区分

６人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、

町村議会議員区分４人から構成されています。

　今回、市議会議員区分に２人の欠員を生じた

ため、候補者受け付けの告示を行い、届け出を

締め切ったところ、３人の候補者がありました

ので、広域連合規約第８条第２項に規定により、

選挙を行います。

　この選挙は、同条第４項の規定により、すべ

ての市議会の選挙における得票総数の多い順に

当選人を決定することになりますので、会議規

則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、

当選人の報告及び当選人の告知は行いません。

　そこで、お諮りします。

　選挙結果の報告については、会議規則第32条

の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の

得票数までを報告することとしたいと思います

が、御異議ありませんか。

　　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、選挙の結果については、会議規則第

32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補

者の得票数までを報告することに決定しました。

　選挙は、投票で行います。

　議場の出入り口を閉めます。

　　　［議場閉鎖］

〇議長（川達志）ただいまの出席議員数は、

13名です。

　次に、立会人を指名します。

　会議規則第31条の規定によって、立会人に田

平輝也議員、北方貞明議員及び池山節夫議員の

３人を指名します。

　候補者名簿を配ります。

　　　［候補者名簿配付］

〇議長（川達志）候補者名簿の配付漏れは

ありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）配付漏れなしと認めます。

　投票用紙を配ります。

　　　［投票用紙配付］

〇議長（川達志）念のため申し上げます。

　投票は、単記無記名です。

― 40  ―



　投票用紙の配付漏れはありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）配付漏れなしと認めます。

　投票箱を点検します。

　　　［投票箱点検］

〇議長（川達志）異状なしと認めます。

　ただいまから投票を行います。

　投票は、１番議員から順番に投票願います。

　それでは、順次投票を願います。

　　　［１番議員から順次投票］

　　　１番　　感王寺　耕　造　議員

　　　２番　　大　薗　藤　幸　議員

　　　３番　　尾　脇　雅　弥　議員

　　　４番　　堀　添　國　尚　議員

　　　５番　　池之上　　　誠　議員

　　　６番　　田　平　輝　也　議員

　　　７番　　北　方　貞　明　議員

　　　８番　　池　山　節　夫　議員

　　　９番　　森　　　正　勝　議員

　　　10番　　持　留　良　一　議員

　　　11番　　宮　迫　泰　倫　議員

　　　12番　　川　　達　志　議員

　　　14番　　徳　留　邦　治　議員

〇議長（川達志）投票漏れはありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）投票漏れなしと認めます。

　投票を終わります。

　開票を行います。

　田平輝也議員、北方貞明議員及び池山節夫議

員は、開票の立ち会いをお願いします。

　　　［開票・点検］

〇議長（川達志）選挙の結果を報告します。

　投票総数　13票

　そのうち

　　有効投票　13票

　　無効投票　０票

　有効投票のうち

　　池田　守君　０票

　　大津亮二君　９票

　　崎田信正君　４票

　以上のとおりです。

　議場の出入り口を開きます。

　　　［議場開鎖］

　　　△陳情第23号上程

〇議長（川達志）日程第40、陳情第23号垂水

市議会議員定数削減についてを議題とします。

　お諮りします。

　ただいまの陳情第23号については、議会運営

委員会に付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第23号については議会運営委員

会に付託することに決定しました。

　　　△陳情第24号上程

〇議長（川達志）日程第41、陳情第24号中小

自営業者・家族従業員の人権保障のため「所得

税法第56条の廃止を求める意見書」の採択を求

める陳情書についてを議題とします。

　お諮りします。

　ただいまの陳情第24号については、総務文教

委員会に付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第24号については総務文教委員

会に付託することに決定しました。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）明26日から３月８日まで

は、議事の都合により休会といたします。

　次の本会議は、３月９日及び10日に開きます。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後２時24分散会

― 41  ―



― 42  ―



平 成 ２ ２ 年 第 １ 回 定 例 会
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第 ２ 日 　 平 成 ２２ 年 ３ 月 ９ 日



本 会 議 第２号（３月９日 ）（ 火 曜 ）

　　出席議員　　１５名

　　　　　　　１番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　（　欠　　員　）

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　小　島　憲　男

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　太　崎　　　勤

　　　財 政 課 長　　三　浦　敬　志

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　島　児　典　生

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　迫　田　裕　司

　　　農 林 課 長　　山　口　親　志

　

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　尾　迫　逸　郎

　　　水 道 課 長　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　森　下　利　行

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教委総務課長　　北　迫　睦　男

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　橋　口　正　徳

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成22年３月９日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、休会明けの本日の

会議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第12号～議案第22号一括上程

〇議長（川達志）日程第１、議案第12号か

ら日程第11、議案第22号までの議案11件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第12号　平成21年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第８号）案

議案第13号　平成21年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第４号）案

議案第14号　平成21年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第15号　平成21年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計補正予算（第２号）案

議案第16号　平成21年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第３号）案

議案第17号　平成21年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第18号　平成21年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第２号）案

議案第19号　平成21年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第３号）案

議案第20号　平成21年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計補正予算（第２号）案

議案第21号　平成21年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第３号）案

議案第22号　平成21年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第３号）案

〇議長（川達志）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長北方議員。

　　　［産業厚生委員長北方貞明議員登壇］

〇産業厚生委員長（北方貞明）皆さん、おは

ようございます。

　それでは、報告をいたします。

　去る２月25日の本会議において産業厚生委員

会付託となりました各案件について、３月２日

委員会を開き、審査いたしましたので、その結

果を報告いたします。

　最初に、議案第12号平成21年度垂水市一般会

計補正予算（第８号）案中の所管費目について

は、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第16号平成21年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第３号）案、議案第17号平

成21年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算

（第１号）案、議案第18号平成21年度垂水市病

院事業会計補正予算（第２号）案、議案第19号

平成21年度垂水市と畜場特別会計補正予算（第

３号）案、議案第20号平成21年度垂水市潮彩町

排水処理施設特別会計補正予算（第２号）案、

議案第21号平成21年度垂水市簡易水道事業特別

会計補正予算（第３号）案及び議案第22号平成

21年度垂水市水道事業会計補正予算（第３号）

案については、いずれも原案のとおり可決され

ました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）次に、総務文教委員長田平

議員。

　　　［総務文教委員長田平輝也議員登壇］

〇総務文教委員長（田平輝也）皆さん、おは

ようございます。

　去る２月25日の本会議におきまして総務文教

委員会付託となりました各案件について、３月

４日委員会を開き、審査いたしましたので、そ

の結果を報告いたします。

　最初に、議案第12号平成21年度垂水市一般会
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計補正予算（第８号）案中の所管費目・歳入全

款については、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第13号平成21年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）案、議案第14

号平成21年度垂水市老人保健医療特別会計補正

予算（第２号）案及び議案第15号平成21年度垂

水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

案については、いずれも原案のとおり可決され

ました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第12号から議案第22号までの議案11件を

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第12号から議案第22号までの議

案11件については、各委員長の報告のとおり決

定しました。

　　　△平成22年度施政方針並びに各会計予算

　　　　案に対する総括質疑・一般質問

〇議長（川達志）日程第12、ただいまから、

平成22年度施政方針並びに各会計予算案に対す

る総括質疑及び一般質問を行います。

　１回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑及び再質問は質問席からお願いします。

　なお、本日の質疑及び質問時間は、答弁を含

めて１時間以内とします。また、質問回数につ

いては４回までとしますが、一問一答方式を選

択した場合は、１回目は一括で行い、２回目の

質問から１項目につき３回までとします。また、

いずれも初回の発言時間を20分以内に制限しま

すので、御協力をお願いいたします。

　それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可します。

　最初に、２番大薗藤幸議員の質疑及び質問を

許可します。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　皆さん、おはようございます。

　足元の悪い中、きょうは傍聴者の方もたくさ

んおいでいただきまして、本当に市政に関心を

持っていただいて、そしてまた協力的な市民の

方だと理解しております。

　今回、３月議会に市長の22年度の施政方針も

示されておりますが、施政方針を拝聴し、自分

なりにしっかり熟読してまいりましたが、理解

を示しながら、そして問題点のあることに対し

て少し質問させていただきます。

　議長に許可を得ておりますので、早速質問に

入りたいと思います。

　まず１点目、元気な集落づくりを目指して。

　市長は、施政方針の中で、３つの視点、「改

革」「協働」、前進」を念頭に、市民と協働の

まちづくり、住んでよかったと思えるまちづく

り。単位を少し変えますと、市民と協働の集落

づくり、住んでよかったと思える集落づくり。

よって、自分たちの集落は自分たちでつくる。

　さて、垂桜地区振興会の総会資料を見せてい

ただいた経緯からお話を申し上げますが、平成

10年度から15年度まで、年間、概算でございま

すが、４万円から６万円ぐらいの道路作業交付

金、道路草払い代金名目の収入が記されており

ます。しかし、平成16年度からは同様の収入が

記されていない。なぜ、垂水市からこのカット

が集落に対してなされたのかをお聞き申し上げ

ます。
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　２番目に、降灰対策について。

　昨年は桜島の爆発回数も548回、しかも年末に

向けて一日２けたの爆発回数がございました。

もちろん、年末年始といいますと、季節風、北

西の風に乗ってこの垂水市に舞い込んでまいり

ます。この降灰の被害、農林漁業はもちろん、

市民に多大な苦労を与えていると思います。

　まず、基幹産業である農業分野では、主要産

物のキヌサヤ、インゲンへの影響、とりわけ商

品の減少。しかし、作物をつくった以上、労働

力は変わりません。商工業者では商店への足は

すっかり途絶え、降灰を洗い流すための水道料

金の高騰。これは、水道料金は上水道を使用さ

れている御家庭においては料金としてはね返っ

てまいりますが、簡易水道、地下水を併用され

たり、利用されているところではこれが料金と

して表に出てこない。灰を洗い流す労力、宅配

袋に詰める作業、指定収集場所への運搬など、

肉体的・身体的なストレスははかり知れないと

思います。朝起きて外を見た途端にやる気をな

くしてしまう。これが現実だと思います。

　農業用のハウスにおいては、15年度まで垂水

市が10％を営農対策で負担しております。これ

もカットされております。この営農対策のハウ

スへのカットされた理由をお聞き申し上げます。

　３番目に、学校跡地の利活用について。

　来月１日には、現４中学校を統合し、新しく

垂水中央中学校が開校されます。平成22年４月、

来月１日、跡地の利活用法は決定をすべき、ま

でにですね、平成22年４月までに。これは、学

校統合の議論の中で私は幾度となくお願いをし

てまいりました。統合するに当たって、垂水市

における地方の学校の過疎化を、そして疲弊を

食いとめるために、22年の４月には活用法を決

定して、開校と同時に進めるべきだということ

をお話をしているはずでございます。

　高齢化の波が急激に押し寄せる中で、いつま

でも閉校した学校を安易に放置する案件ではな

いと思っております。よって、これまでの跡地

利用の経過をお知らせ願いたいと思います。

　４番目に、垂水市における公共事業の位置認

識について。

　土木行政と建設業者の立ち位置について。

　垂水市は、過去において甚大な災害を経験。

そのような局面において、いち早く災害現場に

駆けつけるのはだれなのでしょう。建設業者で

あることは紛れもない事実であります。今後も、

願わずとも過去と同様なことが想定されます。

　そこで、財政改革の名のもと公共事業を削減

し続け、建設業が衰退し、業者数も減少し、重

機、車両等も手放さなければならない状況に陥

ってしまった場合、だれが垂水市民の安心と安

全を守るのでしょうか。簡潔にお答えをいただ

きたいと思います。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇土木課長（深港　渉）おはようございます。

　それでは、大薗議員の１回目の御質問の中の

集落におけます公共施設の維持管理作業等にお

ける助成等について、お答えいたします。

　御案内のとおり、平成15年度までは集落にお

ける道路などの草払いや補修などに助成をして

いた経緯がございますが、いわゆる行財政改革

推進の一環として、その後なくなっているよう

でございます。したがいまして、現在のところ

は以前に行っておったような助成はしていない

という、そのような状況でございます。

〇農林課長（山口親志）大薗議員の降灰対策

事業についての質問にお答えいたします。

　まずは、キヌサヤ、インゲンの垂水市場での

実績についてを、昨年度と比較を申し上げたい

と思います。

　昨年度と比較しまして、もちろん日照不足も

ありますが、垂水市公設地方卸売市場の取り扱

い実績について申し上げてみたいと思います。

　数量と金額で比較を申し上げますが、まずイ

ンゲンでありますが、11月が約500キログラムで
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約270万円、12月が約１トンで約700万円、１月

が約500キログラムで約200万円、２月が約25ト

ンで100万円、１月の金額の200万円だけが増に

なっておりますが、あとはすべて数量も金額も

減となっております。

　それから次に、キヌサヤの比較でありますが、

11月が約９トンで約270万円、12月が約５トンで

約500万円、１月が約16トンで約1,500万円、２

月が約33トンで1,200万円で、11月だけは前年度

比較で増になっておりますが、１月から２月は

すべて減額となっているようであります。

　続きまして、補助金のカットの理由でありま

すが、行財政改革推進を進める段階で補助金の

見直し等を行いまして、10％のカットを行って

おります。16年度からです。現在の補助率は、

激甚地域としまして75％の補助をいただきまし

て、農家負担、組合負担が25％となっているよ

うであります。

〇教委総務課長（北迫睦男）おはようござい

ます。

　学校跡地の利活用についての御質問にお答え

します。

　統合後の跡地利用につきましては、これまで、

地元の意向を大事にしたいという考えから、各

地区の統合協議会に意見の集約をお願いし、提

案をいただきますようお願いしてきました。ま

た、行政側では、学校跡地有効活用研究ワーキ

ンググループを設置するなど、情報提供できる

資料作成に取り組んでまいりました。

　しかしながら、各地区の統合協議会では、閉

校記念事業に一生懸命取り組んでいただきまし

て、跡地活用の協議まではなかなか手が回らな

かったようでございます。また、教育委員会で

も、中央中学校の開校に向けた事務を優先して

取り組んでまいりましたので、跡地活用の協議

までは至っておりません。ワーキンググループ

も、資料作成は終わっておりますが、利活用の

具体案の提示まではできなかったところでござ

います。

　そのようなことから、跡地活用の方向性がま

だ決定していない状況でございます。ただ、垂

水南中跡地につきましては、商工観光課主管の

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業で

の活用が検討されております。

〇水道課長（迫田義明）降灰対策についての

水道利用者への影響についての御質問にお答え

いたします。

　降灰量が多くなり出しました昨年暮れからの

水道利用者への影響でございますが、平成21年

１月とことしの１月とを比較した場合、一月１

世帯当たりの平均使用水量は、一番降灰量の多

かった海潟地区で1.9トン、ドラム缶換算で9.5

本分の増加、中央地区を含めたその他の地区で

１トン、ドラム缶換算で５本分の増加となって

おります。これを水道料金に換算しますと、海

潟地区で一月当たり200円、中央地区を含めたそ

の他の地区で103円の増加となっているところで

ございます。

　以上です。

〇土木課長（深港　渉）次に、４点目の垂水

市における公共事業の位置認識について、土木

課でお答えいたします。

　まず、本市におけます現状認識としまして、

土木一般の建設業者で言いますと、本市の指名

登録社が43社でございまして、この業種で生計

を図っておられます経営者でありますとか従業

員並びに関連する事業の関係者、そしてこの家

族まで含めますと、市内人口での割合は相当な

ものであると推察されるところでございます。

　長年本市の公共事業を支えていただきました

建設業関連の持続的な安定を図るためには、市

が安定的な発注工事等を行えるのもその一翼で

あることは認識しているところでございます。

しかしながら、先行きの公共工事につきまして

は、国を挙げての抑制方向であることは御案内

のとおりでございまして、本市におきましても、
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人口減が加速する中、公共工事縮減は喫緊の課

題であり、そのような方向性であることは現実

と言えるところでございます。

　このように、公共工事のみに頼るような経営

は厳しくなる方向性の中、一部の建設業におか

れましては農業参入などを図られておられるな

ど、みずからの開拓などの努力は原則とは言え

ますが、行政側からの賛助も必要不可欠である

と思っておるところでございます。

　このようなことから、今後は、建設業者が異

種参入できるような施策などの調査研究や、国

を含めました公共工事の動向など、関連する情

報のきめ細かな提供や、建設業者との共同での

研修会などを進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。

〇大薗藤幸議員　これからは一問一答方式でお

願いいたします。

　元気のある集落づくりを目指して。このタイ

トルからまいりますが、垂桜地区の草払いの委

託ですね。これ集落に委託をされておったそう

ですが、その後、森林組合等に委託をされてい

るのではないかというようなことを集落でお聞

きしております。財政改革のために４万円から

６万円の委託金なり交付金なりをカットしてお

きながら、森林組合に委託して何十万円も払わ

れている。これはちょっと矛盾するんじゃない

かなと。

　そのことと、集落ではみんなが寄り集って草

払いをし、側溝の掃除をし、終わったら、会長

さんを中心にみんなで寄り合って談議が始まる

そうでございます。お茶菓子等もその場で提供

をされるから、みんなは自分たちの集落をきれ

いにしようよというようなことで奉仕活動なり、

自分たちの集落を守っていくためにやっている

んだと。

　財革のもとに、４万円から６万円のものが何

十万円にもはね上がれば、まさに行政は何をや

っているんだということになるんじゃないでし

ょうかね。要するに、財革のもとにやったこと

が、精査が足らなかったということか。４万円

から６万円で済むのが何十万円も出費をしてい

る。そして集落のやる気もなくしてしまう。

　自立した地域をつくるために、共生・協働に

よる地域づくりの推進。「健康たるみず21」を

もとに、平成22年度から市民一人一人がみずか

らの健康づくりに努め、心身ともに自立し、「健

康寿命」を延ばし、生き生きと生活できること

が市民全体の健康度の向上につながります。こ

れは施政方針の内容です。やはり、やる気のあ

る集落には自分たちの集落は自分たちで守れな

いか、守りたいという集落であれば、それなり

の行政の考えを示して集落のみんなに頑張って

いただくことが、自分たちの集落は自分たちで

つくるんだと、住んでよかったと思える集落づ

くりなんです。ですから、今後、このことはや

はり精査されて実行されるべきだと思います。

　例えば、公園等にしてもしかりなんですね。

公園にしても、垂水市が管理をする河川等にし

ても、アシが生い茂り、河川の堤防に。集落の

人たちはどう考えていらっしゃるのか。垂水市

がしなければならんことだと、行政に言ってし

てもらえばいいことだというような意見を持っ

ておいでなんです。これを、自分たちのところ

は自分たちでやっていただきたい。そのために

は、機械を使う、草払い機の燃料代、そして作

業終了後にみんなが集って話し合いができるよ

うなお茶菓子代等は出していただいて、そうす

ると集落の方々もやる気が出てくるんです。だ

から、行政連絡会等でそういう話をしていただ

いて、やる気のあるところは手を挙げていただ

きたい。そして、「自分たちの集落は自分たち

で守る考えのある方はどうぞ」というような方

針を示していただきたいと思います。

　この垂桜に関してもう１点ですね、高齢者ク

ラブで、大野でカラオケ大会をやりたいという

ような案が出ております。カラオケが好きな方
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がたくさんいらっしゃいます。そして、なぜ大

野なんだということなんですね、大野でやるん

だと。小・中学校を水之上小、垂水中学校に統

合しまして、ＥＳＤ自然学校の活動もありまし

て、極力行政も力を入れていただき、そしてま

た集落も協力をされていると。まず学校が廃校

になった、閉校と呼ぶのが正しいのかよくわか

りませんが、この集落を再度元気のある集落に

するために、垂水市の高齢者クラブに呼びかけ

てやりたいんだということでございますので、

そのこともひとつ、とめておっていただきたい

と思います。

　あと、先ほど申し上げました集落の草払い等

を行政連絡会等を通して、ほかに候補もあるか

もわかりませんが、集落に周知されるお考えが

あるか、お尋ねをいたします。

　これで、この件に関する２回目を終わります。

〇土木課長（深港　渉）２回目の、いわゆる

15年度まで行っておりました助成制度のこと等

につきましてお答えいたします。

　その当時の助成につきましては、いわゆる今、

御指摘、御提案がありましたとおり、一部の集

落などに限定されておることや、かつ、年間を

通してといいますか、その都度の作業に対して

そういうお茶菓子程度の助成といいますか、そ

ういうことをしておったような経緯があるよう

でございます。

　そしてまた、御指摘のとおり、その後の市道

の草払いにつきましては、通常、維持費の中で

ありますとか、緊急雇用の創出事業並びに直営

の維持班のほうで対応しておりまして、これも

総体的に申しますと、年に１回から２回程度行

っているという状況でございます。

　そのような中で、今、御提案がありましたと

おり、例えば高齢者の多い地区でございまして

も、自分たちで維持していこうという意欲のあ

る集落におきまして、いわゆる持続的に維持管

理的なものを行っていただけるとすれば、まさ

に共生・協働であり、元気な集落づくりの一環

になると思われます。

　そのようなことから、まずはその維持管理が

十分にできていないと言える道路や集落内にあ

る公園の草払いにつきまして、その都度ではな

く、年間を通したような維持管理を集落へ委託

できないか等々、方策などを検討してまいりた

いと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　今後、その件は検討をしてい

ただくということで、早目に集落等に振興会等

を通じまして打診をされるべきものだと思って

おります。

　次に、降灰対策について。

　我が議会の特別委員会も含め、陳情活動を精

力的にやっていただけるものだと思っておりま

すが、これ市長に少しお答えいただきたいんで

すが、市民の総意として、あらゆる手法を用い

て、署名活動等を通し、県及び国に熱く、粘り

強く訴え、陳情を行っていくべきだと思います

が、いかがでしょうか。

〇市長（水迫順一）降灰対策、昨年度から、

議員おっしゃるように、市民生活に重大な影響

を及ぼしております。このことは本当に、豪灰

と言われるような降り方になったのは、約20年

ぐらいさかのぼってあった経験があるわけでご

ざいますが、今回はもう本当に爆発回数がひど

いだけに、それに匹敵する影響を当市では受け

ておると、そのように思っております。

　このことはしっかりと国のほうにも、県のほ

うにも実情を訴えながら、陳情をしていかなけ

ればいけないと、そういうことで現にそういう

ような陳情を国にも県にも行っておるところで

す。

　あとまた議会のほうとも一緒になってこの実

情を訴えながら、もうこれ以上耐えられないと

いうようなところまで来ておるんだというよう

な実情等をしっかり訴えていきたい、そのよう

― 49  ―



に思いますし、それから見えてくるいろんな対

策を打っていきたい、そういうふうに思ってお

ります。議会とともにぜひやらせていただきた

い、今後も引き続きやらせていただきたい、そ

のように思います。

〇大薗藤幸議員　次に、学校跡地の利活用につ

いて。

　これ先般の湧水町における記事が社会面に載

っておりましたが、学校は地域における文化の

拠点と言われましたけれども、今後、地域の核

の設定が必要なのではないか。栗野工業が統合

された問題でございますが、行政として学校跡

地の利活用法、これ栗野工業ですから県の問題

でございますが、100％の約束ではなくても、何

を核に地域を振興していくのか、明確な意思表

示があれば住民の心は動く、市も振興の核を明

確化していく必要があると、このように書かれ

ております。

　教育委員会は、統合によりまして閉校式典等

も重なり、中央中学校の開校に向けて本当に事

務作業が膨大な量だったと思います。しかし、

これを、地域の地区別協議会等を通して跡地利

用を協議をしていただいたということでござい

ますが、地域の方々は、野球場をつくってくれ、

サッカー場をつくってくれ、莫大な予算のかか

る要望を出してこられたのではないかと思いま

す。そこで、これをその協議会にお任せをして

おいたのでは、いつまでたっても結論は出ない

わけでございます。学校を統合したときに行政

主導でやられたじゃないですか。ある程度の調

査をされ、精査をされて、これならできますよ

と行政が主導をして、そしてそれに地区が乗ら

なければ次のステップに進む。でないと、いつ

までたっても決まらない。

　身近なところでは、民間企業でございますが、

なぎさ荘を見てごらんなさい、どうなっていま

すか。あんな物騒な建物はございませんよ。そ

れが目に見えているから言っているんですよ。

本当にお忙しいでしょうけれども、やはり並行

してやるべきだったんです。そして、一定の時

期にはというのは22年のことしの４月でござい

ます。方針を示していただきたかった。地元の

方々は閉校式典等に追われて大変だったでしょ

うけれども、今後、まだ遅くはございません、

なるべく早い機会に学校跡地の活用法を教育委

員会はしっかりと方針を示すべきだと思います。

答弁は要りません。

　次に、以前、教育長にお尋ねをしております

が、きょうは総務課長にお答えいただきたいと

思います。

　牛根の３小学校の統合すべきか否かのアンケー

ト調査をやりますと、教育長、言われましたね。

前回は地域運営校、コミュニティースクールの

研究調査等をやります。簡単にいく議題ではな

いでしょう。しかし、この牛根の３小学校の統

合に関しては、総務課あたりで学校を通じて、

ＰＴＡを通じて簡単なアンケート調査ぐらいは

一月もあれば十分上がってくるんじゃないでし

ょうか。やられたんですか。これは保護者から

の切実なお願いなんですよ。それを事務量がふ

えるからというような理由で放置してはいけな

い。最終決定機関である教育委員会が提案され

たことを放置するのか。この件について答弁を

ください。

〇教委総務課長（北迫睦男）まず、実施した

かということについては、アンケートは実施は

しておりません。中学校の統合に向けまして全

力を傾注させていただきたいということで、平

成20年の12月議会のほうでも教育長のほうから

も答弁しておりましたけれども、まず、意見を

伺う機会を設けたいというふうな形でしており

ましたけれども、なかなかそういうところまで

至っておりませんでした。（「地域運営校は」

と呼ぶ者あり）

　地域運営校の問題につきましても、そのよう

な機会は設けておりません。
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〇大薗藤幸議員　本当に仕事量が多くて煩雑だ

とは思いますけれども、この牛根の３小学校の

問題は私だって議会で話をしたくはございませ

ん。しかし、教育的配慮を言われて中学校を統

合された教育委員会としては、避けて通れない

はずなんです。現実問題として五十数名しか３

小学校でいないわけです、児童生徒は。本当に

教育をわかっていらっしゃる保護者は、なぜそ

れなりの議論も、アンケートもされないのか。

　私だって「小規模校が悪い」と言っているわ

けじゃないんです。小規模校は小規模校なりに

すばらしいところがございます。でも、中学校

の統合のときに、教育的配慮をという理由から

統合を推進された教育委員会としては、やはり

調査ぐらいはすべきじゃないのか。そして、そ

のアンケート調査等の結果を踏まえて、教育委

員会を開かれて方針を決められるべき。

　ですから、「調査をいたします」と言われて

から何カ月たっておりますか。それをそのまま

放置していただきたくない。だから、再度私は

きょうは話をしなければならないことになるん

です。前回も申し上げたはずでございます。「検

討します」。この返事がいつ返ってくるのでし

ょう。12月議会では全協ですぐ調査研究の結果

が示されました。行政も変わったな、私はこう

いうふうに思っております。

　ですから、今後やはり、私の提案が間違って

いれば「間違っている」と言ってほしいんです。

でも、検討委員会の中では「中学校よりも小学

校を先にしてくれんか」という声が大多数だっ

たことは教育長、御存じですよね。だから言っ

ているんですよ。そしてまたその後、いろんな

経緯で変化している可能性もあります。「いや、

もうそのままでいいよ」という保護者の意見に

なっているかもしれません。ですから、与えら

れたテーマはやはり迅速に処理すべきだと、こ

のようなふうに思います。この件に関して答弁

はもうよろしいです。

　次に４番目、垂水市における公共事業の位置

認識について、このテーマで。目が見えんもん

ですからね、ごめんなさいね、眼鏡を外さんと

読めないんですよ、何も。

　先ほど、維持班等を活用して集落の、そして

また市道の清掃作業に力を今後は入れていきた

いと、今もやっているというような御答弁をい

ただきましたが、この道路維持班ですね。つい

先般、道路維持班の方がある地域で作業をされ

ておりまして、私も土建業をしていた経緯がご

ざいまして、私なら人力じゃせんよ、何をやっ

ているんだと。本当に人力で積もっていた、た

めますの中の灰及び土砂といいますか、石ころ

もいろいろまざって流れ込んでおりましたが、

人力で５人もかけてやっていらっしゃいました。

　「何をしているの」と言ったら、「きょうは

ちょうど維持係長も休みで、課長とも朝、接触

ができずに許可をいただいていないから人力で

やっているんだ」と。ある市民の方も通りがか

りに寄られまして、「今ごろ効率の悪いこんな

仕事をされるの」。やはり土建業でも、業者で

も機械でできるものは全部機械でやっておりま

す。危ないなとかいうところを人力で作業をさ

れる。これ効率の問題もありますね。そして維

持班の職員、臨時の方かもわかりませんが、本

当にかわいそうでたまらない思いがいたしまし

た。

　よって、２カ所、人力で２カ所しかできない

ところを、一日のうちに重機なら５カ所も６カ

所もできると私は思います。ですから、今後、

住民のニーズがどんどんふえてくると思います、

高齢化社会に向けて、市民に対する行政からの

サービス。実際はサービスじゃないんですよ、

市民が、国民が、県民が払った税金でやってい

るわけですからね、サービスじゃない。ただ、

「サービス」という表現を使っていますけど、

この住民サービスはどんどんふえてくると思い

ます。
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　よって、維持班を本当に２班ぐらいで稼働で

きるような、そして重機にしましても維持班の

持ち合わせの車で運搬可能な重機を購入なり、

ランニングコストを考えられて年間契約がよけ

れば年間契約でリースをするなり、そのような

方向を探るべきではないかと、私はこう思って

おります。このことにちょっとお答えいただき

たいんですが。

　次に、公共工事の入札に関しまして、「落札

率」という言葉はよく全協あたりでも、委員会

あたりでもお聞きをいたしますが、これ入札残、

例えば1,000万円の予定の工事が850万円で落札

がされた。150万円、これを入札残と呼んでいる

わけですけれども、この入札残をいかに処理さ

れるのか。これは、市の単独事業と補助事業に

よってまた規定が違うと思いますが。

　それと、入札執行の時期ですね。といいます

のは、工期に関係をしてまいります。３月末に

工期は重なってまいります。以前、私が議席を

いただいたときの１回目の問題がいろいろ議論

されましたが、事故繰越の問題ですね、これは

２年またがってやった場合ですね。だけれども、

単年度、翌年度なら繰り越しても何ら問題はな

いはずだと、私はこのようなふうに思っており

ますが、ただ、業者に、それを甘く見るのでは

なく、やはり入札のときに閲覧の中に工期はい

ついつまでですよということは記されておりま

す。それは守る必要があろうかと思います。し

かし、現場の状況等によっては考慮しなければ

ならないことも十分あるのではないかと、こう

思っておりますが、いかがでしょうか。

　そのことと、これは通告しておりませんので、

答弁していただかなくても結構でございますが、

今度、猿ヶ城の活性化施設じゃなかったですね、

バンガロー等を含めて工事が相当垂水市の業者

に発注をいただいております。しかし、建築工

事に関しては一切追加変更を認めないというの

が我が市の方針であるように見えます。

　しかし、あそこのバンガロー等を設置の計画

のときに、あそこはもともと岩肌で岩が出るわ

けですね。そして、それをまず決定をして、位

置決定をして、園路の水道工事、排水工事の位

置を決定をすべきだったと思っておるんです。

設計図と違うところに水道も排水も入っており

ますね。余りにもずさんな計画だったのではな

いか。

　それによって、業者はそれなりの負担を強い

られております。図面にかいていないことは、

する必要は本当はないんですよ、公共事業は。

しかし、それを共生・協働だという意味合いか

ら、辛抱をしてくださいよと、企業努力でお願

いしますよと。それにも限度があるような気が

します。

　これは、水道事業、土木工事に関しては、掘

ってみないとわからないから追加変更があって

当たり前、建築は上に建つものだから見えてい

るから、追加変更をするのはおかしいというふ

うな論理みたいですけれども、それだけで片づ

けていいものなのか。課長さん、少し、余裕が

あったらお答えいただきたいと思います。

〇土木課長（深港　渉）それでは、今の御質

問でございますけれども、まず、維持班におけ

ます重機類の充実といいますか、これについて

お答えいたします。

　維持班におきましては、道路だけでなく河川、

海岸、公園や、さまざまな公共施設の維持管理

に対処しておりまして、今後はますます多様化

していくものと思われるところでございます。

当然、言われるとおりに、人力だけでは対処し

切れない施設もあり、現状の所有機械以外の場

合は適宜にリースで対応しているところでござ

います。

　たまたま御指摘のときは、そういう経緯で現

場サイドでは申しておるかもしれませんが、そ

こにつきましても当然、現場状況に合わせてリー

スなり対応していただくような指示はしている
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ところでございます。

　以前にも、パワーショベルいわゆるユンボの

ことでございますけれども、この購入計画も計

上した経緯もございますけれども、財政事情で

ありますとか、あるいは重機の運転免許の保持

者の見地から断念した経緯がございます。

　今後におけます作業の多様化や安全性を考え

た場合に、パワーショベルなども導入できれば

と考えますが、その場合は、御提案にもありま

したとおり、一日当たりの単価が非常に安くな

るというような長期的なリースも考慮しまして、

経済的試算でありますとか効率的な作業体制な

どを踏まえて、導入の方向性を図ってまいりた

いと考えているところでございます。

　それから次に、いわゆる入札残、それから工

期延長といいますか、そのことについてお答え

申し上げます。

　入札残の執行についてでございますけれども、

当然これは現場状況により、計画限度額、予算

額と申し上げましょうか、そこまでの変更や増

額、あるいは逆に不必要な部分の削除などの減

額、絶えず予算や財政状況を考慮しつつ、効能

のある完成を心がけているところでございます。

　また、補助や単独の違いということも申され

ておりますけれども、一般的に補助事業では、

当初で計画事業費を上げまして、それに対しま

しての補助がある程度先に決定されますので、

実際のやり方としましては、できるだけ当初の

工事事業計画に合わせて変更をとっているのが

常でございます。維持のほうは、先ほども申し

ましたように適宜にといいますか、現場に合わ

せてそのような形をとっている場合もあるとい

うことでございます。

　また、工期延長のことでございますけれども、

建設業におけます工期の観点を申し上げますと、

当初発注時の工期の設定につきましては、それ

ぞれの工種における標準工期を県の土木部が示

しておりまして、これを市のほうも基本として

おります。また、工期延長につきましても、県

の建設工事請負契約の取り扱い、これがござい

まして、これを準用しておりまして、現場にお

ける施工条件の変更や工事の追加、天候不順な

ど自然要件による施工不能日の判断等々、受注

者側と相互協議して行っておるところでござい

ます。

　しかしながら、年度末の発注につきましては、

年度内完成、これを原則としておりますために

工期延長を図れないこともありまして、結果的

には受注者へ頼っているといいますか、そのよ

うな現実もあるところでございます。

　それから、猿ヶ城の出しておりますいわゆる

建築工事のことについてでございますが、御指

摘のとおり、計画段階から予期しておりません

でした基礎部分の大きな石といいますか、転石

といいますか、非常に動かされない、そういう

ような事情もあったわけでございますけれども、

一般的には資材や建築方式が規格化されており

まして、変更対象とされないことが常であるこ

とは否定できないところでございます。

　と申しましても、必ずしも建築の場合で変更

はできないということではございませんで、今

言われたような目に見えない部分、例えば新た

に建築をするにしても基礎工事でくいなどを打

つ場合に、当然、下の地質とか条件によって変

更が生じる場合がございますので、そういうと

きは変更している経緯もあったようでございま

す。

　しかしながら、今般の猿ヶ城のことにつきま

しては当然、当然といいますか、御承知のとお

り、似たような建築物をそれぞれが１社ずつ請

け負っておられるという観点から、共同して協

議会なりもつくられておりましたので、そこに

頼ってといいますか、そういう形で今のところ

推進しておりまして、言われますとおり、その

ような対応をしていないのは事実ということで

ございます。
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　しかしながら、先ほども申しましたように、

当然、業者ばかりに頼るのではなく、そのよう

なあくまでも変更対象となるような事実がある

場合には、今後におきましては適宜に対処して

いきたいと考えているところでございます。

　そこにつきましては、当然、県の建築の関係

の考え方でありますとか、ほかの市町村のそう

いう動向等も踏まえて、そこも調査研究といい

ますか、してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　これは答弁は要りませんけれ

ども、今、建築に関しましては「業者に頼るだ

けではなく」というような表現をいただきまし

たが、現実問題として、図面にかいていないこ

ともしなければならないことがたくさんある。

じゃ、だれがこの絵をかいたんだ。コンサルな

んですね。コンサルに罰則規定ないんです。図

面に記さずにおって、それをつけなければ機能

しない。これも少し私はおかしいと思うんです

ね。責任を持って、監理費を払われているんで

すよ、コンサルに。設計をされて、監理費を払

われて監理をコンサルに発注される。しかし、

図面上のミスでもコンサルには何ら負担は負わ

せない。これはちょっと問題だと思いますけれ

どもね。よく検討していただきたい、今後。そ

う思います。

　最後に、これは答弁要りませんが、先般、先

月ですけれども、これ、私はローカル紙しか読

みませんけれども、社会面に「揺れる建設業」

と、「災害県の鹿児島で、緊急時にいつでもど

こでもどんな工事でも安価で引き受けてくれる

業者は、行政にとってありがたい存在だ。でも、

気がかりなことがある。公共工事の減少に伴い、

維持費のかかる重機を手放したり、社員を減ら

す業者が後を絶たない。このことが災害時の復

旧体制がとれなくなるおそれがあると懸念する」

と書かれておりました。

　これをもちまして私の質問を終わります。あ

りがとうございました。

〇議長（川達志）次に、１番感王寺耕造議

員の質疑及び質問を許可します。

　　　［感王寺耕造議員登壇］

〇感王寺耕造議員　皆さん、おはようござい

ます。

　それでは早速、議長の許可を得ましたので、

一般質問に入らせていただきます。

　まず、農・畜産業の振興及びインフラ整備に

ついて伺います。

　現在、市内認定農業者71名の平均年齢は53.6

歳であり、その年齢構成は、20代２名、30代３

名、40代16名、50代32名、60代15名、70代２名、

80代１名となっており、平成20年に実施された

認定農業者等意向調査によりますと、「農業経

営は自分の代でやめる」、「農業経営は譲りた

いが、後継者はいない」と回答された方が46％

にも上っております。農業従事者の高齢化、後

継者不足とともに、耕作放棄地も約126ヘクター

ルにも上っております。

　市の基幹産業である農・畜産業の沈滞を防ぐ

ために、農業後継者、市外からの新規就農者の

育成に関する事業、また、農地法改正を受けて

法人等の参入を積極的に図る必要があると考え

ますが、農林課長に見解を伺います。

　また、防災営農についてですが、昨年、桜島

の噴火、爆発回数は548回にも上っており、１平

米当たりの降灰量も累計4,876グラムとなってお

ります。本年になってからも火山活動はますま

す活発化しており、３月７日現在で爆発回数は

289回にも上っております。桜島降灰を克服し、

営農を継続するためには、防災営農対策事業の

役割がますます盛んになってきております。

　防災営農につきましては、平成18年度より交

付金事業化されておりまして、予算確保につい

ては国へ、また実際の運用については県への要

望が重要となってきております。本市の農家の

要望を踏まえ、今後、防災営農について県へど
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のような要望を考えておられるのか、この点に

ついても農林課長へ伺います。

　続きまして、農道、水路等のインフラ整備に

ついて伺います。

　平成22年度施政方針演説の中で市長は、「耕

作放棄地の防止及び農地の多面的機能の確保に

努めるとともに、自立的かつ継続的な農業生産

活動等の体制整備を図るため、中山間地域等直

接支払事業と農地・水・環境保全対策事業を推

進し、新たな中山間地域総合整備事業の導入を

図り、環境整備に努めてまいります」と表明さ

れておりますとともに、共生・協働のまちづく

りについても言及されております。

　共生・協働につきまして、新城地区の中山間

地域等直接支払事業について説明させていただ

きますと、当地区では、平成17年度から平成20

年度の４年間の交付金総額が1,400万円、このう

ちのほぼ50％の680万円をかけて、水路整備５カ

所、農道整備８カ所の工事をみずから地元民の

手で行っております。新城だけではなくて、海

潟、水之上地区でもこの事業を活用したインフ

ラ整備が行われております。市民の側は共生・

協働の考え方を十分認識し、自助努力している

のが現状でございます。

　確かに、21年度の経済対策事業、また今議会

に提案されております第８号補正予算、地域活

性化・きめ細かな臨時交付金事業を活用した農

道整備事業に９事業、2,230万円を重点的に配分

されておりますし、これまでも市単独事業によ

って農道整備をしていただいております。これ

については評価できます。

　しかし、新城初め、水之上、市木地区など人

家が点在している地区では、農道整備への要望

が数多くあるのが現状です。農道といえども、

日々通行する生活道路であるのが実情でござい

ます。より一層、市単独事業、原材料支給など

により、一層の予算措置が必要だと考えますが、

市長の見解をお伺いいたします。

　次に、市営住宅について伺います。

　各団地の入居率、建設の経過年は。及び建築

構造の内訳はどうなっているのか。また、耐震

性、防火など安全性は担保されているのか。ま

た、順次建てかえの考え方はないのか、伺いま

す。

　家賃滞納整理についてですが、平成20年度の

決算特別委員会資料によりますと、住宅使用料

の滞納状況は、昭和62年度から平成19年度まで

が3,760万円、平成20年度現年分が510万円、合

計4,270万円と多額に上っております。その後、

どのような滞納回収の努力をなされたのか。ま

た、古い債権については不納欠損の扱いも検討

する必要があるのではと考えますが、見解を伺

います。

　以上２点、土木課長にお願いいたします。

　３点目に、機構改革について伺います。

　本年度末で18名の職員が退職すると聞いてお

ります。平成22年４月１日での職員数は何名に

なる予定なのか。また、平成22年度の採用予定

は。また、地方分権により市の業務量はふえて

おりますが、18名の大量退職で通常業務に支障

はないのか。また、その対策についてどのよう

に考えておられるのか、総務課長に伺います。

　平成17年、集中改革プランによりますと、職

員50名を減らし、平成27年４月１日までに235名

の職員体制を目標とするとなっております。職

員各課内への業務のしわ寄せが考えられ、職員

235名体制で市民サービスの質を落とすことなく

業務を遂行できるのか。また、235名体制でやる

としますと、各課の事務事業の大幅な見直し、

各課の整理統合等も必要となってくると考えま

すが、市長の見解を伺います。

　４点目に、陳情のあり方、本年夏に執行され

る参議院選について市長に伺います。

　政権交代後、自治体、業界団体などからのす

べての陳情を民主党の幹事長室で一元化するシ

ステムが統制化されつつあります。また、民主
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党は、事務次官を頂点とする官僚ピラミッドを

崩して台形にし、その上に政務三役が乗る新た

な統治機構、公務員改革を実行しつつあります。

官僚と政治家の接触についても、大臣、副大臣、

政務官の政務三役の監督のもとに置くことにし

ております。従来の陳情のあり方ではなかなか

要望が通らないと考えますが、これからの陳情

のあり方について市長の考えを伺います。

　また、この夏執行される参院選についてです

が、特定の候補を応援されるのか。

　以上２点、市長にお願いいたします。

　５点目です。新城字中原の輝北プレスウッド

集合材工場建設予定地に鶏舎建設計画があり、

本年１月15日新城麓地区で、地区住民に対し、

県の農業団体、不動産業者等が説明会を開いた

と聞いております。農林課、生活環境課のこの

事実を把握しているのか。また、この説明会に

両担当課が出席したのか、伺います。

　以上で、１回目の質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時55分から再開します。

　　　　　午前10時40分休憩

　　　　　午前10時55分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　感王寺議員の質問に対する答弁を求めます。

〇農林課長（山口親志）まず、感王寺議員の

今後の農・畜産業の振興に対する見解について、

お答えいたします。

　垂水市の今後の農業振興における問題としま

しては、指摘のとおり、従事者の高齢化、後継

者不足、耕作放棄地等、クリアしなければなら

ない案件が多くあります。

　まず、耕作放棄地対策としましては、農地利

用集積円滑化事業があります。この事業は、市、

ＪＡ等が農地利用集積円滑化団体となり、農地

の所有者の委任を受け、代理で農地の貸し付け

等を行います。上野地区の耕作放棄地の調査を

農業委員に調査していただきまして、所有者の

意向のアンケートもとっておりますので、この

事業を活用することで新規就農者、法人、企業

等への対応が行えるのではないかと思っており

ますので、各組織の協力をいただきながら推進

していかなければならないと思っております。

　また、現在、21年度中の新規就農者調べも農

業委員の方々へ依頼しているところであります

ので、新規就農者のための資金の相談等も行っ

てまいりたいと思っております。

　次に、防災営農対策事業の交付金事業等の対

応という質問についてですが、国の事業仕分け

により、国の予算カットの方向性が示されまし

たが、早速、県や防災営農推進協議会で、防災

営農対策事業の重要性を陳情しております。県

からは、防災営農対策事業の22年度予算のカッ

トの連絡は来ておりません。今後も、県推進協

議会及び桜島火山活動対策協議会を通じまして、

事業要望に対応していくようお願いしていきた

いと思っております。

　次に、中山間地域等直接支払制度、農地・水・

環境保全対策事業についてでありますが、２つ

の事業で地域の整備に努めていただいておりま

すことには感謝申し上げております。特に、中

山間地域等直接支払事業における農道整備につ

いては、事業効果を上げていただいております。

　市としましては、なかなか単独事業での農道

整備は難しいですので、予算範囲内での原材料

支給等を行っております。重要な農道、排水整

備については調査し、予算の協議を行ってまい

りたいと思っております。

　以上です。

〇土木課長（深港　渉）次に、２番目の市営

住宅関係ということで、市営住宅各団地の現状

についてお答えいたします。

　現在、本市で公営住宅法に基づき管理してい
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ます市営住宅は22団地で、総戸数は300戸でござ

います。建設後の経過年数でございますけれど

も、ほとんどが昭和30年から40年代に建設され、

築40年以上が102戸、40年から30年経過が126戸、

30年から20年経過が64戸、そのほか20年未満が

８戸の現状でございます。構造別の内訳でござ

いますけれども、木造がすべて平屋で27戸、簡

易耐火構造が２階建ても含めまして153戸、耐火

構造いわゆる鉄筋コンクリート造が120戸となっ

ております。

　次に、耐震性及び防火などの安全性について

でございますが、ほとんどが耐震性を考慮して

いない昭和56年以前の建設でございます。また、

防火の観点も考慮されていないと言えますが、

21年度ですべての住宅に火災警報器を設置しま

したことから、防火という観点とは若干違いま

すけれども、火災発生時の素早い対応には効能

があると思われるところでございます。

　建てかえの計画でございますけれども、現在

のところはその計画はいたしておりません。こ

れには、現状及び将来の住宅状況を盛り込んだ

住宅施策の基礎となります住宅マスタープラン

も策定する必要がありますことから、22年度に

は、このプランも含め、準備期間とし、23年度

には、長期的な住宅整備を踏まえた管理計画を

作成したいと考えているところでございます。

　次に、２点目の市営住宅の家賃滞納整理の状

況についてお答えいたします。

　20年度末におけます滞納額でございますけれ

ども、御指摘のとおり、昭和62年度からの合計

が4,270万3,901円、本年２月末での滞納収入額

が303万7,470円でございます。

　滞納の事務につきましては、滞納整理要領に

よりまして、督促状あるいは催告書の送付、そ

れから連帯保証人への納付指導協力依頼書の送

付、場合によりましては夜間等の徴収を行って

おりまして、これにつきましても一定の成果が

あったと言えております。

　また、平成10年度以来となりますけれども、

平成21年３月に策定しました、先ほども申しま

したけれども、家賃滞納整理要領、これにより

まして、21年度不納欠損額として831万7,834円

を計上する予定でございます。現時点でこれを

考慮しますと、滞納額合計額が3,134万8,597円

となります。

　なお、この不納欠損につきましては、退去さ

れてから５年経過し、既に対象者が死亡されて

いるか、市外へ転出された方などを対象として

おりまして、今回の対象者数は26名ということ

でございます。

　以上でございます。

〇総務課長（今井文弘）次に、機構改革につ

いての御質問にお答えいたします。

　本年度の退職予定者は、議員おっしゃるとお

り、18人でございます。そこで、平成22年度の

新規採用者でございますが、一般事務職は14人

の退職に対しまして８人を、消防職は２人の退

職に対しまして４人を予定をしております。そ

の結果、平成22年４月１日の職員数は251人とな

り、計画での職員数259人と比較しますと、８人

の前倒しでの削減となります。

　なお、運転手や用務員等の技能労務職につき

ましては、欠員に対する新規採用者の補充は平

成９年から実施しておらず、今回も補充をいた

しません。

　次に、業務量についてでありますが、議員の

御指摘のとおり、権限移譲や職員削減に伴い、

職員１人当たりの業務がふえてきておりまして、

また業務内容も複雑かつ多様化してきていると

ころでもございます。職員も執務時間内に業務

を終えるように努力しているところではありま

すが、部署によっては無理が生じているところ

もございます。

　その対策としましては、職員削減をした部署

には、代替職員、臨時職員を配置して対応をし

てきているところでございます。また、一方で
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は、平成20年度に策定しました垂水市職員人材

育成基本方針を踏まえて、職員の能力向上を目

的とした研修制度の充実を図っているところで

ございます。

　次に、機構改革の時期ではないかということ

でもございますが、ここで、平成17年度以降の

主な機構改革を申し上げますと、市民相談サー

ビス課を新設、都市計画課を廃止し、土木課へ

統合、耕地課を廃止し、土木課と農林課へ、体

育保健課を廃止し、社会教育課と学校教育課へ、

支所を市民課へ統合など、課の統合やその他、

係の一本化をするなど、組織の見直しを実施し

てきております。その結果、組織のスリム・機

能化が図られ、現在は、消防を除きますと、17

課、２室、４事務局、53係となっております。

　さらに、事務事業の精査も行ってきてはいる

ものの、組織の見直しが進まない中での単なる

職員削減となりますと、御指摘のとおりに業務

に無理が生じ、組織の機能低下や市民サービス

の低下を招くおそれがございます。

　そこで、今後につきましては、全課長で構成

します事務改善委員会におきまして、集中改革

プランや行政改革大綱との整合性を図りつつ、

事務事業や組織・機構の見直しについて協議・

検討していくとともに、職員の能力向上と組織

の強化に取り組んでまいります。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）感王寺議員の陳情のあり

方と、それから夏の参議院選挙についての質問

にお答えをしたいと思います。

　陳情のあり方につきましては、今まで、政権

がかわる前と、本当にがらりと変わった内容に

ついてはもう御承知のとおりでございます。今

までは本当に直接、地域の、垂水市の実情を官

僚にも訴えることができましたし、自民党の国

会議員の皆さんにもしっかりと訴えることがで

きました。ところが、これがぐるっと変わって、

民主党の県連を通じて地域主権推進会議にかけ

て、それから幹事長室へ集約するというような

方法でございますので、本当にこういう形で垂

水の実情を訴えることが、把握していただける

のかどうか、その辺、一抹の不安がございます。

制度は制度として、変わってきたわけでござい

ますから、今後、本当に垂水の実情を今までと

おり訴える方法はどういう方法があるのか検討

していかなければならないと、そのように思っ

ております。

　参議院選挙の、夏の、特定の候補を応援する

のかということでございますが、まだ候補者名

もはっきりしておりませんし、全く今のところ

考えておりません。

〇農林課長（山口親志）最後に、新城、輝北

プレスウッド集合材工場予定地について、動き

を把握しているのか。業者への指導は、対策は

という質問にお答えします。

　質問のその土地は、住民説明会及び同意書受

領の動きを業者が行っているという情報は把握

しております。

　ただし、現在、その土地は、まだ農地法第５

条許可による輝北プレスウッド集合材工場建設

予定地であり、鶏舎建設のために県知事への事

業変更申請が必要でありますが、まだ申請は提

出されておりませんし、鶏舎建設における計画

書も示されておりませんので、農林課、生活環

境課においても、当然なことでありますが、対

策、対応はとっておりません。

　相談等がありましたら、鶏舎建設に必要な事

項等を指導し、あわせて、畜産振興及び環境保

全意見書等の関係上、生活環境課と協議をして

まいりたいと思っております。

　以上であります。（「説明会は出席したんで

すか」と呼ぶ者あり）

　市のほうからは説明会にだれも出席はしてお

りません。

〇感王寺耕造議員　これからは一問一答方式で

お願いいたします。
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　まず、後継者対策、また市外からの新規就農

者ですね、法人の部分です、法人参入の部分に

ついてお伺いいたします。

　どこの地区も農業後継者、新規参入少ないと

私、思っていたんですけれども、ちょっとイン

ターネットを開いてみまして、ちょっと調べて

みました。この資料は社団法人鹿児島県農業・

農村振興会というところの資料なんですけれど

も、平成12年、県内の新規就農者100名強でござ

いました。それが、平成20年度は、平成13年か

ら８年連続して300人を超えておりまして、平成

20年度につきましては314人ですね、この方々が

県内で就農されております。また、314名のうち

に47名が農家出身者以外ということでございま

す。

　そうしますと、県内ではこれだけの就農者が

あるんですけれども、市内では就農者がないと。

20代の方、２名が新規に、２年か３年前、同時

に就農されたわけですけれども、この方々につ

いては、お茶農家と菊をつくっている花卉農家

でございます。跡取りさんですね。そういう部

分で就農がございました。

　なかなか新規就農者が少ない、また市外から

の参入、農家以外からの参入も少ないという部

分、何が原因なのかと考えてみますと、まず育

成面ですね、育成面の部分で対策をとられてお

られない。またハード部門ですね、農業収益を

上げるためには当然、農地が必要となってきま

すし、そしてまたそれに合わせた農業用施設、

ハウスとか畜舎とか必要になってきます。農業

機械も入りますね。育成面とハード部門、この

部分が一番重要なわけですけれども、この部分

の対策が少し手薄ではないかと考えております。

　そこで、都道府県の部分でもいろいろな形で、

県の部分でもいろいろ新規就農者受け入れとい

うことで対策をとられておりまして、一例を挙

げますと、就農支援資金貸付金償還助成制度と

こういうものもございます。新規参入者、Ｕター

ン者に対して110万円、新規学卒者に対して160

万円ですね。この事業の部分では市町村、この

部分が３分の１を助成することが必要となって

おります。

　また、県の施策としましては、かごしま営農

塾設置事業ということで、かごしま営農塾につ

きましては、働きながら、休みの時間、夜間で

すね、また土・日の休みを活用して、この部分

で農業知識を学ばせるという施策も行われてお

りますし、また農業後継者育成基金事業、青年

農業者就農支援事業、数々あるわけでございま

す。

　また、市町村段階の部分での就農受け入れ支

援対策としまして、県下で32団体の部分が取り

組まれております。この内訳を見てみますと、

一番、形は支援金であったりとか就農のための

貸与、無利子ですね、また一時金としての奨励

金、お祝い金という形、３つの系列に分かれて

おるわけですけれども、特に日置市の例を見ま

すと、ここは農業公社を立ち上げている地域で

ございますが、この部分が一番多くて、この部

分が新規学卒者、Ｕターン者、また新規参入者、

それぞれ月額、単身者に12万円、夫婦で18万円、

また住居手当として１万5,000円、この部分を支

給されております。やっぱりこういう制度があ

るからこそ、やはり就農という部分が進むと思

うんですよね。この部分について、市独自で新

規就農支援金を設立する考えがないのか、まず

市長にお伺いします。

　次に、ハード面の部分ですけれども、先ほど

農林課長のほうから円滑化団体の話が出ました。

この部分については、農地法改正以前では農地

保有合理化法人、この部分でしか農地の利用集

積を進められない、この部分がＪＡ鹿児島きも

つきさんであったもんですから、本市の農業公

社設立の部分の１つのネックになっておった。

これが事実であると思います。また、農業公社

を断念する、これは農業公社を断念したことは、
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もう私はしょうがないとは思っておりますけれ

ども、１つの原因であったかと思っております。

　ところが、平成21年、昨年の12月の法改正、

農地法改正を受けまして、農地集積円滑化団体

といたしまして各市町村、垂水市もできますし、

土地改良区でもできると。それと、あとどこで

したかね、また地域担い手協議会ですね、ここ

の部分でも利用集積ができるということですね。

この部分の事業を活用することによって、円滑

化団体をどこの部署が担当するのかこれから協

議が必要でしょうけれども、この部分を立ち上

げることによって優良農地を集積していくと、

この農地を集積してまた就農支援をしていくと

いう部分ができるようになったんですけれども、

まず、この円滑化団体を設立する意思があるの

か、この点についてもお伺いいたします。

　また、もう１点、農業用施設、また機械、こ

の部分の整備ですけれども、なかなか農業とい

う部分は利が薄いんですけれども、金食い虫で

ございます。一例を挙げますと、防災営農です

ね、この部分で活用したとしましても、補助残

25％ですが、この事業を活用したとしましても、

連棟ハウスで250万円から200万円と費用がかか

るわけですね。それでまた、インゲンでしたら

30アールないと専業農家として成り立ちません

から、この部分だけでもう700万円、800万円か

かってしまう。また、小型のトラクターを入れ

ると、またさらに200万円とかですね、生活資金

もありますから、簡単に1,000万円を超えてしま

います。

　また、生産牛の場合、50頭規模で何とか経営

が回っていくという部分の県の指針がございま

すが、この部分についても、母牛１頭当たり、

今80万円から100万円。90万円と見ましても、4

,500万円から5,000万円かかります。牛舎建設に

ついても2,000万円、また農業機械ですね、トラ

クターの部分考えていきますと、またこれも2,

000万円、3,000万円とかかっていく。ランニン

グコストにも1,000万円、2,000万円。すぐ１億

円の金が必要になってきます。

　そうした場合、リース事業の設立はできない

のか。市、またほかの部分の団体にお願いする

のか、この部分は議論の余地はございますけれ

ども、まずハウスの場合、例をとりますと、耐

用年数が８年でございます。リース事業を８年

間の部分で組んでいただくことによって、初期

投資が抑えられる。こういう効果がございまし

て、新規参入の部分でも進むんじゃないかと考

えております。

　リース事業の補助率の高い事業がございます

から、一例を挙げますと、先ほど来議論してお

ります防災営農、また、強い農業づくり交付金

事業、地域担い手経営基盤強化総合対策事業、

こういう補助率の高い事業がございます。補助

残の分だけリース事業化して、このためには基

金積み立てですね、市のほうでやっていただか

なければ無理だとは思いますけれども、基金設

立の意思ですね、リース事業化、この部分が育

成面、またハード面を整備することによって可

能となるわけですけれども、この３点について、

導入の意思はないのか、市長の答弁を求めたい

と思います。難しい部分については、専門的な

部分については農林課長でも結構でございます。

　防災営農につきましてですけれども、県との

協議の中でなかなか課長のほうも思い切った答

弁ができなかったと思うんですが、常日ごろ、

話を聞かせていただきますと、農家の要望を受

けて、積極的に県へ要請活動をさせていただい

ていることは十分理解しております。

　ただ、１点だけ、農林課長、防災営農につい

てお伺いしたいのは、県の防災営農対策事業、

この部分の総事業量の８割が国の交付金事業、

この部分を活用して県単事業としてやられてお

るわけですね。残りの総事業量の20％、この部

分が農地保全の部分、本来は地滑り対策でしか

使われないわけですけれども、この部分につい
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て、県特認の部分で防災営農として活用されて

いると、こういう実情があります。

　ところが、民主党政権になりまして、この農

地保全の部分、この部分が削られるという話を

聞いておりますけれども、そうしますと、本市

の防災営農の計画に影響はないのか、この点、

農林課長に１点お伺いします。

　またもう１点、財政課長、これは大薗議員も

聞かれたんですけれども、平成15年まで10％の

市の上乗せがございました。この部分、取りや

めた経緯はということで大薗議員も質問された

んですが、ちょっと私の記憶違いでなければ答

弁いただいておりませんので、この点について、

財政課長の答弁を求めます。

　以上で、２回目を終わります。

〇市長（水迫順一）感王寺議員の農業、新規就

農者対策について、いろいろ御意見や質問等も

いただき、また提案等もいただいたわけでござ

いますが、農業政策の中で非常に頭の痛い問題

でございます。新たな就農者がふえていく環境

づくり、これはもうどうしても必要なんでござ

いますが、なかなか思うようにいかないと。国・

県初め、市町村もそれぞれ、それぞれの対策で

もって頑張っておるんですが、非常に思うよう

な成果が上がらないというのが現状だろうと、

そういうふうに思っておりますし、当市におき

ましても全くそのとおりだと、そういうふうに

思っております。

　要は、やはり農業をやりたいと、しんから農

業をやりたいと思うには、私はやはり１つ、安

定した収入を得るということが何をおいても一

番大事じゃないかと、そういうふうに思ってお

ります。そういう意味からしますと、つくった

ものが本当に思うように売れる販路開拓につい

ては、今まで農林課も一生懸命取り組んできて

くれておりましたし、また今、インゲンとかキ

ヌサヤとか園芸作物が本市は中心でございます

けれども、反収を比べますと県内でも有数な反

収を上げておるわけでございますね。そうする

と、本当にいつまでもこれが持続できるかとい

うと、その辺の不安もございますので、新規の

農産物、ポストインゲン・キヌサヤも考えなき

ゃいけない。そういう対策も農林課で今、一生

懸命努力してくれておるということでございま

す。

　その他につきましての、その他、ほかの市町

村の例も挙げられました。それぞれにいろんな

対策、支援金を払ったり、農業従事者に対して

の生活費まで面倒を見るというような市町村も

ございましょうし、それらのいいところは、本

当にいいところと申しますか、成果が上がる分、

本当に一たん就農して、もう２～３年でやめち

ゃうよというような就農のあり方ではだめなん

でございますから、その就農者が本当にずっと

持続して農業をやってくれるよというようなの

につながらなければいけません。そういうよう

な対策、そういうようなものも見据えた上での

支援金その他のあり方、ソフト面のあり方が、

どの地域でどのような形でやっておるかという

のはもう１回、やはりこの際、うちが今やって

おるほかに見直さなければいけないかなと、そ

ういうふうにも思っております。

　県のほうも、本当に就農塾とかいろんな対策

を講じておられますので、そういうものもひっ

くるめまして、県・国の動向も見ながら、本市

で今、本当に新たに何をやるべきか、これは考

えていきたい、そういうふうに思っております。

　リースその他につきましては、農林課長のほ

うから答弁させます。

〇農林課長（山口親志）感王寺議員の質問に

今、市長もお答えになりましたけど、ただ、今、

垂水で、現在で新しく新規就農者の21年度、22

年度から新規就農者をされる方が、農林課で実

際相談に来られる方が３名の、農大を出られた

方が２名、それから営農塾を卒業された方が１

名ということで、農業に関しては新規就農者も
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ふえていると思います。それとあわせまして、

21年度中の新規就農者の数も今、農業委員の方々

に調査をしていただいております。農林課へ直

接相談に来られる以外に、新規就農者はふえて

いるんじゃないかという認識でおります。

　そうした中で、新規就農者のための利子補給

の補助も垂水市は、県が行っていない部分も、

終わった部分も、垂水市はそのような形で資金

面の利子補給も行っているんじゃないかと思っ

ております。

　次に、２点目の円滑団体の取り組みでありま

すが、先ほども申し上げましたとおり、耕作放

棄地対策をどのようにしていくか、それから法

人、企業がどのように垂水市に参入をしていた

だけるかは、この農地利用集積円滑化事業に取

り組んでまいらないと今後の農業に大変なこと

になるんじゃないかと思っておりますので、市

でするのか、ＪＡでするのか、そこあたりはき

ちっと整備をしながら、この事業には取り組ん

でいくべきであろうと思いますし、また取り組

んでいかないといけないだろうという認識でお

ります。

　それから、リース事業の件でありますが、先

ほど委員も指摘のとおり、市がリース事業の中

心になった場合は、積み立て基金の問題、それ

から受け入れるための条例整備等の問題もるる

あるかとは思いますが、このリース事業につい

ても、ＪＡなのか、市なのかもいろいろ協議を

してまいりまして、これは、リース事業という

のは今後は検討課題になってくるんじゃないか

と思っております。

　ただ、降灰事業で、ちょっとその後に検討・

要望した事業も言うんですが、今まではトンネ

ルハウスをＪＡのリース事業という話でありま

したが、今回はトンネルハウスが、もう組織・

団体でトンネルハウスができるんじゃないかと

いうところまで協議もしておりますので、そこ

あたりも含めながらこのリース事業には対応し

てまいりたいと思います。

　あわせまして、あと、担い手に対する支援策

としましては、国・県のお力をいただきながら、

農業機械の導入のための経営体育成交付金、そ

れから農畜産業機械等リース支援事業というこ

のような事業も取り組んでまいりたいと思いま

す。

　最後に、降灰対策ですが、降灰対策は県のほ

うに早速、議員の方々のお力もいただきまして、

県と協議をしている要望事項が数点、協議・要

望をしておりますので、そのあたりが決まり次

第、農家へ申し込みをとってやっていきたいと

思います。

　内容については、ビニールの張りかえの補助、

それから施設作物の洗浄施設器具の補助、ミス

ト機とか動噴の補助ですね。それから、施設に

堆積した降灰除去等の持ち出しの補助とか、そ

のあたりも県と十分協議を今している段階であ

ります。

　最後に、農地保全整備事業の２割の事業費の

カットについてでありますが、先ほども申し上

げましたとおり、22年度の降灰事業の県の予算

のカットはありませんので、今後も皆様のお力

をいただきながら、桜島火山活動対策協議会と

か、このあたりのお力をいただきながら、県も

そのような降灰対策に対しては十分御理解を示

していただいておりますので、要望を随時、皆

様のお力をかりながら進めてまいりたいと思っ

ているところであります。

　以上です。

〇財政課長（三浦敬志）感王寺議員の防災営

農対策事業に10％程度の単費の追加上乗せはで

きないかについてのお尋ねにお答えいたします。

　今回、３組合の事業の予算要求額が財政課へ

提出されました。要望された予算額につきまし

ては、全額が国・県の補助ではありますが、予

算措置は行われております。

　市にとって、市単独分を追加上乗せを行った
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場合の費用対効果が目に見える形であらわれる

ようでありましたら、考慮の余地もあると思わ

れます。ただ、現状において、追加上乗せして

も、その効果がなかなかあらわれてこなかった

のが今までの実情ではなかったでしょうか。ま

た、現在の垂水市の財政状況では現状維持を続

けざるを得ないと考えております。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　３回目に入らせていただき

ますけれども、農業後継者対策ですね、確かに

市長がおっしゃるように農家が収益を上げるこ

と、これが一番の後継者対策だと思うんですよ

ね。やっぱり、もうかっている農家には後継者

が育つ、そのような部分だと思います。

　また、農産物価格の低迷、今すごい部分がご

ざいまして、野菜関連にしましても20％ぐらい、

ほとんど下がっているのが現状でございます。

市長もこの部分では専門家でございますので、

新しい新規作物とか、あと販路の拡大ですね、

この部分に市長初め、農林課長、尽力いただけ

ればと思っております。

　いろいろ私、この後継者対策言いましたけれ

ども、市の持ち出しが少なくて育成して、また

ハードの部分まで導入していく、基金の部分で

ですね。基金の部分はまた単年度ごと回収でき

ていきますので、そういうシステムの構築とい

う部分も必要だと思いますので、この部分はぜ

ひ善処して、前向きに検討していただきたいと

思います。この分については答弁要りません。

　また、防災営農について、予算の確保の部分

は大丈夫だということですが、財政課長、上乗

せの部分、費用対効果が見られないという部分

でお答えいただきました。多分、税収が上がら

ないということですね、そういう部分もありま

すし、国保の会計の部分にも影響してくる部分

ですから、こういう部分で目に見えないという

ことだと思います。

　この部分につきましては、確かに農家所得が

少ない部分で、農家自体が減価償却で食ってい

くのが現状でございますね。ただ、費用対効果

だけではなくて、これは税制の部分の問題もご

ざいますし、また今、桜島降灰で、私ども海潟

に行きますと、もう営農を続けられる状態じゃ

ないんですよね、もう商品率が物すごく劣って

きていると、被害が甚大でですね。そういう時

期ですので、この部分で何とか御一考いただけ

ればと思いますので、これは市長への要望とさ

せていただきます。

　先ほどインフラ整備の部分が１点抜けており

ましたので、農林課長に１点だけ答弁を求めた

いと思います。

　中山間の部分ですね、この部分、３次配備も

決まりまして、また地域でも整備していこうと

思うんですけれども、１点だけ気にかかってお

ることがございまして、例えばうちの地区でも

あるんですね。中山間の部分の半分以上、また

個人配分の部分まで使って農道を整備しようと

いう地域もあれば、自分たちでこの部分は日当

に使うよとか、ビーバーの歯を買うよというよ

うな地域もございます。

　予算の優先順位という部分もあるんでしょう

けれども、同じ事業を導入した地域、中山間を

導入したときは、努力した部分には努力した部

分だけ、農道整備の予算配備という部分を考え

ていただきたいと思うんですけれども、重点的

にですね。事業が合わないところはしょうがな

いです。同じ事業をやっていて、この部分は何

もしていないのに、全線、農道整備を市の金で

やっているんじゃないかという地域もございま

す。この分について考え方、短く、済みません、

お願いします。

〇農林課長（山口親志）今、御指摘のことは、

共生・協働の観点から本当に、先ほども申し上

げましたとおり、共同利用の分、それから個人

負担の分まで入れていただいて整備をしていた

だいていることには感謝申し上げておりますし、
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その地域が十分、そういった地域は十分元気が

出ているという認識もしております。

　そのようなことで、その中で単独事業を入れ

ているということですが、単独事業の整備につ

いては、今言われました要望、重要性を考慮し

ているつもりではあるんですが、今言われまし

たそのことを今後、十分考慮し、また検討して

まいりまして、そのあたりで、中山間地域直接

支払等の代表者の方々とも御意見を聞きながら、

単独事業の整備とあわせて検討してまいりたい

と思いますので、よろしくお願いします。

〇感王寺耕造議員　２番目の市営住宅に入りた

いと思います。

　昭和55年以前の建物、これが多いとお聞きし

ました。耐震性、防火性の部分でも問題がある

ということでございます。建てかえの部分です

ね、今の部分、ないということなんですけれど

も、22年度から住宅マスタープラン、この部分

を使って整備していこうと、考えていこうと、

作成しようということのお話を伺いました。

　協議の中で、これは居住者の方の意向はどう

なのかという部分を協議させていただいたんで

すけれども、そのとき担当者のお答えの中では、

古くてもいいんだと、安ければいいんだという

部分の方も多いというお話も伺いました。ただ、

それだからといって、このままこの住宅を放置

していいという考え方にはならないと思うんで

すよね。

　いろいろ条例をつくっておられますけれども、

垂水市条例の上にあるものとして公営住宅法が

あるわけですが、この中では第１条、法律の目

的として、「この法律は、国及び地方公共団体

が協力して、健康で文化的な生活を営むに足る

住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得

者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は賃貸する

ことにより、国民生活の安定と社会福祉の増進

に寄与することを目的とする」と書かれてあり

ます。

　これを受けて、当然、本市の条例もつくられ

ておるわけでして、施行規則もそのような形に

なっているわけですが、果たして、この古いま

までほっといて、この部分の責任を担保できて

いるのかという部分が問題であると考えますの

で、早急に建てかえの方向という部分で考えて

いただきたいと思っております。これは要望に

とどめておきます。

　ただ、１点だけお聞きしたい部分が、新城大

都地区ですね、この部分が平成20年度、解体さ

れております。70万4,000円の部分の解体費用を

使って解体されているわけですけれども、これ

についても計画、マスタープランを作成された

上で年次計画、どういう建てかえ方をするのか

という部分の問題はあるんでしょうけれども、

跡地利用、この部分をどうするのか。また、こ

の部分を行政財産として使わないのであれば、

早急に普通財産に移して、売却の方向性という

部分も考えられると思うんですが、この点につ

いて、１点だけお伺いいたします。

　あと、滞納整理についてなんですが、滞納整

理の部分については、平成21年３月13日、訓令

第３号ということで垂水市市営住宅家賃滞納整

理要領という部分をつくられております。この

部分で、これで、今までの反省の上に立って滞

納整理をやっていくんだという部分でつくられ

たと思うんですけれども、ただ、一番不思議な

のが、そもそもなぜここまで、4,270万円も滞納

総額が膨れ上がったのかという部分ですね。こ

の１点について、もう１回原点に返って真摯に

反省しないといけないと思うんですね。この部

分の問題点は何だったのか、また、検証の結果

どういうことがあったのかという部分ですね、

簡単で結構ですから、この点について、２回目、

質問させていただきます。土木課長、お願いし

ます。

〇土木課長（深港　渉）感王寺議員の言われ

ます、市営住宅におけます取り壊し後の跡地利

― 64  ―



用ということにつきまして、お答えいたします。

　御指摘のとおり、新城の大都団地につきまし

ては20年度に取り壊しをしておりまして、実際、

１件の問い合わせもあったことは、その跡地利

用についての問い合わせが民間の方からあった

ところも事実でございますけれども、当然、そ

のような話がありますれば、御提案のような普

通財産に切りかえた上で、一般への売却という

のも検討してまいらなければならないと考えて

いるところです。

　総体的な考え方を申しますと、取り壊し後の

跡地利用につきましては、場合によりましては、

必要とされる公共施設がありましたら、それへ

の転用でございますとか、先ほども申しました

ように、一般への売却も含め、有効利活用は図

ってまいりたいと考えているところでございま

す。

　それから、次の住宅におけます家賃滞納整理

についての考え方でございますけれども、この

4,200万円以上の滞納額につきましては、１点と

して、考え方が、先ほどもちょっと触れられま

した中にいわゆる連帯保証人というのがござい

まして、現実的には今のところ、入居者当人へ

の滞納の指導協力の依頼という形で文書で通知

しているところでございまして、今までは、こ

れもここ約10年間ほど行われておりません上に、

実際は法的に申しましても、連帯保証人でござ

いますから、入居者の債務も負われるというこ

とが現実でございますけれども、これが今まで

実際上、請求した経緯がないということから、

このように数字にずっと上乗せして繰り越され

ているという現実でございます。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　滞納整理の部分ですけれど

も、１点だけ問題点を指摘しておきます。

　といいますのは、確かに条例、施行規則、滞

納整理要領の部分で、連帯保証人の変更という

部分がうたわれておったかと思います。死亡で

すね、12条ですね、「連帯保証人の変更等」と

いうことで、死亡したとき、破産、失職その他

の理由により保証能力をなくしたとき、住所ま

たは居所が不明になったとき、後見開始、補佐

開始または補佐開始の審判を受けたとき、５番

目に、その他市長が必要と認めてその変更を認

めたときという部分でうたってあるんですが、

この部分が果たして課内で、住民票がなくなっ

たら自動的に土木課が来るのか、また各関係機

関の部分から、後見開始とかあった部分が自動

的に来るのかですね、この部分ですね、情報収

集といいますか、この部分が大事だと思います

ので、この部分をぜひとも運用される上で考え

ていただきたいという部分を１点、指摘してお

きたいと思います。

　ちょっと時間がありませんので、いつものこ

とですが、一応これで市営住宅については終わ

りたいと思います。

　機構改革についてですけれども、この質問通

告書を出した後にまた垂水市行政改革大綱とい

う部分を見せていただきました。企画課の皆さ

んで、よくできているわけですが、ここに書い

てありますように、「市が基礎自治体として持

続していくためにも、行政改革は決して終わり

はなく、引き続き進化していかなければならな

いものである」という部分で書いてあるわけで

すが、私もこの点についてはそのとおりだとは

考えております。

　ただ、平成17年の集中改革プラン、この部分

がひとり歩きすることがあってはいけないとい

う部分だけ考えておるわけです。また、この部

分で、臨時職員、代替の部分での対応という部

分でも話があったわけですけれども、そうしま

すと、責任は重いのに、責任は重い、職員と同

じ仕事をしているのに報酬は少ないとか、そう

いう問題も出てきますね。同じ仕事内容と能力

があるのであれば、臨時職員にも同等の労働報

酬を支払うべきだという問題もやっぱり出てく
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ると思いますし、また、雇いどめの問題ですね、

臨時職員さんが仕事を続けていきますと専門性

が身についてまいります。そうしますと、各課

長さんも専門的な能力を持った人たちを活用し

たいはずなんですよ、絶対。そうしますと、３

年間働き続けますと、雇用をしなきゃなりませ

んから、雇いどめ等の問題も出てまいりますの

で、この辺も十分に勘案して、行政改革は必要

ですけれども、この部分について考慮いただき

たいと思います。

　陳情のあり方、参院選については、市長もな

かなか答弁しづらかったんですが、陳情のあり

方、我々、桜島降灰対策、議会のほうも、特別

委員会の部分でも陳情等をまたやらなければい

けないと思っております。変えなきゃいけない

とは思っておりますし、参院選については大変

失礼な質問をしたと思いました。本当に、憲法

に思想、信条の自由、また結社の自由はあるん

ですから、市長がどこで、どの方を応援されて

もいいと思うんですよ。ただ、これだけ政治が

混沌としておりますとですね、やっぱり対等の

関係を各政党と築いていただきたい。その部分

だけ老婆心ながらちょっと考えておりましたの

で、失礼ですが、質問させていただきました。

　また、最後の鶏舎の問題ですね。この問題に

ついては、新城の高塚地区で昭和62年のころ、

建設計画がございました。このとき、自然の家

をつくるということで知事の部分ですぐ切られ

ました。知事の部分で一括、自然の家をつくる

んだから鶏舎を建ててはならんという部分もあ

りましたし、その後また、麓地区の上流のちょ

っと上のほうで、この部分で廃鶏を使った養鶏

という部分が出てきました。このときも住民の

皆さん、大反対しまして、できませんでした。

また、この質問をする前にちょっと先輩の田平

議員のところに御相談したりとか、地域の方々

の声を聞くうちに、田平地区でもこういう計画

が持ち上がっているんだという事実もちょっと

小耳にしました。そうしますと、この部分の地

域につきましても、昭和60年ぐらいでしたかね、

60年ぐらいに建設計画が持ち上がりまして、こ

の部分も経済連の部分でしたけれども、とめら

れておりました。

　そういうことですので、情報がありましたら

地元にもお知らせいただきたいと思います。

　真摯なお答えをいただきましてありがとうご

ざいました。

　これで、質問を終わらせていただきます。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時10分から再開します。

　　　　　午前11時45分休憩

　　　　　午後１時10分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　６番田平輝也議員の質疑及び質問を許可しま

す。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん、御苦労さまでござい

ます。

　毎日桜島の噴火が続いており、いろいろなと

ころで降灰の被害などが発生しております。一

日でも早く静まることを願っております。

　それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問させていただ

きます。また、同僚議員と重複する質問もある

かと思いますが、御了承ください。

　本市の財政状況は、平成19年度に制定された

地方財政健全化法に基づく健全化判断基準であ

ります実質赤字比率、実質公債費率、将来負担

比率など、それぞれ努力されて年々改善されて

まいりました。ところが、財政健全化判断比率

とは別の意味でよく使われております財政指数

に、経常収支比率があります。これは、市税、

地方交付税などの経常的な収入のうちから、人

件費、公債費、扶助費などの経常的な支出にど
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れだけ充てられたかを見るもので、この割合で

財政構造の硬直性、弾力性がわかるとお聞きし

ております。

　平成20年度の経常収支比率が公表され、新聞

報道もありましたが、本市の指数が98.8％で、

県内市町村の中でワースト５団体の中に入って

おりました。新聞で見た市民の方などから、ど

うして垂水市はこんなに悪いのかと聞かれたり

します。

　まず、経常収支比率の高い原因をお尋ねいた

します。

　また、平成17年度から始まった５カ年の財政

改革プログラムでは、本年度、いよいよ最終年

度になるようです。詳しい報告は決算を待たな

ければなりませんが、これまでの達成見込みと、

新たに策定されようとしているプログラムでの

取り組みの目標の中で、借金に当たる地方債残

高と貯金に当たる財政調整基金の積立額につい

て、以前もお聞きしたかと思いますが、再度お

尋ねいたします。

　あわせて、人件費削減効果の大きい定員適正

化計画の職員数の推移、見通しをお伺いいたし

ます。

　次に、本市の医療についてですが、私どもに

とっては、病院などは一生のうちにだれもが何

回もお世話になる大変大切な施設であります。

垂水市民として、中央病院を初め、ほかの病院

などや介護施設などの存在を大変ありがたく思

っております。

　そのような中、近年、全国的に医師や看護・

介護職員などの不足がいろいろと話題になって

おりますが、垂水中央病院やコスモス苑におい

ての現状と今後の見通しはどうなのか、伺いま

す。

　また、現在の中央病院での診療科目の内容と、

今後、この標榜科目は変更や増減する可能性は

あるのでしょうか。

　現在、中央病院は、特定の科目を除けば午後

の外来診療は行っていないようですが、市民か

ら、午後の診療もあればとよく聞きます。この

体制について今後も変動することはないのでし

ょうか。中央病院などに対して、市民の要望な

どはどのような要望が多いのか。これらのこと

について、市民、行政、中央病院と連携体制は

十分にとられておられるのか、お伺いいたしま

す。

　次に、空き家対策についてですが、市長は今

回、施政方針の中で、人口減対策を述べられ、

「空き家バンク制度や定住促進住宅を活用して

定住促進を図ってまいります」と言われており

ます。平成18年１月に全国の主要都市で「垂水

に住みませんか」などのテレビ放送がされ、大

変大きな反響だったとのことでありました。そ

して、私どもの校区にも空き家バンク制度によ

り移住されておられる方々がおられます。

　空き家バンク制度で18年度より、どれぐらい

の方々が垂水市に移住されておられるのか、そ

れらの推移をお聞きいたします。

　そして、水之上などの定住促進住宅の現状、

入居率をお伺いいたします。

　また、市内で住むことのできる空き家、全く

住むことのできない空き家などの調査などされ

たことがあるのか、お伺いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇財政課長（三浦敬志）田平議員の御質問に

お答えいたします。

　まず、経常収支比率の高い原因を平成19年度

と比較分析いたしますと、平成19年度の経常収

支比率は95.4、平成20年度は98.8という数値で

ありました。平成20年度はなぜこのような数値

となったか、平成19年度と比較した場合、原因

としては人件費であり、その中の退職手当が主

な原因になると判断されます。

　平成19年度の退職手当の総額は6,595万1,000

円であり、平成20年度は３億869万6,000円であ

ります。ただ、平成20年度の数値がすべて経常
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経費でとらえられたわけではありませんが、仮

に、平成20年度の退職手当の総額が平成19年度

と同額の6,595万1,000円であったとした場合の

平成20年度の経常収支比率を求めますと、94.2

となります。このような結果から、平成20年度

分の経常収支比率が高くなった原因は、退職手

当が主な原因と判断されます。

　次に、第１次の財政改革プログラムの達成見

込みにつきましては、先日の全員協議会におい

て、指標、財政改善効果額等の達成状況につい

ては御説明いたしましたが、改めて地方債残高

と財政調整基金残高について、第１次財政改革

プログラム初年度の平成17年度と今年度、平成

21年度決算見込みと比較した数字で御報告いた

します。

　まず、地方債残高でありますが、平成17年度

当初は126億1,000万円、平成21年度決算では106

億9,400万円を見込んでおります。差し引きしま

すと19億1,600万円、地方債残高を減らす見込み

であります。

　財政調整基金残高でありますが、平成17年度

末は２億3,100万円、平成21年度決算の現時点で

の見込みでありますけれども、４億9,300万円を

見込んでおります。差し引きしますと２億6,200

万円、財政調整基金をふやす見込みであります。

　続きまして、平成22年度からの新たな第２次

財政改革プログラムでの地方債残高と財政調整

基金残高の、平成26年度、５年後の目標値であ

りますが、地方債残高は、21年度決算見込みで

は約107億円でありました。これを５年間で17億

円減らし、平成６～７年ごろのレベルである残

高90億円まで持っていきたいと考えております。

　財政調整基金残高でありますが、一般的に財

政調整基金の適正規模は標準財政規模の10％か

ら15％程度と言われております。本市の標準財

政規模は、約53億円であります。そこで、財政

調整基金残高の目標額は、災害の多い本市であ

ることを加味し、標準財政規模の約13％の７億

円といたしました。

　以上でございます。

〇総務課長（今井文弘）私のほうから、人件

費削減効果の大きい定員適正化計画の職員数の

推移、見通しについての御質問にお答えいたし

ます。

　職員数についてでありますが、新定員適正化

計画によりまして、平成27年４月１日には、教

育長を除きますと、234人まで職員を削減するこ

ととしております。

　これまで、早期退職勧奨制度の推進とあわせ

まして、新規採用者の抑制を行い、また技能労

務職の採用を控えてきているところでございま

す。その結果、平成22年４月１日の職員数は251

人となり、計画での職員数259人と比較をいたし

ますと、８人の前倒しでの削減となっており、

また、平成17年４月の当初計画の職員数と比較

をしますと、33人の職員削減をしてきていると

ころでございます。

　今後の見通しにつきましては、職員削減の推

進が市民サービスの低下とならないよう配慮す

るとともに、各種計画との整合性を図りながら、

削減を実施していく予定でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）田平議員の御

質問にお答えいたします。

　最初に、垂水中央病院やコスモス苑において

の現状と今後の見通しについてでございますが、

垂水中央病院における医師数は、平成22年１月

１日現在、常勤医師12名、耳鼻咽喉科や神経内

科等の診療科等におきましては、非常勤医師に

診察をお願いしているところでございます。

　その常勤医師につきましては、鹿児島大学か

ら派遣してもらっているところでございますが、

大学においても研修医の確保が難しくなってお

り、今後、大学からの派遣が困難となり、現在

の体制を保持できなくなる可能性がございます。

　このため、鹿児島大学との連携を一層密にし、

継続した派遣を強く要請するとともに、研修医
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の受け入れ促進や、医学部学生の奨学金制度の

創設など、医師の確保に努力し、また、看護師

等についても、看護師養成学校訪問や奨学金の

支給、准看護師への看護師資格取得支援を行っ

ていると聞いておるところでございます。

　コスモス苑につきましても、同様に看護師等

の確保に努力しているところでございます。

　次に、中央病院の診療科目の内容と、今後、

この標榜科目の変更や増減の可能性はないかと

いうことでございますが、垂水中央病院におい

ては、現在、内科、循環器内科、消化器内科等

13科目を標榜しているところでございますが、

これらの標榜科目は、疾病構造の変化や、医師

の確保状況や市内の病院・医院の開設状況及び

２次医療圏における連携強化等により、変更や

増減は当然あり得るものと考えております。

　次に、午後診療について、今後、変動するこ

とはないかということでございますが、垂水中

央病院においては、１番目に、市内の医療機関

で治療が困難な患者を重点的に治療すること、

２番目に、入院患者の治療に尽力すること、３

番目に、数少ない医師の負担を軽減することな

どから、特定の診療科目を除いて午後診療を行

っていないというところでございます。現時点

では、医師の絶対数が足りないことから、当面

このような状況は続くというふうに考えており

ます。

　最後に、市民の要望はどのような要望が多い

のかということでございますが、市民の要望と

言われますと、やはり議員が先ほど言われまし

たように、午後診療を挙げられるのではないか

と思われます。

　平成17年５月から、救急を要する患者や特定

の診療科目を除いて午後診療をやめております。

当初は混乱もあったと思われます。先ほども申

し上げましたが、中央病院の医師不足等の現状

について、市報や病院の広報紙等を通じ、市民

の皆様にお知らせし、住民の皆様に御理解をい

ただいているところでございます。

　連携につきましては、管理委員会等を含めま

して、十分協議を今やっているところでござい

ます。

　以上でございます。

〇企画課長（太崎　勤）３番目の空き家バン

ク制度による人口の推移についての御質問にお

答えいたします。

　平成17年12月に定められた空き家バンク制度

に基づく利用実績の推移でございますが、平成

18年度は14世帯の45人、平成19年度は15世帯の

25人ふえて、29世帯の70人、平成20年度は10世

帯の23人ふえて、39世帯の93人、平成21年度は

２月末現在で、３世帯の９人ふえて、42世帯の

102人となっております。

　現在の42世帯、102人の内訳は、売り家15世帯

の34人、貸し家27世帯、68人でございます。

　なお、ただいま申し上げました数字は、定住

促進住宅の利用者は除いた数字でございます。

　また、空き家調査についての御質問でござい

ますが、平成19年12月議会の一般質問にお答え

してあります平成10年度調査は、約300軒の空き

家の報告実績、その後、平成17年度に、貸して

いただける空き家調査時はわずか２軒しかなか

ったとの回答がなされておりますが、その後、

平成20年度、定住希望者のニーズに的確に対応

するために、財団法人地域活性化センターの移

住・交流受入システム支援事業として採択され

た100％事業におきまして、市全体の空き家の実

態把握ができていないために定住希望者への情

報提供が十分できず、まだ登録されていない利

用できる空き家、バンク制度に登録できる空き

家の候補を、振興会長等からの情報収集や不動

産業者による現地確認した空き家調査を実施し

た結果、149軒ございました。

　なお、現状では、住むことができない空き家、

いわゆる廃屋についての実態調査は実施いたし

ておりません。
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　以上でございます。

〇土木課長（深港　渉）定住促進に関しまし

て、定住促進住宅の入居率と移住された方の推

移等もお尋ねでございますので、それもあわせ

まして、その内訳等を、管理しております土木

課でお答えいたします。

　定住促進住宅につきましては、平成19年７月

より市で運営しております錦江町住宅と水之上

住宅のデータでお答えをいたします。

　まず、19年７月の運営開始時の入居率でござ

いますけれども、錦江町が総戸数79戸のうち入

居者45戸で、入居率57％、水之上が80戸のうち

12戸で、15％でございましたけれども、本年２

月末時点では、錦江町が71戸の入居で90％、水

之上が58戸で73％の状況でございます。

　また、移住された方につきましては、市外か

らの転入者ということでお答えしますけれども、

本年２月末時点の数値でございますが、錦江町

が先ほど申しましたとおり71戸ございまして、

この入居者のうち31戸でございまして、入居者

の内訳率ということで言いますと44％、同じく

水之上が58戸のうち15戸で、26％という転入者

の現状でございます。

〇田平輝也議員　それでは、２回目の質問に移

ります。

　昨年12月29日に経常収支比率と同じように公

表され、新聞報道もありましたラスパイレス指

数に市民の方々などからいろいろと疑問と批判

があります。

　ラスパイレス指数は、国家公務員の給与を100

とした場合の地方公務員の給与との比較ですが、

職員の年齢層や構造などさまざまな要因がある

と思います。平成19年度の100ポイント以上は鹿

児島市と垂水市だけで、本市は100.1ポイントで

県内２番目の高さでありました。それを受けま

して平成20年度は、全職員の給与カットなどの

改善策をされて、96.8ポイントまで下がってお

りました。

　そして、平成21年度も公表されまして、報道

されましたが、100ポイント以上は県内では鹿児

島市と垂水市だけで、鹿児島市が101.4ポイント、

垂水市が昨年度より4.3ポイントふえまして、101.1

ポイントでありまして、市民より、次は県内一

になるのではないかと批判もありました。21年

度はこれらの対策、検討はされていなかったの

でしょうか、伺います。

　今回、給与に関する条例の一部を改正する条

例案が提出されましたが、今まで行財政改革を

推進している中で、この数値をどのように考え

ておられたのか。また、職員組合との交渉経過

などをお伺いいたします。

　次に、医療についてですが、今、全国的な少

子・高齢化は垂水市も同様でありますし、また、

本市はそれ以上に進んでいるのではないかと思

っております。市民の高齢化が加速していく中、

医療、介護に対する不安は年々増大していると

思っております。

　私ども市民にとって垂水中央病院やコスモス

苑など、大切な施設で心強く思っております。

現在、指定管理制度の下で、垂水市と肝属郡医

師会との間で、中央病院及びコスモス苑の管理

について協定を締結され、その運営を実施され

ておられますが、それらの施設の経営状況はど

のような状況なのか、そして今、法などの改正

で今後の見通しはどうなのか、お聞きいたしま

す。

　次に、空き家対策についてですが、空き家バ

ンク制度は本当にすばらしい制度であると思っ

ております。これらの制度について、現在の状

況はどうなのか。また、どのような内容の希望

者の方々などがおられるのか。また、定住促進

住宅も入居者がふえているようですが、計画ど

おりの入居率なのか、伺います。

　そしてまた、本市も住むことのできない空き

家が年々ふえております。曽於市のことが先月

新聞で報道されました。曽於市の調査では、空
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き家が大体1,200軒ありまして、そのうち、住め

ることのできない空き家、住める家、そして改

修を必要とする家が何軒などと調査されておら

れます。そして、廃屋などの解体に対しまして、

最高30万円の補助金制度をされておられ、いろ

いろと効果があるようでございます。

　本市も、今後、振興会長さんなどの御協力を

お願いして、空き家調査など検討すべきではな

いかと考えますが、どうでしょうか、伺います。

　以上で、２回目の質問を終わります。

〇総務課長（今井文弘）田平議員の２回目の

御質問にお答えいたします。

　職員の給料削減につきましては、本市の財政

状況やラスパイレス指数、経常収支比率、いろ

いろな要因を総合的に判断し、また職員の理解

を得て実施するものでございます。

　まず、ラスの対策、検討についてであります

が、平成20年度は、議員も言われましたとおり、

職員給料の一律３％の削減を１年間実施してき

たところであります。平成21年度につきまして

は、本市の財政状況がある程度改善されたと見

込めたことや、当初予算が組めたことなどによ

りまして、職員の給料削減をしなかったところ

でございます。

　次に、ラスの数値をどう考えていたのかとい

うことでございますが、平成21年度のラスの数

値が100を超えたのは、本市が給与制度を独自に

改正して、上がっているわけではございません。

要因としましてはいろいろございますが、特に

大きな要因としまして、国の昇給抑制によると

ころがございます。

　このラスの数値は、市民にとっては、国家公

務員より本市職員の給料が高いという認識を与

えることになろうかと思いますが、そこには、

国家公務員がラスで比較する基本給以外に、地

域手当等として地方の自治体にはない手当を支

給している部分もございます。市民の方々にこ

のような給与制度の違いを説明しても、なかな

か理解していただくことは困難であります。

　市民との協働により行財政改革を推進してい

る中、市民の行政に対する理解と協力は不可欠

でございます。また、ラスの影響が、国庫補助

事業や特別交付税にも影響する可能性がござい

ます。このような理由から、ラス指数は単純に

国家公務員と比較できるものではございません

が、公表された結果は、市民感情や市民の事業

等に大きな影響を与える可能性があるものと認

識をしているところでございます。

　次に、職員組合との交渉経過はということで

ございますが、今年１月12日の最初の交渉の申

し入れから、４回の団体交渉と３回の事務レベ

ル協議を経まして、今回の職員の給料削減につ

いて妥結をしたところでございます。

　協議内容としましては、職員の給料削減、人

事院勧告等の取り扱い、具体的には、持ち家に

係る住居手当の廃止、超過勤務の取り扱い、勤

務時間、休暇・休息の取り扱い、臨時職員の身

分の見直しなど、多岐にわたる協議をしてきた

ところでございます。

　最終的には、協議事項が多かったということ

から、職員の給料減額を主に協議をしまして、

妥結をしたところでございます。ほかの案件に

つきましては、継続協議としたところでござい

ます。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）田平議員の２

回目の中央病院、コスモス苑の経営状況及び法

改正による今後の見通しについてでございます

が、まず、中央病院から申し上げます。

　平成20年度決算につきましては、常勤医師の

退職による病床稼働率の低下や非常勤医師の増

員、平成21年度の７対１看護体制に向けた看護

師の増員により、人件費がふえ、5,600万円余り

の赤字が出ました。今後も、単年度的には損失

を計上することはあっても、中・長期的には安

定した経営がなされるものと考えております。
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　法改正による見通しにつきましては、平成22

年度、診療報酬改定があるようでございます。

その改定情報によりますと、病院での再診療点

数のアップなどがあり、病院には有利と思われ

ますが、それなりの条件を満たさなければなら

ない課題もあるようでございます。

　ちなみに、21年度決算では、推計でございま

すが、5,000～6,000万円の黒字というふうに聞

いております。

　次に、コスモス苑の経営状況について申し上

げます。

　コスモス苑については、開設以来、毎年黒字

を計上しており、肝属郡医師会との契約の中で、

コスモス苑の会計をゼロ精算し、市に返すこと

となっているのですが、市においての基金積立

金も、平成22年度末で１億7,957万円を予定して

おります。厳しい経営環境の中で、コスモス苑

の指定管理者である肝属郡医師会には大変頑張

っていただいていると思っているところでござ

います。

　また、法改正による今後の見通しについてで

すが、法改正は基本的に３年間に１度行われ、

不透明な部分が多いことはありますが、平成21

年度の改正においては、介護報酬単価等が上が

り、経営の改善につながることと考えておりま

す。

　以上でございます。

〇企画課長（太崎　勤）空き家対策について、

２回目の御質問にお答えいたします。

　現在、毎月５件程度は電話での問い合わせや、

来庁されて、担当職員が現地を案内することな

どございます。市内の不動産業者からの提供が

主でありますが、本市のホームページによる問

い合わせもございます。当然に、安い価格、家

賃での一軒家の物件が人気があるようでござい

ます。

　次に、廃屋の解体に対する補助金制度につい

ての御質問ですが、大隅地域では曽於市が昨年

７月に危険廃屋解体撤去補助金制度を創設され

ておりますが、この制度は、廃屋解体工事費の

30％、最高30万円の補助で、予算額が1,500万円

の予算到達時点で終了となるようでございます。

　今後、本市におきましては、先進地曽於市の

検証結果を踏まえて調査・研究しながら、また、

財政上の問題等も勘案しながら、制度実施する

かどうか検討してまいります。

〇土木課長（深港　渉）定住促進住宅の計画

入居率に係る推移につきまして、お答えいたし

ます。

　御案内のとおり、錦江町及び水之上定住促進

住宅につきましては、雇用促進住宅として運営

されておりました独立行政法人雇用能力開発機

構より垂水市が購入し、平成19年７月より本市

で運営しているところでございます。

　この購入に係る際に、議会の全員協議会にも

お諮りしておりますが、購入後の収支計画案の

中に、購入後の入居率を提示しておりまして、

それによりますと、21年度で錦江町が75％、水

之上が36％の入居率を計画しております。

　先ほども答弁したところでございますけれど

も、現時点で錦江町が90％、水之上が73％とい

うことで、それぞれ計画以上の成果を上げてお

り、特に水之上におきましては、子育て支援策

としての家賃軽減を図っていることもあります

ことから、入居率の飛躍的な向上があらわれて

いると考えているところでございます。

〇田平輝也議員　それでは、３回目の質問に移

ります。

　鹿児島県におきましては、過去数年間にわた

り給与カットをされて、今回もラスパイレス指

数が94.7ポイントまで下げておられます。市民

には、ほかの市は合併して、合併した町村の分

などが合算されてポイントが下がっているなど

と私なりに説明をしますが、市民はなかなか納

得をしないようでございます。

　今後も毎年、さきの経常収支比率やラスパイ

― 72  ―



レス指数の公表、報道が行われると思います。

毎年公表されるこれらの数値や指数を、市民が

納得できるような数値にするための方策、改善

策をどのように考えておられるのか、また、１

年ごとの改善策なのか、市長にお尋ねいたしま

す。

　次に、中央病院、コスモス苑についてですが、

先ほど経営状況などお聞きしました。

　全国の自治体が運営する病院は本当に厳しい

と、よく聞いております。垂水中央病院、コス

モス苑と努力され、それぞれ頑張っておられる

ようでございます。

　そこで伺いますが、年間委託料、補助金、交

付金などでしょうが、それぞれの施設に対して

支給額はいかほどなのでしょうか、お伺いいた

します。

　また、その中で、コスモス苑はどうなのか。

経営が厳しくなった場合、一般会計からの負担

なのか、お聞きいたします。

　次に、空き家、廃屋対策についてですが、垂

水市の人口減対策として、空き家バンク制度や

定住促進住宅の活用など、すばらしい制度であ

りますが、今後はどのような方法でされるのか。

　また、垂水市は、県内でも景観のすばらしい

ところであると思っております。しかし、国道

を通りますと、住めない廃屋の倒壊した家など、

目に映ります。曽於市のような、市が補助を少

しでもすれば、今まで解体を迷っておられる方々

も決断される方々があり、そして、防犯、防災、

景観などの改善も図られ、また、建設関係の会

社におきましては仕事やいろいろの面でメリッ

トもあると考えますが、どうでしょうか、伺い

ます。

　19年度に廃屋対策で質問いたしましたときは、

まだ県内の市町村の中ではそういう対応はされ

ていなかったようですが、曽於市の補助金制度

について、今後はほかの市町村もいろいろ検討

されるのではないかと考えます。本市も今後、

補助金制度などの検討をすべきではないかと思

います。

　また、住めない空き家の所有者に対して、解

体しないほうが税法上の優遇措置があるとよく

聞きますが、どのような措置なのか。また、そ

れは全国一律なのか、お伺いをいたします。

　以上で、３回目の質問を終わります。

〇市長（水迫順一）本市の財政状況及び給与体

系についての３回目の質問の中で、ラスの件を

今後どうするのかという御意見だと思いますが、

ラスがああいう新聞で報道されて、市民の皆さ

んには理解しがたいというような御意見がある

のは私も承知をしております。

　市民と協働のまちづくりを目指しております

本市でございますので、やはり、結果として市

民の納得がいく、理解が得られるような給与体

系というのはどうしても必要であろうと、そう

いうふうに思っております。

　また、一方で、職員のほうもどんどん削って

きております。減らして、削減してきておりま

す。仕事の量は、分権その他でかなりふえてき

ておるんですね。ですから、今後は、一方では

職員の能力をフルに発揮していただくというこ

とも大事でございまして、本当に、カットだけ

あっていいのかという意見もあるのはもう事実

でございます。ですから、その辺の調和をどう

とっていくかということは非常に大事だと、そ

ういうふうに思っておるわけでございます。

　ただ、やはり最初申しましたように、市民に

理解得られる給与の体系、いつも鹿児島県で１

番だよ、２番だよというようなものが理解され

るかというと、決してそうじゃないと思います

ので、その辺は、やはり本市の財政状況、その

ときの財政状況をいろいろ勘案しながら対応を

していきたい。また、組合側との交渉が、給与

カットにつきましてはありますので、組合並び

に職員に十分理解をいただきながら、そういう

ことができる方法がベターだと、そういうふう
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に思っております。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）それでは、田

平議員の３回目の御質問にお答えします。

　中央病院及びコスモス苑の年間委託料の支給

金額についてでございますが、中央病院につき

ましては、平成21年度予算では、指定管理料７

億6,996万4,000円、交付金としまして11億3,179

万7,000円でございます。予算につきましては企

業会計から支払っており、一般会計から企業会

計へ、普通地方交付税の基準財政需要額と特別

地方交付税相当額を繰り入れているところでご

ざいます。

　コスモス苑につきましては、平成21年度予算

では、指定管理料１億5,691万6,000円、交付金

としまして３億186万3,000円でございます。予

算につきましては特別会計で支払っており、一

般会計から特別会計への繰り入れ等はないとこ

ろでございます。

　次に、コスモス苑の経営が厳しくなった場合

ということでございますが、肝属郡医師会とコ

スモス苑に関する基本協定書第22条の中で、運

転資金の過不足等について規定されていること

から、老人保健施設特別会計において、「運転

資金不足が生じた場合、一般会計から無利子で

借り入れをすることができる」となっておると

ころでございます。

　以上でございます。

〇企画課長（太崎　勤）今後の空き家バンク

制度や定住促進住宅の活用についての御質問で

ございますが、空き家バンクや定住促進住宅の

利用者は、Ｉターン・Ｕターン者だけではなく

市内の住民も多く、市民の方の住みかえの掘り

起こしにもなり、市外への人口流出を食いとめ

ることにもつながっております。また、定住促

進住宅は、台風や水害等の多い本市では、被災

者の入居施設への活用や、子育て世帯への家賃

減免による利用などございます。

　このような空き家バンク制度や定住促進住宅

利用が市内外で活用されるよう、ホームページ

等、あらゆる広報媒体を駆使し、全国に広く情

報発信して、活用してまいります。

　次の廃屋解体のメリットは、議員の言われま

すとおり、市民の安心・安全など、住環境及び

良好な景観を促進し、市内の雇用創出など、産

業の活性化を図るメリットが十分にあるものと

考えます。

　また、家屋解体に伴う市税の措置についてで

ございますが、住宅が建っている場合、その住

宅の部分につきましては特例措置がございます。

これは、一定の要件を満たす場合、固定資産税

の基礎となる課税標準額を評価額の６分の１に

減額するものでございます。したがって、住宅

が解体されますとこの特例措置が適用されなく

なりますので、宅地の固定資産税が従来より高

くなることになります。

　なお、この特例措置につきましては、地方税

法に規定され、この法律に基づき、本市を含め、

各自治体も実施しているところでございます。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　それでは、最後になりました

ので、要望を主に、一部質問をして終わりたい

と思います。

　ラスパイレス指数、給与のことについて、こ

ういうのを言うのは私の本意ではありません。

今、行財政改革を進めているわけでございます。

新聞などでそのような中で報道されれば、市民

の皆さん方に誤解を持たれます。今後、市民の

方々が理解する方法を検討されるよう要望いた

します。

　中央病院、コスモス苑についてですが、先ほ

ども申しましたとおり、いろいろな報道などで、

全国的に自治体などが運営する病院などは経営

が厳しいとよく言われております。中央病院や

コスモス苑などの運営につきましては、今後、

市も協力して、今後も安定した運営をされるこ

とを要望いたしたいと思います。
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　空き家対策についてですが、私ども新城校区

より鹿屋方面に仕事に行かれている方々が数名

おられます。先週も新城に貸家はないかと相談

がありましたが、水之上の定住促進住宅があり

ますよと紹介したんですが、仕事が鹿屋のほう

だということで新城に住みたいということでご

ざいます。

　新城につきましては、今まで市営住宅も数戸

ありますが、もう少しあればなというふうにい

つも思っております。今後、それらを考慮して

検討していただければ、まだ鹿屋の方々も来ら

れるんじゃないかというふうに思っております。

　それから、ちょっとお聞きしますが、つい２

～３日前、空き家の視察などが何かあったとお

聞きします。市が主催されたツアーなのか、そ

れであればその内容などどうだったのか、わか

っておられれば、それらの参加者の反応などど

うだったのか、簡単でよろしいですのでお聞か

せ願えればと思います。

〇企画課長（太崎　勤）４回目の御質問にお

答えします。

　今、議員のおっしゃるツアーというか、これ

は内閣府の地方元気再生事業に基づいた事業を

やっておりまして、市外からの定住者、Ｉター

ン・Ｕターン者を少しでもふやそうという事業

でございます。

　定住体験モデルツアーということで、鹿児島

市内から１組、８名の方が来ていらっしゃいま

す。それと、２月に関西方面から15名と、つい

先ほど３月の５日から７日にかけまして３日間、

関西方面の方を、18名の方をこの定住体験モデ

ルツアーということで御参加をいただいたとこ

ろでございます。締めて41名の方が垂水のほう

で、こういう定住をされそうな、可能性のある

方を抽出いたしましてやっております。

　今年度でその事業は終わりましたけれども、

参加者全員からアンケートをとりまして、いた

だいたところでございますが、すべての方がと

ても満足したということでございます。その理

由を聞きましたところが、垂水の歴史が一応学

べたとか、あるいは心の温かさを感じたとか、

あるいは料理講習やら、えさやり体験ができて

非常によかったとか、大変好評でございました。

　以上でございます。

〇議長（川達志）次に、３番尾脇雅弥議員

の質疑及び質問を許可します。

　　　［尾脇雅弥議員登壇］

〇尾脇雅弥議員　議長に発言の許可をいただき

ましたので、通告のとおり、平成22年度垂水市

施政方針及び予算説明に関連をして、大きく３

つのことにつきまして質問をいたします。

　まず初めに、子育て支援、特に拠点の充実に

ついて質問をいたします。

　昨年の10月、水迫市長の御英断、議員の皆様

方の御理解、そして関係者の皆様方の大変な御

尽力によりまして、キララメッセの１階に、子

育て支援の拠点となります「垂水市子育て相談

センター」がオープンをいたしました。お母様

方の要望を受けてスタートしたわけですけれど

も、約半年が経過しようとしております中で、

１点目、現在までの利用者数の推移を初めとし

た利用状況。２点目、運営状況。また３点目、

お母様方の反響等について、保健福祉課長に答

えを求めます。

　次に、高齢者を中心とした医療・介護・福祉

の問題につきまして質問をいたします。

　持続可能な垂水づくりの３つの視点の中で、

第２の視点であります協働について、特に、障

害や疾病があっても自分の家や地域に住み続け

られるまちづくりについて、質問いたします。

　１点目、垂水市の一般会計と特別会計のうち

で、医療・介護・福祉などに関連する主な事業

と平成20年度決算ベースでの各金額、２点目、

トータルの総額、３点目、同項目の近年の総額

の推移はどのような傾向にあるのか、保健福祉

課長に答えを求めます。
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　最後に、長期的ビジョンでの垂水づくりにつ

いて質問をいたします。

　桜島架橋実現への方針が今回も明記されてお

ります。経済同友クラブの皆様方の活動などが

大きな原動力となりまして、県が平成21年度ス

タートした錦江湾横断交通ネットワーク可能性

調査の結果が発表されました。先日、森正勝特

別委員長からも詳細な資料をいただきましたけ

れども、市民の皆様にお知らせする意味を込め

て、１年目の調査結果と予算を含めた２年目の

取り組みの中身につきまして、企画課長に答え

を求めて、１回目を終わります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）尾脇議員の子

育て相談支援センターについて、お答えいたし

ます。

　最初に、利用状況でございますが、利用状況

につきましては、おかげさまをもちまして、10

月オープン以来、利用者数も順調にふえてまい

りまして、２月時の登録者数56組70人と、利用

者累計は1,401名、子供724名、親が677名となっ

ております。一日の平均の利用者は10月が12.5

人、２月は17.3人となっておるようでございま

す。

　次に、運営状況でございますが、運営時間等

につきましては、月曜から金曜日までの平日午

前10時から午後１時までの３時間としまして、

夏休み等の長期休暇期間は休館としております。

これに１人の指導員が対応している状況でござ

います。また、月１回ずつではございますが、

市の保健師、管理栄養士による育児相談や健康

相談、栄養指導もあわせて行っておるところで

ございます。

　次に、利用者の反響でございますが、多くの

方々から、相談支援センターができたこと、楽

しく過ごせる場所ができたこと、子育ての相談

ができるようになったことなど感謝の声が多数

寄せられております。一方では、専用施設では

ないことから、使い勝手等に対する御指摘もい

ただいているところでございます。

　続きまして、尾脇議員の高齢者を中心とした

医療・介護・福祉についての高齢化社会に関す

る現状と、今後目指すべき方向性・課題につい

てということでございます。お答えいたします。

　最初に、医療・介護・福祉に関する主な事業

と平成21年度決算ベースでの各会計の金額とトー

タルの金額について、お答えいたします。

　医療・介護・福祉に関する主な事業としまし

ては、介護給付費適正化事業、介護予防事業、

地域包括支援センター運営事業等が主なもので

ございます。20年度決算によりますと、総予算

145億円に対しまして、医療・介護・福祉に費や

した費用は、一般会計の民生費と衛生費で23億

円、また国民健康保険で28億4,000万円、老人保

健医療3億5,000万円、老人保健施設５億9,000万

円、介護保険17億4,000万円、後期高齢者医療２

億3,000万円でございます。一般会計と特別会計

を合計しますと、81億円でございます。割合で

56％となるようでございます。

　続きまして、医療・介護・福祉の５年後、10

年後の予測についてということでございますが、

一般・退職・国保老人のここ８年間の総医療費

の推移としまして、平成14年は45億6,000万円、

平成16年は49億3,000万円、平成18年は52億円と

右肩上がりで推移しているようでございます。

これらの増加につきましては、今後５年後、10

年後も確実に増加するということが予想されて

おります。

　以上でございます。

〇企画課長（太崎　勤）３番目の錦江湾横断

交通ネットワーク可能性調査の結果についての

御質問にお答えいたします。

　平成21年度、鹿児島県は、錦江湾を横断する

交通ネットワークについて検討を行うための基

礎的調査として、既存資料や文献調査をもとに

地形、地質等を把握し、錦江湾を横断する道路

として想定されるルート選定、概算工事費の算
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出、今後の検討課題の抽出、整理等行うことを

目的に行った調査結果を、ことし２月５日に公

表しております。

　調査概要は、自然・社会条件の整理、錦江湾

横断交通ネットワークに期待される役割と懸念

される課題、道路構造及び形式、錦江湾全体を

対象としたルート選定、及び今後の検討に当た

っての主な課題となっております。

　まず、現状における地形等は、海上距離が最

も短いのは鹿児島―桜島間で２キロメートル程

度、水深が最も浅いのも鹿児島―桜島間で、水

深40メートル程度となっております。

　ほかに、錦江湾及び周辺地域の環境、桜島火

山活動等や薩摩半島地域と大隅半島地域の交通

の動向についての現状調査が報告されておりま

す。

　次に、期待される役割として、薩摩・大隅半

島の一体化による県全体の発展、大隅地域の産

業発展への貢献と通勤・通学の利便性、救急医

療などの安全性の向上など、また、懸念される

課題としては、大隅地域の消費者流出による地

域商業への影響、鹿児島市街地への自動車流入

増に伴う交通渋滞や環境負荷、及び大型構造物

の将来にわたる維持管理コスト負担が報告され

ております。

　次に、錦江湾横断交通ネットワークの検討に

ついて、車線数を２車線及び４車線の両方を想

定するなどの道路構造規格や、橋梁及びトンネ

ルの形式の検討、また、錦江湾全体を対象とし

たルート選定として、地形、地質及び交通動向

等を考慮して、３案のルートを抽出しておりま

す。

　第１案ルートは鹿児島―桜島間、第２案ルー

トは鹿児島―垂水間、第３ルートは指宿―根占

間で比較されておりますが、本調査においては、

第１案の鹿児島―桜島間が、海底の水深が最も

浅く距離も短い、また交通需要も見込まれるこ

とから、適当と考えられるが、桜島の火山活動

による影響を受ける可能性もあることも報告さ

れており、今後のさらなる調査の結果も踏まえ

る必要があるとされております。

　この第１案は、橋梁で延長3,300メートル程度、

概算工事費、２車線整備の場合1,300億円程度、

トンネルでは6,400メートル程度、概算工事費、

２車線整備の場合1,200億円程度で、地質の状況

等によって概算工事費が大きく変動する可能性

があるとされております。

　今後の検討に当たっての主な課題であります

が、錦江湾の海底地質の詳細な調査、自然環境、

景観への影響、火山活動への対応、道路の規格・

構造の検討、橋梁についての航路への影響、地

域経済への効果が期待される一方で地域商業へ

の影響など懸念されることからの経済調査、及

び将来の交通需要の把握の必要などを課題とし

て報告されております。

　次に、２年目の取り組みを含めた今後の見通

しですが、県は、３月の定例県議会の平成22年

度予算案に、錦江湾横断交通ネットワーク可能

性調査事業として、どういう条件のもとにプロ

ジェクトが成立するかの検討をするため、経済

調査や自然条件調査などを行うことの2,149万1

,000円を計上いたしております。

　以上でございます。

〇尾脇雅弥議員　それでは、一問一答方式によ

りまして、まず、子育て支援の２回目から質問

させていただきたいと思います。

　私のところにもよくお母様方からメールや手

紙をいただくことがあります。総じて好評で、

予想以上の反響に喜んでいる一人でありますけ

れども、利用者の推移も今お示しいただいたよ

うな形で、スタート時、一日10名前後だったの

が、15名、20名と月を追うごとにふえていると

いう現状でございます。このまま40名、50名と

いうふうにはいかないにしても、現状でもかな

りちょっと手狭な感じがございます。これまで

は冬場で寒くて灰も降っていましたので、室内
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で過ごすということがほとんどだったんですけ

れども、今後は暖かくなるにつれて、外で遊ぶ

という機会もふえるんじゃないかなと思うんで

す。半年を経過して、そういった現状を踏まえ

て、ハード・ソフト両面におけるさらなる整備

が必要ではないかと考えますけれども、どのよ

うな希望があって、そのことに対してどういう

ふうに対応されるか、お尋ねをいたします。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）ただいまの尾

脇議員の質問にお答えいたします。

　オープン後４カ月を経過しました２月に、子

育て相談支援センターを利用される保護者の方

を対象に満足度調査を実施いたしました。何が

満足か、何が不足しているかを検証いたしまし

た。結果、多くの設問で「満足している」との

評価をいただいておりますが、開設当初は「で

きただけでよかった」との声が大多数でござい

ましたが、今回の調査では、施設の面積拡充や

設備の充実、利用時間の変更、指導員の増員等

に対しまして、多くの方が要望をお持ちである

というふうに結果が出ておるようでございます。

　以上でございます。

〇尾脇雅弥議員　私のところにも違ったアンケー

トがあるんですけれども、簡単に、①職員につ

いてどうかと、②施設についてどうかと、③利

用時間についてということでアンケートをとっ

ていただいたわけですけれども、スタッフの方

に関しては、いつも明るく声をかけていただい

て、いろいろ相談に乗っていただいて非常に満

足をしていますと。ただ、さっき申し上げたよ

うな形で、人数がふえてきますと対応が十分で

きませんので、サポートするそういった人員を

確保していただけないかという要望もあるよう

でございます。

　また、施設整備につきましては、場所の確保

もそうなんですけれども、階段の上り下りとか、

また外で活動するために砂場みたいなものとか、

そういったその辺の対策の要望が出ているよう

でございます。

　それから、利用時間につきまして、今、10時

から１時ということで３時間、月曜日から金曜

日までの実施ということなんですけれども、も

ちろん、なかったところにこうやってスタート

していただいたことの喜びはあるんですが、で

きれば、希望として、お昼からどうなんでしょ

うかということや、土曜日・日曜日、お父さん

方も交えてそういった場が欲しいという要望も

あるようでございます。

　ただ、現在、平日はパソコンの利用ですとか

そういった関係もございますので、早急には難

しいとしても、今、月曜日がたしかお休みなん

ですよね。ですので、せめて月曜日だけでも３

時から４時ぐらいまでとかいうような形で門戸

を広げていただければ、その日にいろんなイベ

ントも集中的にやれるんじゃないかなと思って

おります。

　現在、大体70組を超える方々に御利用いただ

いておりますけれども、いわゆる垂水市全体の

潜在的な数というのは300組を超えると言われて

おりますので、まだ利用者というのは４倍の可

能性があるということでございます。

　そういう状況の中、平成22年度の予算説明書

の中に、社会福祉協議会への委託ということで

51万4,000円が計上してありました。体制が変わ

ることへ少し不安の声もあるように聞いており

ますので、課長、その辺のところの運営体制、

中身について少し教えていただきたいと思いま

す。

　それと、市長に１つ、提案を兼ねた質問なん

ですけれども。現在、情報発信基地のキララメ

ッセにこの場所がありますので、そのことを生

かす取り組みを検討していただけないかと思い

ます。具体的には、垂水市、今、ホームページ

を活用して、そこにブログ、日記みたいなやつ

なんですけれども、それを掲載して、毎日のセ

ンターの様子を情報発信をすればどうかなと思
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います。現状は、垂水のホームページで「子育

て」というのがあるんですけれども、そこへア

クセスしましても、ほとんど最初の半年ぐらい

前の情報でとまっておりますので、１回見たら

次は見ないというのが現状でございます。

　職員の方に携帯で１枚写真を撮ってもらって、

そのときの様子をちょっと書き込むだけで、10

分程度でできる作業ですし、お金も手間もそん

なにかかりませんので、そうやって新鮮な情報

を、日記みたいなものでどんどんどんどん更新

すれば、先ほど申し上げました、なぜそれが必

要かというと、市内だけでも300組ぐらいの方が

まだいらっしゃると、それ以外に隣の鹿屋市で

すとか、霧島市とか、桜島を含んだ鹿児島市ま

で目を向けますと、相当な数がいるわけですね。

こういったところに新鮮な情報を発信をするこ

とによって、今はほとんどお母さん方の口コミ

で広がっているという現状なんですけれども、

場合によっては、東京とか大阪の垂水出身者の

方も見られて、ＩターンですとかＵターンなん

かにもつながる可能性はあるんじゃないかなと

思います。

　今は、子育て環境のよしあしで住むところを

決めるという方も非常に多いですので、逆に言

いますと、垂水は子育て環境が悪かったのでほ

かへ出ているという方もいらっしゃると思いま

すので、その辺のところを検討していただいて、

お願いしたいなと思います。

　それと、市報がありますよね。市報のほうに、

ある程度掲載を連続的にしていただくとか、あ

るいは２階がＦＭたるみずがありますので、こ

ことの連携をとっていただいて子育てに関して

の情報発信をすれば、さらに充実をしていくん

じゃないかなと考えますけれども、その辺のと

ころの見解を市長に伺いたいと思います。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）先ほどの質問

の件ですが、社会福祉協議会への業務委託につ

いてでございます。

　先ほども申し上げましたが、運営を指導員１

人で行っておりますことから、開設当初から、

利用者数の増加や休みの取得など、代替の確保

が必要であることは承知しておりました。事務

執行上、対応が困難であることから、ある程度

支援センターの運営が軌道に乗った時点で、社

協に業務委託を行いたいと考えておりました。

　社協へ委託をすることで、指導員の休暇取得

や、イベント開催日等、利用者が多い日は代替

要員など複数人充てることができるなど柔軟な

対応ができ、今以上にきめ細やかなサービスが

できるものと考えております。また、社協は長

年、子育てサークルの育成・支援に努めていら

っしゃいますので、情報の発信・提供といった

面でも充実するものと期待しております。

　今後は、私どもとともに連携を図りながら、

子育て相談支援センターの発展に取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）尾脇議員にお答えをした

いと思います。

　子育て支援センターが順調に発展をしてきて

おること、大変うれしく思っております。これ

にはまた尾脇議員も大変御尽力をいただいてお

りますし、スタッフの大変な努力があってこそ

と思っております。また、議会の理解をいただ

いたということでどんどん発展をしてきておる

わけでございまして、これは、先ほどから出て

おりますように、まだまだ需要があるんだとい

うことは理解をしております。まだ３割ぐらい

の方しか利用しておられないというふうにも伺

っておりますし、そして一方では、やはり核家

族化が進んで子育てに悩んでおられるお母さん

方が非常に多いんじゃないかと、そういう環境

にある中、そしてまた当市は年少人口が18市の

中で１番低いんですね。

　ですから、このことを考えますと、やはり子

育て支援の環境を十分これからも引き続いて支
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援、環境を整えていかなければいけない、そう

いうふうに思っておりまして、いろんな施策を

議会の理解をいただいて、今、去年から実施し

ておるわけでございます。今後も引き続き、子

育て支援センターには力を入れていきたい、そ

のように思っております。

　その中で、この支援センターの広報関係、本

市のホームページを使った、そこからブログへ

のアクセスというお話もありました。それと、

ＦＭを使った広報のあり方というのもございま

した。具体的にいろんなお話をされましたが、

これはもう結構なことだと思うんですね。これ

はもうやっていかなければいけないし、残り７

割の方に早くやはりこの支援センターを利活用

していただいて、子育て環境がさらに全市で、

市内全域で充実する、そういうことを早く目指

すという意味では非常に大事だと思いますので、

今後、具体的にいろんなことに取り組んでいき

たい、そのように思います。

　それから、４月から社会福祉協議会に籍を移

すということの一抹の不安もあると問われまし

た。これは、我々としましては、より小回りの

きく社会福祉協議会に籍を置いて、小回りがき

いた上に、社会福祉協議会が持っておるそうい

う子育ての経験を加えることができるんじゃな

いかと、今、福祉課長が話をしたとおりでござ

いまして、そういうものを目指すわけでござい

ますから、発展的な籍の移しかえというふうに

御理解をいただきたい、そのように思っており

ます。

〇尾脇雅弥議員　ありがとうございました。お

二人の前向きな御答弁をいただきまして、安心

をいたしました。今後もしっかりと連携をとっ

ていただきたいなとお願いをいたします。

　４回目、最後です。ここに２月９日南日本新

聞に、今、市長も言われましたけれども、2009

年10月１日現在の鹿児島県下45市町村の高齢化

率と年少人口率の結果が掲載をされております。

いわゆる人口に占める65歳以上の高齢者の割合

というのは、垂水は45市町村の中で９番目です。

市では、伊佐市、阿久根市に次いで３番目に高

い35.2％です。ちなみに、１位は南大隅町で43.3

％でした。

　一方で、さらに深刻だと考えますのがこの年

少人口率ですね。０歳から14歳までの子供の数

の割合ですけれども、最も少ない南大隅町の10.1

％に次いで、今お話ありました、市では一番少

ない10.2％という数字なんですね。高齢化率は

９番目に高いのに、年少人口率は２番目に低い

というのが垂水の現状でありまして、逆に言い

ますと、これらを改善する施策を講じることが

垂水浮揚につながるということも言えるんじゃ

ないかなと思います。

　原因の１つとして、今、取り上げております

子育て環境の悪さというのが、これまで１つ挙

げられるんじゃないかと思っております。デー

タからも、現状を考えたときに、さらなる支援

が必要であると言わざるを得ません。

　ただ、冒頭申し上げました水迫市長の御英断

や議会の皆様、関係者の皆様の御尽力によりま

して、ここ最近、急激に環境は改善されている

というふうに思っております。他市町村に先駆

けまして、例えば中学生までの医療費の無料化

とかですね、やっていただきました。今、いろ

んなところがどんどん手を挙げてやり始めてい

るという現状でございます。

　また、水之上住宅の半額近い家賃の軽減措置

を行うことで子連れの入居の方がふえて、前回、

池之上議員の要請等もありまして、結果として、

22年度から水之上小学校の学童保育の新設につ

ながっているということもあります。今回の拠

点づくりを初め、プラスの効果があらわれてき

ていると言えると思います。

　私が考えますに、子育て支援をするというこ

とは、子育て世代を支援をするということにつ

ながりますので、今申し上げましたような高齢
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化の問題や年少人口率の問題にも改善がされる

というふうに思います。

　同じようなことですけれども、最後に、子育

て支援全般への今後の取り組みについて、水迫

市長に総括的に御答弁をいただいて、この問題

は終わりたいと思います。

〇市長（水迫順一）先ほど総括的な話もさせ

ていただきました。いずれにしましても、本市

のやはりおくれておった部分だというふうに反

省をしておりまして、先ほど申しましたように、

議会の御理解もいただきまして、昨年度あたり

からの子育て支援環境づくりには一生懸命取り

組んでおるわけでございます。

　このほかにも、学童保育の拡充も、まだ水之

上だけでございますので、今度計画しているの

は。新城とか牛根方面を本当にどうするのかと、

全域での対応という問題も残っております。ま

た、いろんな子供たちの対策はまだまだそのほ

かにもいろいろあろうというふうに思っており

まして、先進的ないろんな事例も参考にしなが

ら、今後さらに取り組んでいきたい、そのよう

に思います。

〇尾脇雅弥議員　ありがとうございました。ぜ

ひ牛根、新城あたりも積極的にまた御支援をい

ただきたいと思います。

　次に、高齢者を中心とした医療・介護・福祉

につきまして、２回目の質問をさせていただき

ます。

　先ほど課長のほうから数字をいろいろ述べて

いただきました。本市の医療・介護・福祉が占

める金額は、平成20年度決算ベースで145億円の

うちの81億円ということで、56％を占めている

ということでした。一言で言うと、大変高いと

いうことですね。さらに、年々この割合という

のが上昇傾向にあるということでございます。

　そこで、２回目に質問したいのは、これはも

ちろん高齢化に伴う原因というのが一番だと思

いますけれども、それ以外の原因というのはど

ういった理由が考えられるのかということと、

また、このまま５年、10年、15年と推移した場

合にどのような状況が考えられるのかというこ

とを、もう一度お尋ねをいたします。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）ただいまの高

齢化に伴う理由以外、どのような原因が考えら

れるかということでございますが、本市の医療

の特徴といたしまして、専門医志向、市外の大

病院志向、悪くなってからの受診による入院日

数の長期化、夜間・休日受診が多い、精神科受

診が多いなどの理由が挙げられます。また、一

方、地域コミュニティーの衰退も主なものと理

解しておるところでございます。

　このような状態で推移した場合、どのような

ことが考えられるかということでございますが、

国民健康保険や介護保険など、医療・介護・福

祉に係る市民の負担が確実に増加するというこ

とが予想されると思っております。

　以上でございます。

〇尾脇雅弥議員　ありがとうございます。この

ままでは、各方面にわたって大変厳しい影響が

あるということだろうと思います。

　先月でしたか、垂水温泉病院の池田忠先生の

講演を私も聞かせていただいたんですけれども、

15年後の垂水の医療・介護・福祉をテーマに問

題提起をしていただきました。私自身、介護の

現場で働いていた経験もありますので、現場の

大変さ、問題の深刻さはある程度理解をしてい

るつもりです。そのような現状の中で、将来の

見通しを熟慮されて、今回は「在宅」をキーワー

ドに施政方針の考え方を示されたんだろうと思

います。

　今、絵を描いた段階で、また関係各方面との

調整等もあろうかと思いますので、すべてとは

申しませんけれども、新しい取り組みとして施

政方針の中に打ち出されておりますので、現段

階での考え方なり、また手順なりにつきまして、

もう１回、課長に質問いたします。
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〇保健福祉課長（城ノ下　剛）ただいまの尾

脇議員の御質問にお答えいたします。ちょっと

抽象的な表現が多いということで、御理解いた

だきたいというふうに思います。

　本市では、高齢化率もさらに上がり、高齢者

を取り巻く環境も変化してまいります。独居高

齢者や認知症、老老介護、災害や買い物や医療

機関への交通機関の問題、ごみの問題、過疎地

における高齢者の住まいなど、市全体で取り組

む問題が顕在化してくると予測されております。

また、そのような中、人口も緩やかに減少して

いくことが予想され、地域で支える支援者とし

ての家族や担い手も少なくなり、若年者層一人

一人への負担が大きくなってくると予想されま

す。

　今後、将来の本市の状況をきちんと見据えた、

将来につなぐ計画や短期的な目標、長期的目標

の策定が急務と考えているところでございます。

施政方針にもありましたように、担当課のみが

行うものではなく、市全体で「在宅」をキーワー

ドにした計画を策定しなくてはならないと考え

ております。

　たとえ障害があっても、少しでも家に長くい

る施策といたしまして、通院や往診を支援する

医療機関、介護施設の充実、高齢者の住まいな

どハード面の整備はもとより、市民一人一人が

人生の最後まで家で暮らすという意識を持つこ

と、そのためには、やはり住みなれた家や周り

の環境、従来みんなが集い、集まっていた商店

や見守りをしてくれた人たちへの活性化、学校

や公民館など子供のころからの思いやりの教育、

また介護の必要な方々へ福祉サービスの充実な

ど、総合的に取り組んでいきたいと考えている

ところでございます。

　これらのことを確実に行うことが、将来的に

は、逼迫している国保や介護保険財政の緩和に

もつながるものと考えているところでございま

す。

　以上でございます。

〇尾脇雅弥議員　ありがとうございます。もっ

と具体的に伺いたいところなんですけれども、

調整段階と理解をして、課長への質問は終わり

ます。

　最後に、市長に伺います。

　御縁がありまして、よく葬儀に参列をさせて

いただく機会があるんですけれども、人間はい

つか死ぬわけですけれども、できるだけ自宅で

過ごしたいという思いがこれは当たり前なんだ

ろうと思います。ただ、そういう中でよく耳に

しますのは、３年とか５年とか寝たきりでした

とか、病院とかそういった老人ホームなんかで

最後を迎えましたという話をよく聞きます。そ

ういった中で、先ほど課長から話がありました

在宅の方向性というのは非常に同感ですし、す

ばらしい考え方だと思います。

　財政の面から見ても、現在、国保の医療費だ

けでも本市の１人１年間の平均は約29.8万円、

県平均が23.4万円ということですので、約6.4万

円上回っているということです。このため、国

の高医療費指定市町村の指定を受けて、改善の

ために今、取り組んでおられることだと思いま

す。また、高齢者に限っても、鹿児島市に次い

で、鹿児島県下２番目に高い、約100万円近い高

額医療市町村となっているのが現状でございま

す。必要な方にはしっかり対処しなければいけ

ませんけれども、必要以上の長期入院の対策を

しっかりとっていく必要もあるんじゃないかな

というふうに考えます。

　先ほどの数字で現状81億円かかっている医療・

介護・福祉の分野を、在宅をキーワードとして

ハード・ソフト両面の環境整備をして、長期入

院などの要因を改善することで、例えば全体の

１割程度、約８億円ぐらいの削減ができれば、

新しく画期的な取り組みだと考えているところ

であります。そのために、１億円ぐらい予算を

かけて、例えばドクターや保健師さんとか、看
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護師さんとか、そういった方々を新たに配する

考え方もあってもいいんじゃないかなと思いま

す。

　このまま何も策がなければ、この医療・介護・

福祉の分野は財政的にどんどん大きくなる一方

でございますので、例えば、先ほどありました

けれども、今春18名の方が退職をされて、新た

に一般職の方を８名、消防の方が４名でしたか、

合計12名の新しい採用に当たって、先ほど田平

議員もおっしゃったような形で、ドクターとま

ではいかなくても、保健師さんとか、先を見越

して長期的な戦略に基づいた人員の採用という

ことも考えていかなければいけないんじゃない

かなと思っているところです。最後に、その辺

を含めて、市長のほうから御答弁をいただきた

いと思います。

〇市長（水迫順一）医療・介護・福祉、これ

につきましては、今、議員のほうから説明あり

ましたように、高齢化が進む段階においてます

ますその費用が膨らんでいくということは、全

くそのとおりだと思います。何か施策をしてい

なければいけない中で、なかなか施策が、これ

はという施策が見つからないのも現状だろうと、

そういうふうに思っておるところでございます。

　特に本市の場合は、今、指摘されましたよう

に、県内で鹿児島市に次いで高齢者の医療費が

99万円を超しておるんですね。そして鹿児島市

が100万円ちょっとですか。本当に高い順に２番

目に高いということでございまして、この辺の

分析もいろいろやって、いろんな対策も講じて

いるわけですが、なかなか一朝一夕にはいかな

いというようなところもございます。

　そしてまた、国の高額医療の市に２年続きで

指定されたと、こういうこと等も考えますと、

今後、本市がますますこの分野での費用で、近

い将来にわたって大変な状況になるということ

は今から考えていかなければいけないと、そう

いうふうに思っております。

　ですから、先ほどから池田先生のお話もござ

いました。山村医療を専門に実践しておられま

すので、非常にインパクトのある講演を、本市

の職員を対象に２回講演をしていただきました。

やはり市役所職員が今後の垂水市の医療費、介

護・福祉全般にわたって今後どうなっていくか、

今、何をすべきかということを、その辺を考え

るいい機会になったかなと、そういうふうに思

っておるわけです。

　ですから、先生からのいろんなお話を私自身

も伺っております。やはりおっしゃることは、

できるだけ在宅の期間を長くすることが、結果

として医療費や介護費を抑えることになるんだ

というような一端の説明も直接受けたことがご

ざいます。

　これは考えてみますと、今ほとんど、ついの

場所、最後に亡くなられる場所が病院であると

いう方が非常に多いわけですね。だけど、全国

的なアンケート等も見ましても、ついの場所を

自宅に求めるという方は非常に多うございまし

て、６割ぐらいになっておるんじゃないかと、

そういうふうに思います。そういうことであれ

ば、その方向というのは何かできないものか、

この辺を今後、研究していかなければいけませ

んし、いろんな協力者の協力が必要ですし、ま

た理解が必要ですし、その辺を今後、考えてい

かなければいけない、そのように思っておりま

す。

〇尾脇雅弥議員　ありがとうございます。非常

に重要ですけれども、なかなか簡単にはいかな

い問題ですので、ただ、前向きにいろいろまた

頑張っていただきたいと思います。

　最後に、可能性調査について質問をいたしま

す。

　先ほど企画課長のほうから、いろいろ１年目

の結果と２年目の中身についてお話をいただき

ました。見守るしかありませんので、よい結果

となるように２年目の調査結果を待ちたいとい
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うふうに思います。

　それと、先月２月18日、南日本新聞の「ひろ

ば」の欄に個人的にもちょっとうれしい記事が

掲載されておりましたので、御紹介をしたいと

思います。

　「架橋の検討に胸躍り大賛成」、福山浩光さ

ん、47歳の鹿児島市の方でございますが、「薩

摩半島と桜島あるいは大隅を結ぶ橋かトンネル

の建設が、検討の段階に入ったという記事を見

て、胸が躍った。桜島や大隅半島に用事がある

ときに、今は陸路で回るほかはフェリーに乗る

しかない。それはそれで風流なのだが、急ぐと

きなどは『車でそのまま走れたらな』と、時計

とにらめっこしたことも数え切れない。『あと

１台』というところで満車になり、１便待たさ

れるという悔しい経験もあるので、時間短縮の

意味では大賛成である。少し意外な感じもする

が、橋よりトンネルのほうが安価でつくれるそ

うだ。しかし私としては、ひたすら海底を走る

トンネルより、やはり錦江湾の絶景を堪能でき

る橋のほうがいい。そして途中に駐車スペース

と、おしゃれなカフェやお土産グッズ店があっ

たら、さらにいい。デートスポットにもなるの

ではないか。ネーミングは『桜島大橋』とか『鹿

桜トンネル』とかいう安直ではなくて、何か夢

のあるすてきな愛称を公募してほしい。県外の

方にもわざわざ訪れてもらえるような、愛され

る施設をつくってほしい」という内容でござい

ました。なかなかですね、そのようにいくかど

うかは別として、こういった世論が出てきたと

いうことは非常に、今回の調査結果の１つの成

果ではないかなというふうに思います。

　それと、来春には、皆様御承知のとおり九州

新幹線が全面開通をいたします。福岡・博多か

ら鹿児島中央駅までを１時間20分でつなげるよ

うになります。しかし、そこから垂水まで１時

間20分かかってしまう現状があります。現状の

ままでは、仮に全面開通をしても、その恩恵と

いうのは部分的なんじゃないかなというふうに

考えます。

　今回の可能性の調査の結果が良好で、架橋な

りトンネルなりでつなぐことができるようにな

れば、ここから30分から40分で行けると。そう

なりますと、福岡まで２時間ということですの

で、垂水のあり方というのが大きく変わってく

るんだと思います。

　私は、この問題を時々取り上げるんですけれ

ども、利便性とか経済効果だけで申し上げてい

るのではなくて、前もお話ししたことがありま

すけれども、１年間に400台を超える救急車が大

隅半島からフェリーを使って鹿児島に搬送され

るという実態があります。深夜帯なんかは１時

間に１本ですから、鹿児島市を眼前に見ながら、

救急車の中で命を落とすというケースも少なく

ないんだろうと思います。私自身もそういう経

験もありますし、友達がそうやって亡くなった

こともありますので、ぜひそういった意味から

も、この架橋というか、橋なりトンネルなりと

いうのは必要なんだというふうに思っておりま

す。

　本日、いろいろ質問させていただきました子

育て支援にしても、高齢者の医療・介護・福祉

にしても、根本的な解決にこの問題もつながる

んじゃないかなというふうに思っております。

少子・高齢化、過疎化が年々進んでいく中で、

このまま衰退を待っていくのか、それとも前向

きに未来へ活動していかれるのか、立場の違い

はありますけれども、同じ政治家として最後に

水迫市長の思いを伺って、今回の私の質問を終

わりたいと思います。

〇市長（水迫順一）錦江湾横断交通ネットワー

ク問題については、議員が今申されましたよう

に、今回の質問に出されましたように、県が積

極的に取り組んでいただいて、また２年目の調

査費がついたと、２回目の調査費がついたとい

うことで、さらにまた期待が膨らんだところで
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ございます。

　この運動に関しましては、本当に長年、垂水・

鹿屋の経済同友クラブ初め、それから森議員を

中心とした議員の皆さんも大変な運動を展開し

ていただきました。垂水だけの問題じゃなくて、

やはり垂水の今後、長期にわたる将来ビジョン

を考えた場合に、やはり大隅全体の発展、それ

からやっぱり鹿児島全体の発展が垂水の発展に

つながるんだという思いもしておるわけでござ

いまして、そういう意味からも、この横断道路、

架橋あるいはトンネルというのは非常に大事だ

と、そのことは将来の子供たちのために、今、

我々が一生懸命取り組まなければならないこと

なんだというふうに、自覚をまたさらに新たに

しておるわけでございます。

　垂水市の代表としまして、大隅総合開発期成

会とか、あるいは大隅を１つとした会合が幾つ

かございます。そういう席でもこの訴えは今ま

でもやってきましたし、今後、県のこういう動

きにやはり乗りまして、大隅が一体となってさ

らに燃えなければいけないと、その燃えた火が

対岸の鹿児島市に移っていくと、そして鹿児島

市も燃えてくると、県全体が燃えてくるという

ことが一方では大事だろうと、そういうふうに

思うわけでございます。

　ですから、今後は、まず大隅全体をさらに１

つとして、重要項目として大隅総合開発期成会

もこのことを取り組んでおりますので、さらに

民間だけに任すんじゃなくて、行政の立場とし

ても、また為政者の立場としても、議員の皆さ

んとともども、このことには取り組んでいかな

ければいけないし、ぜひそのことをお願いをし

たいと、このように思っております。

〇尾脇雅弥議員　どうもありがとうございまし

た。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、３時から再開します。

　　　　　午後２時50分休憩

　　　　　午後３時　　開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　16番川畑三郎議員の質疑及び質問を許可しま

す。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　２月の後半から長雨が続いて

いて、特産のキヌサヤ、インゲンに被害を与え

ています。山の桜も咲き、春の便りがあちこち

で聞こえてまいりました。きょう、明日は公立

高校の入試、16日は市内中学校の卒業式があり

ます。垂水南中学校、垂水中学校、協和中学校、

牛根中学校もそれぞれ長い歴史を閉じる最後の

卒業式となります。この１年間、閉校に向けて

の準備に大変だったのではないでしょうか。13

日の垂水中学校を初めに、閉校式及び閉校記念

式典が開催される運びとなっているようです。

降灰のない、よい日であればと願うものであり

ます。

　暖かくなると、北から西の季節風も少なくな

り、桜島の火山灰も垂水方面を避けることにな

ります。活発な活動を続ける桜島、爆発回数も

昨年は548回と過去最高になり、３月20日現在で

215回と過去最多のペースで推移しているようで

ございます。降灰量も１月の降灰量が昨年１年

分に迫った地域もあるとのこと、積もった大量

の灰は砂嵐のように風で舞い上がり、町も山も

灰一色で、市民生活への影響も深刻であります。

ロードスイーパーもフル活動しても追いつかな

い状況であります。そういった状況の中、これ

まで垂水市がとってきた降灰対策とこれからの

対策について、お知らせ願います。

　市道改良について。

　市道小浜・大浜線はバスが走っていた道路で

あり、協和地区では旧道と言われている道路で

ありますが、側溝にふたが大部分ありません。

協和地区の集落座談会でも毎年と言っていいぐ
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らいお願いがございます。抜本的な改良が必要

と思いますが、いかがでしょうか。

　農林行政について。

　政権交代で農業政策がどう変わるのか心配で

すが、平成22年度施政方針で農業への取り組み

も示されました。新規事業や継続事業等それぞ

れの予算が計上されておりますが、今年度の主

な事業をお知らせください。

　長期にわたるブリ、カンパチ等の養殖も、魚

価低迷や世界的な不況もあり、また消費者の魚

離れもあり、依然として厳しい経営環境が続い

ております。垂水の基幹産業であります水産業

が元気にならなければ、垂水市の発展もないの

ではないでしょうか。水産振興資金を初めとし

て水産行政に力を入れていただいていることに、

関係者の１人として感謝いたしているものであ

ります。22年度水産関係の事業をお知らせくだ

さい。

　しおかぜ街道事業について。

　鹿児島県は、錦江湾未来総合戦略推進計画で、

錦江湾しおかぜ街道の一環として錦江湾岸の景

観整備を行う計画がなされ、今回、垂水市に事

業が配分されました。垂水市も、37キロメート

ルの海岸線を生かした整備計画を立案していた

経過もあり、大変ありがたい事業であることは

言うまでもありません。

　２月25日の全員協議会でも説明がございまし

たが、再度事業についての説明をお願いし、１

回目の質問を終わります。

〇土木課長（深港　渉）降灰対策につきまし

て、土木課関連からお答えいたします。

　１点目の今までの対策についてでございます

けれども、本市におきましては、基本的に活動

火山対策特別措置法による補助事業として実施

しておりますが、その21年中実績として、申請

予定の事業費は、路面清掃が753万円、宅地降灰

が189万6,000円でございます。

　なお、本年１月からの宅地降灰は、２月末時

点で既に昨年事業費の約３倍強の実績となって

いる状況でございます。

　そのほか、単独事業としましては、市直営車

による路面清掃や維持班によります側溝清掃な

どを行っておるところでございます。

　また、本年になりましてからは、御案内のと

おり鹿児島市からの借用車を、維持班によりま

して随時路面清掃も行っているところでござい

ます。

　２点目の今後の対策でございますが、事業費

で御説明いたします。

　まず、22年度予算案への計上額につきまして

は、工事請負費だけを申しますと、例年と同様

に、補助事業としまして路面清掃が5,000万円、

宅地内が500万円でございます。

　また、今般の豪灰状況によりまして、側溝清

掃の工事請負費を1,000万円計上しておりますが、

補助事業として行います側溝清掃は断面の３割

以上の部分のみとなっておるような制約がござ

いますので、単独費として計上をしているとこ

ろでございます。

〇農林課長（山口親志）川畑議員の降灰対策

について、農林行政でどのような対策をしてき

たか、また、今後の対策についての質問にお答

えさせていただきます。

　まず、露地対策についてでありますが、22年

度事業のため土壌等矯正事業の申し込み及び事

業費の確定を２月中に行いまして、県と協議を

しております。

　施設、農道については、市長より、圃場脇に

出してあります降灰除去分、河川沿いに出して

ある降灰除去分の調査を行い、把握をするよう

に指示がありました。

　平成21年度防災営農対策事業関係の予算の実

績としましては、農家負担金を含めまして、被

覆施設１組合の3,985万8,000円であります。

　また、今後の対策については、市単独の事業

導入は厳しいですので、県へ要望事項を事務レ
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ベルで早速協議に入っております。

　平成22年度防災営農対策事業関係予算としま

しては、被覆施設３組合と土壌等矯正事業の農

家負担金分を含め、１億6,513万3,000円を予算

計上しているところであります。

　以上で終わります。

〇水産課長（塚田光春）水産関係の降灰対策

について、お答えいたします。

　水産関係におきましても、昨年からことしに

かけての桜島の降灰については心を悩ませてい

るところでございます。特に、両漁協では、漁

港施設用地も広いことから、灰が降ったり、場

内にたまった灰が風で舞い上がり、漁港内はも

ちろんのこと、漁港に隣接した住家へも影響を

及ぼしております。

　そこで、降灰にどういった対策をしてきたか

という質問でございますが、ブリ、カンパチの

水揚げ漁港であります県管理の海潟漁港と牛根

麓漁港が、出荷時に降灰に対する影響を一番受

けていますので、県のほうへ路面や側溝清掃を

お願いし、路面は２月に実施して、側溝につい

ては後日、３月中には清掃をする予定でござい

ます。

　また、今後の対策についてでございますが、

漁港内の降灰除去は補助制度がないため、財源

確保という観点から、４市で構成する桜島火山

活動対策協議会へ補助制度の構築をしていただ

けるよう垂水市として要望するように、準備し

ているところでございます。

　なお、そのほか、桜島関連として、軽石除去

事業を毎年両漁協へ委託して実施しており、そ

の効果もあるため、今後の事業の継続及び必要

な予算枠の確保と、海上における漂流軽石の効

果的な回収対策の検討を要望しているところで

ございます。

　以上でございます。

〇教委総務課長（北迫睦男）川畑議員の降灰

対策について、どういった対策をしてきたかの

御質問でございますが、教育委員会の対策とし

ましては、本年度予算でシルバー人材センター

に委託し、協和小など４校の校舎屋上、体育館

のひさし部分等に堆積した降灰の除去をいたし

ました。ほかの学校につきましては、今回の補

正予算で経費をお願いしておりますので、今月

中には対応する予定でございます。

　そのほか、体育館や校外活動等授業の実施に

つきましては、児童生徒への健康被害等を配慮

するように学校側へお願いしているところでご

ざいます。

　また、桜島の爆発時に振動で校舎の窓ガラス

が破損するおそれがあり、児童や職員のけがを

防止するために、窓ガラスにフィルムを張り、

ガラスの飛散を防止するという空振対策事業を

平成18年度から19年度にかけて、協和小、松ヶ

崎小で実施しております。

　次に、今後の対策についての御質問でござい

ますが、新年度予算におきまして、各学校の校

舎屋上など、施設の降灰除去費用としまして、

作業員賃金を30万円ほど予算措置をお願いして

いるところでございます。

　また、学校校庭の降灰除去につきましては、

今後、様子を見ながら、過去に実績のあります

補助事業での除去を検討してまいりたいと考え

ております。

〇土木課長（深港　渉）２点目にございまし

た、海潟地区のいわゆる旧道と言われておりま

す市道小浜・大浜線の改良について、お答えい

たします。

　この路線の特に大浜地区から脇登地区までの

区間は、住宅密集地でありながら、幅員が狭い

上に、御指摘のとおり側溝のふたがほとんどか

ぶさっておらず、車両往来においては容易にす

れ違うことができない現況でございます。また、

路面も側溝側へ傾斜しておりまして、降灰も流

入しやすい形態であると言えます。

　このような旧態依然の道路につきましては、
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特に今般の各種臨時交付金事業あたりから改修

路線の対象としておりまして、一部の路線につ

きましては既に工事着手も実施しているところ

でございます。

　御指摘の路線も、改修すべき路線として認識

はしておりますことから、今後の改修予定の緊

急度の高い路線として位置づけ、延長も長いで

すので、将来、財政状況を勘案しながら、年次

ごとに整備を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。

〇農林課長（山口親志）農林業行政について、

今年度の主な事業と、あわせまして農道整備に

ついてお答えいたします。

　22年度の主な事業は、農林関係の事業では、

被覆施設の３組合と土壌等矯正事業の防災営農

対策事業を行い、継続を心配しておりました中

山間地域等直接支払事業を引き続き実施してい

きます。耕地関係の事業では、23年度実施予定

の中山間総合整備事業、農村災害対策事業の事

業採択に向けて協議してまいります。農道整備

については、繰り越し事業で実施します地域活

性化・きめ細かな臨時交付金で整備をしてまい

りたいと思います。

　以上であります。

〇水産課長（塚田光春）次に、今年度の主な

水産行政についての質問にお答えいたします。

　水産業は、農業と並びます垂水市の基幹産業

でございますが、長期にわたるブリ、カンパチ

の魚価低迷や一昨年来からの世界的な不況によ

る消費の落ち込みにより、漁業経営は依然とし

て厳しい状況になっております。

　そのような中で、漁業者は、21年度の国の漁

業緊急保証の支援により養殖漁業経営を持続し

ながら、今後の漁業経営安定化のために、コス

ト削減に鋭意努力しているところでございます。

　そこで、平成22年度の水産業関係の事業の主

な取り組みについての御質問でございますが、

まず、水産振興関係では、水産物の販路拡大や

消費拡大を図るために、関西の取引店等でのＰ

Ｒ販売活動やイオン九州福岡店で開催されます

「鹿児島うまいもんフェア」物産展での販売促

進活動等を行い、両漁協のカンパチ、ブリなど

の販売促進の支援をしてまいります。

　次に、昨年度に引き続き、国のふるさと雇用

特別事業を利用しまして、両漁協が県内外に水

産物の販売促進を図るために、市が両漁協へ委

託しまして、各漁協２名ずつの雇用の確保を図

ってまいります。

　次に、以前から垂水市漁協より要望のあった

桜島入り江の身代湾に、台風時の漁船等の避難

施設として、国の補助事業により係留施設の整

備を行います。

　次に、つくり育てる漁業の一環として、21年

度に引き続き、豊かな海づくりパイロット事業

により、ヒラメ、マダイを牛根及び垂水市漁協

管内にそれぞれ放流しまして、漁船漁業の振興

を図ってまいります。

　次に、養殖漁業を取り巻く環境は依然として

厳しいことから、両漁協は資金繰りに苦慮して

おり、漁協経営の安定と養殖漁業振興策のため

に短期の貸し付けを行うこととしております。

　次に、中小漁業者が漁業経営に必要な資金を

金融機関から融資を受けやすくするために、昨

年度に引き続き、22年度も鹿児島県漁業信用基

金協会への出資を行います。

　次に、漁港建設でございますが、長年にわた

り整備してまいりました新城地区の垂水南漁港

の整備も22年度で完了する予定でございます。

また、県管理漁港の海潟漁港につきましては、

21年度に引き続き、護岸や物揚げ場の整備を実

施し、牛根麓漁港におきましては、いよいよ防

波堤の工事に着手する予定でございます。

　次に、漁場の環境をよくするために、21年度

に引き続き、22年度も桜島から流れ出す軽石等

の除去作業を実施してまいります。

　以上で、水産関係の主な事業の説明を終わり
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ます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）しおかぜ街道に

ついての御質問にお答えします。

　本市は、本市の有する自然環境の特徴の１つ

であります、37キロメートルにも及ぶ美しい海

岸線を活用していくための長期的展望を「垂水

しおかぜ街道構想」と位置づけ、今後、整備を

進めていく方針を持っております。

　今回は、その区間の中で、桜島口から荒崎パー

キングエリアに至る約６キロメートルの区間の

整備を進めたく、県が力を入れて進めておられ

る観光戦略の１つであります魅力ある観光地づ

くり事業の実施箇所として、本市が事業提案し

ていたものでございます。

　今回、この事業提案が県の御理解をいただき、

平成21年度補正予算措置され、県事業として事

業実施していただく計画になったものでありま

す。

　具体的な実施計画につきましては、市と連携

して、地元意見の聞き取りや海岸施設の所管先

との調整等を行い、今後の実施設計作業に反映

させ、作業を進めていただくことになると思い

ます。

　このようなことで、今回の事業範囲や施工方

法などの詳しいことは今後のこととなりますが、

市が実施箇所提案いたしました内容で参考まで

に御説明しますと、既設護岸背後の通路を舗装

して、現在の利用形態も考慮しながら、ウォー

キングやトレッキング、サイクリングなどにも

活用できるようルート化してほしいこと、また、

中間点付近にあります海潟漁港に隣接する垂水

市漁協所有地を活用して、休憩所などの園地整

備を行ってもらいたいことなどを提案いたして

おります。

　なお、全体的な構想など、先般、資料を配付

させていただきましたとおりでございますので、

御理解、御協力を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

〇川畑三郎議員　一括して質問したいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　順を追っていきたいと思います。

　降灰対策についてでございます。

　去年の暮れから久しぶりに桜島の降灰が降り

出して、大変な被害をこうむっている状況でご

ざいます。今、風がちょっと変わっておって、

大したこともないようですけれども、年末から

１月、２月の初旬は北の風に乗って大きな、市

民に被害を与えたと思っているところでござい

ます。

　そういった中で、対策といたしまして、緊急

に降灰袋の配布がなされまして、１度、２度と

続けて配布されたわけで、それで足りるかと思

ってはおりましたら、しかしながら、降灰量が

多くて、たくさん、袋が足りないという方々が

いらっしゃって、どこで降灰袋を売っているの

かというような声までいただいたところですが、

最近のこの大雨で灰もちょっと流れまして、一

段落はしておりますけれども、大変な対応を迫

られたのではないかと思っております。それぞ

れの課でもそれぞれ対応をしていただきまして、

ありがたく思っております。

　今後の対策ですけれども、今年度の予算で1,

000万円の側溝の整備の予算が計上されているよ

うです。課長のほうで説明がございました。こ

れも地域によっては量も違うわけですけれども、

この点について、側溝に相当入っていると私は

思っているんですけれども、その場所とか延長

とかというのが、大方、量によっては決まると

思うんですけれども、わかっておったら、どう

いう状況なのか、そこ辺を少しお知らせくださ

い。

　それと、国道の側溝ですね、これにも相当私

は流れ込んでいると考えております。管轄は国

道でしょうけれども、ここら辺の状況で、今後、

どう国道がされていくのかですね。国道の降灰

の除去も、ことし、私も気がつきましたけれど
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も、１月１日の元旦からロードスイーパーが国

道を走っておりまして、一生懸命されている状

況であったのではないかと思います。そういっ

た中で、この国道の側溝等はどういう状況にな

っているのか、おわかりであったら、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、対策と対応については以上ですけれ

ども、市道の改良について、今、土木課長が丁

寧に説明されました。この問題は、いつも協和

地区でも問題になっておりまして、集落のほう

から、ふたをしてくれということで、あちこち

はされてはいますけれども、しかしながら、抜

本的にやっぱり改良せんと、あそこが海潟の主

な道路と言われるほどの市道ですので、車の行

き来も多いです。ぜひ今後、この改良を、土木

課長で年次的にやろうかということであるよう

ですので、答弁はいいですけれども、ぜひここ

を、きょうのこの私の質問を機会にぜひ前向き

に検討してください。よろしくこれはもうお願

いいたしたいと思います。

　農林行政についてですが、課長のほうからい

ろいろ説明がございまして、垂水の基幹産業と

いいますか、第一次産業の最たる事業でござい

ます。いろいろな事業が取り組まれているわけ

でありますけれども、今年度もまた対策として

県のほうに要望をしたということですけれども、

この要望についてはどういったものを要望され

たのか、わかっておりましたら、それを少しお

知らせいただきたいと思います。

　それと、農道の整備についてですけれども、

１回目の質問でちょっと省きましたけれども、

それぞれ、農林課としても農道の整備には幾分

予算は計上されていると思います。限られた予

算の中で、受益者でする分は材料支給をすると

いったような状況が主でございますけれども、

これが今、海潟のほうも鉄道跡地をきれいにし

ていただいて、もう本当に見違えるようになり

まして、ありがたく思っております。その中で、

一環として、１カ所だけまだその舗装がされて

いない部分があります。

　いつも私、前も質問したと思いますけれども、

鉄道跡地のあの脇登の鶴田川のところの鉄道跡

地で、農道なんですけれども、今、きれいに我々

の農家の皆さんが農地・水・環境保全事業、中

山間支払制度で整備をいたしまして、土手がち

ょっと高いもんですから、両方しますと相当な

面積になります。それもお金を入れまして、農

家の皆さんが草を払って、大きな木を切って、

今きれいにしつつあります。そういった中で、

昨年はコスモスとヒマワリの種をまいたわけで

すけれども、もうちょっと見ばえがしなかった

ですけれども、今後、きれいになっていくのじ

ゃないかと思います。

　そういった中で、まだそこの舗装はされてい

ません。それと、ちょっと高いもんですから、

道路の部分が、ガードレールでもやらんと大き

な、私は将来的には事故が起こるんじゃないか

と思っているところですが、この件について、

農林課でどういった状況か、できるかできない

か、どういう方向で、課長もよく知っておられ

ると思うんですけれども、その状況を見ていか

がなものかと質問いたしたいと思います。

　次に、水産行政についてです。主な事業を挙

げていただきました。

　市長はかねてから水産業には力を入れていた

だいて、今、苦しい漁業ですけれども、去年も

政府の緊急融資で、今、幾分一段落したのでは

ないかと思いますけれども、まだそれも業者に

おかれましては、借りたお金で経営を一段落と

いうことでありまして、これから値段も上がっ

ていかないと、返済に大きな苦労をするという

状況であります。魚の値段も大分、今、上がっ

てはきておりますけれども、これからが漁業者

の正念場ということではないかと思っておりま

す。市もですね。昨年は、水産振興資金を１億

円という大きなお金を貸し出していただいてい
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るわけですが、これも相当助かっているのでは

ないかと思います。その点についても、昨年は

大薗議員が水産振興資金の拡大をお願いされた

ようですが、今が本当に正念場ですので、もし

もということがあれば、また漁協の方々の御意

見を伺って、また、できたらと思うわけですけ

れども、そこら辺はまた今後の展開ですので、

お耳をかしていただいて、していただければと

いうただ気持ちでおります。水産行政について

はいろいろ事業を取り組んでいただいておりま

すが、また今後もよろしくお願いいたしたいと

思います。

　次に、しおかぜ街道事業についてでございま

す。

　ありがたい事業を県が補正で取り入れていた

だいて、今回は海潟ルート、垂水市は垂水しお

かぜ街道ということで整備計画の区域を４つに

分けて計画されている中で、今回、県のほうが

この一環として海潟ルートを整備するというよ

うなお話になりまして、先日も説明があったわ

けですが、本当に地域としてはうれしく思って

おります。

　商工観光課長から説明がございましたように、

特に、漁協の所有地にトイレや休憩所、私が説

明を受けたのは販売所も何かできるんじゃない

かというようなことで、提案をされているとい

うことで、はっきりとできるかできないかは別

として、大変いい事業であると思っております。

これが今年度で完成するということですので、

本当にありがたいことです。

　それに付随して、この事業が取り入れられま

すと、水産課長にちょっとお尋ねしますけれど

も、前、海潟の迫田、脇登のほうに、台風時に

大きい波が来て被害があるということで、住民

の方々の要望を受けて、私も一緒だったわけで

すけれども、お願いして、離岸堤か何かできな

いかということでお願いしたわけであります。

それが、県のほうにお願いをされているという

ことでありますが、今の状況はですね、それと

関連して、今度、しおかぜ街道がその地域に整

備されようとしております。

　県の事業が、管轄が違うでしょうけれども、

２つの、１つの事業はもう確定ですけれども、

１つの事業が今お願いしているということで、

これとの関連が大変、どうなるのかなと私は心

配しているわけですけれども、これについてお

わかりでございましたら、よろしく御答弁をお

願いいたしたいと思います。

　この事業で、今後、ルートが牛根ルート、垂

水ルート、柊原・新城ルートと、あと残される

わけで、今後どうなっていくのか。今からでし

ょうけれども、この主体は、これの立案という

のは市が行っているわけですけれども、今回の

ように県がこれに乗っかってしてくれればあり

がたいことですけれども、今後、そういった予

算面にもしも進めるとすれば、どんな方向で進

んでいくのかですね、そこら辺を少しお願いい

たしたいと思います。

　そして、予算額についてはどうだったのか、

もう少し全体の予算の、今年度の補正予算の額

もお知らせいただきたいと思います。

　それと、今さっきちょっと私も資料をもらっ

た分を見ておった中で、橋の関係ですね、迫田、

脇登の海岸線の、もしもこれが採用されて整備

されるとなれば、鶴田川に、海岸線であれば橋

がないわけですよね、海岸線に。普通の市道に

は大きな橋がかかっているわけですけれども、

そこら辺はどうなっていくのかなと、今ちょっ

と不意に考えましたけれども、課長も現状はわ

かっているかなと思うんですけれども、もしも、

そこら辺の関係はどうなっていくのかなと思い

ますけど、おわかりだったら、ちょっと課長の

お考えをお知らせください。

　そういうことで、一応これでいいです。２回

目の質問を終わります。

〇土木課長（深港　渉）２回目の側溝清掃で
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ございますけれども、先ほどの質問の中で、今

年度予定とおっしゃいましたけれども、これは

来年度実施予定ということでございますので、

それにつきましてお答えいたします。

　まず、実施する場所でございますけれども、

特に降灰が多い海潟地区から中央地区を主体と

し、人家の密集地でありますとか、縦断勾配の

緩い地区、あるいは路面まで冠水するような箇

所が優先となりますけれども、現況を確認、精

査し、効能のある側溝清掃を行おうと考えてい

るところでございます。

　また、実施できる延長でございますけれども、

単価的には、堆積している量や断面の大小であ

りますとか、あるいは蓋板の、ふたでございま

すけれども、この有無によりまして一律的には

言えないところでございますけれども、総延長

でおおむね12キロから13キロメートル、両側と

しますと、道路延長で６キロから７キロメート

ル計画できるようでございます。

　国道の側溝清掃につきましては、管理されま

す垂水国道維持出張所に問い合わせましたとこ

ろ、現在のところ、連続的降灰状況であるため、

路面清掃を主体に行っている。特に、降灰のひ

どい海潟から中央にかけては、側溝清掃も段階

的に行ってまいりたい。なお、通常においても、

地区住民からの要望箇所や冠水状態が発生する

箇所、直接点検などにより行っているとのこと

でございました。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）農林行政の本年度の

事業の国・県への要望事項等はどういったもの

かということでありますが、今年度の主な事業

の中で即対応をしないといけなかった部分の防

災営農対策事業について、国・県へ要望をして

いることを御説明させていただきます。

　早速、降灰がひどい状況の中で、22年度予算

を確定する中で、今後のことも考えまして、要

望事項の主なものを県と早速協議をいたしまし

た。まず、ビニールの張りかえの補助はできな

いかと。次に、施設及び作物の洗浄機械器具と

して、ミスト機、それから動力噴霧機等の購入

補助はできないか。それから、施設に堆積した

降灰の除去作業及び持ち出し等に対する経費の

補助はできないかという、内容的には非常に厳

しい内容なんですが、このことを早速県と現在

も要望をし、協議をしているところであります。

　それとあわせまして、先ほど申し上げました

22年度実施の土壌等矯正事業は、今後のことも

ありますので、採択要件等について引き続き要

請をしてまいっているところであります。

　続きまして、農道整備についての鶴田川にか

かっております陸橋の安全対策についてであり

ますが、指摘の地区の安全対策については、地

域の住民の方々からも要望もありまして、危険

であることは十分察しております。

　舗装整備等については、きめ細かな事業の中

の該当には入っておりませんで、財政的には厳

しいんですが、先ほど御報告にもありました中

山間等直接支払事業の部分の相談をしたりしな

がら、何らかの安全対策をとってまいっていく

つもりでおります。

　以上で終わります。

〇水産課長（塚田光春）川畑議員御指摘のし

おかぜ街道事業と、既に要望がされております

海岸高潮対策事業の関連について御説明いたし

ます。

　平成19年８月６日付、迫田・脇登振興会長連

名で垂水市長あてに、迫田・脇登地区高潮対策

として、漁港海岸約600メートルの離岸堤設置の

要望が提出されております。

　市は、その要望に対し、海岸の管理者である

県へ、平成19年８月24日付、県知事あてに、漁

港海岸の離岸堤設置に係る要望書を進達したと

ころでございます。

　その間、県からは、補助事業採択の要件とし

まして、宅地や家屋の被災写真の提出を求めら
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れておりますけれども、その後、大きな台風が

来ないため、被災写真は撮れておらず、台風待

ちをしている状況でございます。

　なお、県では今年度、事業採択の可能性を探

るため調査費を計上し、概略の工法検討を調査

をしていただいております。工法として、離岸

堤で施工した場合、約22億円かかり、海岸護岸

天端のかさ上げで施工した場合、約４億円で整

備ができるため、費用対効果の面では、離岸堤

はかなり厳しい状況でございます。

　そこで、しおかぜ街道事業は、海を眺めなが

らトレッキングやウォーキング等をする景観整

備をするものでございますので、海岸事業で護

岸天端のかさ上げを今以上した場合、海が見え

ず、景観が損なわれることになります。したが

いまして、要望が提出されております海岸整備

区間については、今後、地元民の整備に対する

意向を踏まえ、県関係課と協議してまいりたい

と考えております。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）しおかぜ街道に

ついての２回目の御質問にお答えいたします。

　まず、１点目の今後の予算面について、どう

進めるのかという御質問でございましたが、本

市が策定しましたしおかぜ街道構想の中で、整

備計画という欄に「具体的な整備計画（整備年

度、事業等）については、関係機関と調整の上、

別途検討するものとする」というふうに御説明

させていただいております。

　今後も、県において事業を実施していただけ

るような機会がありますれば、チャンスは生か

していきたいと思っております。ただ、今後の

県の事業展開は現時点ではわかっておりません。

　なお、市の事業とする場合、有利な財源の活

用を含めながら検討することとなりますが、い

ずれにいたしましても、37キロメートルに及ぶ

長い海岸線でございますので、長期的な展望で

計画を進めていくことになろうというふうに考

えております。

　２番目に、今回の予算についての御質問でご

ざいましたけれども、今回、平成21年度補正予

算措置されました金額は、8,000万円というふう

にお聞きしております。

　３点目の橋のない場所ということでございま

したけれども、このことにつきましては、今回

の事業分の中で、本市は海岸線をルート化して

ほしいということをお願いいたしておりますの

で、橋の設置というものも今回の整備の中で検

討していただけるものというふうに思っており

ます。

〇川畑三郎議員　大変いい答弁をいただいて、

本当にありがとうございます。

　農林行政の農道整備なんですけれども、これ

も先日、１月24日でしたっけ、農地・水・環境

保全事業でワーキングを地区の皆さんが、これ

は海潟が４つ、中俣が１つという５チームで20

数名ずつ分散して地域を回って歩いて、した中

で、特に海潟で２つに分けたわけですけれども、

脇登のほうで、１つの１班でガードレール、物

すごく危ないということでこれも指摘を受けて、

これは、その事業の農地・水・環境の本体の海

潟がするのか、行政がするのか、老人会がする

のかと、その分けた中で、この事業はやっぱり

行政でしてもらわないかんという振り分けにな

ったわけですから、そこら辺もよく今後、検討

していただいて、地区の私もよく知っています

ので、そこら辺の中山間直接支払制度とも連携

しながら、きれいにここをしていくように、後

押しを課長のほうでよろしくするようにお願い

しておきます。

　水産行政はもうそれでいいですけれども、し

おかぜ街道ですね。ありがたいこととは思いま

すけど、その橋の部分も、もしもそのルートが

決定すればもうこれは大事なことで、お金もか

かるでしょうけれども、大変いいことですので、

地域の皆さんとのまたお話をしながら進めなけ
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ればならない事業ですので、どっちがいいかで

すね、きれいにするか、ちょっと並のほうをす

るかということになりますけれども、この事業

についてはどっちも県ですけれども、対応をで

すね、高潮についても19年度、したわけですけ

れども、そういうことで、今度はそれの予算等

はどうなるかということもいろいろ今、県で、

今、説明があったように進めていらっしゃると

いうことで、もう本当に地元の声を聞いて進め

ていらっしゃる、県がですね。ありがたいこと

だと思いますが、このしおかぜ街道との連携が

ありますので、一方を生かしつつ、一方は後に

やるとかいうようなことで、住民とよく話し合

って進めるようにお願いしていきたいと思いま

す。

　大変いい事業ですので、この件について、し

おかぜ街道事業と垂水市で一番苦しい降灰の対

策ですが、今後の対策について、市長にひとつ

これに対する思いをちょっとお聞かせいただけ

ればと思うんですけれども。２つでいいです。

〇市長（水迫順一）降灰対策につきましては、

前も午前中の議員にも申し上げましたとおり、

非常に、20年ぶりにこういうような豪灰と言わ

れるような状況を本市が特に受けていると。こ

のチャンスを本当に生かしていかなければいけ

ないと、そういうふうに思っております。

　産業、農業、水産業にもかなり影響を受けて

おりますし、市民の生活にも重大な影響を受け

ております。ですから、今までいろんな規制が

かぶされておった補助事業、降灰対策のですね、

そういうものについても、規制緩和もひっくる

めて、桜島活動火山対策協議会も入れて、大き

な形での訴え方をしていきたい。そのことに、

午前中も申し上げましたように、議員の皆さん

のお力もかりながらやっていきたい、そのよう

に思っております。

　それと、しおかぜ街道は、これはもう議員も

おっしゃるとおり、我々垂水市にとってはいい

事業だと、そういうふうに思っております。海

岸線を生かすと、37キロも海岸線を持っており

ますので、これをまた１つの観光ルートとして

開発していこうというのは、今までも議員のほ

うからの提案もございました。これは本当に生

かしていかなければいけないと、そういうふう

に思っております。

　たまたま県のほうも、錦江湾を生かした観光

ということをしきりに今、進めておられます。

それに垂水市が呼応した形での事業でございま

すので、とりあえず海潟地区を、４つのゾーン

に分ける中、海潟ゾーンをやろうということは、

いつも最近申し上げておりますように、ブルー・

ツーリズムによる漁業観光、漁協をひっくるめ

た観光の中で、漁業が不振だけに副収入を得ら

れるような観光事業につながるんじゃないかと、

そういうことで、まず海潟からやっていただく

ということは非常にありがたいことだと思いま

すし、海潟から見た桜島、これは本当に本市に

とってはすばらしい景観なんですね。ここの景

観をまた生かすという意味からも、ブルー・ツー

リズム初め、いろんな漁協との絡んだ中での観

光振興、これに大きく寄与するというふうに思

っております。

　その他もそれぞれ核があるわけですから、牛

根のゾーンについては道の駅が核になりましょ

うし、それから、中央のゾーンにつきましては

垂水港、新港あたりもゾーンになるわけです。

それと、新城・柊原ゾーンについては宮脇公園

が核となるわけでございます。それぞれ４つの

ゾーンに核を持っておりますから、それを線で

つないで、錦江湾を本当に楽しめる垂水である

よと、山のほうに猿ヶ城が開発され、高峠があ

りますし、この辺を海岸と山とあわせて相乗効

果もねらっていくという意味でも大事なことだ

と、そういうふうに思っております。

〇川畑三郎議員　ありがとうございました。私

の質問をこれで終わります。
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〇議長（川達志）次に、９番森正勝議員の

質疑及び質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、お疲れさまです。

　鳩山内閣が誕生して間もなく６カ月になろう

としております。支持率は30％台に下落し、予

算委員会等で見かける総理の顔に覇気が感じら

れません。政治と金の問題で相当苦労されてい

るようです。小沢一郎氏の幹事長辞任と企業・

団体の献金禁止を明確に打ち出し、北教組問題

の小林議員の辞職を促し、景気対策をさらに行

い、５月に結論を出される普天間問題が最大の

ハードルとなりますが、アメリカともっと詰め

て話し合い、意見を集約して、いろいろなとこ

ろでいろんなことを言わせないことも大事だろ

うと思います。もちろん、沖縄の県民感情を最

も考慮しないといけないと思います。そうすれ

ば、支持率も少しは上がるのではないでしょう

か。私は自民党員ですけれども、個人的には鳩

山さんを応援しております。鳩山さんにはぜひ

頑張っていただきたいというふうに思います。

　それでは、質問に入ります。

　まず、国道、県道、市道の降灰除去について

でございますが、国道220号線、県道南之郷線及

び大崎線、それから市道の降灰除去の現況につ

いての説明をお願いいたします。

　次に、学校跡地についてでございますけれど

も、午前中、大薗議員が質問されましたけれど

も、重複しますが、よろしくお願いします。

　平成22年度の施政方針の中に触れられており

ませんが、どのように対処されるのか、お答え

をお願いいたします。

　３番目は、地上デジタル放送でございますけ

れども、地上アナログ放送は平成23年７月24日

に終了し、地上デジタル放送に移行いたします。

これによる行政の役割と責任はどうなりますか、

お考えをお聞かせください。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇土木課長（深港　渉）各道路におきます降

灰除去の現況について、お答えいたします。

　まず、国道220号でございますけれども、国土

交通省が委託している業者が、全線にわたり毎

朝点検を行っており、降灰があるときは、道路

区画線が見えなくなった場合に清掃を指示して

いるとのことでございます。

　また、国土交通省みずからの道路パトロール

におきましても、降灰の粒状、粒の状態のこと

でございますけれども、これを確認し、大きな

粒があったときも、車両が滑るおそれがありま

すので、量に関係なく清掃を実施しているとの

ことでございました。

　県道につきましては、降灰が確認された場合

は、清掃委託業者に降灰状況を確認してもらい、

道路区画線が見えなくなった状態や、道路の端

に堆積している場合は清掃の指示を行っている

とのことでございました。

　また、清掃路線でございますけれども、垂水・

南之郷線と市役所前にございます垂水港線でご

ざいまして、この路線の中でも、人家があると

ころのみを対象としているということでござい

ました。御指摘の垂水・大崎線につきましては、

現在のところ、清掃区間に入っていないという

ことでございます。

　次に、市道の路面清掃作業でございますけれ

ども、先ほども申しましたとおり、原則的には

活動火山対策特別措置法に基づき、実施してお

りまして、１年を１月から３月、４月から８月、

そして９月から12月の３期に分けまして、それ

ぞれ、市道幅員などの規模により、大型車対応

路線を３つの校区、小型車対応路線を２つの校

区、それと、歩道については人力清掃としまし

て、２つの校区を発注しているところでござい

ます。

　出動基準につきましては、国土交通省や県と

同じように、道路の区画線が見えなくなったと

きとしておりますけれども、これ以上の豪灰時
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や、また反対にこの基準に達していない場合に

は、市で保有しております直営車で対応してい

るところでございます。

　そのほか、御案内のとおり、現在は鹿児島市

から大型車１台、小型車１台を借用しており、

維持班の直営として、市道はもとより、補助対

象とならない集落道などにも対応しているとこ

ろでございます。なお、この借用車につきまし

ては３月末で返納する予定となっております。

　以上でございます。

〇教委総務課長（北迫睦男）学校跡地につい

ての御質問にお答えします。

　統合後の各中学校の跡地利用の現状につきま

しては、大薗議員にもお答えしましたが、各地

区の統合協議会も教育委員会も、跡地利用の協

議まで至っておりませんので、牛根中、協和中

につきましては、具体案はまだ決まっておりま

せん。垂水南中学校跡地につきましては、商工

観光課主管の事業での活用が検討されていると

ころでございます。

　本年４月に統合中学校がスタートいたします

ので、今後は、跡地につきましても重要課題と

して取り組んでまいりたいと考えております。

〇企画課長（太崎　勤）３番目の地上デジタ

ル放送についての御質問にお答えいたします。

　議員御指摘のように、平成23年７月24日まで

に地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放

送に全面移行されます。このことについての周

知広報は、国、放送事業者、メーカー、販売店

等の関係者が協力して、テレビコマーシャル、

ポスター、パンフレット等によって行われてい

るところでございます。特にテレビコマーシャ

ルは、鹿児島版として「茶碗蒸しの歌」の替え

歌が県内各放送局で放送されており、御存じの

ことと思います。

　本市も、鹿児島県地上デジタル放送普及推進

会議に参加し、情報収集、広報活動等を行って

いるところでございます。行政の役割といたし

ましては、まずは広報であり、本市としても、

公共施設へのポスター掲示、市報への掲載など、

地上デジタル放送の周知に努めているところで

ございます。

〇森　正勝議員　これから、一問一答方式で質

問いたします。

　各国道、県道、市道の降灰除去についてでご

ざいますけれども、２月中旬の降灰で、牛根二

川地区については、国道、県道いずれも、ロー

ドスイーパーも散水車も出動しておりません。

よっぽど電話しようと思いましたけれども、ロー

ドスイーパーも足りないだろうと思いまして、

電話いたしませんでした。特にひどいのは県道

大崎線でございます。この数カ月というより、

もう何年か降灰除去などということは行われて

おりません。幸いにしてあの後、比較的に強い

雨が降りまして、ある程度はできた状態のよう

でございます。

　県道に対する、国道はある程度降灰除去をさ

れているようでございますけれども、県道大崎

線についてはされていない状況です。それから、

南之郷線についてはよくわかりませんけれども、

このあたりの県道についての状況がどうなって

いるのか、教えていただきたいというふうに思

います。

〇土木課長（深港　渉）２月中旬におきます

二川地区の降灰の路面清掃につきまして、それ

ぞれの所管よりお聞きしたことをお答えいたし

ます。

　まず、国道でございますけれども、２月13日

には、桜島口より上ノ原付近までを３回往復実

施されたということでございますけれども、こ

のようなことで二川地区の近くまでの清掃だっ

たようでございます。二川地区の降灰はその後

であったことも考えられますけれども、その後

も現在まで清掃されていない状況のようでござ

います。

　また、県道につきましては、二川地区につき
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ましては、垂水・大崎線ということで県道が該

当しておりますけれども、先ほどもお答えしま

したとおり、対象路線に入っていないことから、

指示はしてないとのことでございました。よろ

しいでしょうか。

〇森　正勝議員　大崎線については対象外とい

うことでございますけれども、せめて住宅があ

る国道から１キロぐらいまでは何か手を打って

いただかないと、住民の方々も、何もしていな

いというようなことを言われるもんですから、

ぜひここについては、住宅がある１キロぐらい

については清掃できないかどうか、お答えをし

ていただきたいというふうに思います。

　それから、鹿児島市と比較したらいけないん

ですけれども、鹿児島市では、降灰があり、道

路の路側線、白線が見えづらくなった状況や、

道路に降灰がまき上がり、歩行者及び車両の通

行に支障を来し、市民の生活に影響がある場合

で連続しない降灰に対して、通常３日間で一通

り除去作業を終えるというような体制をとって

いるようでございます。垂水市でも、これらに

対応するような早急な対応が必要だと思うんで

すが、この点をどのようにとらえていらっしゃ

るのか、お聞きしたいと思います。

　それから、これは市長にお聞きしますけれど

も、今後、こういう降灰の状況がひどいようで

ありましたら、またしばらくこういう状況が続

くようであれば、垂水市もロードスイーパーあ

るいは散水車が必要ではないかと思うんですが、

この点については市長にお答えをお願いいたし

ます。

〇市長（水迫順一）森議員にお答えをしたい

と思います。

　鹿児島市が３日で一応完了というような体制

をしいているというのは、議員おっしゃるとお

りでございます。

　垂水市も、国交省から３台借りまして、それ

から２台を加えて５台体制で、一応３日間で完

了するという体制だけはしいておるんですが、

ただ、非常に車両が、国交省から借りておる３

台は即対応できるわけでございますけど、あと

２台につきましては、降り出してからまた市が

貸付車として対応しますので、借りに行ってい

ただくというようなそういう期間が出てしまい

ます。ですから、その辺から言いますと、３日

体制も完全じゃないということが言えると思い

ます。

　ただ、今後の問題としまして、これだけ大き

な影響を受けておりますので、今、計画を立て

て交渉中なのが、鹿児島市から２台譲り受けて、

分けていただけませんかという交渉を実はして

おります。これをやって、即対応ができると。

それと、市で持ちますと、先ほどから問題にな

っております漁協の広場とか、そういうところ

まで対応ができるし、あるいは県のほうがなか

なかやってくれないような、二川のその住宅地

あたりにも対応できるようなことになろうかな

と、そういうふうにも思っておるわけです。で

すから、これはぜひ鹿児島市の御了解をいただ

いて、その契約、譲っていただくことができる

努力をしていきたい、そういうふうに思ってお

ります。

　いずれにしましても、それも古い車両でござ

いますので、長い目で見ていきますと、おっし

ゃるとおり新車を購入するということも検討し

ていかなければいけない、そのようにも思って

おります。ですから、新たな車両の購入につき

ましては、どういうような有利な借り入れの方

法があるのか、あるいは有利な補助はないのか、

その辺もひっくるめながら、今後長引くであろ

うそういう降灰対策に、そういうこともひっく

るめて検討をしていきたい、そのように思いま

す。

〇土木課長（深港　渉）私のほうにも答弁が

来たんですけれども、今、市長のほうで全部回

答をしていただきましたので、省略させていた
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だきたいんですが、ただ、１点、垂水・大崎線

を対象路線として要望していただきたいという

ことでございましたので、これは当然要望して

おきますし、今、市長のほうからありましたと

おり、私どもに手持ちの車両がふえましたら、

それで直接対応することも可能かと思われてお

りますので、そのような体制をとりたいと考え

ます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　降灰の除去につきましては、

市長の御英断を仰いで、ぜひ、中古では故障が

多いでしょうから、新しいロードスイーパーを

予算が許す範囲で購入していただければという

ふうに思います。

　あと１回よろしいんですね。関連ということ

でお聞きいたします。

　桜島が大体100年から200年の周期で大正３年

並みの大爆発を起こすと言われておりますが、

今後の桜島の火山活動についての予測を、わか

る範囲で教えていただければというふうに思い

ます。

〇土木課長（深港　渉）桜島火山活動の今後

の予測につきまして、最新情報としまして、２

月２日に開催されました第115回火山噴火予知連

絡会において発表されておりますので、原文を

要約して紹介いたします。

　特に昭和火口の噴火活動において、昨年10月

ごろからは爆発的噴火が頻発し、火山灰の噴出

量も急増している。噴出物の分析でも、マグマ

の活発化が見られる。観測結果から見て、現在

のところ、大正噴火クラスの兆候は認められな

いものの、今後、さらに噴火活動が活発化する

傾向が高いと考えられる。昭和火口からの溶岩

の流出も考えられ、今後の火山活動の推移に注

意が必要である。なお、溶岩流出については、

ただちに居住区域が危険にさらされる可能性は

当面のところ低いと考えられる、ということで

ございます。

〇森　正勝議員　次に、学校跡地についてでご

ざいますけれども、北海道の新冠町がホームペー

ジ等で跡地を再利用される方を募集して、７小

学校中５校の利用が決定しております。

　その内容に触れてみますと、「小学校の統合

により、平成20年４月で７小学校が閉校しまし

た。これらの施設を民間業者の総合力で再利用

していただき地域の発展につなげたく譲渡（売

却）します。また、町ではこのたび、施設を取

得して再利用事業を行う方が円滑にかつ早期に

事業を開始できるよう、施設の改修費など財政

面を中心とした支援制度を創設し、再利用事業

の支援を整えるなど、まちを挙げてサポートさ

せていただきます。支援制度を活用され、ぜひ

新冠町での事業を御検討ください。何かに活用

したいと考えておられましたら、ぜひ御一報く

ださい。譲渡以外にも、事業主の方との話し合

いでリース方式なども検討します」というよう

なのが載っておりますけれども、垂水市もホー

ムページ等で再利用される方を募集したらどう

かと思うんですが、このことについてのお考え

をお聞かせください。

〇教委総務課長（北迫睦男）北海道の新冠町

の御提案について、お答えします。

　情報をいただきましたので、私のほうもホー

ムページを見させていただきました。新冠町で

は、議員からもございましたように、小学校の

統合によりまして、平成20年４月に７小学校が

閉校になったことに伴いまして、その学校跡地

を民間事業者の力で再利用していただいて地域

の発展につなげるため、民間に譲渡という方向

性を出され、町のホームページ等を通じて、募

集されているようでございます。

　町の総務企画課が主管課となりまして、まち

づくりの一環として、財政面を中心とした支援

制度を設け、民間業者への募集をされ、これま

でに、美術館、有料老人ホーム、会社の事務所、

児童自立援助ホームとして再利用されることが
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決定しているようでございます。

　本市におきましては、学校統合の説明会時に

行ったアンケートによりますと、地域の活性化

につながるような、地域民がいつでも利用でき

る施設にしてほしいという意見が圧倒的に多い

ようでございましたので、垂水市においても、

民間に譲渡あるいは賃貸という方向が出されれ

ば、新冠町のようなやり方も参考にしていける

のではないかと思います。

〇森　正勝議員　３回目の質問をいたします。

　牛根の場合は、統合協議会の中でほとんど学

校跡地については検討しておりませんけれども、

私は、牛根は、老人福祉施設か、または市営住

宅に改造して若い人に住んでもらえるようにし

たらどうかというふうに考えているのでござい

ますけれども、これについてはどのように考え

ておられるか、お聞かせください。

〇教委総務課長（北迫睦男）牛根中学校跡を

老人福祉施設か市営住宅にしたらどうかとの御

提案でございますけれども、牛根中学校跡につ

きましては、牛根地区の中央に位置する関係上、

将来、牛根の３小学校が統合した場合の統合小

学校として活用すれば、地域のコンセンサスを

得られるのではないかという考えを、以前から

教育委員会では持っておりました。

　議員御提案のことも含めまして、地域の御意

見等をお伺いしながら、関係各課と十分協議し

てまいりたいと思います。

〇森　正勝議員　学校跡地については、最後の

質問をいたします。

　牛根については、将来、小学校の統合の可能

性があるので、それに対応するということでご

ざいます。一応そういうことで理解はいたした

いというふうに思います。

　最後ですけれども、統合協議会の任期が５月

いっぱいというふうに聞いております。その後、

やはり学校跡地検討委員会なるものを立ち上げ

て、各地区とも検討するのがいいのではないか

と思いますので、ぜひ学校跡地検討委員会の立

ち上げを要望しておきたいと思いますので、も

うそれについての答えは要りません。

　それから、地上デジタルでございますけれど

も、この切りかえは総務省とメーカーが何か仕

組んだような気がしてなりません。総務省は天

下り団体までつくっているわけです。そういっ

た意味では市町村に余り責任はないと思うんで

すけれども、役割としては、情報の収集と広報

活動があるというふうに理解いたします。

　地上デジタル放送の垂水市の普及率はどのぐ

らいなのか、また、デジタル放送を受信できな

い地域があればお聞かせをいただきたいという

ふうに思います。

〇企画課長（太崎　勤）地上デジタル放送の

普及率につきましては、本市で独自に調査して

いないために数字は持ち合わせておりません。

　総務省が昨年５月に公表しました資料により

ますと、地上デジタル放送対応の受信機の世帯

普及率、全国で60.7％で、アナログ放送停波の

認知度は97.7％ということでございます。

　次に、デジタル放送が受信できない地域でご

ざいますが、新たな難視地区と言われる地域が

発生をいたしております。これは、従来の地上

アナログ放送は受信可能ですが、地上デジタル

放送は受信困難となる地域のことで、本市では、

現在のところ、新城の浦川内地区、牛根麓旧養

魚場付近の溶岩地区、牛根の高野地区の３地区

が確認をされております。

　その対応としましては、共聴施設の新設が考

えられます。浦川内地区につきましては、昨年

11月21日に、総務省九州総合通信局並びに放送

事業者により、振興会役員に対しまして、調査

結果と共聴施設について説明会を行ったところ

でございます。今後、他地区におきましても、

総務省九州総合通信局、放送事業者と連携し、

地元の意向を尊重しながら、対応していまいり

たいと思います。
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〇森　正勝議員　新たな難視地区として、浦川

内ですか、それから牛根麓の溶岩地区、高野地

区が挙げられております。浦川内については一

応対応が進められているということでございま

すけれども、溶岩地区と高野地区はデジタル放

送が受信できるようになるのかどうか。それか

らまた、経済的な負担が困難な方への支援策は

ないのか、お聞きいたします。

〇企画課長（太崎　勤）議員御心配の牛根２

地区の対策について、説明をいたします。

　まず、牛根麓溶岩地区は、昨年９月、新たな

難視地区に追加されておりますが、対策が必要

な世帯は３世帯で、共聴施設を新設した場合、

国の補助、ＮＨＫ補助及び県の補助を合わせて

も、３世帯で割ると個人負担が大きく、また完

成後も維持管理の負担も大きいと予想されます。

新聞報道では、共聴施設新設に対する助成額の

引き上げの情報もありますので、詳細がわかり

次第、総務省及び放送事業者と連携し、対処し

てまいりたいと考えます。

　また、高野地区につきましては、新たな難視

地区にことし２月に追加されたとの連絡がござ

いまして、今後、対応をすることとなります。

対策が必要な世帯は12世帯であり、有線共聴施

設の新設が示されておりますが、施設維持管理

が課題となると思われますので、地元意向を尊

重し、対策を進めていきたいと考えております。

　それと次に、経済的な理由で受信できない方

への支援制度につきましては、地上デジタル放

送の簡易チューナーを無償給付する支援制度が

始まっています。これは、生活保護などの公的

扶助を受けている世帯、障害者がおられる世帯

でかつ世帯全員が市町村民税非課税の措置を受

けている世帯、社会福祉事業施設に入所されて

いて、みずからテレビを持ち込んでおられる世

帯の中でＮＨＫ受信料が全額免除されている世

帯が対象となっております。本年度は、21年10

月１日から22年２月26日までに受け付けが行わ

れ、保健福祉課と連携をとりながら、市報等で

広報活動を行ったところでございます。

〇森　正勝議員　最後の質問をいたします。

　２月下旬に地上デジタルの説明があったよう

ですけれども、さらに広報の徹底が必要と思わ

れます。今後、相談窓口等を設置する考えはな

いか、お聞きいたします。

　その前に、先ほどの牛根の難視地区について

は対応をよろしくお願いいたしたいと思います。

　これで、私の質問を終わりたいと思います。

〇企画課長（太崎　勤）２月22日から24日ま

で、市内の９地区公民館で合計18回の地デジ説

明会が、総務省鹿児島県テレビ受信者支援セン

ター主催で行われました。合計で125名の市民の

方が参加をされておられます。説明会終了後は、

個別の相談も行われております。アンテナ調整

やチューナーの価格等について、相談が多かっ

たとの連絡を受けているところです。

　相談窓口につきましては、今のところ、本市

で設置する予定はありません。総務省が設置し

ております、地上デジタル放送の受信相談セン

ターを利用していただきたいと考えております。

また、鹿児島市に総務省鹿児島県テレビ受信者

支援センター、通称デジサポが設置され、先ほ

ど申しました地デジ説明会や難視地域への調査

を実施をいたしております。したがいまして、

地上デジタル放送についての相談の問い合わせ

は、総務省の受信相談センターに電話していた

だくよう周知をしているところでございます。

　なお、受信相談センターの電話は、0570－07

－0101でございます。

〇森　正勝議員　どうもありがとうございまし

た。

〇議長（川達志）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、総括質疑及び一般質問を続
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行します。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は，これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後４時21分散会

― 101  ―



平 成 ２ ２ 年 第 １ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 ３ 日 　 平 成 ２２ 年 ３ 月 １０ 日



本 会 議 第３号（３月１０日 ）（ 水 曜 ）

　　出席議員　　１５名

　　　　　　　１番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　（　欠　　員　）

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　小　島　憲　男

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　太　崎　　　勤

　　　財 政 課 長　　三　浦　敬　志

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　島　児　典　生

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　迫　田　裕　司

　　　農 林 課 長　　山　口　親　志

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　尾　迫　逸　郎

　　　水 道 課 長　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　森　下　利　行

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教委総務課長　　北　迫　睦　男

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　橋　口　正　徳

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成22年３月10日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。

　これより、議事に入ります。

　本日の議事日程は、お手元に配付したとおり

であります。

　　　△平成22年度施政方針並びに各会計予算

　　　　案に対する総括質疑・一般質問

〇議長（川達志）日程第１、昨日に引き続

き、平成22年度施政方針並びに各会計予算案に

対する総括質疑及び一般質問を続行します。

　それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可します。

　最初に、８番池山節夫議員の質疑及び質問を

許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　おはようございます。

　きのうの議会の一番最後で質問が終わるかと

思っておったんですが、２日目の一番最初にな

りました。余談なんですけれども、きのう市長

が、ある同僚議員に腕を組んで話しかけられま

した。私はそれを見て、何というか、寂しいと

いうかですね、友達が１人去っていくんじゃな

いかと、そういう思いがしたわけです。それで、

私もきょう、きのう終わるからと思っていたん

ですけど、きょうの１番になって、私にも市長

が腕を組んできたらどうしようかと思って一晩

悩んだんですよ。

　そういうこともなく、ということで、余談で

すが、それでは、議長に発言の許可をいただき

ましたので、平成22年度施政方針並びに各会計

予算案についての総括質疑と一般質問に入らせ

ていただきます。さきの通告順に従って質問を

してまいりますので、市長並びに関係課長の御

答弁をよろしくお願いいたします。

　政府は、来年度から５年間の新たな少子化対

策大綱である「子ども・子育てビジョン」をま

とめました。少子化対策は、1990年代のエンゼ

ルプランから、2000年代の子ども・子育て応援

プランなど多様な取り組みがありましたが、余

り実効は上がっておりません。昨年10月の内閣

府の調査で、「結婚しても必ずしも子供を持つ

必要はない」と答えた人は過去最高の約43％で、

20から30代の女性では60％以上に達しておりま

す。若者が出産や育児をためらう状況の改善が

急がれるところであります。次の時代を担う子

供たちの育ちを社会全体で応援するために、子

ども手当として、親の所得にかかわらず、中学

生以下の子供１人当たり、初年度の2010年度は

１万3,000円が４月から支給されるようになりま

す。一般会計予算書の子ども手当支給事業費１

億6,143万6,000円の内訳について、教えてくだ

さい。

　子育て相談支援センター委託費については、

わずか51万4,000円の予算が組まれておりますが、

内容についてお示しください。

　乳幼児医療費助成事業は、前年度予算の保健

衛生費から、本年度は児童福祉費に変わってお

りますが、この点についてお伺いをいたします。

　特別保育事業費については、内容と、それと、

認定こども園について垂水市の現状を教えてく

ださい。

　商工業の振興について。

　ふるさと特産品普及事業補助金については、

ふるさと応援基金から200万円を拠出した事業と

理解をいたしますが、この事業の概要を教えて

ください。

　地域雇用創造実現事業については、先月の垂

水経済同友クラブの新年会の折に開発商品を試

食いたしましたが、今後の展望を伺います。

　緊急雇用創出事業については、割愛いたしま

す。
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　自治体の生産性について。

　２月３日、民間シンクタンクが全国780市の2006

年から2007年度の決算や職員数などのデータに

基づき、人口１人当たりの自治体職員の人件費

を試算いたしまして、生産性ランキングとして

発表をいたしました。

　この内容は、自治体間でばらつきがある面積

や人口、職員の年齢構成などの影響を取り除い

た上で、各自治体の職員数と給与から全体の人

件費を算出して、人口１人当たりの人件費を試

算をしております。

　その結果、生産性の第１位は富山県小矢部市

で、人口１人当たり人件費は年間１万838円で、

最下位は大分県津久見市で、人口１人当たりの

人件費は４万6,346円です。ちなみに、標準的な

人口１人当たりの人件費は２万5,179円となって

おります。

　この調査は、地方税の徴収業務、窓口業務、

ごみ収集などの業務ごとの生産性も示されてお

ります。垂水市は、ごみ収集処理業務が全国で

15番目でありますが、労働コストは、後でちょ

っと変更もあったと思うんですが、私ちょっと

気づいていないんです、そこで749番目となって

おりました。これは低い評価となっております

が、見解を伺います。

　「わたり」について。

　地方公務員に実際の役職よりも高い給料を支

払うわたりが、鹿児島県内では鹿児島市など11

市６町であり、計2,371人が対象となっておりま

す。行政改革や財政改革を進めてきた中で、垂

水市も80人がわたりと指摘されておりますが、

なぜこのような結果になったのか、教えてくだ

さい。

　図書購入費について。

　2009年度に国が必要と認めて算定した公立小・

中学校の図書購入費のうち、予算化率は77％に

とどまっています。図書購入の財源は地方交付

税に算定されており、使い道は自治体の判断に

任せられており、財政難の中で約２割が目的外

に充てられた格好でありますが、垂水市での予

算化率についてお聞きいたします。

　寡婦控除について。

　我が国の所得税は、戦後シャウプ勧告を受け、

世帯単位から個人単位の課税方式に改められた

にもかかわらず、税制面では配偶者の有無や世

帯の状況に応じて負担が変動する各種の措置が

あります。つまり、結婚や出産、結婚後の配偶

者の就労状況など、人生選択によって税負担が

変わります。男が働き、女は家を守る、そうい

う時代につくられたこの仕組みは実情に合わな

くなっていると感じますが、まず、寡婦控除に

ついてお示しください。

　市長の給与について。

　議案第２号垂水市教育委員会教育長の給与に

関する条例等の一部を改正する条例案で、垂水

市長等の給与に関する条例の一部改正が提案さ

れておりますが、昨年、垂水市特別職報酬等審

議会が十数年ぶりに開催をされております。

　この審議会では、県内各市との比較や財政状

況、特別職の職責の重要性など、総合的に踏ま

えて審議を行った結果として、議員の報酬、市

長、副市長及び教育長の給料の額を現行のまま

据え置くことが適当であると、委員全員の意見

の一致を見たという答申がなされております。

妥当と答申されたものを毎年減額するについて

の疑問は感じられないのか、市長に伺います。

　市役所庁舎の耐震構造について。

　地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業によ

って、かねてより要望をしておりました垂水幹

部派出所から精寿庵までの市道４号線と、早馬

通りの市道41号線の補修改良工事が行われるこ

とが、昨日決定されました。速やかな工事着工

がなされますようにお願いを申し上げます。

　昭和33年に建設されて以来、既に50年以上が

経過している市役所庁舎について、まだ当分の

間はこの庁舎で行政の業務を行わなければなり
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ませんが、地震等に対する不安は大きなものが

あります。地域活性化・きめ細かな臨時交付金

事業のような新しい補助事業などで耐震補強に

取り組めないのか。また、耐用年数と耐震診断

の現状について教えてください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）おはようござ

います。

　池山議員の少子化対策についての各項目につ

いて、お答えいたします。

　最初に、子ども手当につきましては、皆様も

御承知のとおり、紆余曲折を経まして平成22年

４月から、０歳児から中学３年生までの子供１

人に対しまして、月額１万3,000円を支給するも

のでございます。支給月は、６月、10月、２月

を予定しております。本市の対象受給者数は約

1,700名、予算につきまして、１億6,143万6,000

円を予定しております。

　対象者の把握につきましては、今回の補正で

要求しております子ども手当支給システムにお

いて対応をしているところでございます。支給

につきましても、何ら問題なく支給できるもの

と考えておるところでございます。

　次に、少子化対策の子育て相談支援センター

委託費について、お答えいたします。

　子育て相談支援センターは、オープンから５

カ月経過いたしました現在、利用者登録者数も

70名と順調にふえ、１日当たり平均して17～18

名の親子が利用されております。月１回ではご

ざいますが、市の保健師と管理栄養士における

育児相談、健康相談、栄養相談もあわせて行っ

ております。子育てに奮闘されている利用者の

皆様方から、大変好評をいただいているところ

でございます。

　現在、１人の指導員で運営を行っており、利

用者がふえたこと、休みがとれないなど、どう

しても代替の確保が必要であることから、また、

ある程度、支援センターの運営が軌道に乗って

きたことなどを踏まえまして、それと、イベン

ト開催や利用者が多い日は指導員が複数人で当

たることができることなど、さらにきめ細やか

な対応ができるものと考え、平成22年度から、

長年子育てサークルの育成に努めてこられまし

た垂水市社会福祉協議会と協議を行い、業務委

託をお願いすることとしております。今後も、

社会福祉協議会と連携を図りながら、子育て相

談支援センターの充実に取り組んでまいりたい

と考えているところでございます。

　次に、乳幼児等医療費助成事業についてでご

ざいますが、今まで衛生費支出、これを民生費

支出に変えたのは、本来の支出が妥当であろう

という指摘がございまして、変えたところでご

ざいます。

　内容につきましては、垂水市では、平成21年

度から子育て支援、次世代育成のための施策と

して、０歳児から中学校卒業までの子供を対象

に医療費の助成をしてきているところでござい

ます。現在、登録対象数は1,563名、本年度４月

から12月までの乳幼児等医療費支払い実績とい

たしまして、376万6,524円の支出をしておりま

す。例年より247万円ほど多くなっているようで

ございます。また、年間にしますと、乳幼児等

医療費市単独分の予算額740万4,000円に対しま

して、現在のところ、330万円の支出を予定して

いるところでございます。今後につきましては、

まだ事業導入１年目であることから、今後検証

していきたいというふうに考えているところで

ございます。

　最後に、特別保育事業についての認定こども

園について、お答えいたします。

　認定こども園につきましては、都市部では、

働く母親が増加し、基本的に延長保育のできな

い幼稚園ではなく、預かり時間の長い保育園に

子供を預ける傾向があるようでございます。そ

の結果、幼稚園は定員割れの状況がふえ、保育

園では定員オーバーになり、待機児童が生じて

― 106  ―



いる状況が発生しているようでございます。そ

こで、幼稚園と保育園が一緒になる認定こども

園であれば、双方の問題が解決する施設になる

との思惑があるのが事実でございます。

　一方、過疎地では、少子化により未就園児の

数が少ないため、幼稚園、保育園とも運営が困

難な状況にあります。来年度も待機児童のいな

い本市では、幼稚園とか保育園が新たに認定こ

ども園をつくるとなれば、幼稚園、保育園のす

み分けがなくなり、既存の幼稚園、保育園の運

営が成り立たなくなるのは明らかだろうと考え

ております。

　このようなことから、入園に際しましては、

お子さんをお持ちの世帯の就業形態に応じた施

設選択をしていただければと考えておるところ

でございます。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）御質問の２点目

の商工業の振興についての御質問にお答えいた

します。

　まず、ふるさと特産品普及事業費補助は、消

費低迷による商工業不振への支援策として、地

域特産品の消費の拡大及び販路の開拓などを主

な目的に、例えば、他の市町で行われておりま

すふるさと便という地域の旬の特産品をパッケー

ジして送る取り組みがありますが、このような

取り組みを市内の企業で事業化する提案をして

いただき、選考の上、２～３件程度の提案を選

定し、事業化に当たってのパッケージ経費や宣

伝費用などについて、その費用の２分の１程度

を補助し、支援しようとするものでございます。

　次に、地域雇用創造実現事業でございますが、

この事業は、新商品開発と旅行商品の開発部門

がございまして、御質問は新商品の開発につい

ての御質問であったと思いますので、そのこと

についてお答えさせていただきます。

　この事業は、垂水市観光・地域産業活性化協

議会で事業を行っているものでございまして、

地域の低利用・未利用の農水産物を活用した商

品開発並びに販路開拓など行うもので、ビワ、

インゲン、ブリ、カンパチ、エビなどの例えば

流通に乗りにくい産物を利用して新商品の開発

を行い、商品としての販売が見込めるかなどを

検討した上で、開発した企画品を企業に紹介し、

実際の商品として売り出してもらおうとするも

のであります。

　これまで、カンパチかまのバジル焼きなど69

品目の新商品を試作し、試食、アンケート調査

などが行われておりまして、このうちからイン

ゲンのポタージュレトルトなど７品目の試験販

売を近く始めると聞いております。また、この

ようなことで、農水産物の市場価値のつかなか

ったものに加工して付加価値をつけることで、

例えば、曲がったインゲンや傷のついたビワな

どでも農産物としての価格形成ができるのでは

ないかと思っております。

　なお、この地域雇用創造実現事業は平成22年

度まで事業実施する計画でありまして、今回の

事業を行うことで新たな雇用の開発につなげ、

雇用の受け皿となる事業所等の育成を図ること

を事業目的といたしております。

〇総務課長（今井文弘）池山議員の質問にお

答えいたします。

　自治体の生産性についての見解ということで

ございましたが、労働コスト、それから徴税業

務、窓口業務、ごみ収集処理業務について、各

自治体生産性のランクづけが１月の新聞で発表

がありまして、私も拝見をいたしましたけれど

も、ごみの収集業務につきましては、議員おっ

しゃいますとおりに15位というところでありま

したので、納得する部分もございますが、ほか

の分の順位につきましては、議員と同じで、か

なり低いというようなことを思ったところで満

足しているわけではございません。本市におき

ましても、これまで職員一丸となって行政改革

に取り組み、成果を上げてきているというふう
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には考えております。

　ただ、この民間のこの調査の今回の目的とい

いますか、これは、民間委託をできる部分はし

てコスト削減を図っていくことで、人口１人当

たりの人件費も削減されていくんだということ

で、民間委託できる部分は民間委託していく必

要もあるんじゃないかと、この調査から言える

ことではないかなというふうには感じておりま

す。

　いずれにしましても、報道発表されたこの調

査結果でございます。それはそれでしっかりと

受けとめて、市民への効率よい市民サービスが

提供できるように行政改革、さらなる行政改革

に取り組んでいかなければならないのではない

かというふうに思っております。

　次に、わたりについての御質問にお答えいた

します。

　わたりにつきましては、読売新聞の記事では、

地方公務員に実際の役職よりも高い給料を支払

うものとして、県内17の地方自治体が記事とし

て掲載され、本市も含まれているところでござ

います。

　それではなぜ、わたりに該当するということ

で新聞に載ったのかということになりますが、

これは、昨年の総務省のわたりに関する調査が

全国の地方自治体に対して行われまして、その

中で、わたりの基準が設定され、具体的には国

の級別職務分類表と、地方自治体の級別職務分

類表が合わない部分をわたりとして位置づけら

れたということでございます。

　そうした場合、本市では、給料表の５級に格

付をしている係長と副主幹の29人、４級に格付

をしている主査の51人、合わせて80人がわたり

の対象者となったところでございます。

　これまで、級別職務分類表に、国に準じるよ

うになってはおらず、各地方自治体が組織規模

等に応じた役職を設定し、運用することが認め

られてはいました。また、国からの指導としま

しては、その運用に際して、条例、規則等で規

定した上での適正な運用を求めており、これま

で本市では、国の指針に基づき、適正に運用を

してきたところでございます。

　本年度からわたりの定義が変わり、全国の多

くの自治体が「わたりの実施あり」ということ

になったところでございますが、今後、総務省

から何かしらの是正措置の指針が示されるもの

ではないかというふうに考えております。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）池山議員の学校

図書の購入予算についての御質問にお答えしま

す。

　学校図書は、児童生徒の知的活動を増進し、

人間形成や情操を養う上で学校教育上、重要な

役割を担っております。本市におきましても、

学校教育予算の中で重点としている予算でござ

います。平成21年度は、小学校費で162万4,000

円、中学校費で125万3,000円と、前年度比、小

学校費で120％、中学校費で113％増額しており

ます。

　本市におきましては、学校図書の充実に対す

る推進策として、文部科学省が設定しておりま

す学校図書館図書標準に基づく図書の充足率を

基準に、学校別に配当を行い、本市全体の学校

図書の充足率の向上を年次的に推進していくよ

うに計画しているものでございます。

　なお、御質問の交付税措置による予算化率に

つきましては、平成21年度、小学校91.6％、中

学校81.7％、計87％となっております。

　以上でございます。

〇税務課長（川井田志郞）池山議員御質問の

６番目の寡婦控除について、お答えいたします。

　議員御質問の寡婦控除は、女性の納税者が所

得税法上の寡婦に該当する場合に受けられる控

除でございまして、控除額は27万円となってお

ります。

　寡婦控除の要件としまして、納税者本人が、
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原則として、その年の12月31日の現状で夫と死

別し、もしくは離婚してから結婚していない人、

または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶

養親族がいる人または生計を一にする子供がい

る人が対象になります。

　この場合の子供は、総所得金額が38万円以下

で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族とな

っていない人に限られます。また、夫と死別し

てから結婚していない人、または夫の生死が明

らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円

以下の人です。この場合は、扶養親族などの有

無は要件になっておりません。

　さらに、寡婦に該当する方が次に申し上げま

す３つの条件を満たすときは、特定の寡婦とし

まして、寡婦控除27万円に８万円を加算した35

万円の控除とする特例があります。３つの条件

を申しますと、１番目に、夫と死別しまたは離

婚した後結婚していない人や、夫の生死が明ら

かでない一定の人、また２番目に、扶養親族で

ある子供がいる人、３番目に、合計所得金額が

500万円以下であるという内容となっております。

　次に、本市の市民税の寡婦所得控除の金額及

び平成21年度該当者件数でございますが、一般

寡婦の場合は26万円で、該当者が43件、特定寡

婦の場合は30万円で、該当件数が46件、寡夫、

男性の場合もあるんですが、26万円で、該当件

数は26件、以上のような状況でございまして、

要件は所得税と同様になっております。

　また、申告書を送付するときに、申告書に手

引きとしまして詳しい説明書も同封いたしてお

ります。

　以上でございます。

〇総務課長（今井文弘）７番目の市長の給与

についてでございますが、市長への答弁を求め

られましたが、報酬審議会等の経緯等がござい

ますので、私のほうから答弁をさせていただき

ます。

　市長等や議員の報酬の額に関する条例を議会

に提出しようとするときは、垂水市特別職報酬

等審議会条例に基づき、あらかじめ当該報酬等

の額について報酬審議会の意見を聞くものとな

っております。

　最近では、昨年１月21日に報酬審議会を開催

しましたが、その結果としまして、議会議員の

報酬、市長、副市長及び教育長の給料の額を現

行のまま据え置くことが適当であるとの答申を

いただいております。審議内容としまして、人

事院勧告、他市の状況、市職員の給与、本市の

歳入や市民所得との比較、職責の重要性など、

総合的に審議された結果でございます。

　なお、特別職の給料減額は平成14年度から継

続して実施してきております。

　今回の特別職の減額改正について、報酬審議

会に諮らずに上程している理由としましては、

報酬審議会は、第三者の意見を聞くことにより

給料の適正化を図る目的で設置されておりまし

て、市長が自分の都合のいいように取り扱わな

いようにする予防手段として、また暫定的な減

額措置は市民に負担を強いるようなものでない

ことから、報酬審議会に諮る必要がないものと

解されております。特別職の給料削減は、市の

財政状況等を考慮し、経費削減の一助として、

毎年市長等が独自に判断しているところでござ

います。

　仮に、削減後の給料額で本則を改正するとし

ますと、現在、特別職の給料は県内18市中17位

でございますので、飛び抜けて最下位になると

いうことになります。

　また、市長が報酬審議会に諮問しても、先ほ

ど申しましたように、いろいろな要因を総合的

に審議する機関でございますので、他の自治体

の報酬審議会でありましたが、市長の個人的な

金額の提示は報酬審議会の役割を逸脱している

諮問として、答申されない可能性もございます。

　本則で規定されております額は、報酬審議会

で審議を経た垂水市の特別職に対しての適正な
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給料額と判断されておりますので、市長が独自

の判断で議案上程し、本則を改正することは問

題があると考えております。

　以上でございます。

〇財政課長（三浦敬志）池山議員の市庁舎の

耐震構造に関するお尋ねにお答えいたします。

　議員御承知のとおり、本市庁舎本館につきま

しては、昭和33年の竣工でございます。新館が

平成５年の竣工、別館、旧あけぼの食堂であり

ますが、昭和53年の竣工で、平成７年に取得し

ております。

　消防庁舎につきましては、昭和37年、38年、

44年に、順不同ではございますが、事務所、車

庫、倉庫が竣工し、平成13年に取得しておりま

す。

　耐震構造につきましては、建築基準法等の法

の改正の中で、昭和56年及び平成12年に大きな

改正が行われてきておりますが、本館、別館及

び消防庁舎につきましては、どちらも改正時の

ものを満たしておりません。新館につきまして

は、昭和56年の新耐震設計基準は満たしており

ますが、平成12年の基準につきましては満たし

ておりません。

　鉄骨鉄筋、または鉄骨コンクリートづくりの

法定耐用年数としてうたわれているのは、50年

というふうに記されております。ただ、構造、

それからコンクリートの素材、用途、竣工年月

日、地震の揺れ方等、さまざまな条件で耐震度

につきましては変わってくるようでございます。

　以上です。

〇池山節夫議員　大体わかりました。

　順番にいきますけど、子ども手当、総額が１

億6,000幾ら、全額支給、私は事務手数料が要る

のかと思ったんですけどね、国の補正でシステ

ム改修は前倒しでされているわけですよね。だ

から、要らないということで、その点は安心し

たんですけど、システム改修のほうが前倒しで

やられているということは、さっき課長が言わ

れたように、問題ないということで受けとめて

いいんだろうと思います。

　質問なんですけど、国は、まだ決まっていな

いんだろうけど、未納の学校給食費なんかがあ

ったら、それを子ども手当から差し引こうかと

かいうような動きがあるんですけど、その辺に

関して何か国のほうから来ているのか、それと

も全然来ていないのか、そこだけちょっと教え

ておいてください。

　それと、おとといイータックスで税の申告を

しようと思って、住基カードですか、あれを取

りに行ったら、結構暇が要るんだというので、

ことしはもうやっぱり郵送にしようと思ったん

ですけど。別にこれから先、ずっと１万3,000円、

来年から２万6,000円、ずっといくんだろうけど、

その分に関しては問題ないんでしょうけどね、

みんなに。ただ、所得によって差がついてきた

ときには、住基カードなんかが必要になったり

するのかなと思ったりしているわけですよ。定

額でずっといけば問題ないんでしょうけど。こ

れは質問には当たらんから、まあいいわ。ここ

を、ちょっと住基カードの番号なんかを活用し

て、やっぱり本当は必要な人に、額が違って支

給されるようになるのかなという思いがあった

んですけどね、この点に関してはいいです。さ

っきの分だけでいいです。

　子育て相談支援センターの委託費、51万4,000

円で余りにも低いんじゃないかなと思ったんで

すよ、私。受けるほうもよく受けたなと思って

ね。安いなと思ったんですが、だから、この予

算書を見て、51万4,000円で社協がという話です

けど、よく受けたなと思ってね。それで、増員

したりしたらもうちょっと予算がつくはずだし、

これで大丈夫なのかなという思いで質問したん

ですけど、今後、ふやす方向へとか、検討する

というようなことでしたから、その点に関して

はいいですけど、51万4,000円のその中身ですね、

給料というかそういうものなのか、それとも時
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間給なのか、それを教えてください。それと、

今後、やはり登録する人もふえてくるとなった

ときに、ふやすときに、どんな、今後補正でと

か措置をしていくつもりなのか、そこを教えて

ください。

　乳幼児医療費についてはいいですね。

　それから、認定こども園、垂水は待機児童が

いないからまあ大丈夫なんでしょうけど、ただ、

例えば幼稚園と保育園ありますよね。同じとこ

ろで経営しているとか。例えば違った幼稚園と

保育園とで一緒になってやろうかとか、そうい

うことの、そうさせてくださいとかそういう動

きはないのか、その辺のこと、ある、ないだけ

でいいです。教えてください。

　商工業の振興についてなんですけど、この前

見本をいただいて、おいしいんですよ、それな

りにね。ただ、あれですね、例えばインゲンの

曲がったのを使って何かつくった。レベル的に

はおいしいんですよ。それで、私も商売やって

いるから、いろんな新商品が出てくるんですよ、

会社から。その中で、ヒットするというのは本

当に何年かに１品なんですよ。もう我々がこれ

はいいと思っても、なかなかお客さんには受け

なかったりね。どこに問題があるか、私がずっ

と長年の商売の経験から話をちょっとさせても

らいますと、とにかく、安いか、とびきりうま

いか、どっちかですよね。

　それで、例えばインゲンのポタージュ、おい

しかったですよ。おいしいほうの部類に入るん

だろう。インゲンに関して、ビワに関して、そ

れなりのレベルにあると思いますよ。ただ、じ

ゃまた食べたいと思うか。また食べたいと思わ

ないと売れないんですよね、商品というのは、

必ず。で、それか、もうむちゃくちゃ安いか。

そのどっちにも、これから値段設定もされるん

だろうけど、例えばインゲンの佃煮、そのポター

ジュ、それは例えば曲がったのでつくったんだ

ったら、原価的には安いもんだから、何でこん

なにこのインゲンのポタージュは安いんだとい

うぐらいの量でいこうと思うのか、そういう感

じでないと、まず商品として市場に流通すると

きにヒット商品にはなっていかないと思うんで

すよ。そうでないと、普通に、曲がったものを

普通の商品に加工したのと同じ値段で売ったん

では、まず売れないんですよね、間違いなく、

同じだから。もうむちゃくちゃ安いと、それと

もむちゃくちゃうまいか。その辺のことを課長

自体がどう考えておられるか。

　いろいろビワの加工品とか、インゲンの加工

品とか、ブリの胃袋だったですかね、サンジャ

というの、あれもうまかったですよ。だから、

うまいんだけど、ほかの市場に出回っている類

似商品と同じぐらいの量とか、同じ値段じゃ絶

対に勝てないんですよね。倍、量があるとか、

もう何か独特うまいとかないと。その辺につい

て今後、これは観光・地域産業活性化協議会、

前の谷口課長がやっておられるところなんです

けど、一応所管になると思うから聞くんですけ

ど、その辺のことについて考えを聞かせてくだ

さい。

　それと、自治体の生産性、これはさっき言わ

れたように、私はこれは市長に聞きますけど、

もう７年、水迫市長になってですね、その前か

ら行財政改革は進められてきて、私は頑張って

いるほうだと思っているんですよ。そこへ来て、

次のわたりもそうなんですけど、一生懸命やっ

ている割には七百何番と、新聞開かないとあれ

ですけど、ごみの収集業務だけが15番で、あと

は全体的な生産コストは七百何番、それで窓口

業務と何だったかな、そのほかも五百何番、七

百何番です。行革をここまでやってきた割には

低いなと、私が思うんですけど、その辺に関し

て市長もそれをどう感じられたのか。あれだけ

やってきてこれかいと、そういう思いもあると

思いますよ。その辺も、これは民間のシンクタ

ンクが調べたことだから異論はあると思うんで
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すよね、その辺について感想をお聞かせくださ

い。

　それから、わたりについてなんですけど、こ

れも一緒で、きのう田平議員がラスパイレス指

数について質問されたんですけど、財政課長が、

前年度の退職給与が３億幾らあって、それを省

いたのでラスパイレス指数を計算すると、94点

幾らになるんだと、101点幾らがね。そういう説

明で、それは納得するんですけど、やっぱり一

緒で、これだけ努力してきて、私もそうですけ

ど、垂水市民も、当然もう垂水にはわたりなん

ていうのはないんだろうと思っているわけです

よ、思っていたわけですよ。それが全国的にも

あると。それで、垂水は入っていないだろうと

思っていたら、80人という数字が現に出てきて

いる。その辺について感想があれば、市長に。

　これはけさちょっと見たんですけど、名古屋

はおもしろいんですよ。さっきちょっと見たん

ですけど、課長、課長補佐、係長、その課長の

横に困難課長というのがいる。で、課長補佐の

横に困難課長補佐、係長の横にも困難係長、い

る。それで、聞いていたら、この困難係長、困

難課長、困難課長補佐というのは何だというと、

それは業務的にすごく困難なことをこなしてい

る人を、係長じゃなくて困難係長としていると。

ほかのそれも一緒だと。後日調べたら、困難係

長が例えば何人かだったな、いると。困難係長

が三百何人いて、じゃ、ちゃんとした課長は何

人いるんですかと言ったら、こっちはゼロだと。

全部困難係長、困難課長補佐、困難課長だ。正

規の課長、係長、それはゼロだと。ということ

はどういうことですかと聞くと、みんな困難な

仕事をしているから、それに応じた給与が１回

上がっているわけですよ、普通の正規の係長の

職より、給与体系より。これは岡山の例だった

んです。

　だから、垂水市も、さっき総務課長が言われ

たように１回目の答弁を聞いていたら、これは

全国一緒なんでしょうけど、総務省が基準を変

えてきたと、今まではわたりに当たらなかった

のを、急に基準を変えられて、わたりになるよ

うになっちゃった。それは理解します。その辺

について、もう課長に聞くのは酷だから、市長

に、市長も当然、これがわたりだなという認識

は市長のほうにはなかったと思いますよ。その

辺を認識していて、わたりだなと認識しながら

やっていたというのは問題になるんだろうけど、

その辺の認識はなかったと思いますけど、今ま

で行財政改革を一生懸命やってきて、こういう

わたりが80人というふうに指摘されたこのこと

について、感想をお聞かせください。

　図書購入費については、垂水市は前年に比べ

て80何％ですか、まあいいんでしょう。私がち

ょっと調べたところでは、さっき課長が言われ

た学校図書館図書標準で図書費を割り当てる。

全国的には小学校は45％、中学校は39％。それ

からすると、90何％、80何％、まあよしとしま

しょう。

　ただ、これからもなるべく、地方交付税の中

に算定されてある金額で、教育長の部局のほう

では算定金額はこれぐらいだというのはわかる

んでしょうけど、大体国の金額が214億円、国か

ら算定したのが額が出ていて、地方自治体が実

際に図書費に計上したのは214億円のうちの164

億円だというんですから、だから、77％ぐらい

なんですけど、今後は、やっぱり大体総額これ

が図書費だなというのはわかるでしょうから、

精いっぱい、子供の教育のために図書費のほう

へ100％充当されるようにお願いします。

　寡婦控除なんですけど、これは何で私が取り

上げたかというと、さっきから税務課長が寡婦

の要件について言われましたけど、結婚して御

主人が亡くなった人、離婚した人とかいろいろ

あるんですけど、これ矛盾が出てきているんで

すよね。垂水市に何名のお母さんがいらっしゃ

るかもう聞きませんけど、やっぱり、いるかい
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ないか、いらっしゃると思うんですけれども、

結婚して子供を産んで、御主人が亡くなったと

か離婚したとか、そういうふうにすると寡婦控

除の適用も受けられるし、寡婦として認められ

るから、税額も、住民税、そして今度は保育園

に入るときのそういう保育料なんかも減免され

るわけですよね。ところが、たまたま結婚しな

いで子供さんを産んだと、そういうお母さんは

寡婦控除の適用も受けないし、それで保育料の

減免も受けられない。これは法律上の問題で、

税務課長にどうのこうのと言ったって始まらな

いんですけど。

　ところが、さっきの岡山市なんですけど、岡

山市は、もう既にそういう人に対して、みなし

寡婦控除ということで保育料の減免とか取り組

んでいるんですよ。４月から千葉市も取り組む

と。それは、だから、行政で、地方自治体単位

でやっていかないといけないんじゃないかとい

う思いがあって質問をしているんです。

　特に、本当に矛盾なんですよ。結婚して、別

れた。でも、婚姻歴があるから、次にまた別な、

結婚して別れた女性の人がいますね、今度は結

婚しないで赤ちゃんを産んだと。その人は１回

婚姻歴がありますね。その人と、最初からもう

結婚しないで子供さんを産んだ人とは、こっち

は婚姻歴があるから、最初の別れただんなさん

との子供じゃなくても、この人は寡婦として認

定されるから、寡婦控除も保育料の減免、住民

税、そういうことも全部受けられる。だけど、

婚姻歴がなければ受けられない。この辺を、や

はり少子化、いろいろな面で市長も、乳幼児医

療費とかそういうことで垂水で先駆けてやられ

ているわけです。これは何名いらっしゃるか、

どのぐらいの金額、そんな大した金額じゃない

でしょう。だから、これを今現にやっているの

が岡山市、あとは４月からやろうとするのが千

葉市、これを水迫市長、やっぱりこのぐらいの

ことは取り組んでいいんじゃないかと、そう思

うもんですから、それについてちょっとお聞か

せください。

　それから、市長の給与、これは今度提案され

ているんですけどね、毎年毎年、予算的なもの

もあって提案される。そのことに関しては反対

もしませんし、いいんですけど、１つ気になる

のが、市長が本則のほうの条例を変えないで、

毎年こういうふうに減額してやる、給与の減額

をするというのは、副市長、教育長は、この次、

市長選挙に出られたらまた当てはまりますけど、

選挙に出られている市長は、減額するというこ

とは、合法的な市民に対する何というのかな、

買収とは言わんけど、そういうものに当たる、

そういう法律論争があるんですよ。だから、そ

の辺のことに関して、だから私は質問したんだ

けど、だから本則を変えてしまえと。それでな

ければ、もらいなさいと言うんですよ。

　副市長、ちょっと聞きますけど、去年の１月、

まだ私と監査におられたんですよね。そのとき

に報酬審議会に行かれた。そのときに報酬審議

会の一員として決められているわけですよ。そ

のとき、副市長になるとわかっていたのかなと

いう質問をまずしますけど、なっていて、自分

のものを決めたのかわからんですけどね、その

ときはもう、そう市長に言われていたというの

か、まずそこと、それと、報酬審議会の議論が

あって、そこで妥当となっているんですよね。

妥当となっている、おれも妥当としたのに、何

でおれ、減額されるんだろうとかいう思いはな

いのか。

　それと、市長に、私は財政的なものを考慮、

取っ払えば、報酬審議会なり何なりが妥当とし

たのを無視する形に、ある意味でなると思って

いるんですよ。それほど、議員の報酬、それか

ら市長、副市長、教育長、その答申を無視して

毎年、この辺にどうも矛盾を感じて、それだけ

大変な働きをするんだからもらいなさいよと、

もらわないと言うんだったら本則を変えるべき
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じゃないかなというのが私の思いで、その辺に

ついてちょっと感想を聞かせてください。

　時間がなくなるからちょっと急ぎますけど、

それから、市庁舎の耐震構造についてなんです

けど、この前、桜島特別委員会があったときに、

第１回、２月でした。ちょうど委員会を開いて

いる最中に地震が来たんです。それが後から聞

いたら震度３、結構揺れたんですよ。そのとき

議長も議長席、委員会室に座っておられたんで

すけど、みんないるし、一番先に逃げるのも格

好悪いから、座っていたんですよ、私。だけど、

怖いんですよ、この建物。私は自分の家は震度

８までは大丈夫だというのがあるから、家の中

にいて怖いと思ったことないんですけど、ここ

は怖いですよ。それで、特に田平議員の上は雨

漏りもしますしね、一番怖いところなんです、

真ん中は。柱もないですしね。それで、一番地

震があったときに思うのは、床と天井が落ちな

いかという思いがあって、もし大きなのが来た

ら、この中で助かるのはだれかなと、私はこの

前考えたら、保健福祉課長と感王寺さん、そこ

から出られて新館に逃げれば、この２人だけで

すよ。だから、その辺について、時間がなくな

ってきたけど、その点について今後、市庁舎の

耐震化、何かいいことはないか、お答えくださ

い。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）御質問の子ど

も手当の取り扱いにつきましては、国のほうか

らまだ今のところ、要領云々等は来ておりませ

ん。ただ、給食費等に使う、制約等につきまし

てはそんなに規制があるとは聞いておりません。

　次に、相談支援センターでございますが、51

万4,000円のほとんどが人件費でございます。予

算編成の段階で、市の臨時職員の単価等を組ん

でおりましたので、さらに今回、これからふえ

ると、利用者もふえるということでございます

ので、複数人の対応とか、それらを踏まえまし

て、もう少し単価等のアップ等、対応していき

たいと、補正で対応していきたいというふうに

考えております。

　それと、認定こども園につきましては、今、

待機児童、市内一円だけが１人多いと、申込み

の段階で、ただ１名定員増加ということで、こ

の認定こども園につきましては、今のところ要

望がないというふうに解釈しております。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）商工業の振興に

ついての２回目の御質問にお答えいたします。

　まず、ヒット商品は非常に限られているとい

う御指摘でございまして、私もそのとおりであ

ろうと思います。

　今回の新商品の開発につきましては、試作し

た品目が実は137品目ございます。その中で、試

食・アンケートまで持っていったのが69品目ご

ざいまして、まだ、この中から実際に商品化で

きるものなどはかなり絞り込まれてくるものと

思っております。これ個人的な意見でございま

すけれども、この中で数点でも商品化できれば

成果が上がるのかなというふうに思っておりま

す。

　次に、商品としてのヒットする要因に、安い

か、うまいかというこの２点がキーワードにな

るだろうという御指摘でございましたけれども、

この意見も私、そのとおりではないかと思って

おりますし、また大変参考になる御意見だとい

うふうに思います。

　この商品の値つけにつきましては、この企画

した商品を実際商品としてつくり出しまして、

それを例えば道の駅などに置きまして、実際売

れるかどうかという試験販売も行いますので、

その中で、ある程度の値つけの想定はできるん

じゃないかと思います。

　ただ、実際のところは、企画品、提案いたし

ました商品を事業化する事業所のほうで実際の

値段を決めてくるということになりますので、

そこで実際、しいた商品が、原価が幾らになり、
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もうけは幾らになりと、販売コストは幾らにと

か、その辺のことを考えて値つけをされること

になろうというふうに思っております。

〇市長（水迫順一）私に幾つか振られました

ので、お答えをしたいと思います。

　まず、自治体の生産性につきましては、私自

身も見させていただきましたが、意外だなとい

う気持ちは議員と一緒でございます。

　ただ、15位になりました収集業務、これは前

も10万以下の都市のリサイクル部門で全国９位

という実績がありますので、この辺は納得がい

くところなんですが、それと、市民が26分別を

非常に積極的に今まで取り組んでくれたという

ようなところからして、当然だというふうに思

っております。

　ただ、このランクづけの積算が、どういうよ

うな積算でこういう結果を出されたのか、その

辺が判明しません。そういうところについては、

やはり実際こういうような評価がされたわけで

すから、だけど、真摯に受けとめて、課長が言

いましたように、民間委託やら、それから指定

管理者制度、その辺も今後もまた進めるべきで

はないかと、さらに進めていくべきじゃないか

というふうには感じているところでございます。

　それから、わたりにつきましては、今までそ

ういう職務表が国と地方であったわけですが、

それが違っておったということでございます。

この辺を修正して、市民にも本当に納得のいく、

透明性のあるものに今後変わっていくだろうと

思いますし、それは、そのことはやっていかな

ければいけないというふうに思います。

　ただ、一方で、国と地方の職階級にしまして

も、違いがあるんですね。国のほうは、審議官

があったり、局長があったり、また、天下りが

あったり、そういうのがあるわけでございます

が、その辺も国民から、あるいはまた市民から

見て納得がいくような方向に変わっていくだろ

うと思いますし、その努力を我々もしなければ

いけない、そういうふうに思っております。

　それから、寡婦につきまして、これもちょっ

と私に振られましたが、市営住宅等の入居基準

ということでは、寡婦や議員の言われるような

境遇の方でも、入居そのものには制限はござい

ません。しかしながら、住宅使用料すなわち家

賃ですね、家賃につきましては、公営住宅法施

行令によりまして、既にさまざまな控除が加味

された所得税法による収入で算定されることに

なっており、住宅使用料そのものでの控除は行

えないことになっております。つまり、所得税

法の控除の対象では、寡婦そのものについては

明文化されているものの、言われている境遇の

方の控除は考慮されておりません。結果的には、

公営住宅法において、住宅使用料の算定の基礎

となる収入には反映されないこととなりますの

で、現法制上では特別な控除ができないという

ことになっております。

　市長の給与につきましては、御指摘の意味は

よくわかります。ですけど、本市で喫緊の課題

としてここのところずっと取り組んできた財政

の健全化、持続できる財政に立て直すんだとい

う努力をずっとやってきておるわけでございま

して、緩やかながら財政がいい方向へ向いてき

ておるのも事実でございますけど、長の、トッ

プとして、やはり自分から率先してこういう財

政に取り組むんだと、意思表示だというふうに

思っていただきたい。

　そういう気持ちでやっておりますし、昨今は

県内のほとんどの首長が、市のほうでございま

すが、ほとんどの市長あたりの給与カットにつ

いては同じような形をとられる、差はございま

すが、ところがふえてきておるというふうにも

認識しております。

〇財政課長（三浦敬志）市庁舎の補強工事等

に関するお尋ねにお答えいたします。

　平成22年度より、現段階では仮称であります

が、耐震改修促進計画を策定しようと計画を進
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めているところでありまして、その計画の対象

とする建築物の中に、防災上重要な市有建築物

として庁舎及び消防署等ほかありますが、を対

象としていこうと考えているところでございま

す。そして、その計画期間中にいつの時点で補

強工事を実施するのか、今後検討していくこと

となると思います。（池山節夫議員「ありがと

うございました」と呼ぶ）

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時45分から再開します。

　　　　　午前10時32分休憩

　　　　　午前10時45分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　７番北方貞明議員の質疑及び質問を許可しま

す。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　それでは、質問に入らせてい

ただきます。

　きのうから同僚議員が質問しておりますけれ

ども、私の質問と重複するかもしれませんけど、

よろしくお願いいたします。

　本年度の施政方針で、市長はこの７年間、「市

民の目線に立った市政の推進」をモットーに、

３つの視点、「改革」「協働」「前進」を念頭

に置きながら、経済、環境、福祉のそれぞれの

領域が調和のとれた市政運営に取り組んできた

と強調されました。これからも、市民が安心し

て、安全な、また心豊かなまちづくりに一層努

力していただきたいと思っております。

　それでは、質問に入ります。

　桜島降灰について。

　私は、この桜島に関しては路面清掃について

質問いたします。

　ロードスイーパーは、市所有が１台で、本市

の民間業者は１台も所有していないのが現状だ

と思っております。降灰のひどいときは、本市

では鹿児島から借用し、また垂水市の民間業者

も本市と同様、鹿児島や他の市・町から借用し、

路面掃除を行っています。

　降灰は予想ができません。路面清掃車ロード

スイーパーは、消防の消防車、救急車等と同様

に、いつでも出動できるような体制を整える必

要があると考えますが、現状ではすぐ対応がで

きません。市の考え方をお聞かせください。

　次に、浜平のガソリンスタンドについて。

　私は昨年の12月でこの問題を取り上げました。

12月議会の答弁で納得がいかなかったので、再

度質問いたします。

　市長は施政方針の中で、消防行政で、「市民

の生命、身体及び財産をあらゆる災害から守る

ため、消防職員・団員の資質の向上のため、消

防体制の充実に努め、市民に対する防火・防災

意識の高揚に努める」と述べられています。昨

年の12月議会で、前の消防長は、浜平のガソリ

ンスタンドの工事は、公衆道路上の工事であり

ながら、集落の方々に説明する必要はないと判

断されたと言われました。現消防長は、12月の

答弁を正しいと思われるか、また今後の安全対

策に対して集落の方々に説明する必要があると

考えられるか、お聞かせください。

　次に、食肉センターの衛生管理について。

　食肉センターについては昨年12月議会におい

て質問しましたが、その中で、新設民営の期間

を５年以内と設定すべきではないかという質問

に対して、生活環境課長は、「施設や内部の機

械類の老朽化はひどく、あと５年もつかどうか

非常に厳しい状態である。新設民営の期間を設

定するのは垂水市と畜場運営委員会で検討して

いただく」と答弁されました。

　まず、過去３年間の修繕料の金額と主な修繕

についてお聞かせください。

　次に、現在の基金残高は約300万円しかないと

いうことですが、既に耐用年数を過ぎた機械・

設備はないのか。もしあるとした場合、その機
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械の名称と予定金額を教えてください。

　本市と畜場は市直営となっていますが、実際

は施設管理だけが直営で、と畜場内の解体業務

は民間業者が行っています。と畜場の施設整備

の不備によって、その社員に事故が起きた場合、

当然垂水市に賠償責任が起きるのではないかと

思っていますが、そのことに対しての考えをお

聞かせください。

　次に、垂水しおかぜ街道について。

　今回、県において、垂水の美しい海岸を活用

し、垂水しおかぜ街道構想について、魅力ある

観光地づくり事業として県から8,000万円の予算

が３月議会に上程されましたが、現時点でその

内容がわかる範囲で教えてください。

　次に、老人憩の家について。

　垂水市では、老人憩の家は中央地区と新城南

地区の２カ所にあります。お年寄りの健康増進、

福祉向上の施設であります。多くの方々が利用

でき、大変喜ばれています。道の駅を計画され

たとき、牛根地区には老人憩の家がないため、

道の駅に温泉施設をつくり、お年寄りの健康増

進、福祉向上に役立つような計画をされました。

道の駅がオープンして数年たちますが、牛根地

区のお年寄りが中央地区、新城南地区のように

利用できない現状です。福祉サービスとして格

差があると思いますが、どのように考えておら

れるか、お聞かせください。

　以上で終わります。

〇土木課長（深港　渉）降灰対策につきまし

ての、ロードスイーパーの緊急的出動への体制

整備についてお答えいたします。

　御指摘のとおり、降灰時の速やかな復旧に対

応するためにロードスイーパーが即稼働できる

ことが重要だと言えます。

　本市におけます路面清掃におきましては、昨

日も森議員にお答えしましたとおり、対象の市

道路線を５つの工区に分け、民間業者に発注し、

実施しているところでございます。つまり５台

のロードスイーパーが必要になるわけですが、

そのうち、大型車対応となる３つの工区につき

ましては、最大３台の貸し付けを国土交通省よ

り協力いただいていることから、いつでも稼働

状態にあると言えます。

　問題は、残りの小型車対応となる２つの工区

でありますが、受注した業者が市場のものを個

別に借り受けて対応しております。しかしなが

ら、市場にある小型タイプの台数が非常に少な

いことや、ほとんどが年式が古いために良好な

稼働状態にあると言えない状況であり、また、

借り受けに係ります事務処理や運搬に時間を要

すことから、早急な復旧という観点から苦慮し

ている現状でございます。

　市内業者におきましては、鹿児島市のように

定期的な通常清掃を含んで受注することがあれ

ば、ロードスイーパーの購入も検討したいと言

う方もおられますが、夏場の降灰の少ない時期

も含め、長期的なそのような発注となりますと、

財政状況などにより困難と言えるところでござ

います。

　即対応可能な出動態勢の確立のために、理想

としましては全車両を貸し付けて稼働させるこ

とができたらと考えておりまして、大型車につ

きましては、先ほども申しましたとおり国土交

通省よりの借用車と、それから鹿児島市から譲

渡予定としております２台でございますけれど

も、これで対応できるものとしておりますけれ

ども、残る小型車両につきましては、昨年から

国土交通省へも貸し付けをいただけるよう御協

力のほうをお願いしているところでございます。

　以上でございます。

〇消防長（宮迫義秀）北方議員の浜平のガソ

リンスタンドについて、「12月議会で消防長は、

工事に対し、安全防災面の説明は必要ないと判

断したと答弁されたが、再度お聞きしますが、

集落には説明しないのか」との質問にお答えい

たします。
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　消防本部といたしましては、12月議会終了後

に、関係課と今後の対応につきまして協議を実

施しているところでありますが、地区住民に対

しましては、説明会を近日中に開催したいと思

っております。

　また、今後は、公衆用道路に支障が生じる工

事につきましては、事前に関係課と協議し、地

区住民に説明した上で対処していきたいと思っ

ております。

　以上でございます。

〇生活環境課長（迫田裕司）食肉センターの

衛生管理について、お答えします。

　まず、過去３年間の修繕料と主な修繕の内容

ですが、修繕料は、平成18年度1,260万円、平成

19年度2,608万円、平成20年度1,464万円となっ

ております。機械類が古くなっており、また常

に約83度の温水により煮沸消毒していますので、

機械類の傷みも激しく、毎年約1,500万円程度の

修繕料が必要でございます。その中で、平成19

年度は屋根の修理に約756万円使っております。

　次に、既に耐用年数を過ぎた機械類ですが、

冷凍機が既に15年の耐用年数を過ぎております。

金額は、設置工事費まで含めて約2,000万円かか

りますが、設置するのに約２週間の工事期間が

必要とのことです。しかし、２週間も大隅ミー

ト産業のカット工場をとめるわけにはいきませ

ん。

　次に、施設管理の不備により事故が起きた場

合、当然、管理者である垂水市の責任となりま

す。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）しおかぜ街道構

想についての御質問にお答えいたします。

　このことにつきましては、さきの川畑議員の

御質問にお答えしたとおりでございまして、今

回の県の魅力ある観光地づくり事業での整備予

定箇所は、桜島口から荒崎パーキングエリアに

至る区間の範囲ということになります。今後、

県においては地元説明会を開催する予定と聞い

ております。あわせて、関係先や市の役割分担

との調整などを行った上で、事業実施箇所の選

定や施工方法など具体的な計画は、今後の実施

設計作業の過程で決まってくることとなります。

　参考までに、本市が事業提案いたしました整

備要望をもって概要を御説明いたしますと、護

岸背後の通路等の整備及びルート化、並びに園

地整備等でございます。

　また、今回の事業提案が採択されました要因

に、海潟漁港において垂水市漁協が行っており

ます、えさやり体験やかんぱち祭りなど、ソフ

ト面と一体となった活用が今後見込める点など

が評価されたものと思いますので、特にこの事

業での園地整備等の利活用については、今回の

ルートの中間点における休憩場所ということも

ございますが、漁協イベントや漁業体験、漁家

民泊によるグリーン・ツーリズムの取り組みな

どの活用にも期待が持てるものと思っておりま

す。

　次に、老人憩の家に関する御質問でございま

すが、御質問は、福祉サービスとしての考え方

の御質問でございましたが、私のほうから、道

の駅をそのような形で利用できないかという観

点でお答えさせていただきたいと思います。

　このことにつきましては、これまでも類似の

御提案がありまして、市内の各世帯に１枚ずつ

無料入浴券を配布した経緯がございます。また、

現在は、障害者手帳をお持ちの方や付き添い１

名に入浴料を100円にするサービスや、老人クラ

ブの団体の方々が昼食をとられた場合に無料入

浴券をお配りするサービスなど行っております。

　道の駅の温浴施設の運営は、経費縮減への取

り組みや利用をふやすために、サービスデーを

設けるなどして改善に努めておりますが、非常

に厳しい状況にございます。例えば、老人憩の

家は、65歳以上の老人クラブや個人の利用にお

いて、個人で１回100円、団体で１回1,050円の
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使用料ということでございます。道の駅の現在

の運営状況はさきに述べましたとおりで、高齢

者の利用料金を安くいたしますと、利用者がふ

えることは期待できますものの、このようなサー

ビスを道の駅で独自で行うことは、道の駅への

負担が大きいと予測され、現状では困難と思わ

れます。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　２回目の質問をさせていただ

きます。

　降灰のこと、よろしくお願いします。昨日で

したかね、鹿児島から中古を購入して、降灰に

対しては対応をするということでありました。

台数がふえて市民サービスができることには私

も大変喜んでいるところでございます。

　私はせんだって議会運営委員会で東京に行っ

てきて、ある事務所に行ってきたんですよ。そ

して、私たちのそのメンバーも行ったわけです

けど、鹿児島の方がその事務所に来られて降灰

の話をされたわけですけど、先ほどもちょっと

課長も触れられましたけれども、鹿児島には民

間業者が20社ぐらいで、約20台ぐらい保有して

おると。中には３台保有しているところもある

から、民間業者で約50台ぐらいの保有車がある

んじゃないかなという話を聞きました。

　それで、その中で、私たちの垂水にこの間貸

していただきましてありがとうございましたと

言ったわけなんですけれども、その方に質問し

たんですけれども、機械は借りたけど、うまく

とれていなかったよと、要するにこんなに私が

話をしたら、ロードスイーパーは大変技術が要

るんですよと、オペレーター養成をやはりせな、

きれいにとれないと、そういうような説明をさ

れたわけなんですけど。

　鹿児島市はその中で、灰が降るときはもちろ

ん出動するわけですけれども、先ほども課長が

触れられましたけど、降灰のない時期は路面清

掃とかいう形で、車検が、車の検査ができる程

度の清掃作業をしておると。市が財政力が豊か

だからそれをされておるかもしれませんけれど

も、そういうことで、灰が降ったときはいつで

もその保有台数が出動できるような体制をとっ

ているんだと。ということで、先ほども述べま

したように、ロードスイーパーは緊急に要るん

だから、消防車あるいは救急車のような考え方

で市はやっぱり運営せんないかんのかなと、そ

ういうふうな話をされましたので、先ほども触

れたわけなんですけれども。

　先ほど言いましたようにオペレーターの技術

も要るということで、リースを借りてすぐうま

くできないらしいですよね。だから、民間の方々

も、そういうような降灰のないときでも路面清

掃というふうにして市が仕事を出されたら、民

間の方々も買われていくんじゃないかと思うん

ですけれども、その辺のことを鹿児島同様にで

きないか、それをまずお聞きします。

〇土木課長（深港　渉）２回目の御質問にお

答えいたします。

　議員の言われるとおり、鹿児島市の場合でご

ざいますけれども、人口が多いことから、一般

家庭や事業所、当然多くなりまして、また県都

でありますことから、公共的機関なども、機能

も集約されておりまして、交通影響も含めまし

て、社会的影響も大きいと考えられるところで

ございます。自然的に早急な降灰対策としまし

ても、必然になると考えるところでございます。

　その対策の１つとしまして、御指摘のとおり、

民間保有者も即対応できるように、ロードスイー

パーそのものの維持管理も兼ねまして、通常清

掃として定期的に稼働させておるのも現実でご

ざいます。また、鹿児島市みずからの路面清掃

に係ります車両も約50台ほどあると聞いており

まして、先ほども議員のほうからありましたと

おり、一般論的には財政力の観点が大きいと言

えることは事実であると思います。しかしなが

ら、先ほど述べましたように、社会的な平穏を
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早急に復旧するというような目的がございます

ので、そのような対応をされていると推察する

ところでございます。

　先ほどの私の答弁の中で、できるだけ貸付車

として対応できたら、即対応できるというよう

な構想を申し上げましたけれども、特にそれに

つきましては、市所有の車であるということも

含めまして、議員の言われるとおり非常にシビ

アな運転操作になりますので、その辺の講習と

いいますか、それも含めた検討をしてまいりた

いと思っているところでございます。

　いずれにしましても、正式な鹿児島市等の譲

渡のそういう契約等がなされましたら、速やか

にその辺の体制につきまして確立してまいりた

いと思っているところでございます。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　今、課長の答弁で、鹿児島市

は社会的影響がとか言われましたが、垂水市も

同じ、降灰をこうむれば社会的な影響があるわ

けですから、その辺は検討してください。

　先ほども言われましたように、オペレーター

は本当にシビアなと言われました。確かに、私

も聞いたように、難しいらしいです。走るだけ

じゃなくして、路肩のほうには勾配があると、

それで調整がかなり難しいんだと。それで横の

ほうがとれないのは、もうオペレーターの腕し

かないんだとそのように聞きましたので、先ほ

ど言われましたように、市の、借りたときは研

修とかそういうようなのはされるということで、

立派な市の職員でオペレーターを養成してくだ

さい。よろしくお願いします。

　これから県や国へ、これだけひどければ、今

までの降灰に対しての基準を見直さねばいけな

いと私は思っているんですけど、やはりこれは

規制緩和を求めていかなきゃいけないかなと思

っておるところです。それで、今、垂水市が入

っています４市の桜島火山爆発連絡協議会です

か、これでもやはりこの規制緩和を含めて、い

ろいろと市の方々で検討していただきたいと思

っております。

　それで、その４市で、これだけ灰が降れば、

４市でロードスイーパーを購入していく方法は

ないものかと。これは垂水と鹿児島が一番降灰

に対しては被害をこうむるわけですけれども、

鹿屋と霧島、それは少ないわけなんですけれど

も、購入したときは応分なお金を出し合ってす

るものいいんじゃないかと思っていますから、

これからはそういう面も、４市でこういう降灰

対策のロードスイーパーを考えていただけない

ものかと思っています。その辺はちょっと考え

方は、企画でしょうかね、４市になれば。どち

らですかね、土木課長ですかね。ちょっとその

１件を答弁をお願いします。

〇土木課長（深港　渉）今言われます４市と

なりますと、桜島火山活動対策協議会、これに

加入しております市ということになりますけれ

ども、実は、議員も言われたとおり、鹿児島市

から借用しているわけでございますけれども、

この会議とは別に、いわゆる路面清掃を行って

いる国あるいは県、市を含めた、火山対策連絡

調整会議というのが鹿児島県の道路維持課が事

務局になりまして、そういう組織がございます。

今回の鹿児島市からの借用も、この連絡協議会

の中の要綱に応援体制というのがございまして、

その中の一環として借用していることになって

おります。

　したがいまして、今御提案のように即４市で

の購入となりますと、この辺のあたりの要綱の

中にあります応援体制を含めたことも踏まえま

して協議していかなければならず、また、実際

の借用についていろんな、例えば維持管理費的

な扱いとか、いろいろ細かい調整がございます

ので、今現時点で、即これで購入可能かどうか

という結論は出せない。あくまでも連絡調整会

議、あるいはまたその上の、上のと言いますか、

火山対策協議会、それなりで協議していくべき
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ものだと考えているところでございます。

〇北方貞明議員　今、４市で応援体制をつくっ

てやっていくということですけど、よろしくそ

の点はお願いいたします。

　今度は要望ですけれども、私も火山特別委員

会の委員で前回そこにおったわけですけれども、

私たちが陳情に行くとき、資料を当日、各課か

らいただくわけですよね。これで検討してくだ

さいと出されるわけですよ。これじゃちょっと、

その数時間では勉強ができないわけですよ。だ

から、４市の協議をする前に、垂水市は特別委

員会があるわけですから、特別委員会と執行部

と要望、陳情、意見を調整して、それから資料

をこれから作成していただければ大変ありがた

いんですけれども、これは要望しておきます。

よろしくお願いいたします。

　次に、浜平のガソリンスタンドですけれども、

近日中に説明会を開くということですけれども、

私は12月に質問して、もうここ３カ月になって

いるわけですよね。なぜそれまでそういうふう

に延ばされたのか。

　この問題も、私が一般質問をしますよと言っ

てから動きがまたあったような気がします。前

回も、私が質問しますよというとき消防も動か

れて、それで土木課のほうも、あら知らなかっ

たということがあったわけなんですけど、消防

は迅速に行動するのをモットーにして消火活動、

救急活動をされておると思うんですけれども、

余りにもこの対応は遅いと思うんですけれども、

そのようなことがないようにしていただきたい

んですけれども。

　それで、先ほど言いました、今後このような

ことがあったら地元説明もするというふうに言

われましたが、今後こんなのはあったら困るん

です、本当を言って。この問題は、18年度のこ

の議会でも言うておるわけですよね。それを消

防の方々は見落としておるんですよ。これは重

大な責任だと私は思うんですよね。消防の方々

が見落とした関係上、今、土木課は大変苦労さ

れておるんじゃないかなと思うんですよね。私

はそんなに思っているんですけど。

　今後、そしてスタンド側とどのような協議を

されるか、お聞かせください。

〇消防長（宮迫義秀）２回目の質問にお答え

いたします。

　住民に対して説明会が遅いという指摘をいた

だきましたけれども、消防本部といたしまして

は、土木課と協議をして、エコスタンド垂水店

の代表者の方と一たんお話をしたいということ

で、そのお話の中で、いろんな境界線に白線を

引いていただいたり、境界が設定されているこ

とを再認識していただくと。それと、公衆用道

路上の通行を妨げない行為をしていただくと。

それと、同事業所の大規模変更や転売、または

事業廃止などの計画があるときは、公衆用道路

の管理者、垂水市長ですけれども、事前に協議

をしていただきたいということを代表者と話を

した上で、現地、浜平のスタンドで住民説明を

したいという考えを持っておりました関係で、

今になってしまいました。

　一応説明会は３月12日、あさってですけれど

も、13時から実施いたします。

　それと、こういう工事が今後あってはならな

いという指摘なんですけれども、平成18年度も

質問したということなんですけれども、この浜

平のガソリンスタンドにつきましては、昭和43

年７月に県知事あてに敷地拡張を含む変更許可

申請が提出されて、許可されています関係で、

昨年暮れに出ました変更許可申請、許可をせざ

るを得ないということで、許可を出しておりま

す。垂水市の消防本部が設置されたのが昭和44

年４月１日なんですけれども、その以前の変更

許可の申請、県知事だったんですけれども、垂

水市としてはタッチしていないと、タッチして

おっても、県の指示のもと、手伝い程度の関係

じゃなかっただろうかと思っております。
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　以上でございます。

〇北方貞明議員　私は余りこの問題には触れた

くなかったんですけど、正直言って、ちょっと

違うことを言われますから、もう一遍聞きます。

　43年に知事が許可をしたからということです

けど、その今度は業務は市に移管されたわけ、

来たわけですから、垂水市が今度はこの新しい

ことでは許可をするわけですよね。（「はい」

と呼ぶものあり）それで、知事はもう関係ない

んですよ。垂水市が責任を持ってやらんななら

んわけですから。と私は思うんですがね。

　そしてこれは、転売という言葉が今出てきま

したけれども、前の経営者は地元住民には、や

めるとか転売するときはここはみんなにあげる、

ちゃんとするからと言われたんですよ。ただし、

言われた人、聞いた人がもうお年寄りだったか

ら、もう亡くなっているから、私の言葉は信用

してもらえるかどうかわかりませんけど、そう

いう事情もあったんですよ。やめたときは、こ

こはちゃんともとに返すよということだったん

ですけど。

　それで、「知事が」とさっきも言われました

けど、この問題は、県が指示したからこっちへ

来て、そのまま許可したと言われますけれども、

その前に地籍調査をしておるわけですよ。そこ

に土木課も、ここは公衆道路ですよということ

をこちらも認識されておるわけで、市全体が認

識されておるんですよ。それを消防が見落とし

たわけですからね、これは責任大きいと思うん

ですよ。

　そのことに対して今度は市長に伺います。そ

のことをどう思われますか、市長。

〇市長（水迫順一）この問題は本当に、今後

どう所有者がかわっていくか、その辺でまた大

きな問題になる可能性があるんですね。地域住

民にとって非常に問題だということは私自身も

認識をしております。

　今、消防長が申し上げたのは、そもそもの発

端がこういうスタートで始まったんですという

のを申し上げたわけです。ですから、このこと

もしっかり我々はわかって、その上で対処して

いかなければならないと、そういうふうに思っ

ております。ですから、現所有者から次の所有

者に移り変わるときに、本当に地域住民が納得

する形で解決ができるかと、その方法へ向けて

の努力を市もしていかなければいけない、そう

いうことだと思います。

〇北方貞明議員　この問題は、ああだこうだ、

余りもう言いません。そうしたら、とにかく早

い機会にガソリンスタンド側といい形で和解し

ていただくように、わかっていただくように、

早い作業を進めてください。よろしくお願いし

ます。

　次に、食肉センターのことについてです。今、

課長からお答えをいただきました。年間1,500万

円ぐらいの修理費がかかると、そして今後もも

ちろんかかっていくと思いますけれども。それ

で、とりあえず早急にやらにゃならんようなの

が、冷凍機が耐用年数が15年が過ぎ、約2,000万

円ぐらいかかるということです。基金が300万円

しかないわけですから、どうされるか私は心配

しております。

　老朽化がひどくなり、機械類が大変傷んでお

る、傷ついておると思います。それで、作業中

に機械類の腐食により異物が入ったとか、そう

いうのは今までなかったのか。

　私がなぜこう言うかといいますと、この間、

私たちは桜島の降灰のことで両漁協に行ったわ

けなんですけれども、箱詰めのとき桜島の灰が

ぽっと入れば、地方に出したとき、衛生管理が

悪いなと言われるということをお聞きしました。

氷に黒いのがまざれば大変目立つと思います。

垂水では「たった灰か」というぐらいで流せる

かもしれませんけれども、降灰のないところで

はやはり衛生管理が悪いなと思われると思うん

ですよね。
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　だから、と畜場でも、そういう異物が入って

返品されたとかそういうのはなかったか。また、

その責任はどこが負われたか、お聞かせくださ

い。

〇生活環境課長（迫田裕司）昨年、冷凍機の

さびが製品にまざって、返品があったという報

告を受けております。なお、大隅ミート産業か

ら請求はございませんでした。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　私は昨年、と場の屋根裏まで

上ったわけなんですけど、先ほど言いましたよ

うに、老朽化で鉄骨が腐って、本当に崩れるん

じゃないかなと心配をしたわけなんですけれど

も、先ほども池山議員が震度３で怖かったと言

われましたけれども、あそこの施設も大変危険

な施設じゃないかと思っております。施設の不

備により事故が発生した場合は、当然、垂水市

の責任だと思っています。基金も先ほども言っ

たようにわずかになり、これから機械・設備に

一般財源を投入せざるを得なくなるときが来る

と思いますよね。我が垂水市にとっては、この

食肉センターは一刻も早く解決しなくちゃなら

ない問題だと思っております。

　12月議会で「５年もつかどうか」と答弁され

ましたけれども、市長は、これを５年と言わず

に、もうそういう時間は待てないんだというよ

うなことで、市長から、あと何年ぐらいで民間

業者に任すのかと、そういう考えはありません

か、お聞かせください。

〇市長（水迫順一）と畜場の老朽化問題は非

常に深刻であるということは、議員指摘のとお

りでございます。ですから、それゆえに早く解

決しなければいけないというふうに思っておる

わけでございます。

　まず１番目に、現行、今、大隅ミートさんを

中心にと畜場を利用していただいているわけで

すが、どういう形態での利用になるのか、協同

組合でやるのか、あるいはミートさん独自でや

られるのか、その辺が決まらないとなかなか先

へ進まない問題だろうと、そういうふうに思っ

ております。その他いろんな問題がございます

ので、それを運営協議会をどんどん開く中で、

今言いましたこと等をまず解決して、そして方

向性を決めてから、どんどん協議を進めながら、

早急な対応をしていくということが肝要だろう

と思います。

　ですから、何年以内、３年とかいうようなお

話も出ましたが、それは運営協議会の中で、各

方面からのいろんな協議を踏まえた上で決める

ことだと、そういうふうに思っています。

〇北方貞明議員　今、運営委員会で決めること

と言われましたけれども、この運営委員会は、

課長は３月までに開くと言われましたけれども、

私もそのメンバーの１人とされておるんですけ

ど、いまだかって開かれておりませんけれども、

いつ開かれるおつもりかお聞かせください。

　そして、各課の協議は、このことについて何

らかの進捗があったのか。

〇生活環境課長（迫田裕司）前回の12月議会

で、年度内には開催しますと約束しておりまし

た。３月中には開催していく予定でございます。

〇北方貞明議員　そうしたら、しおかぜ街道に

入らせていただきます。

　これは昨日、川畑議員も質問されております。

場所は、園地、何でしたかね、ちょっと忘れま

したけれども、そういう施設をつくるという場

所は、漁協が所有している海岸側のあの温泉が

出る、あの場所ですかね。（「はい」と呼ぶ者

あり）わかりました。あの場所は温泉もあるわ

けなんですけれども、温泉の活用は考えておら

れないのか、お聞かせください。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）温泉の活用につ

きましては、正直申しましてちょっと想定にご

ざいませんでした。また、その温泉が、現在所

有されている泉源がどのような状況なのかもち

ょっと把握いたしておりません。
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　そこにはまた、漁協初め、地元の方々の御意

見も参考にしていかなきゃいけないと思います

けれども、また、現在提案している事業の中に

も、そういう提案はいたしておりません。

　ちょっと答えにならないかもわかりませんけ

れども。

〇北方貞明議員　シーサイドでしたね、済みま

せん、シーサイドということで。シーサイドの

ことはそれでいいですけれども、脇登ですか、

あの部分も整備されるということですよね。あ

の部分は、今、皆さんも御存じのように、何か

あの区間は地権者とトラブルが発生しておると

思うんですけれども、その問題も早目に解決し

て、県に対して作業が支障を来さないように、

その分も解決していただきたいと思います。

　それから、私はあそこを通ったとき、これは

皆さんも御存じかもしれませんけれども、海岸

のところに墓地があったような気がするんです

けれども、それも把握されておるか。１基だけ

なんですけどね、あったんですよ。あれは神様

と言っていいのか、墓と言っていいのか私はわ

かりませんけど、こういう問題は早く解決して

いかなければ大変後々、作業をおくらすことに

なりますから、この辺をちょっと、把握されて

いたら教えてください。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）墓地につきまし

ては、先般も現場も調査いたしましたけれども、

そのときもちょっと見落としております。現状

でどういうものがあったか把握しておりません。

〇北方貞明議員　先ほど言ったのは見落とした

というか、まだ確認がとれていないということ

ですけれども、こういう問題は、今さっきも言

いましたように、早いこと解決していただきた

いと思います。

　このしおかぜ街道は、垂水にとって、観光客

誘致とかそういう面で大変有意義な施設ですか

ら、水産課あるいは観光課、また土木課、力を

合わせて一日も早く完成するようによろしくお

願いしておきます。

　次に、老人憩の家についてですけれども、先

ほど言いましたように、牛根地区に最初道の駅

を計画されるとき、福祉目的の温泉という形の

計画はなされてはおったと思うんですけれども、

それが今、実現していないのが現状です。

　それで、今、２つの地域で、中央と新城南地

区で温泉を利用した、物販も入れてですけれど

も、年間約120万円ほどの収入があるということ

ですよね。そして、市からの持ち出しが約500万

円ぐらいあると。差し引いて約350万円前後、市

からの持ち出しというか、あるわけですけれど

も、これは金額がどうこうと私は言いたくはな

いんですけれども、これは健康増進、福祉目的

でそれだけのお金が要るというのは、私はある

反面、医療費、いろんな面で削減されたらプラ

スになるんじゃないかなと思っておるところで

す。

　その恩恵を牛根地区が受けていない。だから、

牛根地区もこれに見合うぐらいの、あるいは何

分の一かでも牛根地区の方々にサービスはでき

ないものか、それをお願いいたします。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）道の駅の現状は、

さきにお答えしたとおりでございます。

　そこで、ただいまいただきました御提案につ

いてでございますけれども、まず、市全体とし

て、高齢者への福祉サービスをどこまで対応で

きるのかという点、また、このことで道の駅の

運営に与える影響等を勘案して対応を考えるこ

とになると思いますが、このような点を考慮し、

また財政負担が発生いたすとなりますと、今後、

長期的な観点でとらえなければならないと思い

ますので、今後、道の駅はまた関係課とも協議

してみたいと思います。

〇北方貞明議員　財政の面で長期的な観点で考

えていかなくてはならないと言われましたけれ

ども、私が言いたいのは、何で地域によって格

差があるのかと、牛根の方々にも、中央あるい
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は新城地区の方々と一緒にサービスを受ける権

利があると思うんです。だから、平等に福祉サー

ビスもしていただければと思っておるんですけ

れども。

　例えば、今、道の駅が定期検査で掃除をして

おりますよね。それに150万円以上かかるという

ことを聞いております。それを市が負担して、

これはまたちょっと言い方は悪いかもしれん、

取引みたいになりますけれども、その分を牛根、

150万円工事費がかかる、それで市から道の駅へ

やる。そのいただいた見返りとしてはなんです

けれども、その分で牛根地区の老人、65歳、憩

の家を利用される方は65歳に達した、そういう

方々にサービスはできないものか。これはもう

市長に聞かんないかんですかね、そういうよう

な考え方はできないものですか、市長。

〇市長（水迫順一）道の駅の牛根地区の方々

のそういう老人憩の家としての利用というのは、

今までも堀添議員ですかね、それと森議員です

か、提案がございました。そのことは十分検討

の余地があるなということは考えておりました。

　ただ、新城のほうも沸かしておるもんですか

ら、結構経費がかかるんですね。そうすると、

新城も、それから中央の憩の家も、ある程度、

いつも来られる方が決まっておるような気もい

たします。特定の方々の利用が多いような気が

しますので、この辺の反省といいますか、もう

ちょっと、これだけの経費をかけての福祉です

から、もうちょっと多くの方に来ていただく方

策を考えていかなければいけませんし、その方

法として、直営でやったほうがいいのか、ある

程度どっかに任したほうがいいのか、この辺も

やはり含めて、今後、この２つの施設は考えて

いかんといかんと思うんですね。

　ただ、道の駅は後から、後発でございますの

で、たまたま牛根地区にそういう施設が、憩の

家がなかっただけに、そこの利用をあわせて考

えてくれというような御提案でございます。こ

れはその提案は提案として受けたいということ

で、今言いましたように、検討の余地があると

いうことは今も思っております。

　ただ、道の駅は、やはりあそこの独立採算制

も、今、課長から話がありましたように保って

いかなければいけませんし、市内だけじゃなく

て市外の方々が７割、８割と言われております

ので、そういう方々の利用もやはりあわせて考

えていかなければいけない。あわせて、温浴施

設というのは非常に経費がかかって、なかなか

利益を追求することには難しい面があるんです

ね。そのかわり、物販を兼ねて、物販で効果を

出すという考え方でやっておるわけですから、

その中に本当に道の駅的なものを持ち込んでい

いのかどうか、その辺あわせて、今後も検討せ

んといかんと。

　それともう１つは、あれだけの道の駅の施設

ですので、全市民の中の老人対策ということで

老人クラブに大いに、年に１回ずつは無料で提

供しております。ですから、全市の、垂水市民

の中の老人を全域対象にした道の駅の利用とい

うことは現にやっておるわけでございまして、

そういうものの中で果たされてないのかどうか、

その辺も、どんどん牛根地区の老人クラブにそ

れじゃ余計、回数を使っていただく方法とか、

そういうことはできると思うんですね。ですか

ら、そういうこともあわせて今後、考えていか

なければいけないと。ただ、普通の憩の家とは

ちょっと形態が違うので、その辺はやはりいろ

んな意見を入れて考えていかなければいけない、

そういうことです。

〇北方貞明議員　市長が今、道の駅は憩の家と

のあれとは違うと、私もそれはわかっておるつ

もりです。憩の家は福祉目的ですから、道の駅

は許可も大衆浴場ということで、それは私もわ

かっているつもりです。

　先ほども言われましたように、温泉施設は利

益は上がらないと言われました。これは言うつ
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もりはなかったんですが、実は私も聞いたんで

すよ。管理組合のほうでは、本年度の22年度は

温泉部門は2,000万円の赤字が出ると試算をして

いるということを聞きました。これはもう試算

ですからね、一応聞いたことを言った。

　それで今、憩の家は決まった人が利用すると。

決まった人でもいいんでしょうけれども、それ

は健康になれば。それは市のほうのＰＲ不足も

あると思うんですけれども、やはり利用してい

ただくには市からのＰＲ活動も大事じゃないか

なと思っていますので、どんどん憩の家を利用

される方が多いように努めてください。

　それで、大衆浴場という立場であそこはちょ

っと難しい、道の駅が難しいことは私も認識し

ておるんですけれども、そこで、こういう考え

方はできないかなと思っているんですよ。あそ

このお湯をいただいて、パイプラインで引いて、

松ヶ崎の公民館に引くと。そうしたら、あそこ

に今度は大衆浴場と分離してできるんじゃない

かなと思うんですけれども、そういうような道

の駅から分湯してもらって、松ヶ崎公民館に憩

の家を建設するような考えはないか、今後ない

か、ちょっと聞かせてください。

〇市長（水迫順一）決して悪い提案じゃない

と思うんですけど、近く、お隣でありますので、

検討はしてみたいとは思いますが、ただ、足湯

があそこの客寄せの、集客の大きな要素の１つ

になっておるわけですが、足湯自体も、あの60

メーターを私は100メーターにする提案をしたん

ですけど、お湯が足りないということで、60メー

ターに縮小した経緯があります。

　そういう意味からしますと、さらに向こうへ

引いてお湯がどうなのか、そのお湯をやはり遠

くへ引くということになりますと加熱も必要に

なってきます。経費的なものもひっくるめて、

これはあわせて検討しなければいけないと思い

ますので、今の時点では、今、道の駅が大改造

といいますか、レストランの改造と物販の改造

をやっております。ですから、これが終わって、

この効果がどういうふうに出るのか、それで、

安定した経営ができるのか、余裕が出てくれば、

いろんなこともまた考えられると思うんですが、

まずそういうことから先にやってみたい。その

ことが先だと、そういうふうに思います。（北

方貞明議員「ありがとうございました」と呼ぶ）

〇議長（川達志）次に、５番池之上誠議員

の質問を許可します。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、こんにちは。お

疲れさまでございます。

　また変えないといけないかなと思いましてび

くびくしておりましたが、前語りを少しだけを

読まさせていただきます。

　総括質問２日目、昼食前の時間を少し拝借い

たします。平成22年度施政方針と予算について

は、３月議会初日に実に１時間を超えて市長が

熱弁を振るわれております。市長就任以来７年

間の実績をもとにされた垂水市の将来を見据え

た施政方針であり、同時に、市長２期目最後の

予算編成として、水迫カラーがわき出たものと

理解したいと思います。

　議長より許可をいただいておりますので、早

速、通告に従い、順次質問をしていきます。

　まず、施政方針についてお伺いします。

　在宅をキーワードに置いた視点からの地域ケ

ア体制整備の構築については、昨日の尾脇議員

の質問への市長並びに課長の答弁で、在宅医療・

地域ケア体制構築は、今後の保健、医療、福祉

の問題だけではなく、さまざまな方向からの検

証を要し、全庁的な取り組みが必要であり、そ

れらを今、検討中であり、今後の取り組み体制

を見守っていくスタートの段階であると理解い

たしました。

　昨年の池田忠先生の「15年後の垂水を目指し

て」という講演会では、在宅医療の必要性、そ

のために民間の力だけでは限界があり、行政の

― 126  ―



果たす役割が非常に大きい問題であることを熱

く語られたことを思い出します。15年後、今、

議場におられる大多数の方がまさにその当事者

となるかもしれません。今後とも、この地域ケ

ア体制構築については注目をし、多角的な問題

提起と解決策について各課の取り組みを具体的

に質問できるように、各所管課の、保健福祉課

を中心に全庁的な取り組みを真摯に検討、実行

されるよう要望して、質問は割愛いたします。

　次に、第４次総合計画の主な実施計画につい

て説明をされましたが、まず、「学びあえる地

域をつくるために」の中から、１項目ずつ質問

いたします。

　１番目、水之上小学校に設立される放課後児

童クラブについて、希望者数、設立場所、委託

先及び管理・指導の人材確保等の具体的内容を

お伺いいたします。

　２番目、いよいよ４月１日に開校する垂水中

央中学校の特色ある教育課程の編成と実施につ

いて、教育環境、教職員の人材確保、あるいは

勉強、部活動等の教育委員会としてかかわるこ

とができる具体的な内容をお伺いいたします。

　３番目に、垂水高校について、近年の流れに

加え、国の政策である高校の授業料無償化の政

策により、存続の危惧を一層懸念される説明が

なされております。これまでも存続については

何回も質問が繰り返され、そして何回も同じ答

弁がされてまいりました。改めてお聞きいたし

ますが、一体となり、存続のための努力が必要

であると述べておられますけれども、その努力

はどういうことをされてきたか、具体的な内容

をお伺いいたします。

　４番目に、学校教育について、生涯学習の観

点に立ち、知育、徳育、体育に食育を加え、調

和のとれた教育の充実により、「垂水の子らを

光に」の実現を図り、感性豊かでたくましい児

童生徒の育成を図ると述べられております。以

前より知・徳・体は耳にしておりますが、食育

についても近年重要視されてきております。改

めて、食育を加えた具体的な理由をお伺いいた

します。

　次に、「市民から信頼される・無駄のない行

政経営のために」の中から、３項目ほどお伺い

いたします。

　１番目に、垂水市新定員適正化計画について

お伺いいたします。本年度は、定年退職７名、

早期勧奨退職11名の予定の計18名もの職員が市

役所を離れられるということで、業務への影響

等については昨日の感王寺議員への説明で了解

しましたので、別の観点から質問をしていきた

いと思います。

　早期勧奨退職者の増加で、適正化計画よりも

かなり前倒し的な進捗状況にあるだろうと思い

ますが、ここ数年の退職者、新規採用者、定員

総数について、適正計画と比較した説明をお願

いいたします。

　２番目に、第５次垂水市行政改革大綱及び第

２次垂水市財政改革プログラムについてお伺い

いたします。議会初日の全員協議会の中で、こ

れらについては詳しく説明をいただきましたが、

３点ほど質問をして終わりたいと思います。改

めて御答弁をお願いいたします。

　１点目に、これまでの大綱、財政改革プログ

ラムと比較しての差違をお伺いいたします。

　２点目に、第４次総合計画との整合性につい

てお伺いいたします。

　３点目に、民主党新政権下で不安定な政局の

中、地方自治体に及ぼす影響もはかり知れない

ところがあるのが現状だろうと思います。政策

等が急展開する事態も想定されますが、市民の

安心・安全を守る市役所の機能が振り回される

ことがあっては、市民の生活も不安定きわまり

ないものになろうかと思われます。ここしばら

くは熟慮に熟慮を重ねた対処方が必要かと思い

ますが、どのようなスタンスで臨まれていくの

か、見解をお伺いいたします。
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　予算と施政方針の２期目の締めくくりとして

の市長の見解は、一番最後にまとめてお伺いし

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）池之上議員の

放課後児童クラブ設立について、お答えいたし

ます。

　今回補助基準の要件をクリアできたことから、

新規に設置準備を始めたところでございます。

当初は中央地区の幼稚園を利用して開設するよ

う計画をしておりましたが、園のほうから、指

導員の確保、移動時間等の問題で開設を辞退さ

れました。その結果を踏まえまして、平成22年

４月１日から、水之上小学校裏門前の施設を利

用いたしまして、水之上児童クラブといたしま

して開設する予定でございます。

　今後の運営につきましては、指導員を２名体

制で行い、サポートに、常時ではございません

が、１～２名のボランティアを配置いたしまし

て、対応する予定でございます。また、夏休み

等の長期休暇期間中の対応につきましては、臨

時の指導員を数名確保し、対応いたしたいと考

えております。

　今後の運営でございますが、４月からの運営

についてでございますが、利用対象者を小学１

年から３年までの児童とし、保護者が仕事等で

昼間家庭にいない世帯の児童といたします。

　施設の開所日につきましては、日曜、祝日、

年末年始を除く日で、預かり時間を平日午後２

時から６時まで、土曜、夏休み等につきまして

は午前９時から午後６時までとすることとして

おります。

　また、運営・支援体制としまして、公民館代

表、保護者代表等で構成する児童クラブ運営委

員会を設置し、運営を行っていきたいと考えて

おります。

　今回対象外となりました他の地域につきまし

ては、少数の対象者を補助事業にのせることは

困難であるということ等の理由によりまして、

ボランティア等による預かり保育ができないか、

方策の検討をしていきたいというふうに考えて

おるところでございます。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）池之上議員の垂水中央

中学校の特色ある教育課程の編成と実施につい

ての御質問にお答えします。

　いよいよ垂水中央中学校は平成22年４月１日

に開校いたします。そして、その歴史の第一歩

を踏み出すことになります。現在はその最終準

備に取り組んでいるところでございます。

　教育委員会では、垂水の海や山、川などの自

然や歴史、文化を生かしながら、それらのすば

らしさに気づかせるとともに、農業、漁業など

の体験学習を通して、生きる力を備えた、ふる

さと垂水を愛し、誇りにする子供の育成を目指

しております。垂水中央中学校も、今述べまし

た本市の教育理念を踏まえた取り組みを進めて

いこうとしております。

　御質問の垂水中央中学校の教育課程につきま

しては、これまで、中学校長を初めとして、各

中学校の教頭及び教務主任が中心となりまして、

１年間をかけて編成してまいりましたので、そ

の主な内容についてお答えいたします。

　まず、学校教育目標でございますけれども、

「ふるさと垂水を愛し、知性と徳性にあふれ、

感性豊かでたくましく、生きる力を備えた生徒

を育成する」となっております。校訓は、「創

造」「感動」「鍛錬」の３つを設定し、知・徳・

体のバランスのとれた生徒の育成を目指してお

ります。

　次に、重点項目は次の５つを設定しておりま

す。

　１つは、信頼される開かれた学校づくりです。

垂水中央中学校の教育理念等を市民に周知し、

家庭、地域と連携した学校を目指します。２つ
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目に、心に届く積極的な生徒指導と心の教育の

充実でございます。いじめや不登校の未然防止、

基本的な生活習慣の確立、あいさつ運動、道徳

教育の充実を目指します。３つ目は、わかる授

業による確かな学力の定着です。わかる、でき

る、身につく、そのような授業を推進し、さら

なる学力向上を目指します。４つ目は、郷土に

根差した特色ある教育でございます。郷土の自

然、歴史、文化、施設等の活用、郷土の産業な

どの体験活動、垂水市における職場体験学習等

の実施等を目指しております。

　５つ目は、教育環境の整備・充実と教職員の

資質向上でございます。校内の設営の充実、そ

して校内研修を通した教職員の資質向上による

学校教育の充実を目指します。特に、平成22年

度は地区の生徒指導研究協力校として、来年の

１月に研究授業等の公開を予定しております。

また、中学校におきましては部活動の充実も大

切であります。垂水中央中学校においては生徒

数も多くなりますので、多様な部活動が充実す

るものと期待をしております。

　このように、垂水中央中学校の教育課程の特

色は幾つかありますけれども、４校の中学校が

統合して新設されたことを考えますと、最も重

視しておりますことが、先ほどの重点項目の中

の郷土に根差した特色ある教育であると考えて

おります。その中で、例えば魚さばき教室の体

験学習、あるいは地域教材・人材の活用があり

ます。また、地域との結びつきをさらに深める

ために地域生徒会を組織し、地域生徒会の活性

化と地域行事への積極的な参加を推進していく

ことを校長会でも共通理解しております。

　垂水中央中学校は、４中学校の歴史と伝統を

生かしながら教育課程を編成、実施していきま

すけれども、その過程で、垂水中央中学校にふ

さわしい教育課程はどうあるべきかを評価し、

改善していき、より充実したものを目指してま

いりたいと考えております。今後とも、垂水中

央中学校の教育活動を御支援いただきますよう

によろしくお願いをしたいというふうに思いま

す。

　私のほうからは以上でございます。

〇教委総務課長（北迫睦男）垂水高校存続問

題の御質問にお答えします。

　垂水高校問題につきましては、これまでも多

くの議員の方々から御質問や御提案をいただき

まして、垂水高校振興対策協議会を中心に、垂

水高校の自助努力や行政側の役割、保護者の意

識改革の問題等、それぞれの立場での努力やお

願いをしてまいりましたが、生徒数の減少の問

題もあり、年々入学者数が減ってまいりました。

昨年から普通科も２クラスになったことは御存

じのとおりでございます。

　今年度は市報たるみずで一年を通じて垂水高

校の様子を情報提供し、市のホームページでは

トップページでの生徒募集を呼びかけるなど、

例年にない取り組み等も行ったところでござい

ます。しかしながら、先日発表されました今春

の公立高校出願状況では、出願者の増加にはつ

ながらなかったようでございます。解決策がな

かなか見出せないのが実情でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）池之上議員の食

育についての御質問にお答えします。

　教育委員会では、知育、徳育、体育に食育を

加え、調和のとれた教育の充実による生きる力

を備えた児童生徒の育成を目指しています。食

育は、健康な心と体を支えるなど生きる力の基

礎となるものであり、その充実に努力してきて

おります。

　特に、本市では、平成20年度文部科学省委託

事業として子供の健康を育む総合食育推進事業

に取り組んでまいりました。本事業では、学校

における食育の充実や教職員の資質向上と家庭、

地域との連携による食育の推進に取り組みまし

た。食育は、学校だけでなく家庭でも非常に大

切なことです。そこで、先ほどの事業では、学
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校だけでなく家庭や地域への、食育の大切さに

ついて啓発を行ってきております。

　以上でございます。

〇総務課長（今井文弘）きのうの感王寺議員、

田平議員の御質問の答弁と重複する部分もござ

いますが、お答えいたします。

　計画当初の平成17年４月１日の職員数が、教

育長を除きまして284人でしたが、平成17年度及

び平成18年度に早期退職優遇制度を実施をし、

新規採用者につきましては、消防職を除き、一

般職を半補充とし、技能労務職については不補

充としてきているところでございます。また、

本年度も早期退職優遇制度を実施しておりまし

て、定年退職者７名、早期退職者11名、計18名

が退職する予定でございます。

　平成22年度の新規採用予定者は、一般職が８

名、消防職が４名、計12名となり、平成22年度

の職員削減数は６名となる予定でございます。

計画職員数と比較しますと、平成22年度の新定

員適正化計画の職員数は259名となりまして、22

年度の職員数251名を差し引きますと、８名の前

倒しでの削減となります。

　なお、平成17年度当初計画と比較をいたしま

すと、これまで33名の職員削減となるようでご

ざいます。

　以上でございます。

〇企画課長（太崎　勤）３番目の御質問の中

の第５次垂水市行政改革大綱について、お答え

をいたします。

　現在の第４次行政改革大綱が平成22年３月で

終了するため、平成22年度を初年度とする第５

次垂水市行政改革大綱を策定いたしました。こ

の第５次垂水市行政改革大綱を第４次大綱と比

較いたしまして御説明をいたします

　まず、策定方針としましては、第４次大綱の

考え方を踏襲することを基本といたしました。

　改革の視点は、１、市民との協働による行政、

２、市民の目線に立った質の高いサービスを提

供する行政、３、コスト意識を持ち、経営感覚

に立脚した行政とし、従来から継続した基本方

針としました。

　次に、改革の柱、基本的な方策の中で大きく

変更しましたところを御説明いたします。

　第１の柱の市民の参画と協働の中での、コミ

ュニティや市民活動団体等の活性化の項目は、

従来は、ボランティア・ＮＰＯとコミュニティ

の２項目に分けておりましたが、市民活動団体

等という幅広い表現で統合し、各種団体の参画

に対応し、共生・協働社会の実現を目標としま

した。

　次に、第２の柱の簡素かつ効果的な行政の推

進の中で、公共施設の民営化等項目は、従来の

給食センターの業務委託、その他の公共施設の

民営化等、指定管理者制度の導入、民間活力導

入の推進の４項目を統合したもので、部会等の

検証結果を踏まえ、広義の民間活力導入の視点

で適切な運用ができるように統合しました。

　また、同じ第２の柱の項目、学校規模適正化

の検証と推進と、第３の柱である行政体制の整

備と職員の意識改革の項目、支所の見直しは、

従来では統廃合を検討しますと「存廃について

早急に検討します」という表現でしたが、地域

づくり、地域振興の観点から、直接的な表現は

避けたところでございます。

　第３の柱、行政体制の整備と職員の意識改革

に新規項目として、行政経営システムの構築を

追加し、庁内会議の見直し、行政経営マネジメ

ントサイクルの構築の２点の取り組みを設けた

ところでございます。

　次に、総合計画との整合性については、改革

の視点の中に、総合計画に掲げた基本目標、４、

市民を大切にするまちをつくる。すなわち「市

民満足度の向上を目指していくことを基本方針

とする」との表現を加えて、整合性を図れるよ

ういたしております。

　また、行政改革大綱の推進計画策定におきま
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しては、総合計画の実施計画との関連を整理し、

総合計画・実施計画と行政改革推進計画がリン

クした形態としたいと考えているところでござ

います。

　次に、「政権交代への対応は」との質問でご

ざいますが、本文の行政改革大綱策定に当たっ

ての市政を取り巻く状況の中で政権交代に触れ

ており、「地方自治体の行政運営においても多

大な影響が及ぶことが予想されているところで

す」と記載しております。

　対応としては、「これまで以上に国政の状況

や社会情勢の把握をしながら、本市が基礎自治

体として持続していくためにも、本行政改革大

綱に基づく取り組みを着実に進めていく必要が

あります」として、情報収集と大綱の推進につ

いて明記しているところでございます。

　また、計画期間につきましては３年間として

おります。県内他市では期間10年の大綱も見ら

れるため、当初５年間の期間も検討いたしまし

たが、政権交代等、大きく状況が変化すること

も想定し、迅速に対応するためにも３年の期間

としたところでございます。

〇財政課長（三浦敬志）第２次財政改革プロ

グラムに関するお尋ねにお答えいたします。

　本市は、これまでの５年間、財政の破綻を回

避し、重要課題に適切に対応できる弾力的で足

腰の強い健全な財政構造を構築するため、財政

改革プログラムを策定し、市民や議会の協力の

もと、歳入・歳出両面にわたり徹底した見直し

を進めてまいりました。

　その結果として、人件費の抑制、市債残高の

削減及び財政調整基金の積み立て増などについ

ては、ほぼ計画に近い実績を上げ、単年度の財

源不足を生じない財政へ転換が進みつつあると

考えております。

　しかしながら、基本的に脆弱な財政構造に変

化がないことや、国の財政状況の悪化による地

方財政への影響などを考慮すると、さらなる財

政改革が必要と考え、第２次財政改革プログラ

ムを策定したところでございます。

　第４次垂水市総合計画との整合性はどうかと

の御質問でございましたが、財政改革の目的と

して、第４次垂水市総合計画の実効性を高め、

将来にわたって持続可能な財政基盤の確立を図

るとしていることから、第４次垂水市総合計画

の基本計画に基づき、まず優先順位をつけなが

ら、計画的な事業の実施を図ってまいります。

　次に、現政権の政策に対する今後の財政スタ

ンスはどうかとのお尋ねがございました。

　昨年の政権交代により、事業仕分けを公開し

て実施するなど、予算編成過程が大きく刷新さ

れました。また、鳩山内閣が掲げる「コンクリー

トから人へ」という基本理念にのっとり、子ど

も手当の予算化や公共事業の削減などが行われ、

予算配分方法についてもこれまでとは異なる予

算編成となったところです。

　一方、財源確保では、税収が減少する中、国

債発行額は33.1％増の44兆3,000億円に上り、戦

後初めて、当初予算段階から借金が税収を上回

る状況になっており、将来に与える影響が懸念

されます。このような状況の中で、地方財政へ

の影響というものが近い将来、必ずあるものと

想定されるところであります。

　あわせて、本市は、人口減によって平成23年

度以降の地方交付税の大幅減も予想される中、

的確な情報収集と情勢分析による将来を見据え

た財政運営と、さらなる財政改革を進めていく

必要があると考えております。

　以上です。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時30分から再開します。

　　　　　午後０時12分休憩

　　　　　午後１時30分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。
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　５番池之上誠議員の再質疑及び再質問を許可

します。

〇池之上　誠議員　一問一答方式でいきたいと

思います。

　まず、「学びあえる地域をつくるために」と

いうところで、放課後児童クラブですね。一応

全部了解をしたいと思います。あと、他地域の

動向も、12月の議会では１名、２名ということ

でいらっしゃったんですけれども、そういうと

ころまで子育て支援が広がっていけばいいなと

いうふうに思っております。それについても、

ボランティアというような形で考えていかれる

ということですので、まず、垂小はやっており

ますけれども、水之上小学校の学童保育、始ま

ったばかりですので、きのう尾脇議員がおっし

ゃいましたけれども、始まったことに意義があ

るということで、いいスタートが切れるように

頑張っていただきたいと思います。私たちもそ

れなりに応援は一生懸命したいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。そういうところ

でこの件は終わりにしたいと思います。

　次に、垂水中央中学校についてですが、特色

ある編成、教育課程ということで、教育長がい

っぱい言われました。私も書きとめることもで

きないぐらいの立派なことで、ちょっと何をし

やっとかなと思いながらも聞いていたんですけ

れども、そのうちに、始まっていくうちに、校

長先生を初めとして、学校サイドで具体的な案

は出るんだろうというふうに理解をしておりま

すけれども、せっかく開校するわけですから、

４校が１中になると、大変な思いでみんな開校

を迎えているとなったときに、じゃ教育委員会

としてどういうことをされてきたのかなと、具

体的にどういうことをしていくのかなというこ

とを聞きたかったんですけれども、一番わかり

やすいのは、じゃ、堀添議員も言っていらっし

ゃいましたけれども、各中学校から１人、２人

は先生を呼んでくださいねというようなことを

おっしゃいました。そういう提案も出ておりま

した。その辺について、先生たちを集めるとい

うか、そういう人事になりますけれども、そう

いうふうに関しては教育長、教育委員会、どう

いうふうなことをされてきたか、そこだけ１点

教えてください。

〇教育長（肥後昌幸）それでは、２回目の御

質問にお答えします。

　垂水中央中学校の教師の配置につきましては、

９月議会でも、統合という特殊事情でございま

すので、県教委に対して「最大限の努力をして

まいります」というふうにお答えいたしました。

　これまで私も、大隅教育事務所長を初め、県

教育委員会にも幾度となく足を運びまして、お

願いをしてまいりました。

　教職員の人事作業は現在、最終段階に入って

おりますけれども、垂水中央中学校につきまし

ては、統合という特殊事情も配慮していただい

て、定数以外にも、統合のための加配教員を配

置していただける見通しでございます。

　それから、堀添議員から何回もありましたけ

れども、各中学校から中央中にということもご

ざいました。それも努力をしております。

　ただ、牛根中からの場合が、これがちょっと

非常に複雑でございまして、というのは、牛根

中学校の場合には、あそこは僻地になるわけで

すね。あそこから出る場合には、僻地引き揚げ

ということで、教員の要望を非常によく聞いて

やらないかんということでございます。そうい

うことで、中央中から、あそこの場合は人数も

少ないわけですけれども、ちょっと難しい面も

あったと。協和中、南中からは複数配置できる

というふうに考えております。

　以上です。

〇池之上　誠議員　教職員の確保につきまして

は、教育長みずから、県の大隅、あと県の教育

委員会ですか、足を運んでお願いをしていると

いうことを聞きまして、そしてまた加配もいた
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だけるというようなことを聞きまして、安心を

いたしております。そのことについては努力を

されているんだなというふうに思います。

　牛根中につきましてはいろんな事情があるよ

うでございますので、それはそこの先生たちの

意向が主になるんだろうなというふうに思いま

す。その中で、確保についてはわかりました。

　特色ある教育ということで、教育長が理念と

申しますか、いいことをずっと並べられました

けれども、具体的にどうしたらというようなこ

とを二、三挙げたいと思うんですけれども、小

さくなるかもしれませんけど、答弁をよろしく

お願いします。

　４中を１校に統合したということは、皆さん

も御承知のとおり、まず、行財政改革の中にお

いて教育委員会ができること、財政的な面でで

きることは、この中学校の統合と給食センター

を言われまして、この統合はいろんな検討委員

会を経まして、ようやくことし４月に統合する

ようになっております。４中学校の各地域の人

たちが望んでした統合ではないだろうと、まし

て新設でもないし、そういう意味合いから、こ

の統合中央中学校に対しては、我々議会も市の

執行部も大変な責任があるんじゃないかと思う

わけです。そういう中で、特色あるということ

で、小さく言えばいっぱいあるんでしょうけれ

ども、中央中につきましては特別な支援をして

いただきたいなという思いがいっぱいでござい

ます。

　その中で、勉強につきましては、一番の勉強

でわかるのは、高校の進学先が一番の判断、世

間からですね、一般的にはそういうのが判断材

料になろうかと思いますが、これについては結

構いろんな問題も絡んできますので、よしとし

て、大規模改造をされる中で、仮設校舎とかそ

ういうのもつくらないといけないだろうと。そ

うなったときに、校庭もある程度そういう校舎

に占領されるのではないかという思いもします

けれども、それはそれとして、部活動をする場

合、今の現垂水中学校でどうかとなりますと、

手狭なんですよね、校庭にしても、体育館にし

ても、本当に狭いんじゃないかと思います。

　そういった中で、近くには、今、テニス部は

テニスコートを使っていると思いますけれども、

近くには陸上競技場、野球場といろんな施設が

そろっておりますので、そういうのを中央中学

校の部活動に関しては優先的な、行事があると

きはしょうがないですよ、そういうとき以外は

優先的に使用させていただくと。もちろん今は

使用料をとっていらっしゃるかもしれませんけ

れども、当分の間、無償化というような感じで

していただけないかというふうに思っておりま

すが、その辺についてはどうでしょうか。

〇教育長（肥後昌幸）ただいまの御質問にお

答えします。

　垂水中央中学校は、垂水市で唯一の中学校と

なってしまいます。議員がおっしゃいますよう

に、最大限の支援をしてまいらなければならな

いというふうに思っております。御質問の部活

動におきましては、市の施設を優先的に使用で

きる方策はないかということでございますが、

中央中学校では22年度、12の部活動と、それか

ら２つのクラブが活動することになっておりま

す。また、保健体育の授業もございます。

　そこで、先日、現在の垂中の校長から、市の

運動公園等の使用について依頼がございました。

施設は、体育館、きららドーム、陸上競技場、

野球場、テニスコートなどの使用についてでご

ざいますけれども、これは社会教育課の所管で

ございますが、一般の使用者もありますので、

打ち合わせを行うことなどを条件に、使用でき

るように許可したところでございます。もちろ

ん使用料は減免措置としたいというふうに思っ

ております。

〇池之上　誠議員　知らないところでそうい

う話があったとは。ありがとうございます。多

― 133  ―



分、部活も結構頑張ってくれるんじゃないかと

思っております。１つ１つ、支援ができるとこ

ろはしていただきたいというふうに思います。

　これに関しては結構いい回答をもらいました

ので、この辺で、もう要望も付さないでおきた

いと思いますが、何せ中央中学校で子供たちを

まず光にしてあげたいと。そのためには勉強も

ですが、部活動、これが一番中学校の、学校も

ですが、子供たちも一番一体感が出るだろうと、

早いと思うんですよ。勉強にして、どこどこに

何人入ったとか、そういうのは個人的な問題で

あろうし、一体感が出るのはやっぱり部活動で

みんなが頑張ると、そこにみんなが応援に行く

ということが、この中央中の一番の手っ取り早

い盛り上がり方になるんじゃないかなというふ

うな気がしておりますので、その点についても

今、教育長もいろんな減免措置、市営陸上競技

場とかそういうところの優先的使用の許可とか

していただきました。本当にありがたいと思っ

ております。

　そういうところで、今後とも、この中央中学

校については、我々も、市役所の皆さんも責任

を持って育てていかないといけないと思ってお

りますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。

　次に、垂水高校の存続問題に入りたいと思い

ますが、市報でずっと載っておりました。「垂

水ＳＬ通信」だったですかね、何とかというの

で出ておりました。そういうところで、ああ頑

張っていらっしゃるなというところで、それに

ついての効果はというところを聞きたかったん

ですけれども、課長が、つながっていないとい

うことをおっしゃいましたので、聞かんでもい

いなと思いました。

　今、公立高校の入試の真っ最中、きょう２日

目でございます。もう多分終わっただろうと、

面接の時間かなと思いますけれども、垂水高校

の今春の志願者数、幾らだったか。

　それと、整理統合基準があるんですけれども、

２学級以下、全校６学級以下の場合は、３分の

２以上の定数を満たさないときは２年間で云々

というのがあります。その辺についてはどうか、

お答えをいただきたいと思います。

〇学校教育課長（有馬勝広）では、池之上議

員の２回目の御質問にお答えします。

　今春の垂水高等学校への出願状況は、普通科

の定員40名に対して32名、生活デザイン科は、

同じく定員40名に対して20名となっております。

　県が平成８年度に策定いたしました整理統合

基準に照らし合わせますと、平成22年度は、３

年生は普通科２学級、生活デザイン科１学級の

計３学級、２年生、１年生においては、普通科、

生活デザイン科それぞれ１学級ずつの計４学級

で、３学年合計で７学級となります。この学級

数は、整理統合基準の対象とはなりません。

　平成23年度以降は、１年生から３年生まで、

普通科、生活デザイン科それぞれ１学級ずつで、

合計６学級となります。これは整理統合基準の

対象となり、その年の５月１日現在における全

学年の在籍者数が募集定員の３分の２以下の状

態が２年間続いた場合は、翌年度の生徒募集を

停止されることになります。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　この調子でいけばそうい

うところになってくるんだろうと思っておりま

す。

　そうした中で、いろんな手法とかそういうと

ころで努力をされているかもしれませんけれど

も、私が20年の第４回というか12月ですね、そ

のときにもいろんな垂高の存続問題で話をした

覚えがあるんです。そのときは市長が最後に答

弁されまして、学区制の問題を言ったんですけ

れども、そのときは県の教育委員会の判断に任

せるというようなことで済んでおります。

　私は、県の教育委員会に任すのは当然だろう

と思いますけれども、その判断材料を与えるの
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はやっぱり垂水市、地元だろうと思っているわ

けです。そのために、市長も忙しいですから、

県立高校の場合は市長がその担当になろうかと

思いますけれども、忙しいですから、教育長で

も代理に立てて足しげく行ってもらうと、そう

いう判断材料をやって、そして県の判断を仰げ

ばいいんじゃないかというような趣旨で言った

わけですけれども、20年の第４回から１年間ち

ょっと過ぎておりますけれども、その辺の話を

されたか、ちょっと聞きたいと思います。

　それと、この前、産業厚生委員会で香川県の

三木町に行ったわけですけれども、そこの石原

収町長だったですかね、所管外のお話だったん

ですけれども、三木高校というのを誘致したと。

そのためにもう何度も行きましたというような

ことをおっしゃるわけです。

　三木高校も、普通科はなくて総合学科、そし

て文理科という特色のある学校で、今、進学率

も国公立、公立、私学、結構高いところにあり

ます。高松市の隣ということで、いろんな大学

の学部もあるということで、本市とは環境が全

然違うわけですけれども、しかし、そこに誘致

をするということは、そこの市長の努力があっ

たんだということを私は思いました。ほかの産

業厚生委員会の委員の皆さんもそういうふうに

思われただろうと思っております。

　そういうところで、今さっき言いましたよう

に、やっぱり垂高の存続については、市が努力

をするためには、やっぱり学区制を含めて、県

の教育委員会の判断を仰ぐための判断材料を、

何回も行ってやらないといけないんじゃないか

なという気がしておりますけれども、その点に

ついて聞きたいと思います。

〇教育長（肥後昌幸）池之上議員が20年の12

月議会に質問されたのをよく私も記憶しており

ます。あのときも市長のほうで、学区制につい

ては県教委が判断するということでございまし

た。

　それで、議員がおっしゃるように垂水市を全

県区にしたら、鹿児島からもこちらを、今10％

枠ですので、それが取っ払われるとたくさん受

けるんじゃないかというようなことですけれど

も、私は逆を考えるんですね。全県区にしてし

まいますと、もちろん鹿児島から入ってくる子

供たちもいるだろうと思いますけれども、それ

よりも、今度は垂水から、中央中から鹿児島の

高校に進む子供のほうが逆にふえるのではない

かという可能性も考えられるわけでございます。

これはやってみないとわからんわけですが、そ

の可能性が非常に高い。

　実はですね、日置市が今度、23年には鹿児島

学区と一緒になります。そうすると、伊集院高

校がございますけれども、伊集院高校の、今ま

で行った子供たちが鹿児島のほうに行ってしま

うんじゃないかと、非常に向こうの教育長はそ

れを危惧しております。

　県教委に対しましては、垂水高校の場合、ほ

かに統合する高校がないわけですので、ほかの

地区とちょっと状況が違うと、そういうことも

配慮して、存続を何とかお願いできないかとい

うことで要望はしておりますけれども、学区の

変更等については、私のほうではお願いはして

おりません。

　現在は、平成23年度からですけれども、まず

垂水高校と連携を密にしながら、まず中央中の

生徒が垂水高校に行くような、そういう努力を

何とかしていかなければならないというふうに

考えております。

　以上です。

〇池之上　誠議員　垂水高校に何とかして行か

さないといけないというのは、もう答えは出ち

ょっとですよ、出ていますよ、何を言われても

出ている。その状況が、今のこの32名という志

願者にあらわれている。そこ辺はぴしゃっと受

けんといけないと思うんですよ。どしこ努力を

してもこういう結果なんですから。
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　そういうことで、今さっき学区制を言ったん

ですけれども、私は、鹿児島の子供たちが受け

るということは言ってないんですよ。鹿児島の

学校を垂水が受けることができれば、親御さん

がこっちへ来るんですよ、子供を育てている人

たちが。県庁あたりの人たちが鴨池のフェリー

で渡って、30分、40分ゆっくり通勤して、仕事

に行く。安い垂水で子育てをする。何で来ない

かというと、鹿児島学区のそういう高校に行け

ないから、来ないわけです。もうこれをずっと

私は言っているんです。子供たちだけじゃない

んですよ、親も来るんですよ。そうしたら定住

のほうにも影響があるんですよ。だから、その

辺も考えてやってもらえればいいんじゃないか

と。

　垂水中央中は、１学年130名ぐらいになります

けれども、そんしがみんな鹿児島の高校に行け

るような頭やればいいですよ。何人ですか、１

％いないんですよ。そのぐらいのことはしても

いいんじゃないかと。夢がありますよ、そうし

たら、中央中の子供たちも。鹿児島も受けられ

ると。中央中の勉強も違ってきますよ。私はそ

ういうことを思って、言っているんです。

　教育長が学区制についてはと云々言いました。

それでなければ、学科を考えてもいい。普通科

じゃなくて、実業系の学科であれば全県区にな

りますから、そういう機構改正もすればいいと。

ただ、普通科でこのままで、中央中学校の生徒

たちを垂高を受けさせるように仕向けたいと言

っても、これはもう答えは出ています。それは

わかっていらっしゃると思いますので、その辺

をもう１回考えていただいて、学区制について

も、学科再編についても、できることはその辺

で教育委員会としてあるんじゃないかと。市長

は忙しいですから、代理となって、窓口になっ

て頑張っていただきたいというふうに思います。

垂高についてはそれぐらいで終わっておきます。

　次、食育ですね、いろいろと今、食育の推進

ということでいろんな事業をやっているという

ことに聞きました。家庭では「早寝早起き朝ご

はん」ですか、そういう標語もあります。そし

てまた学校給食も、知・徳・体の３つがありま

したけれども、食育というのはその基礎になる

ということですね、食べることが基礎になると、

そういう知・徳・体の基礎になる。そのための

重要な食育であるというふうに認識をしており

ますが、２回目、給食について、いろんな時代

的な変遷があろうと思います。その辺を手短に

教えていただきたいと思います。

〇学校教育課長（有馬勝広）池之上議員の食

育についての２回目の御質問にお答えします。

　学校給食は、我が国では戦後の昭和21年に再

開しまして、昭和29年に学校給食法が施行され

まして今日に至っております。現在では、あら

ゆる食品にあふれ、飽食の時代とも言われたり、

食事の嗜好が多様化したりするなど、大きな変

化が見られるようになってきました。

　児童生徒につきましては、偏った栄養摂取、

食生活の乱れや肥満傾向の増大などが見られま

して、食に関する指導の充実が求められており

ます。そこで、学校給食では、食事への感謝の

気持ちとか、児童生徒の健全な育成につながる

栄養面を十分考慮した給食が求められておりま

す。

　現在の給食センターでは、おいしくて・安心・

安全な給食の提供という本来の趣旨を常に念頭

に置き、学校給食の充実に努力しているところ

であります。先ほど申し上げましたように、学

校給食はこのように教育的な価値がとても高い

ものだと考えております。

　以上です。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。

　いろいろ、食糧難の時代から今の飽食の時代

になって社会情勢も変わってきている。そうい

う中で、学校給食が果たす役割は非常に大きい

ものがあるだろうと思います。
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　今、2005年の資料ですけれども、学校保健委

員会が出したやつですけれども、今の日本の食

は、「おかあさんやすめ、ははきとく」という

ような言葉があるそうでございます。これは後

もって皆さん、興味のある方は調べてください。

もう時間がありませんので、紹介はできません

けれども、そういうところで本当に、ファミレ

スとかファストフードとかそういうはんらんし

ている世の中で、学校給食の持つ意味は非常に

大きいというふうに思います。

　その中で、今、垂水の学校給食センター、こ

の評価を、ほかのところと比べたらなんですけ

れども、自分のところの学校給食センターをど

のように評価されているか、ちょっとお聞きし

たいと思います。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、お答

えいたします。

　給食センターの運営をほかとの比較でどのよ

うに評価しているかということでございますが、

先ほど述べました平成20年度文部科学省委託事

業の子供の健康を育む総合食育推進事業の取り

組みと成果などを紹介したいと考えます。

　この事業では、地場産物の学校給食への積極

的活用、安心かつ安全で魅力ある学校給食の推

進、学校や関係機関、家庭、地域との連携によ

る食育の推進を目標として取り組みました。具

体的には、市内の生産者の方々との連携や、栄

養教諭による食に関する指導の推進、おいしい

垂水の味、学校給食週間、調理技師研修会など

でございます。

　主な成果として、学校、家庭、地域、給食セ

ンターが連携して具体的な活動がなされ、児童

生徒の望ましい食習慣が身についてきました。

また、地場産物の使用も積極的に行ったなどが

ございます。

　ほかの給食センターとの比較というのはでき

ませんが、（池之上誠議員「いいです」と呼ぶ）

　以上です。

〇池之上誠議員　済みませんね、答弁をはしょ

らせました。ごめんなさい。またゆっくり聞き

ます。

　本丸に入りたいと思います。市長に聞きます

ね、今度ね、本丸。他の給食センターの評価と

いうことですが、私が聞いたところによります

と、学校給食をつくる中で、そのセンターの中

でいろいろあるそうですね。包丁を使って切っ

た野菜と機械で切った野菜、どっちがうまいか、

どっちが愛情がこもっているか。それはもう手

作業が一番いいだろうと、そういうところで子

供の舌にも敏感に反映するというようなことを

聞いております。献立にしても、うんにゃそれ

はもうでけんというようなところもあるそうで

す。しかし、この垂水のセンターは、まずそう

いうことは言わないようにしようというような

約束事で運営がされていると。非常に食の安心・

安全のためには立派なセンターだろうと思って

おります。

　今言われましたように、地産地消とか百笑ク

ラブとの連携とか進取的な取り組みをされてい

ると思います。そしてまた調理員のそういう意

欲ですね、そしてあと協力体制、それも十分に

できていると思っております。この食の安心・

安全を届けることも、財政以上に市の子育て支

援、そういう中でも十分に行政のサービスとし

て大きいところだろうと思っております。

　川井田教育長が財政面からこの給食センター

の民営化を言われたわけですけれども、市長も

この前、23年の４月ということで言明をされま

した。それから財政状況の変化もあろうし、社

会情勢の変化もございます。先ほど、12月の議

会では大薗議員の答弁にも、あきらめたわけじ

ゃないけれども、いろんなことを勘案して考え

ますということをおっしゃいました。

　けさほど、冬型の寒波が来まして、出るとき

に白い雪が降っておりました。きょうのキーワー

ドは白かなと思っております。海を見ましたら
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白波も立っておりました。そういうところで、

この23年度の民営化の再考、これを白紙（しろ

がみ）じゃなくて、白紙になおしてもいいんじ

ゃないかと、いろんな情勢にあわせて考えてい

くことも大切なんだろうと、君子豹変するとい

う言葉がそのまま、いい意味でですよ、うがっ

た意味じゃなくて、いい意味で当てはまるんじ

ゃないかと思っておりますが、市長、その辺を

どうお考えになるか、お聞かせください。

〇市長（水迫順一）給食センターの食育を通

じた役割、非常に大事なものがございますし、

当市のセンターは設備も立派なものだし、みん

なの努力があるというのも私自身も認識をして

おるところです。

　ただ、一方で、財政改革の中で、本当に財政

の健全化を目指してそういう検討を続けてきた

ということも一方であるわけでございまして、

そのときの思いから後も、池之上議員初め、ほ

かの議員からも何人かこのことの追及がござい

ました。そしてまた私自身も、食の安全・安心

面で本当に民間委託で十分、100％果たせるのか

という疑問というのはいつも持っておりました

し、御案内のとおり、民間の場合は大きな目的

の１つがやはり利益追求ですので、利益追求を

基本にした、そういう企業等が持続してそうい

う安全性を担保できるかという問題は十分考え

んといかんと。そういう意味で、前回の議会で

も申し上げたわけでございます。

　ただ、一方で、うちだけじゃなくて全国の中

で、民営化を推進してきておる経過がございま

す。身近でも曽於市あたりがそういうような民

営化を果たしておるわけでございまして、ただ、

まだ期間が短い。ちょっとわかりづらいんじゃ

ないかなと、これは私の見解ですけど、そうい

うような思いがございます。

　その辺の身近にあるそういうようなところを

検証しながら、本当にうちはどうやっていくか

検討を続けてまいりたいと思いますし、大事な

ことは、食の安心・安全と、それから食育のと

ころでどうしても申し上げたいのは、子供たち

がああいう子供の時代に食べた郷土の味、これ

はもう本当に体にしみついておるわけですね。

ですから、そういう意味では一生影響を与える

ような食育であるということは、やはり頭に入

れていかなければいけない。安心・安全もひっ

くるめてそのことは考えていかなければいけな

い、そういうふうに思います。（池之上誠議員

「ありがとうございました」と呼ぶ）

〇議長（川達志）次に、10番持留良一議員の

質疑及び質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　それでは、許可をいただきま

したので、総括質疑、質問を行っていきます。

　私たちは今、改めて地方自治体とはどういう

組織であるべきなのかという問題が見直される

時代に来ていると考えます。それは、構造改革

によって地域が壊され、住民生活も壊されてき

ました。その構造改革の破綻も明確になりまし

た。このような中、地域では、地域経済等、地

方自治体の再生へ向けて、持続可能な仕組みや

構造をどのようにつくっていくのか、実践的取

り組みが始まっています。それは、住民の命を

守り、生活基盤を持続可能なものにしていくた

めの自治体をどう構築していくのかということ

と考えます。地方分権も本格的に動こうとして

います。このような時代が大きく変化する中で

の議会の役割もしっかりと認識し、建設的提案

も行い、責任も果たしていかなければならない

と考えます。

　それでは、施政方針、予算等について、総括

質疑、質問を順次行っていきたいと思います。

明確で簡潔な答弁をお願いをいたします。

　最初に、持続可能な財政基盤の強化について、

３つの点から質疑をいたします。

　１番目は、地方財政をめぐる動きから、本市

の今後の財政運営のあり方についてです。
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　政府は、交付税税率の引き上げはせず、地方

の財政不足に責任を果たしていません。さらに、

財政不足を埋めるため臨時財政対策債を過去最

高の7.７兆円発行しました。本市も３億5,490万

円計上されています。地方債残高として、平成

22年度見込み額で24億7,000万円になり、全体の

約25％を占めるまでになりました。元利償還は

後年度の交付税で措置されるものでありますが、

交付税を先物食いする状態が続いています。こ

のような状況の中、今後の財政運営のあり方を

どのように検討されているのか、伺います。

　２番目は、歳入確保のため、個人消費を喚起

する施策の推進や農林水産業への支援策が必要

と考えます。

　市長は記者会見で、「経済対策や雇用創出に

も配慮し、編成した」と述べられました。しか

し、景気政策はやはりハード事業が中心で、個

人消費を喚起し、市民生活を支えるソフト事業

政策は乏しいと言わざるを得ません。公共事業

も雇用創出で税収を上げていくことにつながり

ますが、一時的なもので終わります。個人消費

を喚起する施策は持続可能な経済対策につなが

り、税収などの歳入確保にもつながっていくと

考えます。

　そこで、政策として、２点提案をいたします。

　１つは、これまで数回提案してきている住宅

リフォーム補助制度です。地元の資材や業者を

使う制度で、消費の拡大や地元業者の仕事確保、

税収にもつながります。早期の導入を求めます。

全国の実施状況、経済効果はどうか、また、建

設業者数や小規模建設業者数はどうなっている

か、伺います。

　もう１つは、太陽光発電導入支援施策です。

設置について、市内の工務店や電気工事者が取

り扱えるような仕組みをつくり、補助金等も活

用して、まちの業者に仕事をふやしていく取り

組みが、経済対策として重要になってきていま

す。住宅エコポイントの制度事業もスタートし、

相乗的な効果も期待できると考えます。導入支

援制度の創設についての展望をお聞かせくださ

い。

　３点目は、構造改革のもとで壊された社会保

障制度、そして広がった格差、貧困化、その点

への支援対策こそ自治体が果たすべき責任です。

　１つは、高齢者の介護問題です。特に、低所

得者の介護の利用料での対策の必要性です。御

存じのとおり、介護保険の利用料は所得に関係

なく１割負担で、制度での最大の矛盾と言われ

ています。国の補助を受けた研究から、課税所

得ゼロの人は、課税所得が200万円以上の人に比

べても介護が必要になる確率は５倍も高いと報

告されています。現場のケアマネさんにも声を

聞きました。介護の必要からではなく負担能力

から計算し、ケアプランを依頼される。悲しい

気持ちになります。最も介護保障を必要として

いる高齢者、とりわけ低所得者をサービス利用

から除外されていると語っていました。

　施政方針にも、「生きがいを持ち、健康に暮

らすために」と書かれています。高齢者の健康

や生活を守るためにも、介護利用料の独自の減

免対策は必要と考えますが、見解をお聞かせく

ださい。

　また、高齢者の年金は１人当たり幾らなので

しょうか。利用料減免の全国での取り組み状況

とその内容、特徴はどうなっているか、教えて

ください。

　次に、子育ての経済対策支援について伺いま

す。

　この支援策については、満足度調査からも重

点化施策になっています。また、次世代育成支

援行動計画の後期行動計画の策定が始まってい

ます。前期行動計画の経済的支援の中で保育料

負担軽減事業として、「子育て支援を推進する

ために、保育料の見直し、保護者の負担の軽減

を図る」となっています。このような経過から

受けて、どのように具体化を図ってこられたの
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か、お聞かせください。

　次に、公契約条例制定へ向けてどのように具

体化していくのか、問題について伺います。

　さきの議会で認識について伺いました。回答

は、制定されれば、公契約の社会的な価値を向

上させ、市民が安心して暮らせる地域社会を実

現することに貢献すると、期待をされる回答で

した。施政方針では、「経済が持続的に発展し

ていくために」と書かれています。まさに、こ

の内容を実現していく保障の１つが、この条例

の制定ではないでしょうか。自治体が発注する

事業で働く労働者に対し、自治体が定めた一定

額以上の賃金を保障する公契約条例制度へ向け

てどのように具体化していくのか、見解をお聞

かせください。

　２番目の質疑は、子育て支援対策について、

２つの点から改善や充実を求めて質疑をいたし

ます。

　１点目は、子供の医療費の問題です。

　県内でも来年度の予算で、子供医療費につい

て大きな変化が生まれています。対象の拡大と

自己負担なしへの動きです。これは、垂水がい

ち早く中学校まで枠を拡大したことが大きな影

響を与えたと思います。全国でも、1,800近い市

町村が医療費無料化に努力をしています。国に

おいても、我が党の「議員の国の制度で無料に」

の追及に対して、優先課題として検討すると首

相も約束をしました。地方の動きが政府を動か

している、そういういうことではないでしょう

か。今、親たちが望んでいるのは、お金の心配

がなくて安心して医者にかかれる、こういうこ

とだと思います。

　そこで伺います。県下の来年度へ向けて、新

たな動きについて教えてください。また、自己

負担なしへの支援策が求められていますが、見

解をお聞かせください。

　次に、学童保育の問題について伺います。

　垂水市でも、小学生の放課後生活、地域生活

をどう安全で豊かなものにしていくかが大きな

政策課題になっています。来年度から水之上に

も学童保育所が開所されることとなり、新たな

一歩が始まったと確信をしています。一方では、

施設や運営の改善・充実が求められています。

厚生労働省は2007年に、望ましい方向を示す指

針、ガイドラインを通知しました。これは、学

童保育を生活の場としている共働き・ひとり親

家庭の子供たちの健全育成の観点から、方向を

指針として示したものです。保護者等の意見や

要望からも、また行政としても、改善を図るこ

とが必要と考えます。

　１点目は、働いている人たちへの環境整備の

ためにも、時間延長が必要と考えますが、見解

をお聞かせください。

　２点目は、現状の施設は大変私は手狭になっ

ていると考えます。安全面等からも厳しい状況

にあり、対策が必要と考えますが、見解をお聞

かせください。

　３番目に、産業振興対策について伺います。

　施政方針では、経済が持続的に発展していく

ために農林水産業の施策を掲げられています。

私も、経済再生・地域活性化における農林漁業

の役割は重要と考えます。ましてや基幹産業と

して位置づけられているのであれば、それにふ

さわしい予算や対策が必要です。この間、生産

基盤や生産振興策は図られつつありますが、担

い手対策など構造改革は足踏み状態です。

　そこで伺いますが、担い手を確保・拡大して

いくことが欠かせない課題になっていますが、

生産組織等の支援や就農者への支援、参入、定

着を支援する施策の現状及び必要性、今後の具

体化について、見解を伺います。

　次に、農業災害の救済対策について伺います。

　私はこれまで、災害から一刻も早く立ち上が

って生産活動を再開するためには行政の支援策

が必要だと訴えてきました。今回の桜島降灰問

題について見えてきた課題や問題点は何か、ま
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た、国や県の対策から現状を救済できない問題

への支援策の可能性について、見解をお聞かせ

ください。

　次に、水産業推進のための漁船漁業の施策の

現状と課題について伺います。

　従事する関係者も少なく、政策的な点での対

応も困難な面があると考えますが、食料の確保、

環境の保全、生活向上などの視点から、施策が

必要と考えます。

　そこで伺いますが、担い手対策や漁船数、漁

業者数、取り組みや方向及び課題、対策につい

てお聞かせください。

　４番目は、地球温暖化対策の取り組みについ

て伺います。

　施政方針でも、「実行計画に基づき、温暖化

効果ガスの排出抑制のための施策を推進」と書

かれています。実行計画も見直しの年度になり

ますが、実施状況と今後の計画、実施できてい

ない問題、公共施設への取り組み状況について

伺います。

　最後に、高校生の就職支援対策について伺い

ます。

　先般、高校生の就職内定率が発表され、鹿児

島県は77.5％と昨年よりも５％悪くなっていま

した。卒業と同時に失業という事態は、保護者

にとっても心を痛めていらっしゃると思います。

京都府では、未就職者を雇用し、職業訓練を受

ける支援事業を始めています。18の春を泣かせ

ないためにも、本市でも、臨時職員等で支援し、

今後の就職活動を応援する対策を講じられない

か、見解を伺います。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇財政課長（三浦敬志）持留議員のお尋ねに

お答えいたします。

　政権交代後最初の予算となる平成22年度の予

算案は、マニフェストに沿って子ども手当等の

新政策が盛り込まれ、当初予算としては、過去

最大の92兆3,000億円に膨らみました。一方、税

収は、21年度見込みと同水準の37兆3,000億円に

とどまり、埋蔵金の活用で税外収入を10兆6,000

億円に積み上げましたが、収入不足の穴埋めを

する新規国債発行は過去最大の44兆3,000億円に

達しております。

　民主党は、野党時代、予算の無駄削減や埋蔵

金の活用で20兆円程度の予算捻出ができると言

っていました。政権交代してから、削減のため

の事業仕分けも行いました。しかし、不景気に

よる税収不足で、従来どおりの新規国債発行と

いう方法に頼らざるを得ず、結果的には発行額

は過去最高の44兆3,000億円となり、借金依存の

構造が一層鮮明になりました。

　また、気になるのは、社会保障費が増大した

ことです。民主党の掲げる「コンクリートから

人へ」の方針どおり、公共事業が大幅に削られ、

自民党時代から大きく転換いたしました。目玉

の子ども手当を含む社会保障費は9.8％増の27兆

3,000億円と、初めて一般歳出の過半を占める一

方で、公共事業費は18.3％減の５兆7,000億円と、

過去最大の圧縮となっております。

　また、今回政府は、地方重視の方針から、地

方交付税やその不足を補う臨時財政対策債の大

幅な増額を行いました。自主財源の乏しい自治

体にとってはありがたいのですが、臨時財政対

策債は、議員も述べられたとおり、交付税の先

食いであり、今後の地方・国の足かせとなって

しまうのではないかと懸念されるところであり

ます。

　福祉国家を目指すにしましても、健全な財政

運営がまずは望まれると思います。借金がかさ

み、いつつぶれるかわからない国では、人は安

心して暮らすことはできません。不景気という

現実とマニフェストという理想のはざまで悩み、

日本の将来に対して、明確なビジョンを示せぬ

ままの予算案でいいのか、少々疑問に思ってい

るところでございます。

　以上です。
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〇土木課長（深港　渉）次に、住宅リフォー

ム制度の導入取り組みについてお示しいたしま

す。

　この制度には、本市でも行われております合

併浄化槽の補助などもこの制度の一環として取

り扱っている市町村もあるようでございますけ

れども、住宅そのものの改修、つまり建築部門

についてお答えさせていただきます。

　まずは、全国の住宅リフォーム制度実施状況

でございますけれども、昨年５月11日現在とし

て、全国商工会新聞で調査されたデータで申し

ますと、全国で80の市区町村と３つの県が助成

制度を実施しておるようでございます。また、

その助成率は５％から50％でございまして、金

額の上限が４万円から40万円となっているよう

でございます。

　なお、現在のところ、住宅そのものの改修で

は、県内での実施市町村はないようでございま

す。

　次に、経済効果でございますけれども、国土

交通省が平成20年度下半期における住宅リフォー

ムについて、全国2,000の住宅建設業者にアンケー

トを行った統計で、受注額としてお示しします

と、一戸建てから共同住宅などに及ぶ住宅専用

としての受注額は、全国全数の推計換算値とし

て約3,100億円、そのうち鹿児島県は91億円とい

う数値を発表しております。

　市内における建築業者数でございますけれど

も、これは市の指名業者としましては21社でご

ざいます。小規模建築業者数、いわゆる個人で

行われる大工さんのことだと思われますけれど

も、この人数は、実際のところ把握しておりま

せん。建築士会の垂水支部へ問い合わせました

ところ、会員の中では２名の方が個人として行

っておられるようでございます。

　本市における住宅改修補助制度、いわゆる住

宅リフォーム制度への取り組みへの方向性でご

ざいますけれども、国におきましては、雇用、

景気に直結し、地域経済活性化や経済循環につ

ながる内需拡大の一環となる目的も持って、住

宅版エコポイント制度も始めるなど、さまざま

な住宅改修の支援施策が推進されておりますし、

議員の言われるとおり、消費拡大や地元業者の

仕事確保にもつながりますことでございますの

で、県内の市町村の動向も踏まえ、調査研究を

行ってまいりたいと考えているところでござい

ます。

　以上でございます。

〇生活環境課長（迫田裕司）太陽光発電導入

支援制度の創設について、お答えします。

　平成21年度太陽光発電量の飛躍的な拡大のた

めに、国は、一般住宅への太陽光発電システム

設置を支援しています。住宅用太陽光発電シス

テム補助金制度は、国・県を初め、県内では鹿

児島市、霧島市、出水市、鹿屋市が実施してい

ます。４市の補助額は、限度額が、出水市の９

万円から、霧島市の29万9,000円と自治体によっ

てさまざまです。

　太陽光発電は、発電時に二酸化炭素を出さず、

騒音もなく、排気ガスも排出しません。とても

クリーンなエネルギーですが、本市において独

自の補助金を出すことは、今のところ財政的な

面から厳しい状況でございます。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）御質問の介護

の利用料の市独自の減免への取り組みについて、

お答えいたします。

　介護保険事業が始まった当初においては、全

国的な展開としてさまざまな軽減策があったよ

うでございます。本市も部分的ではございます

が、軽減策を講じていたようでございます。現

在は、給付費の一部を活用した地域支援事業と

して、介護手当、訪問給食などの在宅支援サー

ビスとしての軽減策を実施しております。

　現在、市独自の減免策は行っておりませんが、

第５期介護保険事業計画に向けて、平成22年度
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はニーズ調査を行い、平成23年度は計画策定を

行う予定でございますので、先進都市等の取り

組み事例等を研究し、検討してまいりたいと考

えているところでございます。これも、直接被

保険者の保険料にはね返ってきますので、基金

の状況等も勘案しながら対処していきたいとい

うふうに考えております。

　次に、課税所得ゼロの人は、200万円以上の人

に比べて介護が必要となる確率が５倍にもなる

という報告があるがということでございますが、

平成20年度の介護保険事業分析報告によります

と、年金の収入額から見るサービスの利用状況

は、本市の場合、150万円以下の収入の方の割合

が84％で低所得構造となっております。サービ

スにつきましては、所得の多い少ないにかかわ

らず満遍なくサービスを受けておられる状況で

ございます。少なくとも、本市におきましては、

所得が少ないから介護の必要な可能性が多くな

るという傾向はないようでございます。

　続きまして、介護サービスの内容についてで

ございますが、介護保険の保険給付費には、大

きく分けて、法定給付と市町村が独自に行う特

別給付があるわけですが、全国の取り組み状況

を見ますと、介護保険サービスでは対象となら

ない寝具乾燥サービスや移送サービスの実施や、

法定給付につきましては、議員御指摘のとおり、

独自に高い給付水準を設定して給付を行ってい

る市町村があるようでございます。

　続きまして、子育て支援体制の充実につきま

して、「子育て支援を推進するため、保育料の

見直し、保護者の負担の軽減を図る」と掲げて

いるがということでございますが、御指摘のあ

りましたように、次世代育成支援対策行動計画

で、これは前期分でございますが、保育料を見

直し、保護者の負担の軽減を図るとしておりま

す。

　このため市では、国の保育基準単価より低く

保育料を設定し、一応90％でございます、保護

者の負担軽減を図っているところでございます。

後期計画におきましても、引き続きまして、事

業継続として保育料の助成を行っていくとして

おります。改正の見直しなどの必要なものがご

ざいましたら、随時対応していきたいと考えて

いるところでございます。

　以上でございます。

〇財政課長（三浦敬志）公契約条例制定へ向

けてどのように具体化していくかについてのお

尋ねにお答えいたします。

　公契約条例につきましては、さきの議会にお

いても答弁させていただいたところであります。

また、先月26日には千葉県野田市において、こ

の条例に基づいた全国初の入札も実施されたと

ころでございます。内容といたしましては、平

成22年度の市役所本庁舎などの施設の清掃業務

委託や運転管理など、15の委託事務事業の入札

であります。落札業者は、いずれも国が定めて

いる地域別最低賃金より101円高い、市が独自に

定めた時給829円で落札しており、15事業はいず

れも継続事業であります。平成21年度と比較し

ますと、落札価格は合計で約700万円上回ってお

り、賃金確保分が反映したのではとの報道がな

されております。

　本市におきましても、情報収集を行い、国の

指導等にも注視しながら、公契約条例の趣旨と

入札制度等との整合が図れないか、検討してい

るところでございます。

　しかし、問題として、１番目に、労働条件に

対し、条例による介入が可能か。上乗せ賃金遵

守規定を定める条例が法律の目的や効果に影響

を及ぼさないか。また、一地方公共団体の区域

に限定される条例が労働条件に介入することが

法律の許容範囲であるのか。最小の経費で最大

の効果を上げることが求められる地方自治法と

整合するのかなどであります。

　２番目として、ただいま申し上げましたよう

なことが仮にクリアされたとしても、今日の社
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会経済情勢のもと、職員数の増員が容易に見込

めない地方公共団体において、多額の処理コス

トをかけてまでこの条例を制定する合理性があ

るのか、問題となるところでございます。

　労働者の労働条件の向上のための規制は、基

本的には一地方公共団体の地域を越えた国全体

の政策として実施していかなければ、政策とし

ての効果は薄く、国による公契約法の制定が望

ましいと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇市民課長（葛迫隆博）高齢者の生活を守る

対策の御質問の中の年金１人当たりに関して、

お答えいたします。

　老齢基礎年金は、御案内のとおり満額で79万

2,100円となり、月平均で申しますと６万6,008

円であります。そこで、平成20年度の実績によ

り、85歳未満の方々の受給状況について説明申

し上げます。

　受給者数4,369人、総額29億8,343万7,400円と

なっており、１人当たりの年金受給額は、単純

に平均しますと68万2,865円で、月平均で５万6

,905円となります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）子育て支援対

策の充実についての「子供医療費のさらなる充

実の必要性があるのでは」について、お答えい

たします。

　最初に、県下の動きについて。御承知のとお

り、従来、乳幼児医療費助成は小学校就学前ま

ででありましたが、本市が県内で初めて対象者

を中学生までに引き上げ、平成21年度から医療

費助成の拡大を行いましたところ、大きな反響

を呼んだわけでございます。その後、他の自治

体も同様に助成拡大を行うようになりまして、

中でも薩摩川内市などは、平成22年４月から、

中学校修了前まで全額助成するようでございま

す。

　次に、「財政的な問題から自己負担なしは厳

しさはあるが」ということでございますが、こ

の件につきましては、本市同様、2,000円から3

,000円の自己負担額を設けている自治体がござ

います。この４月から自己負担額を撤廃し、全

額助成とするところもあるようでございます。

いちき串木野市と南さつま市でございますが、

ただ、現行制度といたしましたのが今年度から

でございますし、医療費の伸び、今後の推移等

も十分検証しなければならないと考えます。他

の医療制度や事業とのバランスも勘案しなけれ

ばなりませんので、当面、御指摘の制度改正に

つきましては考えていないところでございます。

　次に、子育て支援対策の充実についての学童

保育の充実についてでございますが、放課後児

童クラブのガイドラインを受けて、改善や見直

しの必要性についてお答えいたします。

　国の定めますガイドラインは、児童クラブの

規模、設備、施設、職員体制等、実施に適正な

基準を示しているわけでございますが、垂水児

童クラブは、いずれもガイドラインで示す基準

内でございます。しかしながら、平成15年の開

設から７年が経過いたしておることから、改修

や見直しの必要なものがございましたら、対応

していきたいというふうに考えておるところで

ございます。

　次に、働いている人たちへの環境整備のため

の時間延長への取り組みについてでございます

が、入所者の保護者の就労時間を見ますと、児

童クラブの閉所時間を超過する方はいらっしゃ

らないと報告を受けております。おおむね、閉

所時間の午後６時前後には児童を迎えに来てい

らっしゃるようでございます。なお、突発的な

用件で迎えがおくれる方などにつきましては、

それなりの対処ができているとのことでござい

ました。時間的に30分ぐらい延長で預かるとい

うことであるようでございます。

　以上のようなことから、閉所時間の延長につ

きましては、今のところ考えておりません。

　「おおむね40人程度と示しているが、現状は
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安全や衛生的な面からも厳しいのではないか。

対策が必要と考えるが」ということでございま

すが、現在、垂水児童クラブは40人弱の児童が

利用しているわけでございます。学童保育スペー

スは、ガイドラインの基準でございます児童１

人当たりの生活スペース1.65平米を満たしてお

ります。垂水小学校では、今のところ1.75平米

というところでございます。指導員の方にお伺

いしましても、手狭感はないとの回答でござい

ました。今後、入所児童がふえてくるようなこ

とになれば、検討する必要があろうかと考えて

おるところでございます。

　以上でございます。

〇農林課長（山口親志）持留議員の担い手対

策についての現状及び今後の展開についての質

問にお答えいたします。

　まず、生産手段としての支援としましては、

市、ＪＡが農地利用集積円滑化団体となり、農

地の貸し付け等を行うことができる農地利用集

積円滑化事業があります。この事業を活用する

ことで、担い手農家、新規就農者、法人、企業

への対応が行われるのではと思っております。

また、担い手農家への資金の相談も行ってまい

りたいと思います。

　次に、降灰対策から見えてきた問題及び市の

支援と対策についてでありますが、確かに、10

年前の降灰のひどい状況で農業を支えてきた方々

が現在も農業を支えておられまして、高齢化に

よる降灰対策への労働の大変さをお聞きしてお

ります。

　市議会、県・国の議員の方々の視察等もあり

まして、県で早急な対応をお願いしまして、ビ

ニールの張りかえ補助、施設及び作物の洗浄機

械器具としてミスト機、動力噴霧機等の購入補

助、施設に堆積の降灰除去作業及び持ち出し等

に要する経費の補助等、土壌等矯正事業など要

望、協議をいたしております。そのような形で

新たな要望、協議に対応していただいておりま

すので、国・県への要望を中心に支援を行って

まいりたいと思っております。

　以上です。

〇水産課長（塚田光春）次に、産業振興対策

の中の水産業の施策についてお答えいたします。

　まず、漁業者の担い手育成対策を今後どのよ

うに図っていくかという質問でございますが、

担い手対策につきましては、漁業者の経営安定

化を図る施策をすることにより後継者育成につ

ながってまいりますので、その施策についてお

答えしたいと思います。

　なお、本市の水産業は、大きく分ければ養殖

漁業と漁船漁業に区分されますので、その漁業

別ごとに担い手の状況をお答えいたします。

　まず、養殖漁業の担い手の現状ですが、養殖

漁業者は、現在72経営体おりまして、すべてに

おいて後継者が育っております。このように、

養殖漁業の後継者は本市の産業の中でも後継者

が育っている唯一の産業だと思っていますので、

市としましても、大事な産業でございますので、

しっかりと支援していかなければなりません。

　それでは、養殖漁業の施策としまして、主な

ものを４点ほど申し上げたいと思います。

　まず１点目は、ブリ、カンパチ等の消費拡大

や販路拡大等が大事でございますので、漁協と

連携し、販売促進活動をしてまいります。２点

目は、水産振興の新たな施策として、中学、高

校の修学旅行生を対象にブルー・ツーリズムの

推進を図り、漁業者の収入確保につなげてまい

ります。３点目は、21年度創設されました国に

おける漁業緊急保証制度の利用により、運転資

金等の融資を容易にしたり、また、市では、養

殖漁業経営安定化のために、昨年度に引き続き

漁協へ短期貸付金を行います。４点目は、ブリ、

カンパチ等の水揚げ漁港である海潟、牛根麓の

両漁港を、昨年度に引き続きまして整備してま

いります。

　次に、漁船漁業者の担い手でございますが、
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２つ目の質問の漁船漁業の現状と課題と、その

施策等についても関連がありますので、あわせ

てお答えいたします。

　まず、漁船漁業の担い手でございますが、漁

船漁業は、本市の場合、主に、底びき網、小型

まき網、刺し網、はえ縄、一本釣り等を操業し

ておりますが、そのうち後継者がいる漁業は、

底びき網、小型まき網業者がいる程度で、ほか

の漁業につきましては少ししか後継者が育って

いないのが現状でございます。

　そのような中で、漁船漁業の漁船数と漁業者

数の過去10カ年を調べてみますと、平成11年で

漁船数が429隻、漁業者数が684人で、平成20年

では漁船数が404隻、漁業者数が537人で、10年

間で漁船数が25隻減少し、漁業者数は147人減少

しています。中でも、一本釣りやはえ縄等の漁

業者数の減少が著しく、この要因としましては、

錦江湾でとれる魚の魚価低迷や魚の不漁により

漁家経営が成り立たないのが一番の要因で、そ

れに加え、昔に比べて漁法の大型化に対応でき

ない部分があるのではないかと思っているとこ

ろでございます。

　このような状況下ではございますが、漁船漁

業の振興と後継者の育成を図る努力をしていか

なければなりませんので、その主な施策につい

て申し上げたいと思います。

　まず１点目は、道の駅たるみずやとんとこ館

を拠点に、地元水産物の販売促進を目的に販売

員を確保するために、漁協へ雇用の委託を行い

ます。２点目は、豊かな海づくりパイロット事

業により、牛根、垂水市漁協管内にマダイやヒ

ラメの放流を行います。３点目は、これは養殖

漁業と両方に該当しますが、漁業者が漁業経営

に必要な資金を金融機関から融資を受けやすく

するために、漁業信用基金協会へ出資を行いま

す。４点目は、漁場の環境をよくするために、

これまでにも藻場造成や魚礁の設置をしており

ますが、今後も長期計画にのせてありますので、

引き続き計画的に実施してまいりたいと思って

います。

　なお、県のほうでも広域漁場整備事業により、

錦江湾内に水産資源の維持と増大を図るため、

平成19年から23年度までの５年間に約10億円の

事業費を投入し、大型魚礁の設置を年次計画で

実施していただき、水産物の生産機能の強化を

図っていただいております。

　以上でございます。

〇生活環境課長（迫田裕司）地球温暖化対策

の取り組みについて、お答えします。

　平成19年７月に策定された垂水市地球温暖化

対策実行計画は、技術の発展や環境の変化に対

応するために、平成22年度には計画内容の見直

しを検討する予定でございます。

　実施状況については、特にごみの分別につい

て御説明いたします。

　本市では、平成14年からごみの26分別を始め

たことにより、市民の環境問題に関する意識が

高まっております。ごみを分別することにより、

リサイクル率向上と資源の節約につながり、二

酸化炭素の削減にもつながります。

　ちなみに、ごみが１トンふえると、焼却処理

等により約5.6トンの二酸化炭素の増加につなが

るそうでございます。

　今後の計画でございますが、低炭素型まちづ

くりは、低炭素社会だけでなく、高齢化社会へ

の対応や中心市街地の活性化、快適性の向上な

ど多様な利便性をもたらします。また、まちづ

くりのあり方によって、都市の温室効果ガスの

排出量が大幅に違うことも事実であり、低炭素

型まちづくりに積極的に取り組むことが必要で

あります。今後は、低炭素まちづくりを目指し

て、土地利用と交通分野、街区、地区単位の対

策、エネルギーの面的利用の分野、緑地の保全

及び緑化の推進、熱環境の改善に努めてまいり

たいと考えております。

　次に、実施できていない実態の問題について
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お答えいたします。

　地球温暖化問題は、非常に専門的知識を必要

といたします。とても素人が片手間でできるよ

うなものではございません。市民の環境保全意

識の向上を図り、また垂水市環境基本計画を作

成するためにも、専任職員の配置が必要でござ

います。

　次に、先ほどの太陽光発電導入補助金制度や

低公害車の導入につきましては、財源問題をク

リアすることが重要課題であります。

　次に、公共施設への取り組みについてお答え

します。

　政府は、平成21年４月に取りまとめられた経

済危機対策において、スクール・ニューディー

ル構想を提唱し、21世紀の学校にふさわしい教

育の抜本的充実を図ることとしました。その中

で、学校への太陽光発電の導入を初めとしたエ

コ改修の整備等を推進することが掲げられてお

ります。

　先般成立した平成21年度補正予算においては、

国庫補助に必要な予算として約4,900億円が計上

されています。この補正予算は、従来の国庫補

助に加え、地方向けの臨時交付金が盛り込まれ

ており、地方公共団体の負担が大幅に軽減され

ています。

　公共施設につきましては、このような本市に

とって財政負担の少ない事業を活用し、温暖化

対策に取り組んでまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇総務課長（今井文弘）高校生の就職対策に

ついての御質問にお答えいたします。

　世の中の経済や雇用の動向は大変厳しい状況

にありまして、市内においても、雇用の場が少

ないという状況ではあります。そのような中で

これまで、市長も、大学、高校等の新卒者には

ぜひ地元に残っていただきたいという思いから、

地元高校生の地元企業への就職お願いもされて

きております。また、市といたしましても、働

く場を必要とする住民の方々のために何らかの

支援が必要であるということは考えているとこ

ろであります。

　議員の御指摘のありました高校生の新卒者の

雇用対策は、重要な問題でございます。ただ、

臨時職員の申込者の中には、Ｕターン者やリス

トラに遭った方々などさまざまであります。ま

た、現在の臨時職員の中には、家族を養うため

の生活の糧とされていらっしゃる方もおられま

す。そういう方々のことも考慮し、今後の垂水

市を担っていく若者の地元への就職について、

優先的な雇用を含め、どういう支援ができるの

か検討してみたいと考えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　今の高校生の就職対策問題、

それから地球温暖化、それから産業振興等につ

いては、きのうからの議論も特に降灰問題を含

めてありました。それと、あと地球温暖化につ

いては問題点が一層明らかになったと思います。

そういうことも考慮しながら、改めて、そうい

う問題点が明らかになったということで、ぜひ

それを今後、施政方針にも、特に温暖化の問題

では具体化を図っていく、推進していくという

立場でありますので、体制の問題とか推進対策

とか、そういうことを今後、折を見ながら、ま

た議会の場でいろいろ議論させていただきたい

と思います。

　それからまた、水産の漁船漁業の問題につい

ても、私も改めてその認識をしたところですけ

れども、要はこの問題を取り上げたのは、Ｉター

ン者がいらっしゃいまして、結局、十分な支援

策がなかったということで、結局あきらめざる

を得なかったと、せっかく帰ってきたのに、長

崎にも友人がいらっしゃったらしいんですけど、

そこの差が余りにも激しかったと。結局、自分

自身が夢と希望を持って来たのに、そういう支

援策はなかったということで帰られました。そ

ういうことも含めて、この問題では改めて、こ
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の点についても問題が私自身は明らかになった

と思いますので、今後、また議会の場でいろい

ろ議論をさせていただきたいというふうに思い

ます。

　高校生の問題については、とにかく卒業と同

時に失業ということがないように、高校生の、

そういう夢と希望を持った高校生たちをどうや

っぱりはぐくんでいくのか。課長がおっしゃら

れるとおり、将来の担い手でもあります。地域

を支える、そういう意味での若い人たちですの

で、ぜひこれはまた今後、具体化をいろいろな

点で図っていただきたいと思います。

　もう新しい年度も始まります。そういう意味

ではそういう対策も求められていくと思います

ので、ぜひこの点については取り組んでいかれ

たいというふうに要望をしておきたいと思いま

す。 　一問一答方式でさせていただきたいと思

いますが、まず、ちょっと順序は逆になります

けれども、手早いところからちょっとやってい

きたいと思いまして、降灰問題、これはきのう

からいろいろ議論がありました。私はやっぱり

大事なのは、今の国の採択基準のあり方とか、

そういうことも含めて、やはりそういうところ

まで踏み込んだ声を上げていくことが大事だろ

うと思います。

　そういう意味では、例えば降灰の量の基準の

問題においては、灰の量の質も変わってきてい

ます。従来にないやっぱり量が、大量に降ると。

しかし、基準との関係でいくと、グラム数から

いくと全然量が、面積が違うということもあり

ますので、やっぱりそういうことも含めて、採

択基準のあり方、問題点もきちっと対応してい

ただきたいなというふうに思います。

　それから担い手の問題では、先ほど言いまし

たとおり、私はこの問題というのは、基幹産業

として位置づけているんだと。であるならば、

それに必要な予算と対策をしっかりとるべきだ

というのが私自身の考えであり、また、多くの

市民の皆さんもそうだろうと思うんですよね。

そういう意味では、特に担い手の問題において

は、私がちょっと調べたところによりますと、

鳥取の、ちょっと課長とも話をさせていただき

ましたけれども、鳥取の日南町などが地域振興

公社、財団法人をつくって、1,000万円の財源、

ＪＡ、森林組合等も含めて出資をしてつくって

います。それだけの構えと規模でやっぱりやっ

ていく必要が、この担い手の問題についてはあ

るというふうに思います。それがやっぱり地域

の産業を支えていく大きな役割だと思いますの

で、そのあたりはぜひそういう立場に立って、

今後ぜひ取り組んでいただきたいなというふう

に思います。これはもう要望だけにしておきた

いと思います。

　それで、まず最初に、歳入確保の問題のとこ

ろから入っていきたいと思うんですけれども、

先ほどの財政運営のあり方については、課長の

そういう立場でぜひ財政運営を取り組んでいた

だきたいというふうに思います。それで、特に

今、景気対策が非常に重要だということと、ま

たこれと関係して、歳入確保という点では非常

に重要なつながりがあるということを先ほどの

答弁からも理解したというふうに思うんですが、

先ほど言われたのは、調査研究をするというこ

とを言われたんですけれども、具体的にいつま

で、どんな形で調査研究し、結果を出していく

のかということが問われると思うんですが、こ

の点についてはどういう方向なのか。

〇土木課長（深港　渉）住宅リフォーム制度

の将来に向けた展望といいますか、制度の導入

の年度的なことだと思いますけれども、実際今

のところ、何年度にこういう形で確立したいと

いう計画は立てておりませんが、当然、先ほど

も言いましたように、まねるというか、そうい

う意味ではないんですけれども、県内の市町村

の動向を踏まえ、また財政的ことも考慮いたし

まして、できるだけ早目にといいますか、そう
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いう形では考えておるところでございます。

〇持留良一議員　ありがとうございます。

　南日本新聞に出ていたんですけれども、公共

事業に頼る景気対策は見直す時期に来ているの

ではないか、実効性のある操業支援や住宅改修・

補修など、個人消費を喚起する施策にも重点を

してほしいと、こういう形で、今まで住宅改修

というのはそう大きなテーマにもならなかった

んですけれども、今こういう状況の中で、やは

り消費がいかに大事かと、そのことが税収にも

関係してくるということですので、ぜひ市長、

この点については積極的に推進していかれる考

えはあるのかどうなのか、その点だけ、この点

については質疑をさせてください。

〇市長（水迫順一）非常に個人ひっくるめて、

小規模の業者を支援することにつながると、結

果として、収入、経済に影響するというお考え

の提案でございますが、先ほど課長が１回目に

答弁を申し上げましたように、非常に対象者が

うちも少ないんじゃないかという気がします。

ですから、建築士協会にはただ２人しかまだ登

録がないという回答もしたとおりでございまし

て、そういうところをまず調べて、本当に施策

するのであれば効果が出る施策でなければいけ

ませんので、まずその辺の調査からだろうと、

そういうふうに思いますし、うちも県内では財

政の豊かなほうではございません。まだ県内ど

こもやっていないことを、こういう面で本当に

やっていいのか、まだ経済対策、ほかにやるこ

とがあるんじゃないかと、そのように私自身は

考えております。

〇持留良一議員　わかりました。

　次の問題について伺いますけど、高齢者の介

護問題について伺いたいと思いますけど、よろ

しいですか。

〇議長（川達志）どうぞ。

〇持留良一議員　高齢者問題について、先ほど

回答でも、事例を参考にしながら、今後、検討

していくという中身だったんですけれども、市

長にちょっとお伺いしたいんですけれども、こ

の介護の問題で、利用料の問題で、特にこれは

所得に関係なく１割負担をしなきゃならないと

いうような制度になっているんですが、この点

について、市長は、この制度の問題、矛盾だと

お考えなのかどうなのか、まずお聞かせくださ

い。

〇市長（水迫順一）詳しくは保健福祉課長に

答えさせようと思ったんですが、いずれにしま

しても、こういう制度ができて、それをやって

おるわけですから、これは批判することはでき

ません。（「そのとおり」と呼ぶ者あり）

〇議長（川達志）もう４回目、この件は。

〇持留良一議員　今、介護の問題をやったんで

すけれども。

〇議長（川達志）次にと言わないと、わか

らなくなる。済みません。

〇持留良一議員　先ほど介護の問題と言ったん

ですけれども。

〇議長（川達志）けじめをつけてください

ませんか。どうもこっちもわかりづらいです。

済みません。

〇持留良一議員　３回目でいいんですね。

〇議長（川達志）３回目。

〇持留良一議員　わかりました。

　市長がわからないと言われたんですけれども、

（市長「わからないじゃないですよ」と呼ぶ）

わかりました。要するに、必要な人が介護を受

けられていないという現状の問題もあるわけな

んですよね。要するに、例えば支給限度額の垂

水市の状況においても、約５割、半分しか、支

給限度額の、受けられていないという問題があ

るんですよ。ところが、一方では、先ほど課長

が言われたとおり、介護に必要なサービスを提

供すると、そこのところでギャップが生まれて

いるわけなんですよね。いわゆる低所得者の人

は、例えば先ほど年金の報告がありましたけれ
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ども、５万円前後のお金と。ところが、払うお

金が１万円とか5,000円払っても、あと残るお金

は、いろいろさっ引かれていくと非常に苦しい

と。そうしますと、受けたい介護も受けられな

いという現状があると。だからこそ、この問題

について、全国でも308近い自治体が何らかの支

援策をとっているわけなんですよ。そのことに

よって健康を守ったりと、医療費の抑制にもつ

ながっていくと、そういう観点を持って、この

点について、そういう対策をぜひとられないの

かということを訴えたんですけれども、再度そ

の点について市長のお考えを。

〇市長（水迫順一）これは制度ですから、う

ち自体で矛盾しておるんじゃないかと言われて

も、それは、矛盾しているとも答えられません

し、矛盾していないとも答えられない、そのよ

うに思います。

　ただ、本当に低所得者が、年間200万円以上で

すか、の収入者に比べて、かなり思う介護のサー

ビスが受けられない、そういう点ではやはり今

後、是正していくべき部分はあるだろうと、そ

ういうふうに思います。

〇持留良一議員　わかりました。

　ぜひこの問題については、そういう立場で今

後、計画の中でぜひ取り組んでいただきたいな

というふうに思います。

　次に、保育料の問題について、よろしいでし

ょうか。

〇議長（川達志）はい。

〇持留良一議員　先ほど、現段階では実施をし

ているということだったんですけど、しかし、

行動計画というのがあるんですよね。行動計画

の中で今まで、現状として各段階で実施をして

いるという中身なんですよ。そうすると、今後

は検討するというのが21年度の中身です。そし

てこの中での使い方というのは、現状、継続、

検討という形をされているんですよ。

　そうしますと、この行動計画というのは今後、

今実施しているのを検討していくと、いわゆる

この事業内容にあるように、子育てを支援する

ために保育料を見直し、保育料負担の軽減を図

っていくというふうになるはずなんですが、先

ほど言われたのはちょっと、そういう中身から

いくと、現状の、それを継続という形になるは

ずなんですよ。だから、ここでは検討というの

であれば、当然、保育料の見直しをやっていく

というのが当然じゃないか、現状の保育料の中

での見直しをやっていくというのが、だれもが

受けとめる中身じゃないんでしょうか、どうな

んでしょうか。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）御指摘のとお

り、事業概要としましては、保育料を見直すと、

保護者の負担軽減を図りますということで書い

てございます。今回新たに、行動支援計画の中

でも平成26年度までの方向性や目標ということ

で、今のところ事業継続と、引き続き国が示し

ております90％で行うということを出しており

ます。

　ただ、鹿屋市等の保育料につきましては、若

干、私どもと1,000円から2,000円程度違うとこ

ろがございます。それにつきましては、ちょっ

と早急に検討したいなということは考えており

ます。

　以上でございます。

〇持留良一議員　わかりました。

　とにかく、この問題については多くのお母さ

ん方も、次の経済的支援としてこの保育料の問

題にぜひ取り組んでほしいという要望もありま

すので、ぜひ取り組んでいただきたいというふ

うに思います。

　次に、公契約の問題についてはまた再度、議

論の場を持っていきたいというふうに思います。

　それから子供医療費の問題について、次にお

伺いをしたいと思います。よろしいでしょうか。

〇議長（川達志）はい。

〇持留良一議員　ことしで約12の自治体、そし
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て、ことしの新４月の時点になると思いますけ

れども、４つの自治体が新しく自己負担をゼロ

にするというような自治体、県下で約12の自治

体が子供医療費の自己負担ゼロというような形

で動き始めてきています。これは本当に、当然

いろんな形での影響が相互し合いながらこうい

う方向に今、進んできているというふうに思い

ますが、伊佐市は高校生までというような状況

があります。

　こういう結果を受けて、当然のごとく県下の

多くの自治体の中でも、この子供医療費の問題

についてはそういう方向が進むというふうに思

うんですが、この現状、いわゆる12にふえたと

いう、この自己負担ゼロが12にふえたというこ

の点について、市長。

〇市長（水迫順一）どの市町村でも子育て環

境整備というのは、私ども垂水市がやっている

とおり、重要な政策と認識がしてこられた結果

だろうと、そういうふうに思うんですね。です

から、このことは、垂水市としまして一歩先ん

じてやったということはよかったと、そういう

ふうに思います。

〇持留良一議員　この問題では、一番お母さん

たちが望んでいるのは、お金の心配がなく安心

して病院にかかりたいということだと思うんで

すよね。そうしますと、やっぱり今の現状の中

で、3,000円の自己負担というのがやっぱり大き

なネックになっていたり、例えば保険証の問題

とか、この間議論がありましたし、また例えば、

私なんかにも相談があったのは、なかなか給料

がおくれて病院にかかれないという事態がある

と。そういう事態を避けるためにも、県下で多

くの自治体がこういう自己負担ゼロを動かして

きただろうというふうに思うんですよね。

　だからこそ、国もそういう形で今後、検討す

るというテーマになってきていると思うんです

が、そのあたりについてやはり今後どんなふう

に、当面なしということでしたけれども、具体

的にそのあたりで方向性があるのかどうなのか、

その点についてお聞かせください。

〇市長（水迫順一）これは子育て支援を考え

ますと、それは医療費、全く全額保障してあげ

るのが一番いいと思うんですね。ですけど、今、

始まって１年でございますから、そういう推移

も分析しなければいけませんし、それと、財政

状況の中で勘案していかなければいけませんし、

ほかの子育て支援もあるわけですから、その辺

との絡みも考えていかなければいけない、その

ように思います。

〇持留良一議員　もう時間もなくなってきてい

るというふうに思うんですが、この子供医療費

の問題というのは、私が調べても、多くの自治

体でふえたのは現物給付、窓口給付になったと、

いわゆる償還払いから現物給付になったのが本

当にふえているんですよね。逆に、こういう自

己がゼロになると、やっぱり予防、こういう側

面を持ってお母さんたちが早く行くと。そうい

う意味で、そんなに医療費が上がっていないと

いう現状もあります。こういうこともぜひ調査

していただいて、今後、子育て支援に当たって

いただきたいなというふうに思います。

　私は、今回さまざまな点からいろいろ質問を

させていただきましたけれども、とにかく何よ

りも住民の目線に立って、そしてまた新たなど

ういう自治体をつくっていくのかが、冒頭言い

ましたけれども、問われているんだと。そうい

う意味ではやはり住民の、市民の暮らしを守る、

健康を守る、そして何よりも地域振興を図って

いくと、そういう立場で今後、ぜひ市政運営に

は取り組んでいただきたいなというふうに思い

ます。

　以上のことを述べて、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、３時15分から再開します。

　　　　　午後３時03分休憩

― 151  ―



　　　　　午後３時15分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　11番宮迫泰倫議員の質疑及び質問を許可しま

す。

　　　［宮迫泰倫議員登壇］

〇宮迫泰倫議員　先ほどは雪が降りました。こ

れは宮迫が出るんじゃなくて、いい春のお告げ

だと思います。

　垂水には昔から、伊地知家、伊地知氏、肥後

氏、それから勝軍地蔵ができて500年以上たって

います。それからことしは、1611年（慶長16年）

垂水城が開城して400周年だそうです。地域の文

化、歴史をつくった先輩たちがあって、今の私

があると思います。（笑声）いや、ほんのこっ

ですよ。

　きょうは、今私たちが、一番皆さんが気にし

て、去年の暮れから皆さんの問題になっており

ます桜島豪灰、これは豪灰と言います、特別に、

豪雪というのがありますから。これだけ降って

おりますので、それを市長の施政方針とあわせ

て御質問申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

　市民の目線に立った市政の推進について。

　１、改革、協働、前進とは。２、安心・安全

なまちづくりとして、桜島豪灰対策について質

問いたします。よろしくお願いいたします。

　改革とは、「改革なくして発展なしを基本に、

大胆な行財政改革を着実に実行し、健全な財政

づくりに努めます。市民のために仕事をする役

所をつくります」とあります。２番目、協働と

は、「市民と行政がお互いに連携・協力し、住

んでよかったと思えるまちづくり、元気な垂水

を基本理念として、災害に強いまちづくりを進

めます」。前進とは、「限られた財源や自然、

社会資源の有効な活用、市民の能力・知恵を生

かし、市民の生活、地域の日々の発展を目指し

ます」とあります。これら改革、協働、前進と

は、具体的にはどういうことを指しておられま

すか、お伺いいたします。

　次に、安心・安全なまちづくりの桜島豪灰対

策についてお伺いいたします。

　農林、水産、土木関係の質疑は、これはもう

昨日から先ほどまで重複いたしておりますので、

除きます。市長だけにお伺いします。

　安心・安全と言いますが、安心・安全とどち

らが先かというと、先に安全があり、安全があ

るから安心があると思います。わかりますか。

このことは農業と農村でも言えると思います。

農村があり、そこに住んでいる人々が農業を営

んでいるということです。人々がいるから、な

りわいがあり、農業と言えます。先に人がある

ということです。市民があるから市政があると

いうことです。まず、そこを頭に入れてくださ

い。

　安心・安全なまちづくりの豪灰対策は、市民

の皆様方との共有課題だと考えております。市

長もそのようにお考えかどうか。そして、市民

目線でのこの共有課題である豪灰対策はどのよ

うなお考えなのか、お伺いいたします。

　これで、１回目の質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇市長（水迫順一）宮迫議員にお答えをした

いと思います。

　前もってのいろんな指摘もあったんですが、

内容が変わったりしますので、ゆっくりとひと

つ質問していただきますようお願いいたします。

　まず、私の施政方針の中で一番重要な３つの

視点をお示しいただきました。改革、協働、前

進でございます。

　このことは、今、議員がその具体的な内容ま

で触れていただきましたので、あえて触れませ

んが、この３つの視点を中心に、行政に当たろ

うということで、これはマニフェストの中でも

重要な考え方の視点という意味で、重要な位置

― 152  ―



を占めているということをまず申し上げたいと

思いますし、そしてまたいろんな施策の中で、

これをそれぞれの部門で織り込んだ改革をやっ

てきたということでございます。行財政改革の

中でも、それからまたいろんな計画の中でも、

こういう視点を織り込みながら市政運営に当た

ってきたという言い方にかえさせていただきま

すけど、そういうことを考えての視点でござい

ますので、御理解をいただきたい、そのように

思います。

　それと、２点目の桜島、あえて豪灰と私のほ

うも言わせていただきますと、非常に大きな市

民生活に影響を与えておる、市民生活全般にわ

たって大きな影響を与えておるという意味では、

市民と同じ考えでございますし、これを何とか

軽減も図らなければいけませんし、軽減の中で

も重要なのは、やはり産業の振興、それから生

活、これらに直接影響するものをいかに少しで

も軽減していくかということだと思います。

　そういう意味では、市が、本当に10年ぶり、

20年ぶりというこの豪灰を機に訴える、国、あ

るいは県への訴えもしっかり実情にマッチした

ものにしていって、その実現のために議会の皆

さんの力もいただきながらこれはやっていこう

と、そういうふうに思っております。これは、

問われた市民と共有した考え方なのかという視

点でお答えをしましたので、そういう感じであ

るということを、まず申し上げたいと思います。

〇宮迫泰倫議員　次にまたお伺いします。

　第４次垂水市総合計画で、「自立した地域を

つくるために」、「学びあえる地域をつくるた

めに」、「生きがいを持ち健康に暮らすために」、

「暮らしの安全を守るために」、「自然と共生

していくために」、「経済が持続発展していく

ために」、「市民から信頼される行政経営のた

めに」、「無駄のない行政経営のために」と第

４次総合計画の中に８つの基本計画があります。

この８つの基本計画には、否定語が後に続くと

は思えません。全部やる気のあるこれは基本計

画だと思います。

　安心・安全な豪灰対策は、市民の皆様方との

共有の課題、さっき言われたとおりですね。こ

れは否定的では何もできないと思います。これ

がもし否定的であれば、何も前に進まんと思い

ます。そのようなことで、この８つの基本計画

と豪灰対策はどのように位置づけておられます

か、お伺いします。前向きに、今、８つの計画

がありました。これを推し進めるためにはやっ

ぱり豪灰対策は、否定的じゃだめだと思うんで

すよ。市長のお考えをちょっとお願いします。

〇市長（水迫順一）御承知のとおり、総合計

画、第４次になるわけですが、これは本当に市

民のお力もいただいて、また鹿児島大学のお力

もいただきながら、今までにない、業者に丸投

げするんじゃなくて、自分たちの手づくりとい

う総合計画をつくり上げたわけでございます。

これは、市民の思いが今までと比べて入ってお

ると、そういう総合計画になっていると思って

おります。

　その中で、８つのお話をされました。それと

の豪灰との関係で考えますと、やはり安心して

住める、住んでよかったと思えるまちづくりを

一方で目指しておりますので、そういう意味で

は、この豪灰対策というのは、先ほどから申し

上げておりますように、その影響を軽減するこ

とはもちろんですが、これは自然災害でござい

ますので、とめることはできません。受けて、

軽減することと、そしてまたそれにかわるもの、

例えば対策等を国・県から引き出してくるとい

うことが非常に大事であるし、そのことが安心・

安全なまちづくり、住んでよかったと思えるま

ちづくりにつながっていくと、そういうふうに

思っております。

〇宮迫泰倫議員　次はもう提案になると思いま

す。

　市民の目線に立った行政をしていただくため
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に、農林、水産、土木関係はいろいろ各自でや

っておられます。それを１つにどっかできない

か。例えば市長直属の部署はできないか。そう

すれば、半分は御用聞きに行くわけです、道路

でも農家でも何でも。それから残った人は、や

っぱり詰めをして、国や県への対策を考える。

これはもう、災害対策基本法にのっとってやら

れれば何のこともないと思うんです。いや、こ

いはやっせん、こいはだめやと言うより、やっ

ぱりそういう、今、垂水市民が直面している豪

灰ですから、そういうお考えはないのか。

　そして、もしできればお金の使い道は市長直

属の部署、本当はきょうからつくってもらいた

いと思います。お金はどうにかなると思うんで

すよ、市長。ふるさと納税の使途選定委員会と

いうのがありますから、そこで、こうやりたい

と。そして部屋もそこにありますから。それは

具体的なことを言わないとですね、これはいつ

までたってもできません。それは４月になって

も灰が降るかもしれませんけれども、これは爆

発しない限り、いつまでも降ると思うんです、

来年も再来年も。そういう対策をやってくださ

い。

　どこでどういうことをやるかと。例えばホー

ムページで垂水の現状を流せばいいんですよ。

今、世界を見て、灰が降るのはこことどっかし

かないと思うんですよ。何月何日何時から降り

ますと、ないですから。あとは中近東とかアフ

リカで紛争があります。

　だから、例えば市長会でも、鹿児島県の市長

会に諮られて、これは豪灰です。今度の全国の

市長会で、これが垂水に降った豪灰ですと配っ

たりとかですね。例えば豪雪地帯は、雪の降ら

ないまちに雪だるまを配っておられますね。そ

の逆もできるんじゃないかと。（笑声）いやい

や、ほんのこっですよ。やってみなければ、や

っせんやっせんじゃできない。そういうのはで

きないかとかですね。

　それから、やっぱり豪灰は自分たちばっかり

のものじゃなくて、全国民の人たちにこっちか

らアピールしなきゃいけないと思います。垂水

の市報をとっておられる方にも、欲しい方はお

送りしますと言えば、その人たちがまた、あた

いげえまちはこげなとが降っているとか、世間

で言われれば、みんなに認識が深まるんじゃな

いかと。それは市長会でもそうだと思うんです

よ、垂水はこうなんだと現状を知ってもらえば

ですね。ただ、今は南日本新聞が言うばっかい

ですよ。それじゃ困りますから。それで、やっ

ぱり何か自分たちのものをみんなで共有すれば

皆さんがわかってくださるんじゃないかと。こ

れはいつまで続くかわかりません。

　昔ですね、今、111歳ぐらいなられる榎木十吉

さんというおじさんがおられました。７年ぐら

い前、亡くなられたんですけれども、その方が、

大正３年の大爆発の後に牛根地区にビワを植え

られて、今も栽培が続いているんですね。その

おじさんが84歳のときから私は懇意にさせても

らったんですけれども、そのときでも、やっぱ

り自分で２町以上のビワ園を経営されていまし

た。

　そういう方もいらっしゃいますし、何もやっ

せんやっせんじゃだめですから、市長、今子育

て相談センターができて、満足度調査をされて

います。それにかわるようなものじゃなくて、

市民全体が、これは子育て相談というのはお母

様方が非常に喜ばれるんですけれども、豪灰は

市民全体が同じ問題を持つものですから、だか

ら、どこの課じゃなくて、市長直属の何かでき

ないかと。そうすれば、こっちから発信したり

ですね、今度は知恵をいただいたりできるんじ

ゃないかと思いますけれども、そういうお考え

はどうなのか。できたら、さっき言いましたよ

うに、否定的な言葉じゃなくて、やりますと言

われれば非常にうれしいです。よろしくお願い

します。
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〇市長（水迫順一）非常に、議員おっしゃる

ように逆転の発想も持つべきだと思いますし、

これは人為的にとめることはできないわけです

から、それともう１つ大事なことは、やはり桜

島が活動を始めてもう久しいわけですね。そう

すると、この活動をしておる火山の周りに、70

～80万人の人が周りに住んでおるということは

世界的にも非常にまれな例らしいです。

　その中で、本当に鹿児島市であったり、桜島

自体が鹿児島市でございますから、それともう

一番隣接しているのは垂水市でございます。今

後この活動が、今、専門家が指摘しております

ように長引く傾向があるということでございま

すので、これは先ほど言われたようないろんな

発想を持って対応していくということは必要だ

ろうと、そういうふうに思います。

　例えば市民でも、ここを相談、こんなことを

相談してみたいんだけどと個人差があると思う

んですね。私のところは灰をなかなか道路まで

持っていけませんよと、門のところに取りに来

るのは当然していただきたいし、また、家庭の

状況によってはその辺の補助的なものはどうか

というような、個人的にいろんなことをお考え

になっていると思うんですね。その辺を軽く相

談をしてもらえると、相談をして市の考えを、

またそれに対応した考え方をお答えできるとい

うような場所というのは必要だろうと思います

ので、これにつきましては、また来月から年度

も変わることだし、例えば、しばらくは市民相

談サービス課あたりで何らかの相談を受けてみ

るとか、そしてその相談がふえていく可能性が

あれば、本当に隣接する活火山を抱えた市とし

て当然、おっしゃるとおり、対応策を講じてい

くということは必要だろうとそういうふうに思

いますので、前向きに、とりあえずできること

からやってみたい、そのように思います。

　それと、本当に先ほどお話の中で、雪の話を

されました。雪のないところに雪を運んどるじ

ゃないかというお話でした。全くそのとおりだ

と思うんですね。桜島の観光客を見ますと、道

の駅あたりで、噴火すると手をたたいて喜ぶ人

たちがいるわけですね。あの人たちは灰を、ほ

んのちょっとの灰でも100円でも買ってくれるだ

ろうというような気がしますし、全国にそうい

うようなものを募集するというような、ちょっ

と変わったアイデアも出すのはおもしろいんじ

ゃないかなと。

　そういうことをまた担当課だけじゃなくてで

すね、職員もそこまで考えていくような幅広い

知恵を、ソフトな知恵を出し合ってくれるよう

になっていかなければいけないと思いますし、

また市民もいろんなアイデアを、この降灰は本

当に続くんだよという思いの中で、何か対策を

して、楽しい降灰につなげるということも大事

だろうと思いますので、その辺は相談サービス

課あたりを中心にちょっと考えてみたいなと、

そういうふうに思います。

〇宮迫泰倫議員　ちょっと相談を受けるのでは

困るんです。豪灰は向こうから来るんです。今

度はこっちから行くんです。市民の皆さんのと

ころに御用聞きに、それが必要だと思うんです

よ。待っとったら何もできません。そういう意

味で、豪灰克服センターとかそういう、仮称で

すけれども、直属でできないかというお願いを

したんです。あしたにでもつくってもらえば、

またそういう部署ができればこれは全国ニュー

スにのりますがね。

　何かやってもらわにゃ、もう、市民相談サー

ビス課もいいんですけれども、やっぱりそうい

うどこかに求心力のあるセクターを持たんな、

お互い皆さんと語りながら、そして、来たら、

それを処理してどうしたらいいかと、ぱぱっと

せんな、１カ月も３カ月もたっおったって機能

しません。そうすれば、市長の７年目の総括な

んて要らないんじゃないですか、こんなことを

やられれば。もう８年目の総括、聞きませんの
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で。

　やっぱり、きのうからきょうまで議会と市長

には３回聞きました。今も言われた。その前も

きのう、彼がときも、だれかのときも言われた

んですけれども、やっぱりこれは皆さんと共有

問題にしていく、議会もそうなんです。皆さん

もそうです。そういうセンターがあれば、でき

れば、そこに、これはどうなっておりますか、

こうしたらいいんじゃないかとか言えると思う

んですよ。それは、もう１回そこら辺を考えて、

本当にこっちから出ていって、それを持ってき

て、こうします、ああしますと振り分けんなで

すね、待っおったって、市民は本当にこのまま

どうなるのかと。

　それからもう１つ、もし桜島が爆発したとき、

どっか陥没したらどうなるかということを、そ

れからレベル、今レベル３なんですが、４、５

になったらどうなるかということを、市民の皆

さんに教えてあげるのも、こういう豪灰の部署

でもできると思うんです。

　それから、通学道路のブロックとか、悪いの

がありますが、そういうところも、こういう部

署があればですね、皆さんがこれはいろんな意

味で、いろんな夢を持って、こうしたらいいか

とか知恵が出ると思うんですよ。もうお金がな

いからできませんじゃ困りますので、一応そう

して、後は災害対策基本法みたいな感じで国に

上げれば、それは何とかなると思うんです。

　日本では豪灰はここだけということで認識す

れば、すばらしいまちだと思うんです。それを

やったから、やあ業者がどうのこうのとか風評

被害があるとか、それを超してしまえば大した

ことないと思うんですよ、全部クリアすればで

すね。水産でもそうです。さっきもだれか言わ

れたんですけれども、ハマチの中に黒い灰が入

っていた、汚いとか。それも何か施設をすれば、

豪灰は入らんと思うんですよね。だから、後々

豪灰を克服すれば非常にすばらしい夢があると

思いますので、もう１回市長、お願いします。

〇市長（水迫順一）即、担当課を、また新た

に担当部署をつくるというのにはちょっといろ

んな検討も必要でございます。ですから、出か

けて市民と相談すると、農林行政については農

林課、降灰対策の道路清掃関係は土木課とか、

そういう割り振りをしておりますので、とりあ

えずそういうほかに、まず市民からの要望がど

うなのかを調査したいと思いますから、先ほど

から言っております市民相談サービス課が適当

なのかどうかもわかりませんが、ある部署にそ

ういう相談センターを設けて、その推移を見て、

発展的にしていったほうがいいんじゃないかと。

　降灰のその道路の作業問題も、けさほどから、

きのうからいろんな質問が出ておりましたし、

提案等もございました。これ自体も、１カ所だ

けつくってそこがすぐ対応できるかっていうと、

問題がございます。今までの経緯の中で、やは

り土木課に中心的にさせなければいけない、そ

ういう部門もございますし、市で保有する車両

自体も、質問があるように、市で、少なくとも

国からの３台と、あるいは市のほうで２～３台

保有するという方向で、即対応していくという

方向で検討していかなければいけません。そう

いうのも新たな部署で、すぐそこが対応できる

かというと、その辺、人的な問題とそういう対

応を課でやったほうがより効率的という面もご

ざいますので、ソフト面から始めて、相談セン

ターあたりの対応から段階を経てやっていかな

ければいけないかなと、そういうふうに思って

おりますし、非常にありがたい提案であるとい

うことは申し上げておきたいと思います。前向

きに検討します。（宮迫泰倫議員「どうもあり

がとうございました」と呼ぶ）

〇議長（川達志）次に、４番堀添國尚議員

の質疑及び質問を許可します。

　　　［堀添國尚議員登壇］

〇堀添國尚議員　平成22年度施政方針が示され
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ました。本市をさらに発展させるための長期的

なビジョンや、市民の皆さんが現在悩んでいる

こと、また願っていることなど、市長の２期目

の最終年度にふさわしい内容であると高く評価

いたします。

　市長の示された施政方針がより充実した成果

を上げるために、私の前に11人の議員の皆さん

がいろいろな角度から質問や提案がありました。

他のまちでは質問者が少なく悩んでいるまちも

あると聞くこともありますが、市民の暮らしを

少しでも前進させたい、この一念での質問であ

り、議会の活発な活動を市民の皆さんも喜んで

いてくださるのではと思っています。私も微力

ではありますが、市勢発展につながるよう質問

をしてみたいと思います。わかりやすい御答弁

をよろしくお願いします。

　まず、降灰対策について。

　桜島防災営農対策事業の採択基準の緩和と充

実。

　現行60歳未満の年齢の引き上げ。自己負担分

25％、分割で支払うことはできないか。土壌検

査を実施し、結果によっては中和剤の無料配布

はできないか。降灰用のビワ袋の無料配布はで

きないか。ロードスイーパーを購入した場合、

一部助成はできないか。降灰の仮置き場を設置

してほしい。水道料金の助成はできないか。

　環境対策について。

　猿ヶ城の活性化施設やバンガローの排水をも

う一歩踏み込んで浄化することを実行すべきだ

と思うが。

　国道220号の脇登―小浜間のトンネル拡幅によ

り、海岸への埋め立ては自然保護の立場からや

めるべきであると思うが。

　交通安全対策について。

　桜島口の三差路は、線形が変更になってから

事故が多発している。対策を急ぐ必要があるが。

　教育行政について。

　中央中学校の教育方針はどのようなことを考

えているか。これは、先ほどの池之上議員への

答弁でわかりましたので省きますが、先般牛根

中学校の立志式に出席した折に、壇上に国旗が

掲げてありませんでした。このようなことへの

学校への管理体制はどのようになっているか、

そのことをお尋ねいたします。

　以上で、１回目の質問といたします。

〇農林課長（山口親志）堀添議員の防災営農

対策事業の質問について、お答えいたします。

　まず、60歳の年齢についての規制ですが、60

歳の年齢は、農業者年金受給の関係や、施設８

年の減価償却の関係、また組合としての組織構

成を考え、60歳の制限をかけているところであ

ります。もちろん、後継者がいる場合、また後

継者として確約書を提出できる場合はこの限り

ではありません。現在、農業者の年齢の高齢化

も指摘のとおりでありますことから、県への要

望の中で協議をしてまいりたいと思います。

　次に、自己負担の分の分割支払いについてで

ありますが、事業が単年度主義で支払いまでで

終了でありますので、負担金の支払いは自己資

金による一括支払いか、資金借り入れによる一

括支払いであります。したがいまして、資金借

り入れの場合は当然のこと、分割返済になると

思います。支払い方法については、申し込みの

段階で導入者と相談をいたしております。

　次に、土壌等矯正事業については、降灰によ

る酸性土壌を中和する事業でありまして、土壌

酸度矯正における積算基礎が定められているこ

とから、土壌の診断は行っておりません。今回

の土壌等矯正事業を行うに当たり、石灰散布前

と散布後の各地区の数カ所を土壌診断をしてま

いります。また、無料配布についてであります

が、現在のところ、各事業と同じく、個人負担

25％を予定しておりまして、申し込みの段階で

個人負担の25％の説明も行っております。現在

は、無料配布については考えておりません。

　なお、苦土石灰は１袋当たり510円の個人負担
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128円、バーク堆肥、470円の個人負担118円の予

定であります。

　最後に、ビワ袋の無料配布の件については、

現在のところは予算措置しておりません。ビワ

振興会と協議し、降灰の影響の実態等を調査し

てみたいと思います。

　以上で、農林課のほうは終わります。

〇土木課長（深港　渉）次に、降灰対策の一

環として、ロードスイーパー購入時の助成はで

きないかとの御質問でございますけれども、こ

の冬場から平成12年以来となる連続的降灰状況

であり、市民の皆様における除去作業は大変な

御苦労であるところでございます。実際の作業

は、ほうきやスコップなどによる手作業が実態

であり、広い宅地や事業者あるいは商店などの

規模の大きな敷地では相当な労力と時間を要す

こととなり、体力的にも精神的にも苦痛と言え

るところでございます。

　このような作業に、御提案のような手押し式

の清掃車でありますとか、エンジンつき自走式

清掃車、これを使用することは、それらの相当

な軽減になることはお察しのとおりでございま

す。一般に市販されております手押し式清掃車

には、比較的安価なものもあるようでございま

すけれども、それは一般的には工場内で使用す

るような目的のものでございまして、屋外で、

しかも降灰用としてはその効能が低いとされて

おりまして、降灰用に耐えられるようなもので

は最低10万円以上と高価であり、自走式となる

と数百万円というような金額になりまして、個

人や事業者におきましてはかなりの負担と言え

るところでございます。

　しかしながら、垂水市同様の降灰事業を行っ

ている鹿児島市におきましても、御提案のよう

な助成制度は導入されておらず、本市におきま

しても、現段階では、財政的見地等やあるいは

対象が多くなることなどから、制度の確立は困

難と言える状況でございます。

　次に、宅地内降灰を袋に詰めなくても、その

まま集積できるような置き場ということだと思

いますけれども、この設置はできないかという

御質問でございますけれども、まず、現状の袋

詰めの利点としまして、上へ積み上げることが

できるため余り場所を占有しないこと、風によ

る飛散や雨による流出がないこと、また、移動

時に機械器具類を使用せずに手で移動すること

ができるなどでございます。

　確かに、現状のような降灰量が多いときは、

一輪車などにより持ち出すことができれば労力

や時間的な軽減にはなりますが、そのような集

積場所となりますと、まず相応の敷地の確保が

困難であると言えるところでございます。一般

交通の支障にならず、容易に収集・搬出ができ、

しかもショベルカーなど作業できるスペースと

なりますと、現状の道路形態におきましては、

限定された場所しかないと言えるところでござ

います。また、飛散や流出防止も考慮した施設

となりますと、総体的な数ではかなりの建設費

用が入用となります。以上のようなことから、

各振興会における専用の降灰置き場の設置は考

えていないと言える現状でございます。

　以上です。

〇水道課長（迫田義明）降灰対策についての

「水道料金の助成はできないか」の質問にお答

えいたします。

　給水条例第32条によります台風災害や火災発

生、また不可抗力による宅地内の給水管漏水事

故等の場合は、料金、手数料等の軽減または免

除につきまして、市民の皆さんお一人お一人の

実情に応じ、実施してきているところでござい

ます。

　議員御質問の降灰対策上での水道料金の助成

制度でございますが、上水道の給水区域及び簡

易水道の給水区域がそのまま本市行政区域と重

なっておればいいのでしょうが、集落水道を初

め、自前の井戸水、いわゆる電気水道を利用さ
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れている皆さんがまだたくさんいらっしゃる中

で、本水道事業のみでの対策云々は、不必要な

格差あるいは地域的な格差を生む形となります

ので、将来的にも厳しいものと考えるところで

ございます。

　なお、降灰量が多くなり出しました昨年暮れ

からの水道利用者への影響でございますが、さ

きの大薗議員の質問にもお答えしましたとおり、

平成21年の１月とことしの１月とを比較した場

合、一月１世帯当たりの平均水道料金の増加は、

一番降灰量の多かった海潟地区で200円、中央地

区を含めたその他の地区で103円となっていると

ころでございます。

　このような状況下におきまして、この桜島降

灰は、お金に換算できない精神的な負担、また

不快感が与える市民生活への影響ははかり知れ

ないものがありますが、水道利用者の皆さんが

節水に御理解、御協力をいただいているものと

考えているところでございます。

　以上でございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）環境対策につい

ての１点目の猿ヶ城に関する御質問にお答えい

たします。

　このことにつきましては、これまでも御質問、

御提案などしていただき、今後の課題として検

討してまいりたいとお答えしているところでご

ざいます。

　例えば、御提案をいただいております浄化槽

からの放流を直接本城川に放流するのではなく、

池を設けて、植物の浄化作用などを応用してさ

らに浄化する方法も一案であろうと思いますが、

実際つくるとなりますと、現在の敷地内での設

置は困難と思われ、新たな用地取得も検討しな

くてはならないようです。このようなことで、

現在の方法で現実的にどの程度の水質を保ちな

がら排出することになるのか、現状を見ながら、

今後のことは検討してまいりたいと考えます。

〇土木課長（深港　渉）環境対策に係る小浜

地区の国道改良について、お答えいたします。

　本地区は、国道220号早崎改良として国土交通

省で事業を推進されておりますが、さきの９月

議会でも答弁しましたとおり、全体路線は基本

的に海岸部への拡張は計画されておらず、貴重

な自然海岸であることも認識されておりますこ

とから、工事による影響も重々考慮されている

ところでございます。

　また、今般行われましたトンネル計画等のた

めのボーリング調査などは、図上で計画された

現況トンネルに近い路線を調査されたものでご

ざいまして、位置決定の正式報告は受けていな

いものの、良好な調査結果であったことをお聞

きしております。トンネル部の海岸沿いには市

道もありますが、基本的にはこの市道全線につ

いても、現状以上に影響のないよう国道改良さ

れることも確認いたしておりますので、少なく

とも現況海岸そのものへの埋め立てなど、直接

工事はないものと言えるところでございます。

　以上でございます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）桜島口

三差路の交通安全対策について、お答えいたし

ます。

　垂水幹部派出所及び国土交通省垂水国道維持

出張所に問い合わせましたところ、同交差点に

つきまして、信号機の設置を含む線形改良など

に向け、前向きに検討されておりました。また、

公安委員会におきましても、三差路にあります

４カ所の停止線を、緊急的対策の措置として、

３月17日までに倍の90センチ幅へ書きかえられ

るそうであります。今後とも、関係機関と協議

し、交通安全に取り組んでまいります。

〇教育長（肥後昌幸）それでは、牛根中の立

志式のことについて、お答えいたします。

　ちょうど私はあの日、他の用事でたまたま牛

根中学校に伺いましたら、立志式をやっており

ましたので、私もずっと見せていただきました。

たくさんの来賓、それから保護者も列席して、
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８人の２年生が将来の夢を発表するなど、非常

に厳かな雰囲気の中ですばらしい立志式だなと

いうふうに思いました。

　そのときに、舞台に国旗がないというふうに

私も気づきました。これを校長にどうしてかと

いうふうに聞きましたら、ちょうど舞台に、「自

覚」「立志」「健康」という札が３つありまし

て、それが張ってありました。これを張るため

に国旗が邪魔になるといいますか、あるとちょ

っと張りにくかったので一応外しましたという

ことでございました。設営上のことだったとい

うことでございますけれども、しかし、立志式

というのもこれは立派な、大事な式でございま

すので、工夫をすれば国旗もちゃんと掲揚でき

るわけでございまして、このことについてはき

ちっと指導をしておきました。

　ちなみに、垂水市内の小・中学校で、入学式、

それから卒業式等の式におきましては、きちん

とどの学校も国旗を掲げてありますし、国歌も

歌っております。

　以上でございます。

〇堀添國尚議員　２回目の質問をいたします。

　降灰対策については、きのうからいろいろ同

僚議員の質問があったわけですが、余りは期待

はしておりませんでした。この質問の内容は、

市長も御存じだと思うんですが、２月７日に森

山裕、加藤紘一郎、愛知治郎、これは愛知揆一

のお孫さんだそうですが、３国会議員が私たち

の公民館に来られて、「ふるさと対話集会」と

いうことで集会を、小さい集会だったわけです

が、それを実施していただきました。中で、私

が申し上げたことについては、地域の振興会長

さん、民生委員さん、第７分団の消防団長さん

をお集まりいただいて、事前にまとめたものを

そのときに発表したものです。それと、少し重

複する形できょうは一般質問を出させていただ

いております。

　ふるさと対話集会のこのプリントは市長にも

おあげしております。どのように後にこのこと

を見て感じられるかどうかわかりませんけど、

この一般質問のほかに２つほどまだあります。

タンクの設置をお願いしたい。水で洗い流すに

は大型タンクが必要である。桜島もまだ若いの

で噴火が続くと思われる。市の除去だけに頼る

わけにはいかないので、麓、辺田地区は勾配が

ついていて、特に麓地区は水が豊富なので、地

区住民が協力し合い除去する方法も考えられる

と。こういうことと、もう１点は、閉校する牛

根中学校跡を万が一のときの避難先として維持・

保守してほしいと。こういう２点と、今、私が

一般質問をしたこの降灰対策のことでありまし

た。

　で、今、町なかでは不景気のこととこの桜島

降灰に対する不満とか怒りとか、地域差は少し

ずつはあると思うんですが、特に協和地区、松

ヶ崎地区はこの怒りが強いように思います。

　そこで、これをやっぱり解決していくという

ことは、補助金を出すとか、無料配布をすると

か、こういうこともだろうけど、市役所や議会

の動きを住民がわかっていない。ここに来てず

っと傍聴されておったら、いかに執行部、議会

も真剣に取り組んでいるかということが市民の

方々もおわかりになるんだろうけど、傍聴がさ

れていないのでわからないと。

　そこで、市長がきのうもおっしゃったんです

が、このチャンス、チャンスという言葉を使っ

ていいのかどうか、この悪いことをですね、チ

ャンスをとらえて国・県に陳情をしたいという

ような旨の答弁がなされました。そこで、議員

のほうからも、署名活動をしながらそれをした

らどうかというような提案もありました。そこ

をこの合体させてやったら、地域住民の方々も

その署名する折に、降灰対策に対する市の考え、

議会の動きというのをおわかりになられるので、

少しはその不安も解消されるんじゃなかろうか

と、こういうふうに思います。で、その取り組

― 160  ―



みについて、市長のほうでお答えいただきたい

と思います。

　環境対策について。猿ヶ城のバンガローと活

性化施設の排水対策のことですが、これはもう

前々からいろいろ私もお願いをして、課長のほ

うでも前向きに答弁がなされております。この

ことについては、市長は、非常に大事なことで

あるということを前の議会でも答弁がなされて

いるし、ぜひ、高度処理も考えているというよ

うなこともおっしゃっていました。

　だから、私が思うのは、そういうことをおっ

しゃっていながらなぜこれが、垂水の代表する、

新しい中学校の校歌とか、あるいは垂水の標語

である「水清き」とか、そういうことにありな

がら、言葉はあるんですけど、本当に実際の面

で、後ろ向きに前に歩いているような気がして

ならないんです。ですから、これは非常にすば

らしい財産を捨てているようなことなんだとい

うように私は思います。今から先、やっぱり生

き残っていくには、こういう原風景というのを

やはり確保していく必要があるというふうに考

えます。

　ですので、先日、実際に猿ヶ城に活性化施設

のその排水施設である浄化槽を見に行ってみま

した。課長のほうは大型のそういう池を考えて

いらっしゃるのかもしれないけど、それと私が

思うのは、流量の問題ですね、あの活性化施設

とバンガローから来る排水の量の問題ですが、

そこが余り私もわからないんですけど、20トン

前後というふうに考えているんですが、そのこ

とで水道課長にお聞きしたところ、さらさら流

れる程度のものであるというようなことであれ

ば、あのスペースに小さい池あるいは砂利を敷

いた水路をつくることは可能であると、私はこ

ういうふうに見たわけです。

　ですので、そこらあたりを専門的な、あの工

事をされた方々の設計図等は私も見てもいない

わけですが、何かの対策をとって、本当に猿ヶ

城のあの水だけは、市長、もう死守するという

ような気概がないといけないんじゃないかと、

このように思っております。そこらあたりをま

た御答弁をよろしくお願いいたします。

　それと、小浜の国道の関係についてはよくわ

かりました。ぜひそのようにしていただきたい

と思います。

　交通安全対策ですが、前の議会でもこのこと

は質問いたしまして、驚くほど事故が多発して

いると、こういう状況ですね。で、１週間ぐら

い前の新聞でしたか、肝付・曽於に３人の死者

が出て、何か取り締まりを、広報活動を強める

んだというみたいなのがあったわけですね。桜

島口のこの事故というのは、重大事故の発生と

いうのは十分予想されるわけですね。私が質問

をしてからもう３カ月たっておりますよ。だか

ら、いつごろ課長としては、大変、自分で予算

を持っているわけでもないんだけど、関係課と

のその協議の中で見通しとか、あるいはこちら

からそういうことを強力なお願いをするとか、

そういうことをされるおつもりはないか。

　教育行政について、先ほどの池之上議員の質

問で内容についてはわかったわけですけど、何

かそういう新しい中学校ができて、そういう管

理体制というものがないと、けじめけじめにき

ちんとしたことをする規律ですね、そういうも

のがないと何か、先ほど教育長がおっしゃった

教育的なそういう配慮が何か色あせて見えるよ

うな気がするわけですね。

　それともう１つはですね、前々からお願いし

ておりました、これは市長にも私は責任がある

と思うんですが、牛根中学校からこちらの学校

に、合併の折に先生を１人は、やはり子供たち

が不安定な時期ですよ、だから、そういうとき

に相談のためにこちらに１人、先生を赴任させ

られないかというようなことを２回ほど申し上

げたわけですよね。そうしたら、非常に大事な

ことであるということで、最大限の努力をする
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というふうに教育長は約束をされました。

　で、今さっきのお話を聞いていると、何かそ

のことがちょっと実現不可能じゃないのかなと

いうふうに思ったわけですね。で、教育長はそ

のことはもう知っていらっしゃると思うんです。

ただ、公表できないだけのことであって。

　ですから、もしそれが実現できていないよう

であれば、先ほど牛根中学校の先生たちの意向

が大事なんだというような旨の答弁があったわ

けですが、そうすると、難しいと思った時点で

市長ともども牛根中学校に行って、校長を中心

にして、だれか１人ぐらいの先生が、私は、牛

根中学校の先生たちが子供たちをこちらの学校

へやって、そして自分だけがすいすい自分の行

きたいところへ行くと、こういう先生じゃない

と思うんです。そこらあたりの努力をどうされ

たのかですね。それと、まだ20日ありますよ、

４月まで。今からではもう遅いわけですか。そ

こらあたりよろしくお願いします。

〇市長（水迫順一）桜島の降灰対策、それと

先般のふるさと対話の中で具体的ないろんな要

求が出て、私も同席をさしていただきました。

火口を間近に控えた地域であるだけに、本当に

深刻な意見だったと思いますし、自民党の森山

先生初め、加藤さんも本当に初めて桜島のこの

被害の程度を知られたんじゃないかと。そうい

う意味では非常にありがたいアピールができた

なと、そういうふうに思っております。このこ

とをいろんな形で国の支援をいただくというこ

とにしていかなければいけないんですが、それ

に際しまして署名まで添えたほうがいいのかど

うかは、今後考えていきたい。

　例えば特別交付税、これは御案内のとおり、

その年に起きた災害に厚くそれを支給していく

んだというところがございます。それで、自然

災害がここのところございませんでしたので、

そういう意味ではいい機会だとそういうふうに

思っておりますし、２月の２、３だったと思い

ますが、特別交付税の陳情に行ってまいりまし

た。そして、これは陳情のやり方が変わりまし

たので、なかなか思うようにいかない面がある

んですが、非常に降灰で大変な状況という写真

を幾つか、１枚のＢ４に添えて、裏面にはいろ

んな新聞各社の記事も添えて、一目見ただけで、

おおすごいなというような新たな写真等を掲示

したそういうものを持っていきました。総務省

にもあいさつかたがたということで、上のほう

から課長まで見ていただきましたし、この反響

は結構あったと、そういうふうに思っておりま

す。

　結果が、ことしの特別交付税はもう３月、今

月末に交付されますので、その結果を、減って

いく中でどれだけうちに対する交付税ができる

のか、その辺を実は楽しみにしておるところで

ございます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）環境対策につい

ての２回目の御質問にお答えいたします。

　猿ヶ城、森に係る水の排水処理につきまして

は、これまでどのような検討をしてまいったか

ということはさきに答弁させていただいており

ますけれども、これまで、環境に優しい処理を

できないかということで、蒸発散方式とか土壌

浸透方式とかいうようなものが可能かどうかと

いうのを、県とも幾度も検討を重ね、設置でき

ないか検討いたしてまいりました。その過程の

中で、構造的な問題、以降の管理の問題等々考

えましたときに設置が困難だろうということで、

現在の処理方式にした経緯がございます。

　それと、池を設置して、二次的な処理につい

てということでございますけれども、浄化槽の

設置届を見ますと、一日の排水量が20立米以下

というような流量でそんなに大きい流量ではご

ざいませんけれども、これを植物などによる浄

化作用できれいにするとなりますと、ある程度

貯留しなければいけないということを考えます

と、そこそこの貯留施設が必要になってこよう
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と思います。そういうのを勘案いたしますと、

現施設の中での設置というのは難しいんじゃな

いかということで、先ほどお答えさせていただ

いたとおりでございます。

〇市民相談サービス課長（島児典生）桜島の

交差点の件ですが、国交省の計画的なものを聞

いておりますので、それについてお答えいたし

ます。

　まだ４月の予算についてはっきりして言えま

せんけど、計画的なものとして、22年の４月以

降コンサルを入れたいということで計画されて

いるみたいでございます。まだ工法も決まって

おりませんので、その工法が決まり次第、計画

がまとまり次第、市を含む関係機関と協議をし

たいということで、この件につきましては、最

重課題として国交省のほうではとらえておりま

すということでした。

　以上です。

〇教育長（肥後昌幸）中央中のことにつきま

してお話をしておきますが、前の垂水中学校の

校訓が、「自主」「協調」「勉学」「実践」と

この４つだったそうですけれども、この４つを、

「希望の鐘」というのがありました。これは、

お聞きしますと、水迫市長が中学校３年生のと

きに、当時の生徒会長が発案でこの希望の鐘と

いうのができたというふうに聞いております。

実は私はこれはすばらしいことだなと、垂中の

出身者の皆さん方、たくさんいらっしゃると思

いますけれども、いつも、朝ですか、この鐘が

鳴ると、静止して黙想をしたと。「望みの鐘」

ですか、ごめんなさい。ということをしたとい

うことで、私は非常にこれはすばらしいと思っ

ております。

　今度、中央中学校の校訓が、先ほど申し上げ

ましたように、「創造」「感動」「鍛錬」であ

ります。ですから、これをこの望みの鐘で、４

つの誓いを、今度は３つの誓いというふうにし

て復活したらどうかと、校長に私は提案をして

いるところでございます。ぜひこれを続けたい

なというふうに思っております。

　それから、牛根中学校の教員のことでござい

ますが、先ほど時間がなかったので一般的なこ

とを申し上げました。具体的なことを申し上げ

るのはまだ早いんですけれどもね、実は、動か

すにも、例えば牛根中からでも、あるいは南中

等からでもですけれども、すべて垂水中央中学

校に行くわけですね。そのときに、教科によっ

て定員が決まってくるわけです、これは。数学

は３人とか、英語は４人とか決まってきます。

そうすると、そこに例えば３人必要であるのに、

２人しかいないと、１人は転出した。その１が、

英語が１ありますから行けるとか、そういうふ

うにして教科が全部決まっているわけですね。

　そうすると、議会ですので申し上げますが、

牛根中の場合に今度、異動しますのが、理科、

社会、英語、音楽という教科でございます。こ

の教科は、中央中学校にはすべて過員になって

しまう。いわゆる、そこに行きますと余ってし

まうわけですね。だから、そういうために、今

度は中央中の年数が来ていないのを動かしてま

で、こうやるということはできないわけでござ

います。そのようなことで、実は国語が、今、

育休中でございまして、この教員は中央中に行

きます。しかし、まだこれは育休中でございま

すので、育休がはれるとそういうことになりま

す。

　そのような実情でございまして、御理解いた

だきたいというふうに思います。

〇堀添國尚議員　降灰対策のロードスイーパー

のことなんですけど、これは鹿屋の大型店に４

万6,800円で売っております。で、聞いてみたら、

降灰用のやつじゃなくて、何かちりとり用の手

押しのスイーパーだということで、灰は何か漏

れてくるというようなことでありました。垂水

のある業者が買っているのが、何かインターネ

ットで探して２万円弱で購入したと、これは非

― 163  ―



常に性能がいいとこういうことでありますから、

いつでも見に来てくださいというようなことで

ありましたので、また何かの宣伝になるかと思

います。その労働の、灰を集める場合の労働の

軽減というようなことで、お年寄りも多いわけ

ですから、何か参考にしていただきたいと思い

ます。

　先ほど水道料金のことを申し上げたんですが、

ただ、これは単に地域の皆さんが、私のところ

は簡易水道ですので水道料金には響かないんで

すが、垂水のほうは大変だろうなというような

ことで地域の方々が、これもふるさと対話集会

の中で入れてあげたらどうかというようなこと

でしたわけでありまして、ただ、これは１つの

不満というんですかね、みんなが思っている、

そういうもののあらわれがこの水道料というこ

とになったんじゃないかというふうに思います。

　だから、先ほども申し上げましたとおり、市

長はそれなりに一生懸命取り組んでいらっしゃ

って、特交のほうもまた希望が持てるようなお

話ですが、そういうことをしているという情報

が市民には伝わっていないようなんですね。そ

こで、そういうことに対する不満から私にも、

「議員がうえ、10人にしっせえ６人分な降灰の

ほうへ回せ」とか、そういう極端な話をされる

わけでして、そういうことですから、もっと市

民に、役所がやっぱり取り組んでいる、そうい

う降灰への取り組みというのを宣伝されるほう

がいいんじゃないかなというふうに、これはお

互いに、市民も、こちらのほうもいいんじゃな

いかなと思いますので、そのことをまた市長の

ほうでも検討をされたらどうかというふうに思

います。

　環境対策ですけど、これはもう非常に僕はも

う粘り強くやりたいと思います。実行されるま

でずっと言い続けて、市民の皆さんにも、きょ

うも私の大阪市役所に勤めている同級生がこち

らに帰ってきているんですが、そのことで話を

してみたら、非常に大事な財産であるというよ

うなことで、ぜひこれはやっぱり何らかの対策

をとっていただく必要があるんじゃないかと、

こういうふうに思っていますので、また専門家

も連れてきて、その現場を見ながらですね、そ

ういうこともしたいと思いますので、きょうは

このことはこれでとどめておきます。

　それと、教育行政のことなんですが、教育長

のそういう事情は、もちろん皆さんにはいろん

な事情がありますよね、それはそれとして、非

常に合併という牛根にとっては、私どもは賛成

はしなかったわけで、強制的にされたというふ

うに思っているんですよ。そうすると、この８

人の子供がこちらへ来て、他の学校の先生は来

る。牛根の子供はそこに相談相手とか、そうい

うものの差が出るじゃないですか。そこから来

る、生徒の学校生活におけるいろいろな悪影響

が出てくるんじゃないかと、こういうふうに思

うんですよね。

　だから、教育長がいろいろ取り組まれたそう

いう努力を全面否定するわけじゃないんだけど、

やっぱり大人というのは経過より結果が物を言

うと思うんですよね。いかに経過を一生懸命や

ってみても、結果が出なければそれはない、経

過がないのと同じじゃないかというふうに考え

ます。

　ですから、教育長は学力向上と、教育長にな

られたときに、４中学校の合併を一生懸命やる

ということだったわけですが、その裏にはやっ

ぱりそういうものがきちんとされて合併という

方向に行かないと、教育長が先ほどいろんな校

訓やらおっしゃっても、それが果たして、大人

がそういうことをいろいろな事情があるという

ことでやれないのに、子供たちがそういうこと

を、大人の姿勢を見て、そういうふうにいくか

どうか、そういうふうに今までの私の経験では

思うわけですよね。

　ですから、市長、ここはどうですか。市長も
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そのことについてのお考えが、これでいいのか

どうかですね、この市長のお考えを聞いて、終

わりにしたいと思います。

〇市長（水迫順一）前回もこの件を質問され

ましたので、教育長から答弁があったように、

いろんな努力を教育長を中心にしていただいて

おります。要は、教育長もよく言われるんです

が、統合してよかったと思える中学校に仕立て

ていくんだと、をつくっていくんだという考え

方で一生懸命やっておられますので、一部、そ

ういうようないろんな規制の中で、できないこ

とも当然あると思うんですね。だけど、それは

できなかったことで終わるんじゃなくて、統合

してよかったと思える中学校づくりですから、

ほかの面でまた考えていないことが加わって、

新たな魅力のある垂水中央中学校になっていく

だろう、そういうふうに思っております。

〇堀添國尚議員　まだ４月１日は来ませんので、

まだその結果も出ていないわけですから、望み

をつなぎたいと思います。

　以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。

〇議長（川達志）以上で、平成22年度施政方

針並びに各会計予算案に対する総括質疑及び一

般質問を終わります。

　　　△委員会付託

〇議長（川達志）お諮りします。

　平成22年度各会計予算案を各所管常任委員会

にそれぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、平成22年度各会計予算案は、各所管

常任委員会にそれぞれ付託することに決定しま

した。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）本日の日程は、以上で全

部終了しました。

　明11日から18日までは、議事の都合により休

会とします。

　次の本会議は、３月19日午前10時から開きま

す。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午後４時24分散会
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平成22年３月19日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第１号～議案第11号、議案第23号

　　　　～議案第35号、陳情第20号～陳情第24

　　　　号一括上程

〇議長（川達志）日程第１、議案第１号か

ら日程第11、議案第11号まで並びに日程第12、

議案第23号から日程第24、議案第35号までの議

案24件、及び日程第25、陳情第20号から日程第

29、陳情第24号までの陳情５件を一括議題とし

ます。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第１号　垂水市防災会議条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第２号　垂水市教育委員会教育長の給与に

　　　関する条例等の一部を改正する条例　案

議案第３号　垂水市職員の給与に関する条例の

　　　一部を改正する条例　案

議案第４号　垂水市職員退職手当支給条例等の

　　　一部を改正する条例　案

議案第５号　垂水市国民健康保険税条例の一部

　　　を改正する条例　案

議案第６号　垂水市屋外運動場照明施設の設置

　　　及び管理に関する条例の一部を改正する

　　　条例　案

議案第７号　垂水市特別会計条例の一部を改正

　　　する条例　案

議案第８号　大野原辺地に係る総合整備計画の

　　　策定について

議案第９号　内ノ野辺地に係る総合整備計画の

　　　変更について

議案第10号　垂水市道路線の廃止について

議案第11号　垂水市道路線の認定について

議案第23号　平成22年度垂水市一般会計予算　

　　　案

議案第24号　平成22年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計予算　案

議案第25号　平成22年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計予算　案

議案第26号　平成22年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計予算　案

議案第27号　平成22年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計予算　案

議案第28号　平成22年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計予算　案

議案第29号　平成22年度垂水市介護保険特別会

　　　計予算　案

議案第30号　平成22年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計予算　案

議案第31号　平成22年度垂水市病院事業会計予

　　　算　案

議案第32号　平成22年度垂水市と畜場特別会計

　　　予算　案

議案第33号　平成22年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計予算　案

議案第34号　平成22年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計予算　案

議案第35号　平成22年度垂水市水道事業会計予

　　　算　案

陳情第20号　「我が日本国において外国人参政

　　　権を容認するいかなる立法も法改正もし

　　　ないこと」を要請する意見書を国会並び

　　　に関係行政庁に提出することを求める陳

　　　情

陳情第21号　快適な生活環境を守るために養豚

　　　場の移転を要望する陳情について

陳情第22号　改正貸金業法の早期完全施行等を

　　　求める陳情書について
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陳情第23号　垂水市議会議員定数削減について

陳情第24号　中小自営業者・家族従業員の人権

　　　保障のため「所得税法第56条の廃止を求

　　　める意見書」の採択を求める陳情書

〇議長（川達志）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長北方議員。

　　　［産業厚生委員長北方貞明議員登壇］

〇産業厚生委員長（北方貞明）おはようござ

います。

　それでは、報告いたします。

　去る２月25日及び３月10日の本会議において

産業厚生委員会付託となりました各案件につい

て、３月11日委員会を開き審査いたしましたの

で、その結果を報告いたします。

　最初に、議案第７号垂水市特別会計条例の一

部を改正する条例案、議案第10号垂水市道路線

の廃止について及び議案第11号垂水市道路線の

認定については、いずれも原案のとおり可決さ

れました。

　次に、議案第23号平成22年度垂水市一般会計

予算案中の所管費目については、原案のとおり

可決されました。

　次に、議案第28号平成22年度垂水市地方卸売

市場特別会計予算案、議案第29号平成22年度垂

水市介護保険特別会計予算案、議案第30号平成

22年度垂水市老人保健施設特別会計予算案、議

案第31号平成22年度垂水市病院事業会計予算案、

議案第32号平成22年度垂水市と畜場特別会計予

算案、議案第33号平成22年度垂水市漁業集落排

水処理施設特別会計予算案、議案第34号平成22

年度垂水市簡易水道事業特別会計予算案及び議

案第35号平成22年度垂水市水道事業会計予算案

については、いずれも原案のとおり可決されま

した。

　次に、閉会中の継続審議となっていました陳

情第21号快適な生活環境を守るために養豚場の

移転を要望する陳情については、結論を得るに

至らず、閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（川達志）次に、総務文教委員長田平

議員。

　　　［総務文教委員長田平輝也議員登壇］

〇総務文教委員長（田平輝也）おはようござ

います。

　去る２月25日及び３月10日の本会議において

総務文教委員会付託となりました各案件につい

て、３月15日委員会を開き審査いたしましたの

で、その結果を報告いたします。

　最初に、議案第１号垂水市防災会議条例の一

部を改正する条例案、議案第２号垂水市教育委

員会教育長の給与に関する条例等の一部を改正

する条例案、議案第３号垂水市職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例案、議案第４号

垂水市職員退職手当支給条例等の一部を改正す

る条例案、議案第５号垂水市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例案及び議案第６号垂水

市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例案については、いず

れも原案のとおり可決されました。

　次に、議案第８号大野原辺地に係る総合整備

計画の策定について及び議案第９号内ノ野辺地

に係る総合整備計画の変更については、いずれ

も原案のとおり可決されました。

　次に、議案第23号平成22年度垂水市一般会計

予算案中の所管費目及び歳入全款については、

原案のとおり可決されました。

　次に、議案第24号平成22年度垂水市国民健康

保険特別会計予算案、議案第25号平成22年度垂

水市老人保健医療特別会計予算案、議案第26号

平成22年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算

案及び議案第27号平成22年度垂水市交通災害共

済特別会計予算案については、いずれも原案の

とおり可決されました。
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　次に、陳情第24号中小自営業者・家族従業員

の人権保障のための「所得税法第56条の廃止を

求める意見書」の採択を求める陳情書について

は、不採択とすることに決定いたしました。

　次に、閉会中の継続審議になっておりました

陳情第20号「我が日本国において外国人参政権

を容認するいかなる立法も法改正もしないこと」

を要請する意見書を国会並びに関係行政庁に提

出することを求める陳情については、採択とし、

意見書案を提出することに意見の一致を見まし

た。

　次に、同じく閉会中の継続審議になっており

ます陳情第22号改正貸金業法の早期完全施行等

を求める陳情書については、採択とし、意見書

案を提出することに意見の一致を見ました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（川達志）次に、議会運営委員長篠原

議員。

　　　［議会運営委員長篠原則議員登壇］

〇議会運営委員長（篠原則）去る２月25日

の本会議において議会運営委員会に付託となり

ました案件について、３月18日委員会を開き審

査を行いましたので、結果を報告いたします。

　陳情第23号垂水市議会議員定数削減について

は、提出者の意見、効率的な議会運営のあり方

など、さらに調査することが必要なことから、

本陳情については、閉会中の継続審査とするこ

とに決定いたしました。

　これで報告を終わります。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　それでは、反対の討論を行っていきたいと思

います。

　反対する議案は、議案第１号、第２号、第３

号及び一般会計に関する23号について、４議案

について反対の立場で討論をさせていただきた

いと思います。

　まず最初に、議案第１号垂水市防災会議条例

の一部を改正する条例案についてであります。

　改正案は、防災会議の委員に自衛官を加える

というものです。

　防災会議の最大の仕事は、地域防災計画を作

成することです。地域防災計画は、実際の災害

時に有効に機能し、活用できる計画にしていく

ことが必要です。だからこそ、防災計画の作成

における市民参画を図るとともに、市民が見て

理解でき、わかりやすい内容にしていくことが

求められています。それは、市民等の防災活動

への関与なしには防災計画の実行は困難である

ことが、経験的に明らかになっているからであ

ります。

　また、災害対策基本法第８条には、自主防災

組織の育成、ボランティアによる防災活動の環

境の整備、その他国民の自発的な防災活動の促

進に関する事項と指摘し、防災活動の主体とし

て位置づけています。だからこそ、同法第７条

で住民等の責務では、公共団体、防災上重要な

施設の管理者等の責務及び住民の自発的な防災

活動に寄与などが規定されています。ゆえに、

防災会議の構成員に市民や防災関係の市民団体、

防災ボランティア組織、防災上重要な事業所な

どを、自治体防災と連携し、効果的な活動を担

保していくためにも体制上重要であり、多くの

自治体でも一層この点については明確にされて

きています。

　自衛隊は、日常的に自然災害に対する災害対

策訓練及び研修をしているわけではありません。

自然災害では、自治体が第一義的な役割が求め
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られています。政府機関はバックアップするの

が使命になっているはずであります。ゆえに、

自衛隊はあくまでも協力支援関係として位置づ

けられているのが役割であり、防災会議の一員

として構成されるのは法的にも求められていな

いし、妥当でないと考えます。

　以上の理由で反対をいたします。

　議案第２号垂水市教育委員会教育長の給与に

関する条例等の一部を改正する条例案について、

反対の討論を行います。

　市長は、答申を受けて、その結果を尊重しな

がら、給与減額の条例案を提案されてきました。

提案理由として、景気の状況や国等の財政状況

から見ても回復は困難な中にあり、影響を受け

る本市でもさらなる行政改革が必要ということ

で、三役の給与の減額を改めて打ち出されまし

た。

　しかし、報酬等審議委員会の結果を受けとめ

ず、減額されるということは、答申が妥当では

なく、今日の情勢等からかんがみて、検討が必

要ということを問題提起していることになるの

ではないでしょうか。

　行政改革も十数年取り組んできていますが、

国の財政状況は、経済の動向から見ても、当分

の間、財政改革は続くものと考えます。このよ

うな観点から考えたときに、市長を初め、三役

の給与等そのものを根本から見直すことが求め

られていると考えます。県下でも、三役等の退

職金等も含めて見直しが始まっています。

　ゆえに、行政改革などの今日の状況に見合っ

た取り組み対策が必要と考えます。よって、条

例案には反対をいたします。

　議案第３号垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例案について、反対の立場で

討論をいたします。

　予算案の説明で、市税不足や地方交付税等の

依存財源になっていることを指摘し、財政健全

化のために、人件費の削減を図る一方で重要な

事業に必要な予算措置を行ったと説明をされて

います。一体どこまで行けばこの論法がなくな

るのでしょうか。

　この間、人事院勧告のもとで五十数年ぶりと

言われる給与構造改革が実施されている中、地

方公務員も含めて生活への影響、民間企業者へ

の影響、地域経済への影響等が生まれてきてい

ます。一方では、市の財政も逼迫しているとき

であり、職員も給与を下げるのは当然という市

民感情も理解できないわけではありません。

　しかし、社会構造上、給与の基本は公務員が

物差しになっていることから、民間の給与にも

波及してきています。さらに、消費の喚起、内

需拡大が景気回復の最重要課題と言われる中、

地域経済にも少なからず影響を与えています。

また、賃金引き下げはその家族の生活にも影響

を与えています。とめどもなく続く財政健全化

の弁として利用されるのは問題ではないでしょ

うか。財政運営でも別途の対策が講じられるこ

とが求められています。このような方法は、職

員が市民の福祉向上のために邁進できる保障を

形骸化していくものと言わざるを得ません。市

長は、市職員の生活を守る責任があります。そ

の責任をこのような形で果たそうとされていい

ものでしょうか。

　以上の理由から、今回の提案は問題があると

考えます。よって、条例案には反対をいたしま

す。

　次に、議案第23号平成22年度垂水市一般会計

予算案に反対の立場で討論をいたします。

　議員必携書では、予算は１年間の収支の見積

もりであると同時に、市民に対しては、この年

度にどれほどの税を義務づけることになるか、

その見返りとしてどんな行政サービスを行い、

福祉向上に努めることにするかを約束するもの

であると述べ、さらに、予算は直接市民の生活

を左右し、その福祉のいかんを決するものであ

るから、市長も、議会も、市民全体の福祉を念
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頭に置いて考えるべきであると記しています。

　この原則的な点から予算案を審査することと、

もう１点は、総括質疑でも述べましたが、構造

改革によって地域の協同や暮らしが破壊されて

いることや、また経済的な激変によって、生き

ることそのものが困難になってきています。人

間の命の存続あるいは暮らしそのものの維持、

可能性をめぐって危機的な局面に立っていると

いう認識から、人間生活再生の場として地域を

とらえ直し、その中で自治体の役割をしっかり

ととらえながら審査することが求められていた

と考えます。要は、このような認識と立場に立

って、市民の命を守り、生活基盤を立て直し、

持続可能なものにしていく予算になっているか

ということです。

　また、私は昨年末、2010年度予算編成に当た

っての要望書を市長に提出し、今日の財政運営

の方向として、環境、福祉、教育を中心として、

市民生活をしっかり支援していくことが求めら

れていると要望もいたしました。

　では、本予算案はどうであったか。市長は、

予算案の説明で、桜島降灰対策や中学校の大規

模改造など必要な予算額を確保するとともに、

経済対策や雇用創出に配慮し、編成したと述べ

られました。

　しかし、市民の暮らしを守り、地域経済再生

のために今、必要なことは何でしょうか。地元

新聞は、「景気対策としての公共事業は対症療

法的な側面が強く、歳入確保や景気回復など、

投資に見合う効果があるかは疑問。歳入の見通

しがないまま続けても、貯金を食いつぶし、将

来に不安を残すだけになりかねない。公共事業

に頼る景気対策は見直す時期に来ているのでは

ないか。実効性のある創業支援や住宅改修補助

など、個人消費を喚起する施策にも重点を置い

てほしい」とつづっています。

　市長も、環境、福祉、教育を中心とした予算

のあり方については、この間の議論の中でも同

意されてきました。しかし、今回の予算編成は

景気対策に重点を置いた内容で、市民の命を守

り、暮らしを応援する生活安定対策は不十分と

言わざるを得ません。私は、総括質疑でも、こ

れらの点について２つの観点から問題点を指摘

し、また対策についても提案をしながら質疑も

行いました。

　重要な歳入の確保の点からは、国が多大な財

政赤字を抱える中、今後、地方交付税が確保さ

れる保障はありません。交付税の多くを償還に

充てざるを得ない状況も今後、想定されます。

当然、交付税の確保を求めていく行動も必要で

すが、持続可能な財政を目指すのであれば、確

かな歳入確保のための対策や、そのための道筋

をつけることが必要ではないでしょうか。

　この間、私は、小規模公共工事の取り組みで

多くの人に仕事の確保ができる問題点について

も提案してきました。また、今回調査費が予算

計上されました橋梁工事問題もありました。そ

して、総括質疑で提案した住宅改修補助制度等

がありました。これらは結果として個人消費を

喚起していくことにつながっていくものと、全

国の事例からも確信をしています。結果、市政

にも貢献していくものです。こういう点から検

討したときに、標榜されている持続可能な財政

運営ができるのか疑問です。

　一方、歳出の面ではどうでしょうか。景気・

雇用対策はとられたと評価します。さらに、福

祉の面でも保育所の継続入所対策や水之上の学

童保育所の改修など、評価する点もあります。

しかし、市民の皆さんが最も必要としている生

活支援対策はどうなのでしょうか。今回この点

では、社会保障を最も支援が必要とする人たち

が逆にこれらの制度で排除されている事態も示

しながら、対策の必要性を訴えました。

　介護の問題では、所得に関係なく支払う１割

の負担料、この１割負担料が特に低所得者の介

護を奪い、結果、健康まで奪う事態になってき
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ています。介護制度が始まる前までは、十分と

言わなくても必要な福祉が備わっていました。

これらの点については全国の328の自治体が、命

と生活を守れと高齢者を支援する施策を講じて

います。この差は、自治体とは何かを問うてい

ると考えます。

　さらに、子供の医療費問題で各自治体の取り

組みは、自己負担なしの方向がさらに強まって

います。これらの動きは政府も動かそうとして

います。市長は、地域間の格差をなくすことを

掲げてこられました。そして、枠として中学校

まで拡大され、来年度も引き続き継続されます。

この点については評価していますが、保護者が

望んでいるのは、いつでもどこでもお金の心配

がなく安心して医者にかかれることです。子供

の病気は緊急性を要します。委員会でも、方向

は違いましたが、対策を講じられないか質疑も

ありました。

　また、懸念として、安易な受診がふえ、医療

費がかさむという意見もありますが、中学校ま

で自己負担なしの無料化を実施している群馬県

の医師は、「実際には患者数はほとんど変わら

ない。むしろ早期の受診で医療費は抑えられる

のではないか」と語っています。私の調査でも、

県下で自己負担なしの自治体で医療費が増加し

た原因は、窓口が現物給付制度に変更になり利

用しやすくなったことや、医療費もその後、大

きな変化はなかったということが担当者の聞き

取り調査で明らかになりました。

　これらの取り組みは、結果として命の保障で

あり、生活の安定にもつながっていきます。そ

して、消費に向かい、税収にもつながっていく

のは全国の取り組みからも明らかであります。

　公契約条例も取り上げました。市長も参加さ

れている全国市長会は、平成17年６月、市長会

で政府に対して法律制定を求める要望書を提出

をされています。当然、市長も理解され、同意

されていると思います。

　この条例の目的は、公共事業や受託事務の契

約のもとで働く労働者の賃金や労働条件の最低

の規制を行うことを目的としています。質疑に

対する回答は、事務がふえる、介入できないな

ど含めて、条例化はできないというものでした。

実務がふえようが、市民の暮らしを守るのが自

治体の責務ではないでしょうか。介入できない

といいますが、市が発注している仕事が適切に

実施されているか調査する権限もあります。回

答は矛盾するものでした。

　この制度の条例化は、労働者の賃金の底上げ

や労働条件の改善にもつながっていくものです。

結果、地域での消費行動も喚起し、市税収にも

貢献していくものです。

　このほかにも、私は農漁業問題も取り上げま

した。これらを基幹産業として位置づけている

のであれば、それにふさわしい予算措置が必要

と考えます。しかし、関係する予算は土木予算

が中心で、担い手対策や経営安定対策は不十分

と考えます。また、政策課題として優先順位を

上げなければならない温暖化対策は、人員不足

や財源不足で十分でないことが明らかになりま

した。職員体制を整備し、政策課題として明確

にしていくことが求められています。

　以上、主要な点の問題点を挙げました。これ

らの点からも、今回の予算は、景気・雇用対策

に余りにも重点を置いた内容で、市民の最も要

求している暮らしを応援する生活安定対策は不

十分と言わざるを得ません。また、市長が目的

とされている持続可能な地域づくりや財政運営

という点でも、それにふさわしい対策は不十分

であり、問題があると言わざるを得ません。よ

って、本予算には反対であります。

　これで、私の反対討論を終わります。

〇議長（川達志）以上で、通告による討論

は終わりました。

　ほかに討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］
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〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　御異議がありますので、議案第１号、議案第

２号、議案第３号及び議案第23号を除き、各議

案を各委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第１号、議案第２号、議案第３

号及び議案第23号を除き、各議案は、各委員長

の報告のとおり決定しました。

　次に、議案第１号は、起立により採決いたし

ます。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、御起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、議案第１号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第２号を起立により採決いたしま

す。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、御起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、議案第２号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第３号を起立により採決いたしま

す。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、議案第３号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、議案第23号は、起立により採決いたし

ます。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、議案第23号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、陳情第24号を除く、陳情第20号から陳

情第23号までの陳情４件を各委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」「異議あり」等呼ぶ者あ

　　　　り］

〇議長（川達志）御異議がありますので、

陳情第20号を除き、陳情第21号から陳情第23号

までの陳情３件を各委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第20号を除き、陳情第21号は閉

会中の継続審査、陳情第22号は採択、陳情第23

号は閉会中の継続審査とすることに決定しまし

た。

　次に、陳情第20号は、起立により採決いたし

ます。

　委員長の報告は、採択であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立多数です。

　よって、陳情第20号は採択とすることに決定

しました。

　次に、陳情第24号に対する委員長の報告は不

採択でありますので、この採決は、起立により

行います。

　本陳情を採択することに賛成の方は、起立願
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います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（川達志）起立少数です。

　よって、陳情第24号は不採択とすることに決

定しました。

　　　△議案第36号～議案第38号一括上程

〇議長（川達志）日程第30、議案第36号から

日程第32、議案第38号までの議案３件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第36号　平成21年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第９号）案

議案第37号　平成21年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計補正予算（第３号）案

議案第38号　平成21年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第10号）案

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇財政課長（三浦敬志）おはようございます。

よろしくお願いいたします。

　議案説明に入ります前に、昨年度に引き続き

このような形で最終本会議に追加議案を提出い

たしますこと、また、予算案であります追加議

案が提出しなければスムーズな予算執行ができ

ないことを御理解いただき、お許しくださいま

すようよろしくお願いいたします。

　それでは、議案第36号平成21年度垂水市一般

会計補正予算（第９号）案について御説明申し

上げます。

　第９号案の補正理由の第１点目は、第８号補

正予算において御承認いただきました地域活性

化・きめ細かな臨時交付金の追加交付額が３月

２日に1,396万8,000円示されたことによる補正

であります。

　２点目は、国の第一次補正予算に計上されて

いました地域活性化・公共投資臨時交付金の中

の安心・安全な学校づくり交付金分1,293万円が

確定したことによる補正であります。

　３点目は、一般公共事業債に調整分があった

ことにより、一般財源に剰余分が出てまいりま

した。その財源により予算整理を行おうとする

ものであります。

　４点目として、本年度事業費の確定及び繰り

越し状況を明らかにしようとするものでござい

ます。

　今回歳入歳出とも4,366万4,000円を追加しま

すので、これによる補正後の歳入歳出予算の総

額は92億1,914万円になります。

　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページから４ページにかけての第１表

歳入歳出予算補正としてお示ししております。

　地方自治法第213条第１項の規定による翌年度

に繰り越して使用することになりました経費は、

５ページの第２表繰越明許費にお示ししており

ます。

　繰り越し事業の内容といたしましては、本議

会初日に提出いたしました第８号補正予算、そ

れから本日提出いたしました第９号補正予算案

による地域活性化・きめ細かな臨時交付金によ

る全事業を繰り越します。またそのほかに、農

林水産業費の中の森林整備加速化・林業再生事

業、消防費の中の全国瞬時警報システム整備事

業、教育費の中の松ヶ崎・牛根小学校、垂水中

学校、各校の耐震補強計画委託事業につきまし

ても事業費の全額を繰り越します。繰り越しに

よる財源は、国庫補助金、県補助金及び一般財

源であります。

　地方債にも補正がありましたので、６ページ

をごらんください。

　一般公共事業債が認められておりました港湾

整備事業ほか３事業は、充当率が90％から100％

に引き上げられましたので、一般財源の負担を

緩和するため、お示ししております額をそれぞ

れ追加借り入れしようとするものでございます。
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　次に、11ページからの歳出事項別明細につい

て説明させていただきます。

　財産管理費の積立金の財政調整基金積立金は、

冒頭申し上げました国庫支出金の追加確定に伴

う交付金や、一般公共事業債の充当率アップに

伴い、一般財源に剰余分が出てきたことにより

積み立てようとするものであります。

　その下の塵芥処理場費以降、説明欄に「財源

更正」と記載されている目につきましては、追

加交付金や市債を充て、また、小学校施設整備

費につきましては、地域活性化・公共投資臨時

交付金の確定分を充て、財源更正を行っており

ます。

　12ページの農道整備事業費、13ページの道路

維持費につきましては、８号補正予算で予算措

置できなかった路線等に地域活性化・きめ細か

な臨時交付金の追加分を充てております。

　飛んでいただきまして、最後の16ページにな

ります。

　宅地内降灰災害復旧費につきましては、今回

の豪灰に対処するものであります。

　歳出に関する説明は、以上でございます。

　今まで御説明いたしました補正事業に要しま

す歳入の補正予算は、前に返っていただきまし

て、８ページからの歳入事項別明細にお示しし

ておりますように、補正財源は、国庫支出金の

地域活性化・きめ細かな臨時交付金の追加分、

地域活性化・公共投資臨時交付金の確定分、そ

れに潮彩町排水処理施設特別会計を清算するこ

とによる繰入金、その他、市債などの特定財源

を充て、予算の均衡を図りました。

　以上で、第36号の説明を終わりますが、御審

議のほどよろしくお願いいたします。

〇生活環境課長（迫田裕司）おはようござい

ます。

　続きまして、議案第37号平成21年度垂水市潮

彩町排水処理施設特別会計補正予算（第３号）

案について御説明申し上げます。

　補正の主な理由ですが、潮彩町排水処理施設

特別会計が一般会計へ編入されることに伴う調

整によるものでございます。

　４ページの歳出から御説明いたします。

　３款諸支出金、１目繰出金は、特別会計の廃

止に伴い、歳入歳出決算をゼロにする必要があ

ることから、平成21年度決算による余剰金を一

般会計に繰り出そうとするものでございます。

　次に、歳入の６款繰入金の１目潮彩町排水処

理施設整備基金は、歳入歳出の収支の均衡を図

るための補正でございます。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、既定

の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ135万円を

追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1,047万7,000

円といたします。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇財政課長（三浦敬志）議案第38号平成21年

度垂水市一般会計補正予算（第10号）案につい

て御説明申し上げます。

　第10号案の補正理由は、退職願が３月15日に

提出されたことに伴い、所要額の補正を行うも

のであります。

　もう１点は、平成21年度の特別交付税が３月

16日に決定し、当日示されたことによる補正を

行うものであります。

　今回歳入歳出とも１億2,104万5,000円を追加

しますので、これによる補正後の歳入歳出予算

の総額は93億4,018万5,000円になります。

　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページの第１表歳入歳出予算補正とし

てお示ししております。

　地方債にも補正がありましたので、３ページ

をごらんください。

　退職手当債を３億円借りるようにしておりま

したが、5,000万円は一般財源で対処できる見込

みであるため、２億5,000万円の起債額といたし
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ました。

　次に、６ページの歳出事項別明細に冒頭申し

上げました退職手当の補正を計上しております。

　その下の財産管理費の積立金の財政調整基金

積立金は、冒頭申し上げました特別交付税分を

積み立てようとするものであります。これによ

ります財政調整基金の残高は６億1,091万6,000

円となります。

　これらの補正財源は、５ページに返っていた

だきまして、特別交付税を充て、予算の均衡を

図りました。

　以上で、議案第38号の説明を終わりますが、

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時44分休憩

　　　　　午前11時　　開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第36号から議案第38号までについて、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第36号から議案第38号までの議

案３件については原案のとおり可決されました。

　　　△意見書案第23号～意見書案第26号一括

　　　　上程

〇議長（川達志）日程第33、意見書案第23

号から日程第36、意見書案第26号までの意見書

案４件を一括議題とします。

意見書案第23号　「我が日本国において外国人

　　　参政権を容認するいかなる立法も法改正

　　　もしないこと」を要請する意見書案

意見書案第24号　改正貸金業法の早期完全施行

　　　等を求める意見書　案

意見書案第25号　「ヒロシマ・ナガサキ議定書」

　　　のＮＰＴ再検討会議での採択に向けた取

　　　り組みを求める意見書　案

意見書案第26号　「陳情の窓口一本化」に反対

　　　し、国民の基本的権利の一つである請願

　　　権を尊重し、保障するよう求める意見書

　　　　案

〇議長（川達志）案文は配付いたしており

ますので、朗読を省略いたします。

　　「我が日本国において外国人参政権を容認

　　するいかなる立法も法改正もしないこと」

　　を要請する意見書（案）

　新政権の誕生に伴い、外国人労働者や移民の

受け入れ制度を緩和していこうという動きがあ

り、在日外国人の増加が予想されている。

　そうした趨勢を受けて、様々な混乱を招く可

能性の高い外国人参政権の導入を推進していこ

うという動きがあるが、憲法93条２項「住民」

は「日本国民である」ことが大前提であり、日

本国民でない、外国籍の定住者、永住者等に地

方といえども参政権を認めたら選挙権、被選挙

権だけの話だけでは無く、公務員への就任、管
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理職への登用、首長選挙立候補、自治体への直

接請求権、意見提出、参加権等も含まれてくる。

　多民族、民主国家大国アメリカでも外国人に

は参政権は一切与えていない。

　在日外国人は、納税の義務と引き替えに得る

権利は公共サービスを享受する権利であり、外

国人参政権が無いことによって在日外国人が不

利益を蒙っているとは思えない。

　西洋諸国と違い、日本周辺は政治体制や価値

観が大きく異なる諸国と隣接しており、外国人

が参政権を行使することによって日本国民に不

利益な政治判断が為される危険がある。

　よって垂水市議会は政府に対して、外国人参

政権を容認するいかなる立法も法改正もしない

こと強く要請する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成22年３月19日

　　　鹿児島県垂水市議会　議長　川　達志

内閣総理大臣　鳩山由紀夫　殿

総 務 大 臣　原口　一博　殿

法 務 大 臣　千葉　景子　殿

外 務 大 臣　岡田　克也　殿

　　改正貸金業法の早期完全施行等を求める意

　　見書　案

　経済・生活苦での自殺者が年間7000人に達し、

自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万

人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決す

るため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、

出資法の上限金利の引き下げ、収入の３分の１

を超える過剰貸付契約の禁止（総量規制）など

を含む同法が完全施行される予定である。

　改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策

本部を設置し、同本部は①多重債務相談窓口の

拡充、②セーフティネット貸付の充実、③ヤミ

金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多重債

務問題改善プログラムを策定した。そして、官

民が連携して多重債務対策に取り組んできた結

果、多重債務者が大幅に減少し、2008年の自己

破産者数も13万人を切るなど多重債務対策は確

実に成果をあげつつある。

　他方、一部には、消費者金融の成約率が低下

しており、借りたい人が借りられなくなってい

る。特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者

の倒産などにより、資金調達が制限された中小

企業者の倒産が増加していることなどを殊更強

調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金

業者に対する規制の緩和を求める論調がある。

　しかしながら、1990年代における山一証券、

北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆ

るバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に

対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者

金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年

には自殺者が３万人を超え、自己破産者も10万

人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。

　改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規

制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺

者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかね

ず、許されるべきではない。今、多重債務者の

ために必要とされる施策は、相談体制の拡充、

セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲

滅などである。

　そこで、今般設置される消費者庁の所管乃至

共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務

問題が喫緊の問題であることも踏まえ、国に対

し、以下の施策を求める。

１　改正貸金業法を早期（遅くとも本年12月ま

　で）に完全施行すること。

２　自治体での多重債務相談体制の整備のため

　相談員の人件費を含む予算を十分確保するな

　ど相談窓口の拡充を支援すること。

３　個人及び中小事業者向けのセーフティネッ

　ト貸付をさらに充実させること。
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４　ヤミ金融を徹底的に摘発すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成22年３月19日

　　　鹿児島県垂水市議会　議長　川　達志

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　江田　五月　殿

内閣総理大臣　鳩山由紀夫　殿

総 務 大 臣　原口　一博　殿

法 務 大 臣　千葉　景子　殿

金融担当大臣　亀井　静香　殿

消費者庁長官　福島みずほ　殿

　　「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のＮＰＴ再

　　検討会議での採択に向けた取り組みを求め

　　る意見書（案）

　本年６月24日、本市議会は、オバマ米国大統

領のプラハ演説以降の核兵器のない世界に向け

ての国際的な機運の高まりをとらえ、「核兵器

廃絶への国際条約締結へ、政府の具体的な努力

を求める意見書」を可決し、日本政府に、被爆

した世界でただ一つの国の政府として、来年の

核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議において、

核保有国を初めとして国際社会が核兵器廃絶国

際条約の締結を目指して、国際交渉を開始する

よう働きかけることを要請したところです。

　本年９月、国連安全保障理事会首脳級特別会

合において、鳩山由紀夫首相は被爆国として核

兵器廃絶の先頭に立つとの決意を明確に表明さ

れました。また、日本政府が米国などと共同提

案した核廃絶決議案についても、国連総会第１

委員会で過去最多の国々の賛成で採択されるな

ど、日本政府の被爆国としての取り組みは一つ

ひとつ成果を積み上げてきています。

　一方、本年８月、長崎市では、世界の3,241都

市が加盟する平和市長会議総会が開催され、2020

年までに核兵器を廃絶するための道筋と、各国

政府が遵守すべきプロセスなどを定めた「ヒロ

シマ・ナガサキ議定書」を、2010年ＮＰＴ再検

討会議において採択を求めることなどの具体的

な提案をもりこんだ「ナガサキアピール」が決

議されました。

　このような動きを踏まえ、被爆国の政府とし

ての核兵器廃絶の取り組みをさらに確実なもの

にするために、国会及び政府におかれては、平

和市長会議が提案する「ヒロシマ・ナガサキ議

定書」の趣旨に賛同し、2010年のＮＰＴ再検討

会議において、同議定書を議題として提案して

いただくとともに、その採択に向け、核保有国

を初めとする各国政府に働きかけていただくよ

う強く要請します。

　以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見

書を提出します。

　平成22年３月19日

　　　鹿児島県垂水市議会　議長　川　達志

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　江田　五月　殿

内閣総理大臣　鳩山由紀夫　殿

総 務 大 臣　原口　一博　殿

外 務 大 臣　岡田　克也　殿

　　「陳情の窓口一本化」に反対し、国民の基

　　本的権利の一つである請願権を尊重し、保

　　障するよう求める意見書（案）

　政府の来年度予算編成にあわせ、民主党が幹

事長のもとで着手している陳情・請願の「仕分

け」に地方から現場から、「国民の要望をなぜ、

政府に直接届けられないのか」と強い批判が出

ている。民主党が新たに導入した陳情システム

は、民主党･政府に対する陳情･要請を党都道府

県連で受け付け、党本部の幹事長室が処理する

というものである。
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　憲法には、「何人も、損害の救済、公務員の

罷免、命令又は規則の制定、廃止又は改正その

他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、

何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別

待遇も受けない」（憲法16条）と規定している。

　このように憲法16条では国民に請願権が付与

されている。陳情･要望においても、その精神は

同等のものであることは疑いのない事実である。

また、陳情・要望及び請願をどの政党・団体を

通じて行うかも、陳情者の意思に委ねられてい

る。しかし、今回の「陳情の窓口一本化」は、

この精神から逸脱するものと言わざるを得ない。

　国民生活はさまざまな問題がある中、住民や

各種団体が国政に陳情や要望することが増えて

きている。行政は、これらの陳情や要望に応え

ていく責務があるのに、「窓口一本化」では、

窓口を閉ざすことになりかねないし、さらに多

様な意見等を認め合う民主政治の原則を壊すこ

とにもなり、憲法の保障する国民の請願権を侵

す問題であることも指摘せざるを得ない。

　地方議員は住民の負託を受け活動している。

当然、地域の問題や住民の声を直接政府に届け

伝えることは、選挙で負託を受けたものとして

の責務である。よって、行政府として直接地方

の声を聞くことを求めるものである。議会人と

して「陳情窓口一本化」を認める訳にはいかな

い。ここに、「陳情窓口一本化」を民主党に一

本化することに強い反対の意思を表明する。

　よって、政府及び民主党におかれては、即刻、

窓口一本化を改め、地方の声、国民の声に耳を

傾け、国民の請願権の行使を尊重し、保障され

るように強く要請するものである。

　以上、地方自治法99条の規定により意見書を

提出する。

　平成22年３月19日

　　　鹿児島県垂水市議会　議長　川　達志

内閣総理大臣　鳩山由紀夫　殿

国家戦略担当大臣　菅　　直人　殿

内閣官房長官　平野　博文　殿

総 務 大 臣　原口　一博　殿

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　江田　五月　殿

〇議長（川達志）お諮りします。

　ただいまの意見書案４件については、提出者

の説明及び委員会付託を省略したいと思います

が、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　意見書案第23号から意見書案第26号までの意

見書案４件を原案のとおり決することに御異議

ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第23号から意見書案第26号

までの意見書案４件は原案のとおり可決されま

した。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、議会運営委員会及び各常任委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、議会運営委員会及び各常任

委員会の所管事項調査を行うことに決定しまし

た。

　　　△閉　　会

〇議長（川達志）これをもちまして、平成
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22年第１回垂水市議会定例会を閉会いたします。

　　　　　午前11時３分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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